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平成１５年上富良野町予算特別委員会会議録（第１号） 
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──────────────────────────────────────── 
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議案第 ７号 平成１５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成１５年度上富良野町水道事業会計予算 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １９名） 

──────────────────                
○事務局長（北川雅一君） おはようございます。 

 予算特別委員会に先立ちまして、議長、町長から

ごあいさつをいただきたいと思います。 

 最初に、議長よりお願いをいたします。 

○議長（平田喜臣君） 皆さん、おはようございま

す。予算特別委員会開会に当たりまして、一言ごあ

いさつを申し上げます。 

 議員各位に置かれましては、連日３月定例会、早

朝より御出席、まことに御苦労に存じます。 

去る３月４日に御決定をいただきました予算特別委

員会が、本日その開会の運びと相なりました。 

 日本経済を取り巻く環境は、相変わらず先行きが

不透明で、本町におきましても、その例外ではあり

ません。先日の一般質問でも行財政改革、あるいは

市町村合併等々、その財源等についていろいろと御

質問のあったところでございます。 

 そのような中で、本日平成１５年度予算特別委員

会が開会されたわけであります。私が申し上げるま

でもなく、その歳入歳出を、私どもは納税者の立場

に立ってチェックするというのが、この特別委員会

に与えられました大きな使命であると思っておりま

す。 

 審査に当たりましては、金額の大小あるいは前年

度対比等は余り重要なことではなく、必要なこと

は、その予算で何がどれだけできたのかということ

が大きな点であるというふうに思っております。事

業の優先順位を検討し、あるいは予算を削ってこち

らの予算をふやすべきだというような議論があって

もよいのではないかと思っております。各委員が予

算の批判をすることは、もちろん重要ではあります

が、議会サイドで、もしの予算執行に御批判がある

とするならば、その対案を議会としてお出ししてい

ただければとも思っているところであります。 

 いずれにいたしましても、この４日間、議員各位

には大変な御苦労をおかけいたしますが、当委員会

の所期の目的を達することができますことを心から

御祈念申し上げまして、開会に当たりましての私の

ごあいさつといたします。 

 御出席まことに御苦労に存じます。 

○事務局長（北川雅一君） 続きまして、町長から

ごあいさつをいただきます。 

○町長（尾岸孝雄君） 皆様おはようございます。 

 ３月定例議会が始まりまして、連日のように議員

の皆様方には御多用な中を御出席賜って御審議いた

だいておりますこと、厚く感謝を申し上げたいと存

じます。 

 ただいま議長からもお話しありましたように、本

日より４日間予算特別委員会におきまして、平成１

５年度予算の審査をいただくことに相なるわけであ

りますが、執行方針で述べさせていただきましたよ

うに、その執行方針を達成するために必要な予算案

を策定させていただいて御提案を申し上げていると

ころでございます。 

 大変に厳しい財政状況というのは、皆様方の一般

質問等々で今日までお答えさせていただいていると

ころでありますが、地方財政の置かれている状況は

非常に厳しく、我が町も同じように財政運営につき

ましては、忌憚のない対処をしなければならない。

最も行政執行の中で重要な課題であるという認識の

もとに、その財政運営を健全に対処していくことを

目的として対処しているところでありますが、今１

５年度におきましては、御案内のとおり国営しろが

ねの事業の完了に伴います償還の開始というような

ことで、非常に厳しい財政の中で、特にまた１５年

度におきましては、厳しい状況に置かれているわけ

でありますが、そういう中での予算の策定でござい

ました。どうかひとつこれから４日間、皆様方には

慎重に御審査賜りまして、御議決賜りますことをお

願い申し上げ、簡単でありますけれども、ごあいさ

つにかえさせていただきたいと存じます。よろしく

お願いいたします。 

○事務局長（北川雅一君） 正副委員長の選出でご

ざいますが、３月４日定例会で、議長を除く１９名

をもって予算特別委員会を構成しておりますので、

正副委員長選出については、議長からお諮りを願い

たいと思います。 

○議長（平田喜臣君） それでは、正副委員長の選

出についてお諮りいたします。 

 当議会運営に関する先例３の５によりまして、委

員長に副議長、副委員長には総務常任委員長という

ことになっておりますが、これでよろしいでしょう

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本特別委員会の委員長には久保田英市

君、副委員長には中川一男君に決定いたしました。 

○事務局長（北川雅一君） 久保田委員長は、委員

長席の方にお移りをいただきたいと思います。 

 では、委員長からごあいさつをいただきます。 

○委員長（久保田英市君） ただいま委員の皆様の

御推挙をいただき、予算特別委員会の委員長を就任

することことになりました。非才な私でございます

が、委員の皆様を初め、執行機関の方々の御理解あ

る御協力、御支援を賜りながら、委員長として誠心

誠意努めてまいる所存でございます。 
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 先般御提案ありました平成１５年度各会計予算

は、地方交付税を初めとする税財源が抑制され、ま

た義務的経費が占める割合が高くなるなど、財政状

況が大変厳しい中での予算編成となっております。 

 このような中において、町民の福祉向上に向け、

安心して暮らせる町づくりを進めるために、平成１

５年度予算審議に当たりまして、委員各位には慎重

なる御審議、御審査をお願い申し上げまして、言葉

足りませんが、委員長就任のあいさつとさせていた

だきます。 

 ただいまの出席委員は１９名であり、これより予

算特別委員会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本委員会の議事日程等について、事務局長から説

明させます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御説明申し上げます。 

 本特別委員会の案件は、平成１５年第１回定例会

において付託されました議案第１号平成１５年度上

富良野町一般会計予算、議案第２号平成１５年度上

富良野町国民健康保険特別会計予算、議案第３号平

成１５年度上富良野町老人保健特別会計予算、議案

第４号平成１５年度上富良野町介護保険特別会計予

算、議案第５号平成１５年度上富良野町簡易水道事

業特別会計予算、議案第６号平成１５年度上富良野

町公共下水道事業特別会計予算、議案第７号平成１

５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予

算、議案第８号平成１５年度上富良野町水道事業会

計予算、議案第９号平成１５年度上富良野町病院事

業会計予算の９件であります。 

 先日配付いたしました予算特別委員会事前配付資

料の資料５の追加として、本日保健福祉総合セン

ター部屋別利用計画をお配りいたしておりますの

で、御参考としてください。 

 本特別委員会の日程につきましては、お手元に配

付いたしました議事日程のとおり、３月１３日から

１８日までの６日間とし、本日議案第１号の補足説

明と事項別明細書の歳出第７款までの質疑を行いま

す。 

 ２日目は、１４日に引き続きまして議案第１号の

事項別明細書の歳出第８款からの質疑と、議案第２

号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第

６号並びに議案第７号の補足説明と質疑を行いま

す。 

 ３日目の１７日は、議案第８号並びに議案第９号

の補足説明と質疑を行います。 

 ４日目の１８日は、本特別委員会の最終日で、全

案件の審査意見の調整と討論、表決の順で御審議を

賜りたいと存じます。 

 なお、審議の順序等の詳細につきましては、本日

配付の議事日程のとおりであります。 

 なお、本特別委員会の説明員でありますが、町長

を初め四役と一般会計につきましては、当日の議案

に関する課長、課長補佐並びに係長等とし、各特別

会計及び企業会計につきましては、その会計に関す

る課長、課長補佐並びに係長等の出席といたしたい

と思いますので、御了承賜りたいと存じます。 

 説明は、自席にてさせていただきます。 

 なお、最終日に予定されております意見調整に当

たりましては、議会運営に関する先例により、各常

任委員会単位で予算案審査意見の取りまとめをいた

だきますよう、あらかじめお願い申し上げます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいま説明の

とおりといたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいま説明の

とおり決しました。 

 お諮りいたします。 

 委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは委員長の

許可といたしたいと存じます。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱い

は委員長の許可とすることに決しました。 

 委員並びに説明員にあらかじめお願いを申し上げ

ます。 

 審議中の質疑、答弁につきましては、要点を明確

にし、簡潔に御発言くださいますようお願い申し上

げます。 

 なお、委員におきましては、質疑区分ごとに一括

して御発言をされますよう御協力をお願い申し上げ

ます。 

 これより、議案第１号平成１５年度上富良野町一

般会計予算の件を議題といたします。 

 初めに、配付資料について説明の申し出がありま

したので許可します。 

 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） おはようございます。 

 それでは、私の方から２月２８日に一般議案とあ

わせまして配付しておりました予算特別委員会事前

配付資料につきまして、若干御説明を申し上げたい
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と思います。 

 目次で示してございますように、全部で資料１か

ら資料９までの９種類の資料を一括して配付してご

ざいます。 

 まず、最初に資料１について申し上げます。 

 ここでは、１５年度の予算編成に当たりまして、

その基本的な方針、それから対応した内容について

文書をもってまとめてございます。特に、文中にも

ございますように、１億円を取り崩してます財政調

整基金は、決算期に向けまして例年全額を積み戻す

ような措置をしているところでございますが、この

１５年度については、その１億円満額を積み戻しで

きないような予測を立てているところでございま

す。 

 資料１の２ページをごらんいただきたいと思いま

すが、２ページ、３ページには国が示してございま

す総額１７兆円規模になります地方交付税特別会計

並びに地方債計画への増額などの地方財政対策につ

きまして内容を掲載してございますので、ごらんを

いただきたいと思います。 

 もう１ページ開いていただきますと、４ページで

ございますが、ここでは町の各種財政指標につきま

して、平成８年度から平成１７年度までの１０カ年

間にわたりまして掲載をしてございます。御案内の

とおり、地方交付税など歳入一般財源が減少傾向で

推移する一方、地方債の償還費などの義務的な経費

が増嵩することから、各財政指標につきましては、

年々悪化していくことが予想されるところでありま

す。 

 なお、表中、平成１４年度から以降につきまして

は、すべて推計値となってございます。 

 また、下段の表には用語解説もつけてございます

ので、参考としていただきたいと思います。 

 次の５ページになりますが、ここは最後のページ

でありますが、普通交付税及び特別交付税の算定の

中で、我が町の病院の要件をもとに算定されている

額を年度別に示してございます。ここまでが資料１

の内容でございます。 

 次、資料２の実施計画につきまして御説明を申し

上げます。 

 掲載の方法につきましては、今まで同様でござい

まして、期間につきましては、平成１５年度から１

７年度までの３カ年間の実施計画となってございま

す。 

 まず、１ページでは、総合計画の基本となります

四つの施策体系ごとに、ただいま申し上げました３

カ年間にわたりましての各年度ごとの予定事業の額

及びその財源内訳を総括表として掲載してございま

す。この詳細な内容につきましては、６ページ以降

に掲載してございますので、後ほどごらんをいただ

きたいと思います。 

 次、３ページから４ページ、５ページにわたりま

しては、例年示しております３カ年間の年度別の資

金計画を付してございます。内容としましては、平

成１５年度の予算及び当該年度の決算見込みをもと

に、現在の制度あるいは施策が継続されたと仮定し

まして、平成１６年度から平成１７年度までの２カ

年間の収支につきまして推計を立ててございます。 

 したがいまして、現在の財政構造では、収支バラ

ンスがとれない結果、その２カ年それぞれの年度に

財源不足額を表示してございます。これには、現在

の行財政改革実施計画の実施期間が平成１５年度と

なってございますことから、平成１６年度以降につ

きましては、現時点での予測できる歳入に見合った

財政構造に改めるための新たな行財政改革の実施方

針に基づきまして、具体的な取り組みを行うことが

求められているところでございます。 

 なお、今机上で考えられます範囲のものを実行す

ることで捻出できるであろう金額につきまして、行

財政改革削減概算額としまして掲載をし、さらにそ

の年度で不足する額につきましては、基金を支消す

ることで全体の収支不足額を補てんする計画として

ございます。 

 次、資料３について申し上げます。 

 資料３につきましては、行財政改革実施計画の推

進状況についての内容となってございます。表左側

の５０項目の計画項目ごとに、平成１５年度の現時

点におきます実施の概要及びその効果を示してござ

いますが、まだ１４年度につきましては、決算期を

迎えてませんことから、全体の姿を読み取ることと

なってございません。つきましては、平成１４年度

の結果につきまして、昨年と同様、本年６月ごろに

また再度議会にお示しをしてまいりたいというふう

に考えているところであります。 

 なお、最後のページには、補助金の整理合理化の

観点で、平成１５年度予算におきましての減額と

なっている状況につきましてのみ一覧表をつけてご

ざいますので、ごらんをいただきたいと思います。 

 次に、資料の４から資料の９までの各事業、６事

業についてでございますが、それぞれの事業の概要

をまとめて添付してございます。あわせて審議の参

考としていただきますようお願い申し上げまして、

配付資料全体の説明といたします。 

○委員長（久保田英市君） 以上で、資料の説明を

終わります。 

 質疑のある場合は、挙手の上議席番号を告げ、委

員長の許可を得た後に自席で起立し、発言をされる

ようお願いを申し上げます。 
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 また、説明員は挙手の上職名を告げ、委員長の許

可を得た後に説明員席で起立の上説明願います。 

 ただいまの資料説明について、質疑があれば承り

ます。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 実施計画ですけれども、一

見して単純に受けとめているわけですけれども、１

５年、１６年、人件費、物件費については、１６年

にあっては１５年対比で人件費減になっている。こ

れはどういう考え方で減になったのか、また物件費

については逆に増になっています。保健福祉セン

ターもまだオープンしないこの時期に、どういうと

らえ方されているのか。 

 それから、１７年にあっての物件費ですけれど

も、５,０００万円ぐらい増になっているのですけ

れども、これらについては保健福祉センターが竣工

されて、維持管理費もカウントされていると思いま

すが、この辺の５,０００万円増になった考え方。 

 それから、１７年に入っているわけですけれど

も、中富との共同事業の中の火葬場の事業名が顔を

出してないわけですけれども、これらについては、

少なくとも意欲的に取り組むとすれば、少なくとも

その事業名、かかる最少の経費はここに出てこなけ

ればならないのでないかと私は思うわけですけれど

も、以上の点についてお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） ３番福塚委員の御質問

にお答えします。 

 まず、資金計画の１６年度以降の人件費の御質問

についてでありますが、御案内のとおり職員数につ

きましは、今適正計画に基づきまして、定年退職等

の補充の抑制をしているところであります。 

 あわせまして、このような予測される厳しい財政

状況に具体的に対応すべく、人件費につきまして

も、一定程度削減を将来に向けてする必要があると

いうことを現段階でも想定し…。 

 失礼しました。１５年度の人件費につきまして

も、御案内のとおり一定率削減をするという計画で

あります。それとあわせてまして、冒頭申し上げま

した定年退職の不補充、これは計画をもってござい

ますので、それに沿った形で対応することから、前

年度に比較しまして減少するという予測を立ててい

るところでございます。 

 また、物件費につきましては、１６年度は伸びて

ございますが、御案内のとおり、この１５年度から

着手します保健福祉総合センターの完成を予測しま

して、一定程度の額につきましても計上していると

ころでございます。 

 それと人件費でも申し上げましたように、定数の

抑制の面を考慮しまして、事務事業を廃止するもの

につきましては特に問題ございませんが、継続的に

行政対応するものにつきましては、また別な方法、

例えば外部に委託する方法で行政水準を維持すると

いう方法も講じる必要から、一定程度物件費におき

ましても、その見合いの費用を計上を予定してござ

いますので、そのようなことで御理解をいただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（平田喜臣君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） ３点目の葬祭場の

関係の御質問でありますが、中富との共同設置を視

野に入れて検討を進めてきているところでありま

す。ただ、その間の中で協議が今十分に進んでない

いというようなことがありまして、今計画の中に

は、１７年度までには今のところ入っていないとい

うようなことで、今後協議が整い次第、また検討を

進めた中で位置づけをしていきたいというふうに考

えているところであります。 

○委員長（久保田英市君） １３番長谷川委員。 

○１３番（長谷川徳行君） 実施計画書の年度別資

金計画書の中の１６年度からの地方交付税が６億

円、１７年度は２億円と、大体そのぐらいずつ上

がっていく予想になっているのですけれども、この

根拠、国では今地方交付税を削減するということに

なっておりますが、その辺の根拠と、それと平成１

５年度一般会計予算案の概要のところの資料の中

で、財政指標年度別推計ですか、これの中でもう一

つ、わかれば実質収支比率を教えていただきたいと

思います。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） １３番長谷川委員の１

点目の御質問にお答えします。 

 １６年度の普通交付税の増の要素でありますが、

これは１３年度から交付税におきましては、通常の

財源不足額につきまして、交付税特別会計において

借り入れをし、原資を確保する中で地方に配分する

という方法を講じてございます。これにつきまして

は、平成１５年度までの３カ年間ということでござ

いまして、１６年度以降につきましては、今の段階

で従来の方法で推計を立てていることから、交付税

につきましてのそのような形で増の要素ということ

でありますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

 あと、実質収支の関係につきましては、今ちょっ

と算定をしてございませんので、後ほどお答えを申

し上げたいと思います。よろしくお願い申し上げた

いと思います。 

○委員長（久保田英市君） １６番清水委員。 
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○１６番（清水茂雄君） ちょっとお聞きしたいの

ですが、１５年度の補助金整理合理化について

ちょっとお伺いしたいのですが、アグリパートナー

協議会が５万円削減ということで載っておりますけ

れども、この点について備考欄に経費効率化による

減となっていますが、その内容と、それからアグリ

パートナー協議会の活動状況を知りたいと思いま

す。 

 それから、農業後継者対策事業において、２２５

万円という大幅な削減がなされておりますけれど

も、５３.５７％の削減ということで…。 

○委員長（久保田英市君） １６番清水委員に申し

上げます。 

 ただいまの質疑は、資料についての質疑ですか。 

○１６番（清水茂雄君） 資料についてですけれど

も、資料３です、よろしいですか。 

○委員長（久保田英市君） はい、よろしいです。 

○１６番（清水茂雄君） この点について、対象見

込み数の見直しということになっておりますが、こ

の内容について御説明をお願いいたします。 

 それから、身体障害者福祉協会が２万円減という

ことで、これも率にしますと２８.５８％で、約３

０％近い削減ということで、備考欄に自立可能部分

の削減となっておりますが、その自立可能部分とい

うのはどういうことなのか、御説明をお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（谷口昭夫君） 清水委員の

御質問にお答えいたしたいと思います。 

 アグリパートナー協議会の５万円の減ということ

で、どのような形で減になったのかということでご

ざいますけれども、これについては富良野地方アグ

リパートナー協議会がありまして、美瑛を含む５市

町村で構成しておりますけれども、その中でサマー

フェスティバル事業というのがあります。これは週

刊誌で女性を募りまして、サマーフェスティバル北

海道、上富良野を含む美瑛町にサマーフェスティバ

ル事業を実施しているわけでございますけれども、

それともう１点は、農村青年の写真掲載事業という

のがございます。これも同じ週刊誌に載せてやって

おりますけれども、今までこれは別々な形の中で週

刊誌に載せていたのですけれども、今回サマーフェ

スティバル事業と写真掲載事業を一緒に含めて載せ

るということで、経費の節減になったところでござ

います。 

 それからもう１点、実績の関係ですけれども、今

までの成婚率といいますか、平成元年から１３年ま

での成婚率６６件、それと交流会等で結ばれました

のが１２件でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 清水委員の御質問

にお答えいたします。 

 後継者関係の減の要因でありますけれども、一つ

は、昨年江幌地区に酪農として１人就農してござい

ます。これは私どもの後継者対策の一環として、就

農奨励金という形で、１年間に限り月額１０万円と

いうことで１２０万円、これを出しております。今

回これが１５年においてはなくなったということで

減であります。 

 それから、もう１点の要素としまして、新規就農

予定者、営農の技術を経営指導を受けるということ

で、農業者の方に指導に入ってございました。それ

が１５年においてはなくなるということで８０万

円、これらが減の要素でございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 身体障害者福祉協

会の関係の御質問でございますが、これにつきまし

ては、この団体の運営費の運営収支の中で、町とそ

れから社会福祉協議会の公的な助成金、これがこの

運営費の約半分を賄っているということで、その運

営費の使い方も、総会費がほとんど約半分ぐらい費

用が全体の中で占めているということでございます

ので、そういった意味で、もう少しこの団体運営に

ついて自主運営といいますか、会費をもう少し努め

ていただきたいなということで町の助成を減額をさ

せていただいたところであります。 

○委員長（久保田英市君） 先ほどの１３番長谷川

委員の質疑に、財政係長より答弁いたさせます。 

○財政係長（服部久和君） 先ほどの長谷川委員の

御質問にお答えいたします。 

 １６年度の実質収支比率につきましては、１.５

程度と考えております。 

 ちなみに、標準実質収支比率でございますけれど

も、その額がマイナス２０％、いわゆる実質収支が

赤字の場合、その率が標準財政規模の額を乗じて２

０％を超えますと、事業債権団体というようなこと

になる目安の指数でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 今と同じところの２番目

の町交通安全推進委員会、これの備考欄の出役日数

の見直し、それから役員旅費、ここ具体的に説明を

してください。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 梨澤委員の御質問
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にお答えをしたいと思います。 

 当該推進委員会に係りまして、さらにそれらの指

導の部分で出役をちょうだいしてございますが、現

在交通指導員の出役にかかわりましては、これまで

専従という形で登下校の指導をいただいている方に

つきまして、月額の賃金体系を組んでございました

が、実質の出役をいただく時間帯というものがある

程度明確でございますので、これらにつきまして

は、時間給に切りかえさせていただいて御出役を

ちょうだいすることでございます。 

 あわせまして、御承知のように交通安全にかかわ

りましては、テーマを交通安全は家庭からというこ

とにつきましては、これをもとにして展開させてい

ただいてございます。これらの定着については、御

家庭の中に交通安全というものを定着させていきた

いという大きな願いがございまして、そういう意味

で登下校にかかわります内容等含めまして、新たな

その指導体制を組みたいと考えてございます。した

がいまして、現在毎日の指導をちょうだいしており

ますが、各御家庭にいろいろな啓発をしながら、隔

日の御指導をちょうだいしていく方向で現在考えて

いるところであります。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 内容はわかるのですが、

ヨーロッパあたりでは、子供の通学には親がついて

ということでやっているところもあるのですよ。た

だし、我が町はそうでなくて、今まで現行でやって

きていたと。ところがこういう財政状況だからとい

うことで削減をしたけれども、ではその交通安全の

方の手当て、お金の手当でなくて現場の実際の手当

て、かわりのものを考えてやったのか、これからや

るのか、これは大きな違いがあると思うのですよ

ね。 

 一言いいたいのですけれども、財政難だというこ

とはわかりますから、その方向に行くと思うのです

よ。もっと善意の方々が動けれる、その役場の考え

方をそういうぐあいにしなければならないと思うの

です。そういう方向になっていかなければやってい

けません。ＮＰＯであるとかボランティアであると

か、そういう方が、ああそうですか、それは私も

思っているから言っているのですよ。ボランティア

というのは官が入るのではないのだよと、私は言う

たびに言われているからこれ出るのですよ。だけれ

ども、もうそういう時代ではないのですね。バブル

のころ、お金のあるころは、はいはいとお金配って

やっていれば偉い顔して職員はおれたのですから、

だけれどもその時代は終わったのです。お客様とい

う気持ちで皆さんもやらなければならないと思うの

ですけれども、そういうことで削減をしたのですか

ら。 

 具体的に日数減ったのかどうか、今の月制でやっ

ていたと。だけれども、それを減らして実日数とい

うことでやったのですけれども、その実日数という

ことで今までよりも減ったのかどうか、その交通安

全に出ていく日数が減っていくようになるのかなら

ないのか、ここのところお聞きしましょう。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 実際に御指導を

ちょうだいする部分につきましては、実日数として

は、先ほど申し上げましたように、隔日の御指導を

ちょうだいしたいということで基本的には考えてご

ざいます。したがいまして、日数としては若干減る

ということでございます。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 減るということですね。

減るということは、交通安全に子供たちに指導がで

きないということにつながると思います、はっきり

と。という、そこのところをどうするのだというこ

とを考えてやらねばならないのでないでしょうか。

何らかの手当てをしてやるという、そこを考えな

かったら、手当は減りましたよ、多分お金出ないの

だから出ませんよと言う人もいるかなと思いますけ

れども、ちょっとわかりませんけれども、それが実

施されないと。子供たちをただ野放しにということ

にはならないと思うのですよ。ここを考えるのがあ

なたたちであり、考えなければならないと思うので

すけれども、早急に何か考えなければ、これ私追跡

調査みたいのしてみたいと思いますけれども、ここ

のところお聞きします。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） ただいまの御意見

のとおりでありまして、私どもといたしましても、

基本的には地域の中での御協力をちょうだいしてい

きたいという考え方、基本的には持ってございま

す。また各学校にはこの考え方については、お話は

一たん申し上げました。各校長会の折にお話を申し

上げました。 

 御承知のように、この指導員の御指導の場面とい

うのは、現在まで３カ所のみでございました。すべ

ての通学時に対応しているということではございま

せんので、必ずしも言い切れるところではございま

せんが、これらについては先ほど申し上げましたよ

うに、この後につきましては、ＰＴＡとかそういう

方向を定めながら、御協力をちょうだいしながら進

めたいのと、もう１点は、これまで国道中心にいろ

いろな安全啓発を行ってまいりましたが、これを一

たん内に向けて、通学時でありますとか、そういう
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方向に向けて展開をさせていただきながら、もちろ

ん交通安全協会等の御協力をいただくわけでありま

すけれども、そういう中で、あくまで交通安全につ

きましては、登下校のみの問題ではございませんも

のですから、子供たちが日常の生活の中で交通安全

というものを意識をしていただける、家庭内の中に

あってもそういう意識をしていただけるような方向

をとらえながら進めていきたいというのが大きな願

いでございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ６番清水委員。 

○１６番（清水茂雄君） 資料３の先ほどと同じく

補助金の整理合理化についての下から４番目なので

すが、酪農ヘルパー利用組合の助成が５万円減とい

うことになっておりますが、たしかこの件につきま

しては、１年か２年前に私一般質問でお願いした経

緯があると思うのですが、その後酪農関係者から非

常に厳しい酪農経営の中で、このシステムを運営し

ていくの大変だと、何とか補助金をふやしていただ

きたいというようなお声を何人かの方からいただい

ているのですが、５万円削減ということで、何か

ちょっと残念だなと。そして、備考欄に問題な１項

が載ってます。廃止に向けて段階的に対応というこ

とはどういうことなのか、その辺の内容を御説明お

願いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ２番中川委員。 

○２番（中川一男君） 今清水委員の出たのは、１

２１ページの酪農のところの本題に入っているわけ

ですから、これはあくまでも補助的なもので、この

ときに来たときに質問していただくという方法にし

ないと、もうこれ今入ってしまっているのですよ、

第６款に。だから、今これはあくまでも補助的なん

だと。今の清水委員の質問は、１２１ページのとき

にしていただくと、どうでしょうか。そうしなかっ

たら、全部そうなのです。交通安全の方もそうなっ

てしまっているのですね。科目あるところに質問し

てしまっているので、これあくまでも補助的です

よ、その場に来たときに質問していただくと。どう

でしょうか、そうしなかったらこれ全部やるという

ことになりますよ。 

○委員長（久保田英市君） ただいま資料について

の質疑ということでございますので、清水委員、今

中川委員の方からお話しございましたが、それでよ

ろしいですか。 

○１６番（清水茂雄君） そのようにします。 

○委員長（久保田英市君） そのようなことで進め

たいと思います。 

 資料関係の質疑については、この程度にとどめた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、資料関

係の質疑を終了いたします。 

 これより、議案の一般会計の１ページから１０

ページまでの質疑に入ります。 

 質疑の場合は、挙手の上、議席番号を告げ、委員

長の許可を得た後に自席で起立し、ページ数を申し

出て発言されるようお願いを申し上げます。 

 それでは、質疑を承ります。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） ９ページの３表地方債に関

連して、委員長にお願いしたいわけですけれども、

今後の審議の資料として、平成１０年度以降の年度

別、会計別の起債発行額の一覧表をこの機会に出し

ていただきたいと委員長にお願いいたしたいと思い

ますが、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 少々お待ち下さい。 

 ただいま３番の福塚委員に対して、助役の方より

答弁説明願います。 

○助役（植田耕一君） 今福塚委員の方から、資料

の提示のお話がございました。実は改めてつくると

いうことになりますと時間かかります。決算書の中

に年度別の発行額、起債を起こしているものについ

てわかるように決算書の資料の中で提示しているも

のもございますので、できればそれを参考にしてい

ただければというふうに思います。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 時間がかかるということ

と、それから決算書を見ればわかるということにつ

いて、極めて誠意がないと思います。確かにそうか

もしれませんけれども、私がお願いしているのは、

年度別、会計別にお願いしたいと言っているのです

よ。一覧でわかるわけですから、ぜひ年度別、会計

別の平成１０年以降の発行額の一覧表を、基金調書

一覧表出すわけですから、負の一覧表出しても何ら

差し支えないのではないかと思うわけですよ。なぜ

拒むのか、その辺が極めて誠意がない。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） 今御質問のありました

１０年以降の会計別、年度別の発行額の一覧につき

ましては、私ども一括した資料を持ち合わせてござ

いませんので、時間をかけてつくりますので、時間

をちょうだいしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 今すぐ出せと自分は言って

おりませんし、考えておりませんので、正確な慎重

に一覧表を出していただければ、審議の参考とした

いと思っていますので、可及的速やかにつくってい
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ただければありがたいと。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 少し時間がかるという

ようなお話でございますので、そのようお願いいた

します。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、次に進みた

いと思います。 

 次に、事項別明細書歳入、第１款、１８ページか

ら１９ページまでの質疑に入ります。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） １９ページ、入湯税、こ

れ宿泊で３,９００人マイナス、それから日帰りで

５,５００人、合わせて９,４００人の減というふう

な入湯税の減の予算でございますけれども、１カ所

閉鎖するというようなことは聞いておりますけれど

も、この近辺に温泉ができましたので、そういった

影響はどのように受けとめておられるのか、分析、

それ必要だと思いますけれども、どのようにこれ受

けとめておられるのか、ちょっとお願いしたいと思

います。 

○委員長（久保田英市君） 税務課長。 

○税務課長（越智章夫君） 入湯税の見込みにつき

ましては、１４年度、それから１３年度の入湯者の

数等を勘案いたしまして、１５年度の見込みを立て

たところでございます。御指摘のとおり、１カ所

バーデンかみふらのにおいて閉鎖してございます。

この影響も多少この減の中にかかわってございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 歳入についてお伺いした

いのですが、今回の町税の収入に当たっても、大体

９８％という形に見込んでおります。今回の税制度

改正に当たって、個人住民税等配偶者控除の見直し

だとか、もろもろこの見直しが出てきています。そ

れの伴う影響というのも、この歳入に当たっては、

当然出てきているものかというふうに思いますが、

ここでお伺いしたいのは、いわゆる配偶者特別控除

の見直しにより、これのやはり控除が受けられない

という形の中で、今暮らし向きが大変になっている

ときに、なぜ廃止するのかということが今問われて

いるかと思いますが、こういった問題について、今

回の予算措置の上においても、大体どのような世帯

がどのような影響を受けるのかお伺いしたいのと、

あと単純に見てましても、たばこ税だとか土地特別

保有税の廃止等によって増税分と減税分という形に

なっておりますが、こういったものに対する増減税

に対する税の財源対策というのも、国の方からいわ

ゆる減税対策債という形の中で来ているかと思いま

すが、その関係についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 税務課長。 

○税務課長（越智章夫君） １２番米沢委員の配偶

者特別控除についてのまず質問にお答えしたいと思

います。 

 配偶者特別控除の適用については、平成１７年度

からでございまして、今回の歳入の見込みにつきま

しては、この影響額、算定をしていないところでご

ざいます。 

 配偶者特別控除の減額で、１７年度において増税

になる部分につきましては、今の算定見込みで２,

１００万円ほどなるかなという見込みは立ててござ

います。 

 それからたばこ税、今回７月１日から税率の引き

上げで増税になります。今回の予算におきまして、

２２０万円の増を見ておりますが、たばこにおきま

しても、一昨年度あたりから減収傾向にございまし

て、５％ほどの減収に陥ってございます。この増税

分と税制改正によります増額分合わせまして２２０

万円の増を見込んでおります。 

 また、もう１点の特別土地保有税の税制改正によ

る新規の課税廃止でございますが、これについての

国における税収の補てんというものは、今のところ

示されておりません。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） １２番米沢委員の財源

補てんの関係について申し上げますが、減税補てん

債の発行等につきましては、もう御承知かと思いま

すが、平成１０年以降に恒久的減税をされた部分に

つきまして地方財源措置をされているところでござ

います。 

 今回国が予定してございます税制改正につきまし

ては、大きく影響するものは考えられないというよ

うなことで受けとめてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 次に、歳入、第２款、

２０ページから第９款、３５ページまでの質疑に入

ります。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） ３２ページの地方交付税

の問題でお伺いいたしますが、今回、前年度対比２

億７,３００万円でしょうか、減額という形になっ

ておりますが、これにかかわっていわゆる財政特例

債という形の中で、この予算措置の中にも盛り込ま

れておりますが、来るかと思いますが、この点もう
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一度、歳入の確保という点でも大事な問題ですか

ら、この点についてもう一度わかりやすく説明して

いただきたい、減額分がどういうふうに措置される

のか。 

 それと、平成１１年、１３年度という形の中で決

算見てまして、１３年度から交付税の減額分に対し

ての臨時対策特例債という形の中で、上富良野町に

おいても１億２,７００万円の財源が歳入として

入ってきております。それを足しますと、約前年度

対比で言えば、１億円ぐらいが減収になっているの

かなというふうな感じだというふうに受けとめてお

ります。この点について、前にも質問いたしました

が、事業等の変化だとかいろいろな要素が考えられ

て、若干ふえたり減るという要素も加味されて、基

本は財政的に市町村がいろいろな事業を行う場合

の、それの一定的な保障をするという形の中でのこ

の財源交付という形できておりますが、今この点の

解釈で言えば、私申し上げたいのは、いわゆる交付

税が減った減ったと。確かに減った部分、ふえた部

分と、それの実態によっても違いますが、極端な、

１億円ぐらいとなればかなり大きな数字になるかと

思いますけれども、世間一般に言われるような３億

円や４億円減ったという感じのものでもないと思い

ますし、この点についてかなり、いわゆる国はどう

いう仕組みかというと、こういうものが減ったから

もう合併ありきだというような手法で来てますが、

こういった現状見ますと、いろいろな事業の精査だ

とかありますから、さほど減ったというようなうち

には入らない部分もあるのではないかなというふう

に思うのですが、この点もう一度、解釈の違いもあ

ると思いますから、多いか少ないかという論議では

なくて、そこの点についてもう一度お伺いしたいと

思います。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、前回のときにもお話し

申し上げたのですが、総体的には１億円ぐらいの差

し引き減っている状況にございます。この１億円の

価値の問題でとらえますと、いわゆる一般財源とし

て、この１億円があることによって、相当な補助金

制度だとかそういうものに活用してやる場合につい

て、相当な大きな額だというふうに私たちは思って

おります。当然事業を展開する中におきまして、こ

のいわゆる一般財源ベースというのは大体うちの町

においてはどれぐらいかといいますと、約３億円か

ら４億円ぐらいしかそこに、事業には投入してござ

いません。そのほかの財源については補助金だとか

起債だとかという形の中で展開しておりまして、そ

の１億円減ることについては極めて大きな額だとい

うふうに私たち押さえております。 

 従来は、右肩上がりの段階におきましては、逆に

１億円ぐらいふえてきた経緯がございます。そうし

ますと、従来の方式の中におきまして考えますと、

倍づけの額が影響あるような形で考えられるわけで

ございます。 

 それともう１点は、こういう形の中で、臨時財政

対策債という中で交付税措置されてまいりますけれ

ども、これにつきましてはいわゆる借金でございま

す。そういう中で借金ということで、これはもう返

さなければいけないということになりまして、交付

税の中でそういう借金する部分がふえてくるという

ことは、自由に使える部分が少なくなっている。い

わゆる総額主義でなってますから、そういう面非常

に構造的には厳しい状況になっているということで

私ども受けとめております。したがいまして単位費

用だとか、交付税の算定の中におきまして、単位費

用だとか補正係数だとかという点で計算式ございま

して、そういう面で単価が下がってきているという

面がございます。 

 具体的に言いますと、道路費今まで例えば１メー

ター７万円ぐらい来ていたやつが６万円に減ると

か、そういうような状況になってきてございますの

で、その辺のところを十分我々は見きわめていかな

ければいけないというようなことで考えているとこ

ろでございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） どういう形の中で、言う

なれば地方いじめですよね、これはっきり助役おっ

しゃるように。やはり今国がこういった一定の水準

を維持するための交付税措置をきちっとするという

ことが約束されているのだけれども、特例という形

の中で、財源のやりくりの中でこういう形をとっ

た。最終的には、いろいろなところにしわ寄せ来て

いる。これは結局借金で返すということですから、

こういうところをやはりもっと自治体としてもやっ

ぱり国に対する要望事項として正していくと、声上

げていくと。それでないと、やっぱり財政的にも困

難になると、住民の要望にこたえられないというと

ころだと思うのです。そういう矛盾を、本当にき

ちっと解決することなく地方に負担を求めてくると

いうところが、今の答弁でも明らかになったと思う

のですよね。そういった意味で、歳出に当たって

も、当然むだな経費を省くということにもなると思

いますので、こういった点も含めて、今後自治体と

して道や国に対してどういう要望を上げていくの

か、改善要望上げていくのか、この方針を持ってお

られるかどうか、この点をもう一度お伺いしたいと

思います。 
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○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員の再質問にお答え

申し上げます。 

 先ほど御説明申し上げましたが、臨時財政対策

債、この辺の関係につきまして、今の状況におきま

しては景気が悪いため、都市が非常に税収が上がら

ないために、都市の方にいわゆる財源不足で交付税

が回っていく仕組みになっているような状況にござ

います。当然規模の小さい町村につきましては、そ

の影響を受けているという背景が一つございます。

そういう中で、この辺の関係については、当然町村

会単位でこの辺のことは毎年この辺の矛盾につきま

して要望を申し上げて、全国町村大会等におきまし

ては、重点項目に上げながら要望を続けているので

すが、なかなかその要請に応じていただけないとい

うのが現状でございます。引き続き町長が出まし

て、その辺のところは強く訴えていくということで

引き続き考えているところでございます。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） ２６ページ、国有提供施

設、これは何ですか。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長、答弁。 

○企画調整課長（中澤良隆君） １１番梨澤委員の

御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 これにつきましては、基地が存在しているところ

に固定資産税の代替的性格というようなことで交付

されるものです。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 今企画課長基地と言った

だろう。基地と言ったのかい。基地だけではないだ

ろう、国のものすべてだよということ言わないと勘

違いしますので。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長、答弁。 

○企画調整課長（中澤良隆君） 申しわけございま

せん。もう少し詳しく言いますと、演習場また弾薬

庫等といいますか、そのようなものに対しての交付

金であります。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） いわんとするところわ

かって聞いてますよ。わかって聞いているからわか

らないのですよ、これ。今米沢委員言ったように、

合併も来ていて、そういう方向で押されてきてい

る。議員今度選挙ありますよ。そうしたら新しい議

員見たってわからない。いざやり合うときは議員が

やるのですからね、こういうものがあってこれだけ

８,８００万円という金が来ているのかというの

は、だれが来たってやれるようにしてやらなければ

ならないのですよ。そういうことから、丁寧に説明

と書いてありますから、説明欄があるのですから、

こういうことで駐屯地何平米だとかぐらいまで書い

てあってもいいのでないかなと、ああなるほどとい

う、そういう意味で言っておりますので、これはこ

のままいきますからね。平成１６年になると、平成

１７年には変わったりしたら、わからないで新しい

議員入っていくことにもなりかねませんから、この

辺のところどうお考えになりますかね。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） これの積算の根拠がある

と思います。弾薬庫一つに対して何ぼという形にな

るのか、例えば２０つくっても３０つくっても一つ

だということになって算定がされているのか、この

点が非常に不透明で、今弾薬庫かなりふえているは

ずなのですよね。ふえていれば、それの分に見合っ

て、これも増額にならなければならないのだけれど

も、一向に現状維持もしくは今回みたいにマイナス

要因と。地方にとっては、こういった歳入について

は大変貴重な財源でありますから、やはりそういっ

たところについてどういう算定基礎になって、この

金額が算出されているのか、あわせてそこら辺の考

え方と現状についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 この国有提供施設等につきまして、うちの町で言

えば大きくは演習場だとか駐屯地の敷地、いわゆる

固定資産にかわるものとして交付される状況にござ

います。 

 過去の状況を見ておりますと、なかなか総額が上

がってきておりません。現状維持の中で推移してい

るのが現状です、国の予算として。そういう中に、

この関係につきましては、固定資産にかわるもので

すから、３年に１回に見直しがされます。当然そう

いう中で評価が出てまいりまして、その辺の算定が

変動する要素がございます。 

 今の日本の経済の状況から言いますと、そういう

土地の関係については、値下がりの傾向に推移して

ございます。その辺のところの評価が影響している

のでないかということで私ども受けております。 

 詳しい交付内容については、私どもの方に示され

てございません。この中で、総体の中で交付される

１００あるとしましたら、２５％はいわゆる国の方

の自由裁量の中で交付するような仕組みになってご

ざいます。この辺のところが、なかなか町村に対し

て示してくれない面があります。いわゆる特別交付

税と同じように、その自由裁量の中で、状況変化に

応じた中で国が配分するという仕組みとってござい

ますので、そういう面もありまして、その資産価値
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の部分については、数値は上げてございます。調査

が参りますから。そういう中で資産の数量はござい

ますが、これを何ぼで算定しましたよという通知は

受けてない状況なものですから、こういうような形

で、款だけの名称をもちまして予算計上させていた

だいております。 

 過去にこういう御質問をいただいておりますが、

そういうようなことで何度か御質問も受けておりま

す。私どもそういうことでなかなかお示しできない

ものですから、説明欄にも載せないでこのような形

になっているということで御理解いただきたいと思

います。 

 算定方法がわかれば、ここら辺に大まかな数字は

載せれるのかと思いますが、その辺のところ変動要

素あってなかなか載せれないということで御理解

賜っておきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 横須賀、あの辺に行くと

海上自衛隊、陸上自衛隊、それから海上保安庁と、

そういうようなことでもって、そして合併に入って

いっていろいろあるのですよ、やはり。国有提供施

設、上富良野だけではないと思うのですよ。富良野

市だってあるのですよ。 

 そういうような状況の中で、議員がですよ、職員

は知ってますよね。こうこうこうですよということ

わかるでしょう、担当職員は。議員、これではやっ

ぱりわからないですね。だから積算、今同僚委員が

言った積算はちょっと出せませんが、わかりません

がということですから、こうこうこういうものです

よという範囲ぐらいは議員にわかるようにしていた

だきたいなと思いますけれども、どんなものでしょ

うね。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） １１番梨澤委員の御質

問にお答えしますが、ただいまいろいろ種々意見い

ただきましたので、私どもも予算調整の中で説明欄

にどのようなことが書けるのか、書くための情報が

どの程度知り得るのかにつきまして、引き続きその

辺精査して、対応できることについては対応を今後

考えていきたいと思いますので、御理解をいただき

たいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ２番中川委員。 

○２番（中川一男君） 今の２６ページなのです

が、企画課長のやつ誤解を受けるんだ。基地だとか

そういうこと言っているけれども、学校もあるし道

立もある。道もある。営林署もある。そういうもの

を全部書いていかなければ、ただ自衛隊だけがこれ

だけくれるというわけではないわけだから、その点

きちっと出ているわけですよ。それで税務課の方で

積算しているわけですから、北海道から何ぼ大体

入ってくる。してない、これは予想で出ているとい

うのはどういうことなんですか。 

 それからもう一つちょっと聞きたかったのは、郵

便局はこれ入っているのか入ってないのか、あれ郵

政省なのだけれども、それこの所在地に入っている

のか。ただ、国有林だとか、それから北海道のその

建物やなんかはこれに入ってますね、積算される

と。郵便局はどちらなのでしょうか、それちょっと

お聞かせ願えればと思います。 

○委員長（久保田英市君） 税務課長。 

○税務課長（越智章夫君） ２番中川委員の質問で

すけれども、固定資産の中に、国有資産所在市町村

交付金というのがございます。それとの勘違いでは

ないかと今思って質問聞いていたところでございま

すが、国有資産提供所在地市町村交付金には北海

道、防衛施設局、それから営林署の国有林野の部分

の資産相当の交付金がございます。 

○委員長（久保田英市君） ２番中川委員。 

○２番（中川一男君） ２番目、国有提供施設等所

在市町村助成交付金と国有資産所在市町村交付金と

どう違う。ここに出ているじゃない。総務関係に

持ってきたのこれ違うのか、では。例えば、北海道

は２６万７,０００円、防衛施設局は何ぼになりま

すか、これ１,０００円だから８６２万９,０００円

ですか、これ防衛施設局のこの内訳。現年課税分が

何ぼ何ぼと書いてありますね。これは何なの、これ

は別なのですか。 

○委員長（久保田英市君） 税務課長。 

○税務課長（越智章夫君） ２番中川委員のただい

まの件でございますけれども、国有資産所在市町村

交付金につきましては、国有資産所在市町村交付金

法という法律がございまして、この中に国、それか

ら地方公共団体の所有する固定資産、貸し付けして

いる部分、つまり宿舎やなんかでお金をとって貸し

ている部分についての資産についての交付金でござ

います。ですから、そのほかにあと国有林野におけ

る部分のものというふうに法律で明記されてござい

ますから、今論議されている部分と、中川委員の質

問されている国有資産提供所在地市町村交付金とは

別なものでございます。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） ２６ページにあり

ます国有提供施設等所在市町村助成交付金につきま

しては、自衛隊関連の演習場、また射撃場、それか

ら駐屯地、多田分屯地等にかかわる交付金というこ

とでありますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） なければ、次に進みた
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いと思います。 

 次に歳入、第１０款、３６ページから第１２款、

４７ページまでの質疑に入ります。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） ３９ページ、住宅使用料

のところで、滞納繰り越し分、これ６４万５,００

０円となっておりますけれども、ここ二、三年大変

経済状況が厳しくなってきておりまして、一般企業

も賃金カット、ボーナスカットなんかありまして、

一般のマンションというのでしょうか、そういうと

ころに４万５,０００円、５万円、６万円、そうい

うような家賃で現在の状態で入ることはなかなか難

しいと。それでやっぱり町営住宅に入りたいと、こ

ういう人が非常に多いのですけれども、三十何件く

らいの方、三十何人ぐらいの方が待機しているよう

でございますけれども、上富良野町の条例、町営住

宅の入居者の条件に、収入がふえると出ていくと、

それから新しく家を建てたら、その公住から出てい

くと、こういうふうなことに規定がなっているので

すけれども、これは何年ごろこれ規定できたので

しょうか。こういう今は昔と違いましてさま変わり

しておりまして、なかなか新しい家を建てるとか、

収入が今の現在の年収よりもどんとふえるとかとい

うことになかなかなっていきませんので、それで

やっぱりこの規定というのをちょっと見直し、これ

滞納繰り越しになっている方、いろいろ事情があっ

て滞納になっているかと思うのですけれども、ちゃ

んと規定には３カ月家賃を払わないと出ていくと、

こういうような規定もあるわけなのですけれども、

これはどうなのでしょうかね、規定のやっぱり見直

しというのも必要ではないかと思うのですけれど

も、そこら辺ちょっと担当の課長さん、意見聞きた

いのですけれども、説明お願いします。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １５番

村上委員の御質問にお答えいたします。 

 今年度の予算に計上しました滞納額の内訳でござ

いますけれども、今現在整理担当、または当課で徴

収に努めているところでございますが、予定としま

しては、３２戸の入居者の滞納額が４５０万円程度

予想されるところでございます。それに対します徴

収率につきまして、１５％の目標を掲げたところで

ございますけれども、さらなる徴収の徹底に努めて

まいりたいというふうに思っております。 

 それから、今待機者がこういった状況の中でふえ

てまいっております。それで供給する住宅の部分に

つきましても、なかなか固定化されておりまして、

以前のような春になると転勤とか異動とかによって

空くケースが少のうなってございます。それで長い

方については、１年以上のお待ちを願っていると

いった実態にございます。その滞納されている方に

つきましても、全く誠意がないかと申しますと、わ

ずかですけれども、お金は入れてくれているといっ

た状態にございまして、１年も３カ月以上も何の連

絡もないといった方は、今のところおられませんけ

れども、やはりこれだけの額が出てくるということ

は、ほかの入れない方に対しても公平を欠くという

ことから、さらに徹底して収納に努めてまいりたい

というふうに思っております。 

 それから、入居の基準の金額の設定でございます

けれども、ちょっとこれについては今資料取り寄せ

しましてお答えをさせていただきますが、いわゆる

扶養の家族構成、例えば夫婦２人では幾ら幾ら、そ

れに例えば子供さんがおられるとか、障害者の方が

おられるといったことによっての収入の制限が変

わってまいります。この点につきましては、後ほど

説明をいたしたいというふうに思っております。 

 それから、入居の規定の基準の見直しにつきまし

ては、先ほども申し上げましたとおり、こういった

厳しい情勢にございますので、規定についての見直

しについても検討を進めてまいらなければならない

のかなというふうに思っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） ４２ページの国庫支出金

の中の民生費の負担の問題で、保育所のいわゆる保

育単価についてお伺いしたいと思いますが、いわゆ

る保育単価の基礎となっている、年齢が上がると同

時に、保育単価もその分国の方で見ていただいてい

るのかどうなのか、そういった実態としては、かな

り実情の運用と合わないという状況の中で、どこの

自治体でもこの保育単価のいわゆる加算の引き上げ

を要求しているという状況ですが、上富良野町の場

合は。今回この保育単価というのは、そういうもの

もどのように認識されているのかお伺いしたいとい

うふうに思います。そこをとりあえず伺います。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １２番米沢委員の

御質問でございますが、保育単価でございます。国

の措置費にかかわります保育単価の御質問でござい

ますが、この１４年度におきまして、この措置費の

それぞれの施設基準ごとの単価が現実に引き下げと

なりました。その中で、１５年度のこの国庫の負担

金、それから道の負担金についても、それらの措置

費の基準に基づいた算定をしているところでござい

まして、実態的には、町の財政的な部分では、やは
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りちょっとその辺は影響が出ているのかなというこ

とで認識してございます。 

 そのようなことで、基準に合った予算の計上をさ

せていただいているところでございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 減額ということで、かな

りな財政的、どのぐらいなったかお伺いしたいと思

うのですが、一番やはりこういった問題について

は、どこの自治体でも共通だと思うのですが、やは

りこういう問題に対して、なかなか引き上げようと

しないと、国の方で。地方自治体が全部持ち出すよ

うな感じ、あるいは道が持ち出すと。道もそれに連

動しながら、地方自治体に押しつけるという形に

なってますので、こういう実態もやっぱりもっと地

方自治体からやはり明らかにして、もうされている

と思いますが、やはり一大運動という形の中でやっ

ぱりやっていかないと、本当に財政が窮屈なところ

に追い込まれるという状況はあると思うのです。そ

ういう意味では、やはり改善を要する部分として、

国の問題だけれども、それは地方自治体において住

民にもかかわる大切な問題ですから、この点につい

ての考え方をお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ただいま１２番米沢委員の

御質問でありますが、先ほどの地方財政の問題と同

じように、町村会の中で、この保育あるいは福祉関

係の担当の部署がございまして、そういう中にあり

まして北海道町村会並びに全国町村会の中でこれら

の一つ一つの国に対する要望を実施いたしていると

ころでありますが、なかなか国の方の国家財政も厳

しいというようなことから、我々の要望どおりの対

応をしていただいておりませんが、毎年これらにつ

きましては、全国町村会の大会におきまして、それ

ぞれの分野における国に対する要望運動を展開して

いるということで、今後も努力していきたいと。そ

ういう上富良野町だけでなくて、全道町村会並びに

全国町村会とともに国に対する働きかけを進めてい

きいたというふうに思っておりますので、御理解を

賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） ３９ページ、総務使用料の

地下食堂の関係。今回庁舎使用料ということで、２

４万円計上がされております。１３年度の決算を見

ますと３６万４,２９９円、それから１４年度の予

算では３６万円ということで計上されています。そ

うすると、一気に３分の１引き下げなのですね。先

ほど補助金の整理合理化の中で、身体障害者福祉協

会が７万円から２万円も引き下げということで、現

実に確かに合理化のために下げるところはあるけれ

ども、取るところは取らなければならないのだけれ

ども、現実に地下食堂の性格等も含めて、何で一気

に３分の１、１２万円引き下げといいますか、営業

の問題あるし、それから職員の福利厚生の関係とい

うような問題、いろいろな絡みがあると思いますけ

れども、一応従来３６万円というところから、３分

の１減額の理由をまず１点お聞かせをいただきた

い。 

 それから２点目は、４１ページの関係です。教育

使用料の関係で、社会教育使用料、それから保健体

育使用料、清涼飲料水等の販売機の関係です。１３

年度決算を見ますと、社会教育使用料の公民館の関

係、５万２,１６３円、それから１４年度は５万２,

０００円の予算をもっています。それから、社教セ

ンターの関係では、１３年度決算では１５万６,９

５７円、それから１４年度は１５万円ということで

すけれども、それぞれ４万６,０００円、１３万円

ということで、前年実績より非常に下がっていると

いうことは、私は前決算特別委員会で申し上げた電

気料の単価の関係でこうなったのか、その点ちょっ

と確認したいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） １番中村委員の１点目

の御質問にお答えします。 

 地下食堂の使用料の問題でありますが、これにつ

きましては、場所の関係につきましては、条例に基

づきまして徴収をすることとなってございます。 

 それと、あわせまして営業上使用してございます

ガスの料金につきしましては、実費の徴収というこ

とでありますが、御案内のとおり１４年度におきま

して、ガスの単価につきまして、一般市況単価を考

慮の中で見直しをしました。その結果、現行の単価

につきましては、従来の単価から非常に廉価になっ

てございますので、それをもとに、この年間のこと

を想定してございます。 

 ただ、ここ最近の新聞報道によりますと、イラク

情勢からＬＰガスにつきましても非常に高騰傾向が

予想されてございますので、これらにつきまして

は、またこの１５年度の４月から適用する単価につ

きましての業者とのやりとりもございますので、そ

の辺はまた非常に上がる傾向が背景としてあるのか

なというふうに思ってございます。 

 いずれにしましても、この計上につきましては、

現行のガスの町が契約している単価をもとに予定を

してございますので、このような前年との対比で大

きな額の格差がございます。そのようなことで御承

知おきをお願いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 社会教育課長。 



 

― 17 ―

○社会教育課長（尾崎茂雄君） １番中村委員の御

質問でありますけれども、公民館並びに社教セン

ターの使用料についてでございます。この使用料に

つきましては、平成１４年の４月に使用料の改定を

いたしたところでございます。それで１３年度との

比較はちょっとなりませんけれども、１４年度にお

きましては、ことしまだ最終数字が出ておりませ

ん。それで見込みということで、１５年度につきま

しては計上をさせていただいたいるところでござい

ます。 

 それから、清涼飲料水が１２、１３の実績から見

たら２万円ほど減ってございます。これは、ことし

の実績の推計を見た中で、２万円ほど減ということ

で見ているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） まず１点は、地下食堂の関

係なのですけれども、ガスは実費ということであれ

ば、実勢に合わせてそのメーターによってとればい

いのであって、庁舎使用料は使用料ということで

はっきり分けた方が僕は適切でないかなという気が

するのですね。ですから、恐らくその１２万円もガ

ス代が安くなったわけではないわけでしょう。です

から、その点を僕はやっぱり庁舎の使用料の面積と

あれとで含めて何ぼというのは決まっているわけで

すから、それに基づいての使用料と、それからガス

はガスでということで、メーターに基づいて実費を

いただくのがいいのでないかなという気がいたしま

す。 

 それから、清涼飲料水の関係なのですけれども、

役場の庁舎の中とそれから公民館、それから社教セ

ンターの電気の単価が違っていたのですよ。決算委

員会の中で僕は明らかにしたのだけれども、ですか

らこれを安くしたのでないかなという気がするのだ

けれども、単なる推計でということでは、根拠が薄

いような気がするのです。ですから、その算出で僕

は高かった電気料を安くしたのかということで申し

上げたところです。この点ちょっと明らかに。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） 中村委員の御質問にお

答えします。 

 行政財産の目的外使用に関する条例に基づきまし

て、その施設使用とあわせまして、実費が伴うもの

については実費徴収をするということが根拠になっ

てございますことから、使用料に合わせまして算定

をし、使用料の中で歳入の見込みを立ててございま

す。そのようなことで、繰り返しますが、場所の使

用料と、あわせましてガスの実費使用料につきまし

ても、ここで予定を立ててございます。したがいま

して、単価につきまして見直しを大きくされたこと

から、その相当分が前年対比で下がっているという

ことで御理解を賜りたいなと思ってございます。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（尾崎茂雄君） 中村委員の御質問

でございますけれども、清涼飲料水につきまして

は、先ほど大変失礼しました。前回決算委員会の折

からも御指摘されておりまして、役場の総務課に合

わせまして目的外使用の電気料の見直しを図ってお

りまして、それらにつきまして減、精査したところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） ちょっと関連になると思う

のですが、ガス代安くなったということなのです

が、前のガスの燃料の代金と、現在はどのぐらいの

差額で安くなったのかなと思うですよ。そこら辺

ちょっと明らかにしていただきたいと思うのです。 

 それで４４ページの特定防衛施設整備ということ

で、東１条、公共等サイン設置とか道路設置とかと

書いてあるのですが、これ内訳ちょっともう少し詳

しく知らせていただきたいと思うのですが。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） ８番仲島委員の１点目

の御質問にお答えします。 

 ガスの見直しについてでありますが、単価につき

ましては明示することできませんが、率的に申し上

げますと、従前の単価から４割程度引き下がった単

価で今契約をしているところであります。 

○委員長（久保田英市君） 道路河川課長。 

○道路河川課長（田中博君） ８番仲島委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 東１条通り整備事業につきましては、昨年１４年

度からやっておりまして、ことしにつきましては歩

道工といたしまして６３２メートル、場所につきま

しては駅前のところから北３丁目のところまで。 

 それから、このほかに附帯工といたしまして照明

灯を２６基設置予定でございます。 

 それから、公共施設等サインでございますけれど

も、これにつきましは安全標識といたしまして４２

基を予定しております。 

 それから、歩行者用案内標識といたしまして５基

を予定しております。 

 この場所につきましては、案内標識の４２基につ

きましては、道道の方を主に停車場線、それから吹

上線、留辺蘂線、旭中線のこの路線の道道に案内標

識４２基という設置を予定しておりますけれども、

この中に町道にも約１０基程度４２基の中に含まれ
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ております。 

 それから、歩行者案内につきましては、駅の跨線

橋から東の方に向かいまして、本町４丁目の方を出

まして、それから役場通りのそこの東２丁目の方向

に進みますと、道道を越えて、その交差点のところ

から本町４丁目、そこのところから宮町官舎の方に

今度進んでいきまして、それから宮町官舎の前のと

ころから真っすぐに今度東１線町道の方に向かいま

す。その間に、歩行者案内用といたしまして、４基

の標識を設置計画でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） 金額がガスの方は言えない

ということなのですが、なぜこういうふうに急に安

くなったのかという理由があると思うのですよ。 

 それと、ここまでガス代が安くなったということ

は、ほかの灯油だとかガソリンというのも当然話し

合いにならなければならないと思うのですね。その

点はどうなっているのかなと思うのですよ。なぜこ

んなに急激に安くなったのかと。それはこちらから

申し入れしたのか、業者から来たのかわかりません

けれども、その辺ちょっと明らかにしていただきた

い。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） 先ほどのガスの関係に

つきましては、先ほども申し上げましたように一般

市況単価、私ども余り情報、市場調査してございま

せんので、幅広い情報は持ってございませんが、あ

る程度の個人の方の契約状況というか、購入状況も

知り得る中で、どの程度がいいのかについて判断を

加えるところであります。そのような経過の中で、

一般市況単価が廉価で行われている実態をもとに、

業者との話し合いの中で、先ほど申し上げましたよ

うに、率にしますと４割程度の水準で契約に至って

いるところでございます。 

 それと石油系の燃料等につきましても、私どもも

以前から町の設定単価について非常に高いというよ

うな形で御意見を賜ってございます。これらについ

ても、どの水準が適正かについては、非常に判断が

難しいところでありますが、町内の中でも、町の契

約単価より何円か安く買われている実態も耳にする

こともございますので、私ども町としましても、で

きるだけ安価なものを入れることを念頭に、この灯

油、ガソリン等につきましても業者との話し合いの

中で、町ができるだけ安価な水準のものを受け入れ

たいという希望を伝え、御理解をいただき、この４

月以降に、一つの方法として、町内で業としている

方に指名をしまして入札方式に切りかえていきたい

というふうに考えているところであります。 

 そのようなことで、灯油、重油等につきまして

は、現段階では事務的にそのような構想も持ちあわ

せているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） 努力しているところはわか

るのですが、ガスの方がこれだけすぽんといきなり

来てですよ、灯油、ガソリン関係は全く手つかずと

いうことは一体どういうことなのかなと思うのです

ね。それが問題でないのかなと思うのですよ。 

 総務課長、大分苦しい答弁しているなと思うので

すが、内容は私実は知っているのですよ、中身は。

知っていて聞いているのですが、それならば当然ガ

ソリンにしても、灯油にして安くなってしかるべき

でないのかな、努力をしなければならないと思うの

ですよ。今現在の単価、私間違いなく安く買ってい

るのですよ、同じ上富良野の業者から。年間これだ

け使うから、これだけの金前もって払いますから、

幾らにしてくれるかと、交渉して安くしてもらって

いるのですよ。方法的にはいろいろな方法があると

思うのですね。 

 このガソリン、灯油の問題というのは毎回、私町

議になってからずっとあったのです、この問題は。

何回言っても努力しないから、最近は出なくなった

のですね、この問題は余り。だから出なくなったら

そのままでいいのだということなのか。ガスがこう

なったのであるならば、実はこういうわけだから、

あんたたちもう少し努力してくれないのかというよ

うな方法もあるだろうと思うのですよ。それでな

かったら。半分はよそから仕入れするよと、入れて

もいいという人いるわけだから、上富に。そこまで

の折衝をしていかないとだめなのでないのかなと。

使う量が全然膨大に違うわけだから、私の家で使う

のとは。だから少しぐらい努力しないと、そこを努

力すれば給料下げなくてもいいかもしれないんだ

わ、早い話が。そこら辺もう少し努力してほしいと

いうことで、総務課長もう１回答弁をお願いしたい

と思うのですが。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） 今の燃料の問題につき

ましては、若干この機会でございますので、私の方

の考え方も申し上げたいと思いますが、ガスにつき

ましては、私ども若干不勉強でございまして、納入

業者と納入を受ける町の施設の状況を考えたとき

に、どの業者の方にも、今の施設状況でありますと

供給を受けることができません。その受け口がそれ

ぞれ特殊なものを使われているということから、そ

ういう性格でガスにつきましては、今現在施設ごと

に受けている業者との間の中で、そういう特殊性を
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加味しながら、随意契約でとり行うということが一

番ベターであるというふうに判断をしてございま

す。 

 そのような観点から、１４年度中にガスの業者さ

んとは話し合いの中で、もう既にそういう価格水準

になっているということは御理解をいただきたいな

と思います。 

 あと重油、それから灯油、ガソリン等につきまし

ては、ある意味ではどこの業者からも受け入れられ

るような施設というか設備状況になってございます

ので、この辺につきましては、町内の業者の実態か

らすると、一部の方除いて残りの方との受給契約を

しているという実態でございますので、町内の中で

広く業としている方について、そういう参入の機会

を与える、そういうことをもってまた競争性が発揮

され、それが安価なものの仕入れにつながるという

観点から、今後において取り進める予定としてござ

います。 

 これについては、たまたま検討したのが秋から冬

に向けてでございますので、業者の方につきまして

も、この冬に向けましての需要期、それと業者さん

にしてみれば、元売りからの供給を受けるそういう

いろいろな背景がありまして、需要期のさなかに入

札なりの制度をもって対応することについては、非

常に問題が多いということも町の方でも判断しまし

て、この４月以降もう少し業者さんとの話し合いの

中でいい方向に切りかえていきたいというふうに思

います。努力については、引き続きたゆまぬ努力を

重ねてまいらなければならないというふうに認識を

しているところであります。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） 今ガス代の関係が４割も安

くなった。私は単純に考えてですよ、１年間に４割

も安くなるわけはないと思うのですよ。ですから、

一応資料要求として、厳密な庁舎使用料とガス代と

１３年度の決算、１４年度の予算の内訳、それから

今度１５年の内訳、これを出していただきたいと思

います。何か一気に３６万円のものが２４万円、１

２万円安くなる。ガス代が４割安くなったって、一

編に安くなるわけないのですよ。というのは、私の

考えるところでは、何年か、１３年ごろから今まで

全然ガス代をそのまま徴収していたわ、しかし実際

は安かったわ、それで一挙に今度は４割減というこ

とで持ってきたのではないかという推測は立つので

すけれども、いずれにしても１３、１４、１５と予

算の算出根拠、それから１３年度の決算の内訳、こ

れを厳密に庁舎使用料とガス代と分けて資料提出を

お願いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） それでは、ここで休憩

をとります。 

──────────────────                
午前１０時５６分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 先ほど１番中村委員の質疑に、総務課長より答弁

させます。 

 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） １番中村委員の御質

問、資料の関係につきましてお答え申し上げます。 

 求められた資料につきましては、１３年の決算

額、それと１４年につきましては、今現在の額、そ

れと１５年につきましては、予算見積もりの額を施

設の場所の使用料、それとガスの実費の額とに分け

まして資料を調整したいと思いますので、いましば

らくお時間をいただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） ４５ページ、４節の住宅費

国庫補助金、私は本当に知らないので知りたいでお

伺いをしたいと思います。 

 この事案に対しては、従前からあったと思います

が、低所得者を対象にした公営住宅家賃対策補助、

国庫補助金２分の１というふうに理解したいわけで

すけれども、その説明で家賃収入補助２７１万６,

０００円、家賃対策補助１,５３４万３,０００円、

この違いを簡単にでいいですから御説明していただ

ければありがたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長、答弁。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ３番福

塚委員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の家賃収入補助でございます。金額

２７１万６,０００円でございますが、これは昭和

４４年の法改正を受けまして、従来公営住宅の建設

に当たりましての土地の取得につきましては、補助

の中に算定されていたわけでございますけれども、

それが起債という方に変わりまして、その分の補て

んをするといった意味から、この制度が設けられて

おりまして、現在戸数が１３８戸ということで補助

の対象となっているところでございます。 

 それから、次の家賃対策補助でございますが、こ

れも法改正によりまして、従来住宅建設費から補助

金を除いた分の、要するに町の負担部分をもって公

営住宅の使用料の算定をしていたわけでございます

が、これによりますと相当額が上がってまいるとい
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うことで、それを入る方の所得等に応じた額にする

と。いわゆる応能、応益費に改められたところでご

ざいます。それをすることによって、本来町が収入

いただける額との差異が、近傍のいわゆる民間の貸

家との差額が出るということの部分の調整額として

この制度が設けられておりまして、本年１５年にお

きましては１,５３４万３,０００円の部分で収入を

予定しているところでございます。対象となる戸数

が６０戸ということでございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 先ほど１５番村上委員

の質疑に対しまして、商工観光まちづくり課長より

答弁いたさせます。 

 商工観光まちづくり課長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 先ほど

１５番村上委員からの、公営住宅の入居基準の金額

はどうなっているということでございましたけれど

も、これは国の方で政令で定められておりまして、

今の基準は平成１０年の４月１日に定められた額を

もって運用いたしているところでございます。 

 ちなみに、この部分で申しますと、公営住宅の入

居者の所得につきましては、その世帯の月額が２０

万円未満ということでなってございます。あと、こ

れにそこにおられる扶養者の人数だとか、高齢者だ

か、障害者だとかいろいろな家庭の実態がありまし

て、これに応じました収入額の変化はあるところで

ございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 次に歳入、第１３款、

４８ページから第１４款、５５ページまでの質疑に

入ります。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） ５１ページの４項の３節、

耕地費補助金の国営造成施設管理体制整備促進、富

良野土地改良区３１９万９,０００円、しろがね土

地改良区１１３万９,０００円、この違いについて

お教えいただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚委員の御質問

にお答えをいたします。 

 国営造成施設管理体制促進費でありますけれど

も、いずれも国費、道費が入りまして、道の方から

支出されるわけでありますけれども、内容的には国

営、道営事業で造成されました施設に対し、これは

土地改良区で維持管理するわけでありますから、こ

れに対する国、道に対して支援をするという内容で

ございます。それに町費も含まれまして支出するも

のでございます。 

 内容的には補助基準額となるものの違いがござい

ます。まず一つは、富良野土地改良区の部分３１９

万９,０００円でありますけれども、国、道の審査

におきまして対象となる額、富良野土地改良区にか

かわる部分につきましては、約９,０１０万円ぐら

いの維持管理費が対象となるところでございます。

それの３７.５％が交付されることになります。そ

のうち富良野土地改良区におきましては、本町に置

きかえますと、本町の部分が４３０万円ぐらいにな

ります。あと富良野市、それから中富良野町が対象

になりますけれども、そのうち７５％が補助金の対

象額であります。そうすると、３１９万９,０００

円。 

 それと、しろがね土地改良区の関係でありますけ

れども、対象となる額が約１,９９０万円、これが

対象となるところでございます。これの３７.５

％、そのうち上富良野町にかかわる部分が３０.６

ぐらいありますので、そうすると計算いたしますと

２２８万円であります。そのうち、１１３万円が補

助金となるものでございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 課長の説明で理解しなけれ

ばならないと思っていますけれども、端的に金額面

でそのようなことがはっきりしているのであれば、

もう少し簡単に説明してくれることが可能であった

のではないかと思うのですよ。 

 国営事業の施設管理となれば、基幹的なものとし

て何が違いがあるのだと、二つの改良区で。例えば

富良野土地改良区といったら中富良野にある土地改

良区ですね。しろがね土地改良区というのは新生、

この間立ち上がった土地改良区ですね。ボリューム

的に、受益面積的に、このような違いあるからして

このように金額も違うのだと、その辺のところ受益

面積は全然自分は違っていると思っているわけです

よ、富良野土地改良区としろがね土地改良区では。

そこで当然基幹施設も違っていると思うのですよ。

金額どうしてこのように違うのですかということだ

し、説明をしていただくに当たって、いま少しわか

りやすくその辺の違いを説明してもらわなければ飲

み込めないのですよ。再度質問したいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 富良野土地改良区

にかかわる部分でありますけれど、これについては

用水路あるいは、本町にかかわる部分としては日新

ダムあるいは草分の頭首工、それから日新の幹線用

水路等が対象になります。それから、しろがね地区

で申し上げますと、用水路の関係もございますけれ

ども、頭首工、それから幹線用水路、こういったも

のが、ダムももちろん入ります。含めまして対象に

なるところでございます。 
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○委員長（久保田英市君） １８番向山委員。 

○１８番（向山富夫君） ５０ページの農林業費、

道の補助金の関係で１点お尋ねさせていただきま

す。 

 歳出の方でもこれを受けての説明がなされており

ますけれども、歳入のところでお聞かせいただきた

いと思いますが、林業費の補助金のところに、森林

整備地域活動支援推進ということで７５０万円と２

５万円が歳入見込みで掲載されておりますが、非常

に近年農林業、特に農業でございますけれども、林

業においても非常に厳しい経営を強いられていると

いう実態にございまして、個々で本年度から森林整

備地域活動支援交付事業ということでなされるよう

でございますが、どういう中身で本事業が行われる

のか御説明いただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 向山委員の御質問

にお答えをいたします。 

 この事業につきましては、水土の保全、あるいは

大気の循環、それから地球の温暖化防止などという

ことで、国におきましてこれらの防止も含めまし

て、森林の広域的な機能を図ろうというようなこと

がねらいでありまして、これに対しまして民有林を

対象にいたしまして、民有林の施業計画が終わって

いるところ、されているところというようなこと

で、これらを対象にしまして、３０ヘクタールの団

地を組んでいただいて、これを地続きというような

ことで理解してもらえばいいかと思いますけれど

も、それらに対しましてヘクタール当たり１万円を

交付する内容でございます。これにつきましては、

所有者として、森林組合に委託される部分もあるか

と思いますけれども、内容的には森林の状況の調

査、あるいは森林歩道の整備、こういったものが受

益者というか、林業者として行うことによって交付

されるものでございます。 

 本町においては、民有林の施業が今行われている

面積としましては、約５,０００ヘクタールござい

ます。そのうち１,０００ヘクタールぐらい対象に

なっているわけでありますが、これにつきまして

は、３０ヘクタールという一つの団地の構成要件が

ありますので、約２割程度が対象になるところでご

ざいます。それに対して、対象戸数といたしまして

３００戸というぐあいなところでございます。これ

に対して１,０００ヘクタールですから、１,０００

万円の交付となるところでございます。 

 内容的には、あと７５％、国において５０％、そ

れから北海道において２５％、１,０００万円のう

ち７５０万円については、国、道の支援を受けるも

のでございます。 

○委員長（久保田英市君） １８番向山委員。 

○１８番（向山富夫君） 事業の大枠については理

解できました。それで、おおむね５,０００ヘク

タールあるであろうという、その民有林の中の１,

０００ヘクタールが見込みを立てておられるようで

ございますけれども、これはそれが最終的には６０

％になるのか、８０％網羅できるのかわかりません

けれども、単年度ということでなくて、ある程度

国、道は、これ何年間の継続性を持って取り組まれ

る事業なのかどうか、もう１点お聞かせ願いたい。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） これにつきまして

は、平成１８年度までの５年間、本町におきまして

は１５年度取り組みですので、４年間ということで

ございます。 

○委員長（久保田英市君） １６番清水委員。 

○１６番（清水茂雄君） ２点ほどお聞きしますけ

れども、民生費負担金の中の社会福祉費負担金、４

９ページの社会福祉負担金中の障害者支援費２,５

８７万８,０００円ですが、これ前年度この項目が

なかったのですが、この内容について御説明をお願

いいたします。 

 それから、５１ページの林業費補助金の中の北の

森づくり緊急対策というのと、それから２１世紀北

の森づくり推進ということで、２項目設けてありま

すが、この内容についても御説明をお願いしたいと

思います。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １６番清水委員の

御質問にお答えします。 

 障害者支援費ということでございます。これ道の

負担金でございますが、これは国の国庫の方にも、

この支援費ということで計上されてございます。こ

の障害者支援費というのは、本年度から法の改正に

基づきまして、従来障害者の福祉につきましては、

措置費ということで制度的になってございました

が、これが支援費制度に移行されたことによりまし

て、この項目としてここに上がってきてございま

す。国庫支出金の方にもこのような計上で、負担率

につきましては、この道の負担金は４分の１の計上

でございます。この２,５８７万８,０００円につき

ましては、４分の１の計上でございます。それか

ら、国庫につきましては４分の２でございます 

 事業の中身につきましては、身体障害者の施設入

所者の支援費、それから知的障害者施設入所者の入

所費の支援費、それから在宅におきます訪問介護と

か、あるいはデイサービス等のそういうような支援

費が、その中に必要経費が計上されたものが支援費
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でございまして、それを受けた国庫負担あるいは道

の負担の財政的な計上という形で、本年度の予算に

は計上させていただいているところであります。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 清水委員の御質問

にお答えをいたします。 

 北の森づくり緊急対策でありますけれども、これ

につきましては、民有林の間伐事業でございます。

中身につきましては、５０ヘクタールぐらい予定し

てございます。それに対しまして、道の補助ヘク

タール当たり７,０００円を見込んでいるものでご

ざいます。 

 それから、２１世紀北の森づくり推進事業、これ

は民有林におきますところの造林でございます。対

象といたしましては、１０ヘクタール町内の造林を

予定しているところでございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） ５５ページの、一番上の

その他町有地貸付料という、その他というのはどう

いうところかお聞きします。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） その他の町有地の関係

につきましては、ちょっと内容につきましては、お

時間いただいて調べさせていただきたいと思いま

す。 

 特に主たる目的、ここに掲げてございますような

目的以外の個々のものについて精査してますので、

内容についてはちょっと精査をさせていただくため

に時間をちょうだいしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） これ私聞くのは、何十億

というものを建てておいて、それが町有地であるか

ら１,０００万円ぐらいで町に買ってもらったとか

という話今にぎわっていて、町民の方も関心持って

いると思うのです。そういうようなところはないの

かなということで聞いていますから。オートキャン

プ場の建物とか、そのほか何かあるのかなというこ

とで、そういうことで聞いておりますから。これは

いいです。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） 申しわけございませ

ん。非常に遊休地の町有地をいろいろな目的で使用

許可をしてございます。それらを束ねまして計上し

てございます。ちょっとここで申し上げますと、非

常に数多うございますので、なかなか申し上げにく

いわけでありますけれども、公共用地の隣接する遊

休地につきまして、工事にかかわりまして、施行業

者が事務所を構えるために必要だというようなケー

スにつきましても、土地の管理上、それから使用上

問題ない場合には、使用許可をするケースもござい

ますので、そういうたぐいのものが相当多うござい

ます。 

 そのようなことと、あとは通信設備がございます

が、そういう通信設備やなんかにかかわりまして、

町有地を貸しているケースも相当ございますので、

それらが主に合わさりまして７０万円の予算の計上

をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 次に、歳入、第１５

款、５６ページから第１９款、６７ページまでの質

疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、歳入に

対する質疑を終了いたします。 

 ここで説明員が交代いたしますので、自席で少々

お待ち願います。 

 事項別明細書歳出第１款７０ページから第２款９

１ページまでの質疑に入ります。 

 １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 総務費の８１ページ、魚の

棲む環境づくり事業補助、これは全く補助金の減額

がない。２７万円、去年と同じ金額で出ています。

これはどうして皆さん３％引かれているんですけど

ね、なぜこれについてこのように出ているのか御説

明ください。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） １７番小野委員の

御質問にお答えさせていただきます。この件につき

ましては、既に平成１２年度に１回見直しをいたし

まして、３０万円のところを１割相当ということで

３万円を削減して２７万円としたところでありま

す。またこの問題につきましては、継続して会の方

とも話をしてございます。そして今後、そこら辺の

ことにつきまして会と協議を重ねた中でまた見直し

を図っていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 企画課長、その説明は去年

も聞いているしょ。２７万円というのは、３０万円

のときも質問したことあるんですね。この魚の棲む

会については、ベベルイ川においても清富小学校の

子供さんたちが魚の実態を研修されているというこ

とは、私たちも見てきている。ですから魚代は出し

ても、あとの問題はボランティアでできないかと、

これ去年も言っている。ところが他のものは減額措

置をとって、これはなぜとれないのかと。そういう

説明でいくならば他の方も問題があると思います
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よ。もう一辺その辺答弁ください。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） 今、委員から御質

問がありましたように、放流をいたしております。

放流の稚魚代といたしましては、町から２７万円を

助成いたしますが、５０数万円の費用をかけて放流

をいたしています。というようなことで、全額実際

町から補助しているものが放流の稚魚代にあたって

いるということで御理解願いたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） この魚をどこに流している

のかということなのですよ。いいですか、日新ダム

に放している。そして日新ダムが放して、それでそ

の日新ダムの水を抜くときには、網をかけて魚をす

くってしまっている。何にもその効果は出てない。

だから今どこへ魚を放しているか、この点もう一遍

聞かせてください。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） １７番小野委員の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 平成１４年度におきましては、放流箇所、３カ所

に放流をいたしました。１カ所につきましてはピリ

カ富良野川で、清富小学校の前に放流をいたしま

す。また、そのほかにつきましてはベベルイ川、倍

長橋というのですか、そこの付近に放流をしてま

す。また、もう１点は神谷川、東１２線橋の近くに

放流をいたしたところであります。 

 なお、放流いたしました数につきましては、３,

０００匹を放流いたしました。その中でピリカ富良

野川につきましては、清富小の前ですが、１,２０

０、ベベルイ川につきましては１,０００匹、それ

から神谷川につきましては、８００匹のニジマスの

４年生から６年生の稚魚を放流したところでありま

す。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） ここでまた余りくどく聞く

の嫌ですけれども、それは今は日新ダムには放流し

てないということなのですね。わかりました。よろ

しいです。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） ８９ページ、２款総務費

の統計調査費のところでございます。報酬のところ

ですけれども、４６万８,０００円と、７万８,００

０円ふえているわけでございますけれども、この工

業統計調査、これはどういった項目の調査なので

しょうか。下の住宅・土地統計調査というのわかる

のでございますけれども、こういった調査の中に、

石油ですとか商業の就業調査ですとか、そういう項

目なんかは入っているのでしょうか、項目について

お伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長、答弁。 

○企画調整課長（中澤良隆君） 村上委員の御質問

にお答えをさせていただきたいと思います。 

 工業統計にかかわる御質問でありますが、まず報

酬額やなんかの変化につきましては、これは要する

に国が調査すべきものを指定統計というようなこと

で町に委託をされて、それを実施しています。した

がいまして、報酬額につきましては、国が定めた金

額をもって報酬額やなんも算定してますので、すべ

てそういうような形になります。 

 また、もう１点の工業統計調査の調査項目であり

ますが、まずこれにつきましては、毎年１２月３１

日現在で、上富良野町の工業に関することというこ

とで、まず工業と分類される事業所、それから従業

員数、それから製造品出荷額、そういうような項目

等を調査いたしているところであります。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） そういった項目、恐れ入

りますが、後ほど何か表ございましたらいただきた

いと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） 今の３点目の御質

問でありますが、項目等につきましては、毎年調査

結果表がおくれて１年後ぐらいに参ります。その項

目といいますのが、今委員が御質問した項目に基づ

いた調査結果が出ておりますので、そこら辺につい

ては、ごらんいただくよう配慮いたしたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） ８５ページ、負担金の問題

なのですが、納税貯蓄組合の補助金の問題なのです

が、財政が非常に厳しいということなので、これは

廃止するべきでないのかなと私思うのです、実は。

段階的に下げていくという考えでいるようなのです

が、ここまで財政の厳しいというのは、今住民の方

よく理解しているのだろうと思うのですね。タイミ

ング的に言ったら怒られるかもしれないけれども、

やっぱり削減する必要性があるのでないかなと。 

 私のうち本町なんですが、補助金もらって何に使

うのだということで頭悩ますのです、実は。温泉で

も行くかと言ったら、行く人も行かない人もいる

と、不公平ができるぞと、では仕方ないから米でも

配れやということで配っているのですよ。だからこ

れ納税するというのは国民の義務なわけですから、

これをいつまでもこのままやっぱり続けていく理由

にならないような気がするのですね、僕は。 

 ある町内に行くと、３００万円も４００万円もた

まってしまったというところもあるのですよ、実際
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に。だから、こういうところの見直しも必要でない

のかなという気がするのですね。 

 商工会の補助金３,０００万円も４,０００万円も

すとんと削るのでなくして、こういうところも少し

考えてもらわなければなないのでないかなという気

がするのですが、その辺はいかがでしょう。 

○委員長（久保田英市君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） ８番仲島委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 この納税貯蓄奨励金でありますけれども、これこ

としで計画が終わり、１５年度で終わりまして、最

終年度を迎えるわけでありますが、それに減額をし

てきたと。最終的に私としては、この制度は今委員

がおっしゃるように、納税はそれぞれの義務で対応

していただくということが基本でありますので、こ

ういう財政状況でありますから、廃止に向けていき

たいというようなことで、住民会長会議で、このス

タートをするに当たって御提案し、説明をしてきた

ところでありますが、住民会長さん方々の中では、

うんそうだなという御理解をいただいている、当時

はいただいているつもりであります。ただ、問題

は、今現在農家の皆さん方、農協で一括して納期で

全部組勘で、不足する人は貸し付けして、そして納

税していただいているという部分がございますの

で、これを廃止すれば、それらの対応はできなくな

るぞというのが農家の方の住民会長さん方々の御意

見がございました。これらについては、今後十分検

討していかなければいけないな、対策を講じなけれ

ばいけないなというふうに思っておりますが、農家

の皆さん方と市街地の住民の皆さん方との差別する

わけにいきませんが、聞くところによると、ＪＡさ

んも近々組勘制度というのを廃止するとか何とかと

いうようなお話も耳にしておりますので、そういう

ことに相なりますれば、これらを含めてもう一度検

討を見直しをしたいという、１５年以降についての

対応を見直しをしていきたいというふうに思ってお

ります。 

 ただ、その中で一つの方法としては、今の納税奨

励制度でなくて、例えば自動振替措置をしていただ

くとか、そういうような対応に対する支援だとか、

そういうようなことも含めて今後検討したいという

うふうに思っておりますので、ひとつ御理解を賜っ

ておきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） 今町長の話を聞くと、農家

の人は税金納めたくないのだからだめだということ

なのかなと思うのですが、そういうふうなことでは

なくして、やはり前に僕も１回それ質問したことあ

るのですが、農家の方の問題もあるぞということで

現在まで来ているのだろうなというふうには思って

はいるのですが、いつまでも放置するということに

はならないと私は思うのですね。これは税務課が出

向いていって、１軒ずつ回ってひとつ集金をしてい

ただくというぐらいの努力をしていただかないとだ

めだと思うのですよ。だから農家の関係があるか

ら、なかなかこれ削れないのだということであるな

らば、そんな理屈にはならないと私は思うのです

ね。だからいつから廃止にするという明確な考えを

持たないと町長だめだと思うのですよ。そこら辺を

もう来年からきちっとやめると、もう一切やらない

ぞというぐらいの考えを持っていただきたいと、こ

ういうふうに思いますので、町長の御決意をひとつ

聞かせていただきたいと思うのですが。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ８番仲島委員の御質問にお

答えさせていただきますが、今計画どおり、１５年

度はこの計画で減額措置をしながら進めていくと、

１６年度以降につきましは、御案内のとおり、これ

から１６年に向かって新たな行財政大綱をつくりな

がら、行財政改革を実施していかなければいけない

ということも含めております。考えておりますの

で、それらの中でこういった部分についての大局的

な見直しを図っていきたいというふうに思っており

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） ４点ばかりお尋ねしておき

たいと思います。 

 ７３ページの総務費の一般管理費の１４節使用料

及び賃借料、ここにあっては２６８万６,０００円

となっておりますが、トータルで見た場合、一般会

計で約８,０００万円近い１４節の計上がされてお

ります。特に総務費、土木費については数千万円に

なっていると。これらについては理解したいので、

目的別内訳調書を審議の資料として提出していただ

きたいとお願いするところであります。 

 ２点目、７５ページ、これも同じく財政管理費の

いわゆる１４節ですけれども、バランスシート発行

システム等借り上げ２５万１,０００円、これもも

う数年前から借り上げて今日まで経過していると思

いますが、これらに対しては全然町長からの言及が

ない。どういう考え方でこの予算措置をされたの

か、その点お伺いしたいと思います。 

 ３点目は８３ページ、１１項のバス運行費、１３

節委託料６３４万７,０００円、これにつきまして

は、一般質問いたしたところでありますが、極めて

答弁の内容があいまいであるので、この際お伺いし

ておきたいと思います。 

 であるならば、積算した数字をもって説明をして
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いただきたいと思います。６３４万７,０００円に

なった、こういう積み上げでこの数字になったとい

う説明を賜りたいと思います。 

 それで、これは仄聞したところで、大変失礼なこ

とを尋ねることになる向きにあるかもしれませんけ

れども、この際につきまして町の職員が代替で運転

した経過があるかないか、私はないと思っています

けれども。このような状態で、結論めいたことを先

んじてお話をさせていただくことは大変恐縮ですけ

れども、料金収入３５０万円あるわけですから、役

場が直接臨時雇いを雇ってやった方が経済効果があ

るのでないかと思います。 

 ８５ページ、防災対策費、１８節備品購入費８,

１０３万９,０００円、この事業概要について説明

賜りたいと思います。 

 以上であります。よろしくお願いします。 

○委員長（久保田英市君） １２時になりましたの

で、ここで昼食休憩をとりたいと思います。 

 ただいまの３番福塚委員の質疑は、昼食後答弁を

いたさせます。 

──────────────────                
午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 昼食休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 委員長よりお願いがございます。 

 委員各位にお願いを申し上げます。予算特別委員

会における資料の要求につきましは、審査、調査上

の保管するもので最小限にとどめていただきたいと

思いますので、御配慮の方お願いを申し上げたいと

思います。 

 それでは、３番福塚委員の午前の質疑に対しまし

ての答弁をお願いします。 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） ３番福塚委員の４点の

質問にうち、３点について私の方から御説明申し上

げます。 

 まず、１点目の７３ページの１４節に関連しまし

ての全体の目的別の資料につきましては、少し時間

かかるとかと思いますが、調整しまして前段の資料

とあわせまして委員長の方に提出をしたいというふ

うに考えているところであります。 

 それと７５ページのバランスシートの借上料の関

係でありますが、これにつきましては、１３年から

このシステムを導入しまして、内部でいろいろ種々

検討をしたところであります。１３年１２月になり

ますけれども、所管の委員会におきまして、１１

年、１２年度のその年度のいわゆる貸借対照表につ

きまして資料を提供しまして、種々意見をいただい

たところでございます。今現在、他町村との比較を

容易にする、もしくは使い方をどうするかにつきま

しては、まだ内部でも十分なものとなってございま

せんので、これらにつきましては、引き続き内部で

使い方についての検討を加えてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

 いずれにしましても、町としましては民間で行っ

ている貸借対照表の、その視点での財政分析が必要

であるということで導入を図ったところであります

が、そのようなことから、いましばらくお時間をい

ただきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 それと、最後の８５ページになりますが、防災無

線の受信機を本年度８,０００万円余りの金額を導

入を予定してございます。御案内のとおり、この１

３年度から、３カ年計画で今全体の設備の更新をし

ているところでありまして、今回につきましては、

台数で申し上げますが、２,２９７台を予定してご

ざいます。これをもちまして、戸別受信機全体の更

新を終えることで予算の措置をしたところでござい

ます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 福塚委員の町営バ

スの運行の関係につきましての御質問でございます

が、まず第１点目の十勝岳線に係ります委託に関し

ましてでございますが、これにつきましては、まず

基本的に考え中心にしてございますのは、当該バス

の運行につきましては、旅客の運送という一つの大

前提を置きまして委託を進めているということでご

ざいます。 

 次に、この積算に当たりましては、基本的に日の

業務の時間帯を基本といたしまして、すべて時間単

位で所要の単価を求めながら計算をさせていただい

ているものでございます。それに加えまして、当然

にして手当でありますとか、法定福利費ですとか、

そういうものを加えまして、その算定をいたしてい

るところでございます。３６４日の運行でございま

して、往復回数にいたしまして１,４６０ぐらの往

復回数を運行する形でございます。これらによって

算定をさせていただいているものでございます。 

 次に、第２点目として、町の職員が代替した経過

はあるかということでございますが、代替という形

では一度もございません。ただ、平成１３年度に十

勝岳温泉地区で高齢者に対する無料の開放いたしま

したときに、かなりの量の方々がいらっしゃいまし

たので、これについては、あくまで増便を発したも

のについては、町の職員によって対応したというこ
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とでございます。 

 次に、臨時雇用で行ってはどうかということでご

ざいますが、これにつきましても比較させていただ

いてございました。御承知のように臨時雇用にかか

わりましては、１０カ月雇用という一つの制限条項

がございまして、これらに対応した考え方の中でい

きますと、最低お二人でやったとしても、実は２カ

月間２カ月間の間がございました。これらについて

はさらに新たな人材を求めて設定をしていかなけれ

ばならないというような状況から、計算いたします

と、私どもの試算によりますと、おおむね９００万

円ぐらいの判断になろうかなというふうに思ってご

ざいます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 後先になって恐縮ですけれ

ども、十勝岳へ運行しているバスの件ですけれど

も、ただいまの答弁では、さきの自分の一般質問に

対する答弁と何ら変わりないのです。バスの運行目

的は、説明されなくても及ばずながら理解している

つもりです。私が聞いているのは、要するに６３４

万７,０００円になった積算根拠を数字的に聞いて

いるのであって、なぜそこに入っていかれないの

か。こういう積み上げでこの数字になりましたとい

う答弁を求めます。 

 それから、総務課長答弁してくださった中で了解

するものの、どこの住民会を、どこの地域を本年

もって終わるのか、その対象地域、住民会名でお知

らせいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） 先ほど申し上げま

したが、日当たりの勤務時間にしましては、８時間

５６分ということで積算をさせていただいてござい

ました。日当たりの単価につきましては、町が予算

設定の中でしてございます内容で、時間単価１,２

７０円というのが基本になってございます。これら

のほかに、あと手当等設定いたしまして、そのほか

法定福利を加えているということでございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 防災係長。 

○防災係長（深山悟君） 更新の対象地区について

お答えいたします。 

 住所表示で言いますと、富町、錦町、中町、栄

町、大町、宮町、本町、新町の一部、旭町の一部と

なっておりまして、住民会の名称で言いますと、西

富住民会、あと中町住民会、栄町住民会、大町住民

会、宮町住民会、本町住民会、新町住民会の一部、

旭町住民会の一部でございます。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 大変失礼しまし

た。項目に分けて若干説明を申し上げますと、年間

の運転に要する直接の部分につきましては４１２万

円程度、それから手当にかかわりましては９１万円

程度、それから法定福利費にかかわりましては９９

万円程度ということでございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 十勝岳線のバスの件ですけ

れども、確認する立場にないので、軽々にお話をさ

せてもらうことは控えていなければならないという

ことで、控えていたつもりですけれども、極めてあ

いまいなのですね。何も難しいことないと思うので

すよ。予算計上した根拠は、こういう根拠に基づい

てこうなりましたという説明がなぜできないのか、

全く理解できません。 

 聞くところ、６３４万７,０００円と極めてきめ

細やかな４万７,０００円という数字、端数ついて

いるのですから、説明できると思うのですけれど

も、聞くところ運転手には３００万円も払ってない

と、あとは全部役場公費であると、こういう民間委

託はないだろうと、毎年何で同じ相手なんだと、契

約の、どういうことでそうなるんだと、こういう町

民の不信があるわけですよ。これは、少なくとも解

消しなければならない。したがって、積み上げた根

拠はこのことに対しては幾ら、このことに対して幾

ら、そういう説明がなぜしてもらえないのか、極め

て残念に思うところであります。したがいまして、

これらにつきましても、できることであれば積算根

拠を明らかにしていただくために、いわゆるできる

ことであれば、資料として提出していただきたい。

根拠についてお願いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 福塚委員の方から、十勝岳

線のバスの積算の根拠を示せということでございま

すが、この路線につきましては、当然入札執行とい

う形になってございます。当然積算内容について

は、私どもの方におきましては予定価格設定するた

めに、その積算根拠を明らかにしてございます。最

終的には、入札段階で町長が最終の予定価格調書を

作成しまして入札に当たるという形になってござい

ます。 

 そういう中で、担当課長の方から非常に歯切れが

悪く、その内容をなかなかお示しできないという点

がございまして、概略の中でそういう形を申し上げ

ているところでございますので、その点御理解いた

だきたいと思います。 

 なお、そういう点につきましては、十分今後の中

で、内容等につきましては趣旨を踏まえました中で
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今後課題として受けとめていただきまして、検討さ

せていただくということで御理解を賜りたいと思い

ます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 極めて予算審議において、

明らかにしておいて説明できないというようなこと

は、責任ある立場の者のコメントではないと思うの

ですよ。少なくとも説明責任があると思うのです

よ。では明らかにできないという部分は、何をもっ

て明らかにできないのか、端的にその点をお伺いで

きれば幸いだと思います。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 福塚委員の質問にお答え申

し上げたいと思います。 

 当然入札に付するという観点から、私どもはその

積算過程においては、私ども責任持って積算をして

いることでございます。その多寡については、御批

判があるという点につきましては、私ども謙虚に受

けとめまして、そこの内容の検討を今後していきた

いというふうに思っております。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 少なくとも責任行政ですか

らね、自信持って行政に対処していただく姿勢を

持っていただかなければ、少なくとも入札執行して

決めているということであれば、結果終わっている

わけですから、それを公開できない、その辺が極め

て町民との信頼関係が希薄になっていると思うので

すよ。聞かれたら答弁できない。それは何という

か、どういう根拠に基づくかわかりませんけれど

も、人権にかかわる問題なのか、営業上の問題なの

か、その辺のところ全然暗示与えてもらわないで、

ただ説明できない、したがって検討する。検討する

値ないのでないですか、自分の質問に対して助役が

検討すると言うけれども。検討するのであったら、

こういう点に対しては、こう考えることによって検

討する。でも説明できない、説明責任があるものが

説明できないということで控え目になっているわけ

ですから、検討する余地ないのでないですか。一貫

性の答弁では困ると思うのですよ。少なくとも今日

の緊急課題は財政問題にあるわけですから、少ない

経費で最大の効果を上げるというのが尾岸町長の

モットーでしょう。少なくとも町民は、６３０万円

で３００万円以内の人件費だけで、そして何時間で

何だからこうなんだと、だけれどもあとは全部公費

であると。バスは役場、燃料も役場、保険も役場、

修繕も役場、事故起こしても役場、こういうことは

極めて公正、公平の感覚からいっても、評価できな

いと思いますよ。 

 まあ、これ以上答弁を求めても無理だと思います

ので、自分の勝手な意見を述べて大変恐縮ですけれ

ども、私は理解することはできませんので、私の方

から御理解いただきたいと。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 答弁よろしいですね。 

 ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） ８５ページ、税務総務費の

中の負担金補助及び交付金のところですけれども、

資産評価システム研究センター負担とありますけれ

ども、これはどういう指数、４万５,０００円です

か、どういう会議内容なのかを知りたいと思いま

す。 

 それから、歳入のところで聞けばよかったのかも

しれませんけれども、関連ですのでお伺いいたしま

すけれども、ここ何年間に上りまして、昨年税の適

正化ということでコンバインとか田植機の是正を図

られたというふうに聞いておりますけれども、この

コンバインとか田植機が、固定資産だったのが今度

軽自動車税ということで変わるわけですけれども、

これらについては道路をふだん走らないわけなので

すけれども、田んぼなり畑で作業をする作業機であ

るのですけれども、それでこれらについての申告義

務が我々にはあると思うわけなのですけれども、こ

の辺の取り扱いについてどのようにお考えか、御質

問をしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 税務課長。 

○税務課長（越智章夫君） 岩崎委員の御質問にお

答えいたします。 

 １点目の評価システムセンターへの負担金につい

ての御質問でしたが、これにつきましては評価シス

テムセンター、固定資産の評価についての研究して

いる機関でございます。ここに対しまして、町で４

万５,０００円の負担をしているものでございます

が、そこから課税に対する評価の資料、また研修会

の会議の資料等配付をいただきまして、評価に役立

てているところでございます。これに対して、負担

金支出するものでございます。 

 ２点目のコンバインと田植機の課税についてでご

ざいますが、これにつきましては、さきに課税誤り

ということで、償却資産で課税させていただいてお

りました。これに対して是正すべき、軽自動車税の

課税に申告がえいたしまして、９月に償却資産の分

については還付、それから軽自動車税の分について

は納付していただくという手続で終わったところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） 過去については了解いたし

ましたけれども、このコンバイン並びに田植機につ
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いては、道路を普通は走らないと。特殊な場合、移

動をするときは使う場合もありますけれども、主に

トレーラー輸送が農家の現場の実態としては、そう

いうのが主であるわけですけれども、この新規購入

した場合の申告義務と申しますか、申告する手続に

ついてどのようにお考えか、もう一度お伺いいたし

ます。 

○委員長（久保田英市君） 税務課長。 

○税務課長（越智章夫君） コンバイン、それから

田植機については、現状では確かに道路を走る機会

が少ないと思います。しかし国の軽自動車の定めに

よりますと、形状もそうですが、乗用することによ

りそれは軽自動車ということで、道路交通車両法の

規則で定められるということでございます。それを

もって軽自動車税の課税となるところでございま

す。 

 申告につきましては、当然新規に購入していただ

きましたものにつきまして、申告をもって課税させ

ていただくことになると思っております。 

 今年度におきましても、何件かの方におきまして

新規に登録していただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） ちょっと報償費のところ

で、８１ページ、報償費の叙勲受賞の報償金、これ

３万円ついているのですね。この間１１日のとき質

問したとき、叙勲の問題で御説明したら、ことしは

一切ありませんなんてものすごいあんた乱暴な御答

弁いただいたのですよね。それなのに、ここに３万

円とっているのですよね。それ叙勲ないと、一切あ

りませんなんてあんな、言ったでしょう、あのと

き。だれ書いたか知らないけれども、町長そのまま

読んでしまったのだけれども。だけれどもここに３

万円とってあるのです。これ叙勲者いるではないで

すか、何でそういううそなこと言うのですか。 

 これひどかったのですよ、本当に、議会で。暴言

な言葉あったのですよ、ありませんと、こう言った

でしょう。これみんな聞いてますよ。これちょっと

聞かせてくださいよ。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 小野委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 そのように聞かれたことにつきましては、申しわ

けないなと思います。実際申請しているものはござ

いません。ただ、この叙勲制度の中におきまして、

道段階におきまして、潜在候補者ということで調査

依頼がございます。それは一定要件のもとに、潜在

候補者上げなさいというものがございまして、そう

いう形の中では届け出をしているものはございま

す。そういう中から、最終的には国あるいは道の中

で、枠配分ということで調整されてまいります。そ

れは叙勲の申請の直前に、そういう枠配分の各町村

に割り当てが来ます。これはどの時点でなるかは、

これは全く私どもは承知しておりませんが、そうい

う中で、この叙勲の手続がされる仕組みになってご

ざいますので、そういう面で、現実に申請というこ

とになりますと、直前でしかございませんので、そ

れで現段階では申請はございませんということでお

答えさせていただいたわけでございますので、その

点御理解いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） それであるならば、なぜそ

のようにあのとき言わないのですか。全然それ言わ

ずにして、ただ趣旨だけべらべらべらと言って、ま

ずこの春、秋にはないのだという、それだったらそ

ういう状態もありますよとなぜ言えない。だから私

はどういう方がおりますかと聞いているのですよ。

もしそういう方がおられましたら、とかく健康なう

ちに叙勲を上げてやっていただきたいというのが私

の意味なのですから。そんな趣旨のこと私は言って

いるのでない。だからその趣旨を言って、ありませ

んと、それでありませんとここに３万円とってある

のだよね。そんな、そこら辺少し町長あんた優しい

言葉で私たちに答弁してくださいよ。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １７番小野委員の御質問に

お答えさせていただきますが、私が一般質問でお答

え申し上げましたのは、行政が、町が申請する部分

についてはありませんということで、今申請した部

分はありませんということでお答えさせていただき

ました。しかし、この部分につきましては、御案内

のように消防機関だとか、自衛隊機関だとか、警察

機関だとか、郵便局機関だとかいろいろなところで

申請をするわけです。それで議員の皆さん方からも

いろいろな御意見がございまして、地元で叙勲を受

けた方々には報償金を、祝い金を上げるようにしな

さいよというようなこともございまして、上富良野

町民が受賞を受けた方には、１万円のお祝い金を支

給しているということで、例えば自衛隊だとか消防

だとかで出てきたときの対応として、今予算計上さ

せていただいている。 

 また、町の分もこれから、今のところは申請した

人はおりませんけれども、これからまた、今助役か

らお答えさせたように、いろいろな対応の中で、こ

れからまた申請する方が出てくるかもしれない。そ

のような部分も含めてだということで予算措置をさ

せていただいているということで御理解をいただき

たいなというふうに思います。 
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○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 反論をちょっとしてみたい

と思うのだよね。だけれども町長ね、それならそれ

なように、私そんな具体性を質問の中には書いてな

いのですよ。だからこういうこともありますよと

言って、そのときに言ってくれればそれでいいでは

ないですか。それあんたとんでもなく表現使われた

から、そしてこういうふうになっているから、これ

はどういうことなのですかと聞いた。そうしたら、

今言っている。その今言っていることをあのときに

言ってくれればよかった。こういうこともあります

よと、こういう方法もあるのですよと言ってくれれ

ばいい。全然それなしにして、もう春秋にはござい

ませんと、ぼつっと言ってしまったでしょう。だか

ら私はちょっと疑問な言葉でないかなと思って、も

う少し優しく丁寧な答弁をいただきたいと思った。 

 今後こういう御答弁は気をつけいただきたいと思

います。もう後は何も言いません。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員どうぞ。

○１番（中村有秀君） ８１ページ、２款、１項、

８目の関係で、１点まず行きます。 

 １５節の工事請負費、交通安全対策施設置という

ことでございます。この設置内容と、それから設置

場所等についてお伺いをいたしたいと思います。 

 それから２点目は、９目、１節の特別職報酬審議

会でございます。これは、この条例の中では、町長

は議会の議員の報酬の額並びに町長、助役及び収入

役の給料の額に関する条例を議会に提出しようとす

るときは、あらかじめ当該報酬額の額について審議

会に意見を聞くものとするということになっている

のですが、一応予算計上したということで、どの特

別職を対象として一応諮問をするのかということで

お伺いをいたしたいと思います。 

 それから３点目は、９目の関係の１９節、行政推

進事務交付金５９０万円の関係です。一応１３年度

決算では、６４８万２,０００円ということで、一

応住民会対象の関係で下げていくということで、１

４年度の予算では５８１万円、今回５９０万円とい

うことでしたのですが、下げる段階で私申し上げた

のは、特に住民会長手当が、私の調べたところでは

最低は８万円、それから最高は２４万３,０００円

と。当然それぞれの住民会の戸数等もあります。た

だ、基本的にこういう差が、例えば８万円のところ

が１１８戸のところです。それから、１４８戸のと

ころは２４万３,０００円でございます。同じ交付

金としてやるのであれば、できるだけ行政効果を発

揮するためには、できれば一つは住民会長さんとも

協議をしながら、一つの目安をつけてはどうかとい

うことでございます。それで、当然今の行財政改革

からいきますと、これらについても今後どう取り組

んでいくかということでお尋ねを申し上げたいと思

います。 

 それから４点目は、先ほど同僚議員からお話しの

ありました８５ページ、２目、１９節の納税貯蓄組

合の補助でございます。３４８万３,０００円とい

うことで、これはなくすべきだということで、私も

従来言っておりました。そして、段階的にあれし

て、ことしがその段階的な最終年度になります。そ

れで、この市町村行財政の概要という上川支庁管内

の町村会で出した平成１２年のデータを見ますと、

上富良野町は５４２万６,０００円納税奨励金を出

しています。その次に多いのが富良野で４６７万

１,０００円。旭川、士別、名寄は一切出しており

ません。それから、鷹栖、東神楽、当麻も出してお

りません。東川、美瑛、中富良野も出しておりませ

ん。 

 そういう関係で、これはできるだけ早急に関係団

体とも話し合いをしながら、行財改革の一貫という

ことでなくしていくべきだと。納税組合に対しては

事務的な関係ということで、どこの町村も大体持っ

ております。それはわずかな金額でございますの

で、そういう方向で検討していただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） ８１ページの上

段、１５節の工事請負費にかかります交通安全対策

施設の関係でございますが、これにつきましては、

とまれ表示がそれぞれ交差点ではげてまいったりす

る場合がございます。これらの対応を１０カ所程度

予定しておりますものと、それから東中地域の方に

小学校の近くに子供飛び出し注意の看板を設置を予

定してございますのと、基線の北２４号におきまし

て、交差点の警告表示をいずれも看板の形で整理を

したいということでございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番中村委員の２点の御質

問にお答えさせていただきます。 

 特別職の報酬等審議会の件でありますが、これは

大体３年に一度ぐらいずつ報酬審議会を結成して、

特別職の報酬について審議をいただいているところ

でありますが、１３年に特別職の報酬の改正を一部

させていただいたというようなことでありますの

で、２年目を迎えるということから、特別職の報酬

につきまして、現在の財政状況を見きわめた中で、

常勤、非常勤すべての委員等々の全般的な見直しを

していただこうと、検討をしていただこうというこ
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とで審議会の費用を計上させていただきました。 

 それからもう１点、納税奨励金の件につきまして

は、委員も御発言にありましたように、さきの委員

にもお答えさせていただきましたようなことで、今

後の行財政改革の中で、これらの課題は当然にして

見きわめていかなければならない課題、当然廃止に

向かっての対処を考えていかなければいけないとい

うふうに認識いたしておりますので、御理解をいた

だきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） 最後の行政事務推進交

付金の関係についてお答えします。 

 ２カ年で全体の見直し削減をしまして、今現在に

至っているところでございますが、委員おっしゃる

ように、各住民会ごとに手当についての金額が非常

に大きな差異があることについては、私どもも承知

しているところであります。 

 過去振り返りますと、たしか６０年から現住民会

制度に移行したわけでありますが、従前の行政区長

制度時の区長に対します町から支給してございます

手当が、そのまま現在に残っている地域もあるやに

聞いてございます。そんなことで、非常に大きな差

であるということは、私どもも耳に入ってきてござ

います。しかしながら、性格的には、私が言うまで

もなくそれぞれの地域で自主的に手当を決定してい

るという経緯からすると、余り行政主導でどうある

べきということについては、当然慎むべきというこ

とでございます。 

 しかしながら、行政がどういう形でかかわること

がいいのかにつきましては、住民会と連絡協議会と

も、今までも若干話しもしてますし、これからも解

決すべき課題というふうには認識してございます。

そんな観点で、これらについては少し時間をかけて

そういう団体とのかかわりを持っていくことを大事

にしたいというふうに考えてございます。 

○委員長（久保田英市君） １３番長谷川委員。 

○１３番（長谷川徳行君） ７３ページの総務費な

のですけれども、７３ページの委託料、町例規等電

子化、これは道の緊急地域特別対策費を使ってやる

のですけれども、これが本当に町の緊急雇用対策に

なるのかどうか、ちょっとお聞きしたいのですけれ

ども。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長補佐。 

○総務課長補佐（北向一博君） 御質問の町の例

規、現在冊子で２分冊になってまして、皆さんもお

使いの形のものを電子化して、最終的に、今回同じ

場所に載ってますイントラネットの整備事業に伴い

まして整備しますＩＴ環境の上で、ＬＡＮの上で運

用しようという考え方を持っています。この際に、

利用する制度が、先ほど御説明のとおり、緊急雇用

対策特別事業を使って、道の補助金１００％で実施

する事業になっております。この際に、現在紙の上

に載っかっている文字を電子化するということで、

パソコンを使って文字を変換する作業が、これは人

出による作業になります。これを緊急雇用の趣旨で

臨時職員の職を発生させるという意味合いでこの事

業が認められているわけです。 

 それで、結果的には、言葉はちょっと悪いですけ

れども、業者に丸投げの形になりますけれども、こ

の際に条件づけとして、できることなら技術者がい

れば、上富良野町内からその雇用の職を得てもらい

たいという条件づけで委託する予定になっておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １３番長谷川委員。 

○１３番（長谷川徳行君） そういう技術者がいな

いときは、この事業はしないということなのです

か。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長補佐、答弁。 

○総務課長補佐（北向一博君） 技術者というよ

り、ある程度のパソコンの操作できれば、十分な作

業できるかと思いますけれども、結果的に応募がな

い場合、ハローワークを通じて募集していただくと

いう予定になっておりますけれども、応募がない場

合については、会社の方が調達できる、委託する会

社が調達できる範囲から作業していただける方を募

集するということになるかと思います。 

○委員長（久保田英市君） １３番長谷川委員。 

○１３番（長谷川徳行君） 貴重な国の財源、道の

財源を使って、この町をよくするための緊急雇用対

策だと思うのですよ。もっともっと自治体として

は、こういう緊急雇用対策費を使えるような事業を

考えるべきだと思うのですけれども、その辺はどう

ですか。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） ただいま補佐の方から

申し上げましたように、今回のケースにつきまして

は、短期的な雇用の機会を与えるという観点で制度

を活用するところでありますし、他の委員からも意

見いただいているように、地域に定着するような形

での雇用の機会を与えるということも、これは地域

の課題であるというふうには思ってございます。た

だ、なかなかこの制度の制限もありまして、過去に

は若干違う方面での事業の組み立てもしてございま

すが、今現在しっかり定着するような雇用の機会を

与えることについては、なかなか行政側から考える

に、これがいいということについては、なかなかそ

のメニューに至ってないのが実態でございますの
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で、多くは、大変申しわけございませんが、短期的

にその雇用の場の機会を与えるというところにとど

まっているのが実態でございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） まず、緊急雇用の問題

で、選択は道が選択したわけでないと思うのですよ

ね。町がこういうメニューやりますからこれつけて

くださいということなのだから、そこの手法を変え

てほしいということを言っているわけなのですよ。

そうでしょう。こういう財源は、言うなればないか

らこういうものにつけてやった方が簡単でいいので

ないかということだと思うのですよ。そうでなく

て、実際にやっぱり雇用できるような環境づくりを

やってほしいということを言っているのだから、そ

のことを真正面にとらえるということが、今行政に

求められていると思うのだけれども、もう一度この

点伺いたいと思うのです。 

 それで、パソコンだとかやれる人というのは、恐

らくたくさんいると思います。どの程度の力量か、

ちょっとそこら辺僕もわかりませんけれども、一般

公募するなりしてきっちりとやっぱり、そうであれ

ばですよ、町が本当にやるのだということであれ

ば、その前提はあくまでも地元雇用ということを最

大限努力するということなくして、ただ業者にそう

いう人がいないから渡すということでは、これはだ

めなわけですから、ここをもっと改善すべきだと思

いますが、この点をお伺いしたいと思います。 

 次にお伺いしたいのは、臨時の労働条件の問題で

ありますが、今各地で国からの指導もありまして、

パート労働者あるいは臨時における退職金制度や雇

用制度の充実ということがうたわれています。これ

は前にも言いましたが、長く勤めていきながら、臨

時雇用という形の中で、退職金制度の恩恵にもあず

かれないと。一般労働者の賃金の８分の１だとか１

０分の１だとかという形の中で、ひどい状況になっ

ています。これは現業労働と事務労働を見た場合

は、またそれが格差があります。私はこういう問題

を放置していいのかと、行政はここをきっちりとや

はり改善できるような対策をとるべきだと思います

が、今年度はそういう趣旨の問題あるいは予算を組

まれたのかどうなのか、その点をまず伺いたいと思

います。 

 次に、７３ページに合わせて、町長車の廃止の問

題についてお伺いいたします。前はあらゆるものは

聖域でないと、見直すものは見直すということで町

長はおっしゃっています。これとあわせて、ページ

は違うわけなのですが、いわゆる名誉町民の年金に

ついても、私は廃止すべきだというふうに考えおり

ます。この点についてもどういう見解をお持ちなの

か、この点についてまず伺っておきたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、臨時職員の賃金、待遇の問題でありますけ

れども、私といたしまして考えることは、町職員、

臨時職員におきましても、基本的に上富良野町の民

間企業で働く労働者の皆さん方との比較がどうであ

るのかということを私は最も大切にしていかなけれ

ばならないなと。その中で、町の臨時職員が上富良

野町の民間企業に勤めている方々と比較していかが

かという点から考えますと、今米沢委員の言ってい

るように、劣悪な対応というようなことにはなって

いないのではないかなというように思っておりま

す。ただ、そういったことを念頭に置きながら、そ

の対応を改善していきたいというように思っており

ます。 

 それから、町長車の廃止でありますが、町長車の

廃止につきましては、私就任した当初にも御質問い

ただいて、廃止すべきだという御質問をいただいた

経緯がございます。ただ、今の状況から見きわめま

して、廃止してしまって、本当に私の行動がどうな

るのかということを考えますと、私としては廃止で

はなく、その運用につい経費の節減を図るための対

応は、改善是正を、改革をしなければならないとい

うふうに思っておるころでありまして、これらにつ

きましても今後の行政執行上のいろいろな課題を背

負いながら、その対応につきましては、今後の行財

政改革実施計画の中で十分検討していきたいという

ふうに思っているところであります。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員の緊急雇用の関係

につきまして、お答えさせていただきたいと思いま

す。 

 先ほど総務課長が申し上げましたとおり、この制

度におきましては、短期雇用を主に国の補助制度に

なってございます。そういう中での運用という形の

中で、この事業を取り扱いさせていただいていると

ころでございますが、基本的に先ほど補佐の方から

申し上げましたとおり、町内での雇用を一つの条件

に設定いたしまして、雇用を図っていきたいという

ふうに思っております。 

 御主旨の点につきましては、幅広いその雇用の場

の創出につきましては、またいろいろな御意見も

賜った中で、町としてできる面につきましては、今

後また御意見等伺った中で返答申し上げていきたい

というふうに思っております。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長、答弁。 
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○総務課長（田浦孝道君） 名誉町民の関係につき

ましては、もう御案内のとおり条例事項となってご

ざいますので、町長におきましても、議員初め広く

町民の方からの御意見をいただきながら、あるべき

姿について検討を加えるものだなというふうに思っ

てございます。 

 そんなことで、今現在は、現状からすると、ある

意味では町長において、これをどうするこうすると

いうことについては、時期尚早というふうに思うと

ころであります。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 名誉町民については、も

う既に年金の評価どうかという問題ではなくて、そ

こに町長として立派に在籍されて、町民の暮らし

や、そういう立場から十分手腕を発揮されて、そう

いういわゆる敬愛の気持ちというか、尊敬の念をそ

こで十分やはり住民はわかってますし、なられた方

も熱く心で受けとめているのだろうというふうに思

います。そういう意味から、もう既にそこで評価

なっていると。お金で評価するのではなくて、そう

いう意味ではないかもしれないけれども、長年の功

労があるからということなのだろうと思うのだけれ

ども、そういうのではなくて、今そういうことから

すれば、まさにこういう制度というのは、時代の流

れから逆行しているのだということをよく理解して

いただきたいというふうに思いますが、この点をも

う一度お伺いしたいというふうに思いますが、町長

にお伺いいたしますが、こういうことを聞くのは大

変酷ですが、町長がもしも任期満了、勇退という形

の中で退任されるという形になった場合に、こうい

う問題についてはみずから何らかの判断を下しても

私はしかるべきだというふうに思いますが、これは

先の話ではありますが、この点について町長の見解

を十分、その先の話でもありませんが、もう既に検

討する必要もあるのではないかというふうに思いま

すが、この点を確認しておきたいというふうに思い

ます。 

 町長車についは、これを軽にかえるだとか、町内

を動く場合はそれでみずから運転するだとか、そう

いうことも手法としてあるわけですから、いろいろ

な手法を考えた中で、それを改善すべきだというふ

うに思いますが、この点。 

 パート労働に至っては、確かにまだ悪いというと

ころも確かにあると思います。しかし、やはり町が

こういった問題について、もしも役場だけでできな

いのであれば、全町的にこういう共済制度をつくる

だとか、そういう制度の中で地元に働いているパー

トの人含めて、やはり何らかの形で、やはりその労

苦に報いるような制度という点でも、私は生きる制

度をつくる価値があるというふうに思いますし、こ

の点もう一度確認いたします。 

 次にお伺いしたいのは、入札の執行に当たって

ちょっとお伺いしたいというふうに思います。 

 昨年から、公共事業の入札にかかわる適正化法と

いうのができました。これに基づいて自治体は、今

町も事前公表やいわゆる透明性を図るという形の中

で数々の改善がなされていると思いますが、去年か

ら比べて、ことしさらにこの適正化法に基づいて町

として改善すべき点が、この点はことしは改善した

いということがありましたら、お伺いしたいという

ふうに思います。 

 さらに、次にお伺いしたいのは、いわゆる公共事

業の丸投げ等の問題で、これは全面的に禁止されて

いるということは言うまでもありません。町に至っ

ても、こういう問題がとかくうわさに上ったりとい

う形の中で、こういう問題が声として飛び交うとい

うことも当然起きてきています。そういう意味で

は、新年度に当たり、やはりこういう趣旨にのっと

り、きちんと管理・監督できる体制づくりをもう一

度すべきだというふうに思いますが、この点。 

 さらにお伺いしたいのは、いわゆる入札手続等に

おいて、第三者機関をつくってチェック機能を働か

すということも言われておりますが、こういう制度

も上富良野町においては必要ではないかというふう

に思いますが、この点。 

 さらに、発注者に至っては、施工されている側の

いわゆる発注台帳、工事現状の進捗等の随時点検と

いうのもその中で盛り込まれています。これは当然

当たり前のことです。二次請、下請もこれに該当す

るという形の中で、きちっと透明性を確保するとい

うことでうたわれておりますが、こういう体制をや

はりきちっと整えた中で、新年度に当たってのやは

りあり方というものを業者の方にも示すべきです

し、また町民全体に対しても、こういうことを行い

ますということの改善、また方向性も示すべきだと

思いますが、この点について、今年度はどういうふ

うになっているのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢委員の御質問３

点についてお答えさせていただきます。 

 まず１点目の名誉町民の件でありますけれども、

この件につきましては、他の自治体の状況と比較し

ますと、我が町の部分については、ある程度額的に

も見劣りしない金額ということでありますが、この

設置につきましての設置条例の目的は、委員が御発

言のとおり、我が町に貢献のあった方に対する栄誉

をたたえてのものでございます。その金額等々につ
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きましては、今後の課題ということにも相なろうか

と思いますが、現在支給を受けている対象者がいる

ということを念頭に置きながら考えていかなければ

ならないというふうに思っているところであります

し、また私の分については、仮定でありますので、

お答えは差し控えさせていただきたいと思います。 

 それから、町長車の件でありますが、先ほどもお

答えさせていただきましたように、今後の中で見直

すべきものは見直していかなければならないと。経

費の節減等々も含めながら、今後対処していかなけ

ればならないというふうに思っておりますので、御

理解をいただきたいと。 

 それから、臨時職員等々につきましては、さきに

お答えさせていただきましたように、町の臨時職員

だから、我が町の一般企業の皆さん方よりも特別な

部分があるわというようなことは、私としては大き

な差というものは考えなければならないなというふ

うに思っているところでありまして、そういった観

点の中で、今後においても十分町内状況と町の中の

状況等々も見きわめながら対処していきたいという

ふうに思っておりますので、御理解を賜りたいと思

います。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員の入札の制度につ

きましての御質問にお答え申し上げたいと思いま

す。 

 既に適正化法の中で取り扱いということで、１４

年度から公募制だとか、そういうもの取り入れた中

で新たな展開ということになってございます。そう

いう中におきましては、制度としては新しく今年度

からこういうふうにしますよというような取り組み

はございませんが、変わった適化法の中での取り扱

いを適正にやっていくということで考えておりま

す。 

 それと、たびたびこの議会でも御質問いただい

て、いわゆる丸投げの問題等、風聞されるお話を承

るところでございます。私どもといたしましては、

その辺のところを担当する所管課長、あるいは指名

委員会の中におきましても、そういう話題の提起が

あることで受けとめておりますので、そういう面、

行政としてやはりその辺を十分監視していくという

点につきましては、意を用いて今後進めていきたい

というふうに思っております。 

 それから、入札制度におきます第三者機関の設置

等のお話もございます。私どもの方でもそういう情

報受けておりますが、具体的な内容については承知

しておりませんが、昨年も委員の方からこの辺のお

話しございました。内容的には、まだ検討はしてご

ざいませんけれども、今後そういう動向を見た中

で、より公明、透明性が高い中で、これらの機関を

設けてやることが、より住民のためのいいものであ

るかどうか、その辺のところを見きわめていきたい

というふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 適正化方に基づいては、

それなりに進められているということで、いわゆる

工事の進捗状況等についても随時点検しているとい

うことであります。たまに聞きましたら、これ見て

おられない現場の担当者がおられるのかもしれませ

が、たまに工事現場ちょっと見ましたら、役場の方

からもちょっと来られなかったようだとか、そうい

う話聞いているものですから、たまたまいた人に聞

いたときに、そのいた人が役場の関係者が来たとき

にいなかったということもありますから一概に言え

ませんが、そういったものも含めて、お互いにき

ちっと身を引き締めるという立場から、指導点検含

めて、透明性の確保という点での私は強調いたしま

したので、ここをもう一度きちっと進めていただき

たいというふうに思っていますので、答弁は要りま

せん。 

 退職金等の問題については、恐らくこれパート労

働者、これについては特別な問題ではないわけです

ね。働くに当たって、やはりそういう制度があれば

いいということは、労働基準法等にも書かれている

わけで、特別ということではなくて、町長が特別と

いうことに思うのであれば、いかに今の実態がひど

いかということを踏まえた中で、そういうことの特

別ということも判断されているのだろうと思います

が、その点を十分考えていただいて、今後十分対処

していただきたいというふうに思っているところで

す。その点について、もう一度確認しておきたいと

いうふうに考えております。 

 それと、８０ページにかかわって、先ほどから行

政推進事務交付金とあわせて、１９節の各町内会に

配付するいわゆる広報等の謝礼金等が町内会等に出

ているかというふうに思います。これについても、

もう既にこういう状況ですから、配付するのは当た

り前という形の中から、そういう制度等について

も、いま一度見直す必要があるのではないかという

ふうに考えておりますので、この点について、もう

一度確認しておきたいというふうに思っているとこ

ろであります。 

 それと、８３ページの１３節、地域防災計画策定

ということで、連絡等の取り方、全般に見直すとい

うことでありますから、今年度で大体こういうもの

がすべてなるというふうには思いませんが、改善す

べき視点、点検される点というのが、こういうとこ
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ろを、大まかでよろしいのですが、直していきたい

ということがあれば、お伺いしたいというふうに思

います。 

 それと、ここの７７ページにわたって、いわゆる

委託料の全体的にことしの場合、歳出予算集計別表

見ましたら、ふえているという傾向にあります。そ

れぞれの所管見ましたら、総務だとか、多いところ

では商工だとか教育だとかありますが、どの部分が

前年度から比べて約１億円ぐらいでしょうか、ふえ

ている部分があるかなというふうに思うのですが、

ちょっとその点についてお伺いしたいと。 

 それと、この委託料の中に、義務的にここだけは

点検しなければならない、いわゆる法的にもしなけ

ればならない、あるいは義務的にというか、任意に

点検しなければならないという部分もあるかという

ふうに思いますが、どれもそれぞれ必要な部分だと

は思いますが、経費削減ということで言われてまし

て、やはりこの委託料に当たっても、必要でないも

のもあれば、例えば５回やっているところを３回に

するだとか、それが致命的になるという問題に至っ

ては、きちっと予算を措置しなければなりません

が、それ以外については、見直せるものがあるとす

れば見直して、こういった部分からも財源を捻出す

るという方向も一つあるのではないかと考えており

ますが、この点についてもまだまだ私わからない点

もありますので、お聞かせ願いたいというふうに思

います。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） １２番米沢委員の何点

かの質問にお答えします。 

 まず、パートなど職種の退職金制度の問題につき

ましては、おっしゃる意味はよく理解はできる部分

もあります。しかしながら町におきましても、要綱

を定めまして、雇用の体系を何通りか設けてござい

ます。その中で全部そういう形がいいのかどうかに

つきましては、まだ十分調査研究も必要だなという

ふうに思いますし、地域全体的にはやはりこの辺、

行政指導が望まれるのかどうかわかりませんけれど

も、その労働者のそういう身分の安定も含めまし

て、これらについてはもっと幅広く調査をする課題

であるというふうに受けとめているところでござい

ます。 

 それと、防災計画の関係につきましては、御案内

のとおり１４年、１５年と２カ年の計画を持ってご

ざいます。特に本計画そのものについては、大きく

見直す要素は余りないのかなと。ただ被害想定を何

パターンか設けまして、より現実的な想定のもとに

対策をどうあるべきかについては、専門の職種の方

に御助言をいただきながら、より精度の高いものに

したいなというふうに考えてございますし、あわせ

まして、有事のときの組織内部の各対策部のその任

務のあり方について、具体的にいつどこでどういう

ふうに行動をとるかについての災害時の初動マニュ

アルを具体的につくりたいというふうに考えてござ

いますので、新たにそういうことが大きな要素とい

うふうに認識をしているところであります。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員の文書配付謝礼の

関係、それから委託料等の関係につきまして、私の

方から一括お答え申し上げたいと思います。 

 実はこういう中で、今財政的にも非常にことしか

ら、実施計画でもお示ししているとおり、財源不足

というような形の中で、この実施計画を組まなけれ

ばいけないというような状況に至ってございます。

そういう中で、１５年度で今の健全化計画、それか

ら行財政改革等の終期を迎えます。１６年度から、

町長も冒頭申し上げておりますとおり、１６年度か

ら新たな行政改革大綱というものをつくりまして、

そこの中で、従来とはまた変わった中で、この厳し

い状況を切り抜けていくための方針を定めていきた

いというふうに思っております。 

 こういう中で、いろいろと住民の皆さんに御協力

をいただいた中で、こういう文書配付謝礼だとか、

そういうものについても、やはり御協力いただくよ

うな中で改革を進めなければならないというそうい

う状況に来ておりますので、この点につきましては

そういう御意見等も伺った中で、また従来そういう

中で配付を受けておられる相手がございますから、

そういう中で意見の調整を見ながら進めていきたい

というふうに思っております。 

 また、委託料の関係につきましては、この物件費

の中で相当額のウエート量を占めてございます。こ

の委託の中におきましては、維持管理だとか、それ

から警備だとかいろいろな中の種類がございまし

て、最近特に委託への方向ということで、この金額

が高まっている状況にございます。その中におまき

しても、その積算の過程におきましても、内容を点

検していくべきだというふうに私考えてございまし

て、今後行政改革の中でも、これらの点に踏み込ん

で、もう少しむだがないのかどうか、その辺の点検

をして、この改革の中での取り進めをしていきたい

というふうに考えておりますので、御理解を賜りた

いと思います。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） ただいまの助役の文書配付

の関係で、見直すということですから、余計な発言

はすべきでないと思いますけれども、皆無にすると
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いうことはならないと思います。なぜかと言った

ら、北海道広報の配付手数料が北海道から来ている

わけですから、それをもってやっぱり町内会長に配

慮していかなければならない。その分十分配慮され

ることをこの際お願い申し上げたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） ７３ページ、２款総務

費、１項の一般管理費のところの１３節委託料、こ

れ私今回、従来前とした縦割り行政を解消に向けて

はということで質問させていただいたのですけれど

も、再質問で、こういう大がかりな５,０００万円

以上かけましてイントラネット整備とか、それから

総合行政ネットワーク、これも接続するということ

で、これらに伴って行政機構の改革が進むのではな

いかと、またそして課の人員配置なんかも変えると

か、こういうのを生かしてはどうかということを御

質問申し上げたのですけれども、終始スタッフ制が

どうもうまく機能してないと、そういう話に終始し

たのですけれども、この効果、国からお金が来ると

は言いましても、緊急雇用の対策の一環ではありま

すけれども、これに伴ってやっぱり今までと違う機

構変革、行政改革にもこれは効果的に進めていただ

きたいと思うのですけれども、いかがでしょうか、

そこら辺のお話聞きたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） １５番村上委員の御質

問にお答えします。 

 御案内のとおり、多額な行政費用をかけて今条件

を整える予定となってございますが、実際の運用定

着させるためには、若干の年限かかるかと思いま

す。御案内のとおり、こういう条件を整えることに

よりまして、ある意味ではその効果、効率性を発揮

するということが行政に、組織に与えられた課題で

ございますので、即その機構改革にどう結びつけれ

るかについては十分慎重に検討しながら、十分な将

来にわたっての効果を発揮するような判断は、町長

においてもされるものと思っているところでありま

す。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） これは最後だと思います

が、先ほど同僚議員が一生懸命お聞きしていたこの

委託、８３番の十勝岳路線バスの問題について、先

ほど御答弁が一生懸命されてましたけれども、私も

聞いていて、何か余りぱっとしてない、納得のでき

ない御答弁みたいに聞こえたのです。私わからな

かったのですが、これら考えてみたとき、私ずばり

言いますと、まずこれ６３７万円、これは人件費が

恐らく二百六、七十万円お払いしていると思うので

す。わかるでしょう。そうしたらば、まず３００万

円かかっても、いろいろ臨時バスを適用しても、

少々の金これ残るのですよね。あとはもう燃料費か

ら車検、保険すべてが町費でしょう。そうしたら、

ここで金額が、まず最低でも百七、八十万円残るわ

けなのですよ。これ残る金は、この委託されたとこ

ろにみんなお上げしてしまうのだと、こういうこと

なのですか。ちょっとこの金額にしてみると、

ちょっと私も疑問があるのですよね。どうですか、

そこちょっと聞きたいということなのですが。 

 一銭も金、何回も言ってられんから、これ金とい

うのは、人件費だけ。それから臨時バス、何台年間

出したか知りませんよ。臨時にバスを出すというこ

と。そういう金額に立ったとき、これ六百三十何万

円というのがそれだけ本当に必要であるのかないの

か。これ委託ですからね、その点をはっきりと

ちょっと答えてみて。そして、もしそれが現実であ

るならば、ある程度見直しもお考えいただきたいな

と、こういうことです。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 小野委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 この６４３万７０００円の内訳でございますけれ

ども、基本的には人件費相当分と消費税という形に

なってございます。基本的に給与、先ほど福塚委員

の方に課長からお答えいたしましたように、給与、

手当、それから福利厚生費といいまして、事業主負

担というものがここにございます。そういうものが

かかってございますから、単に六百何万があって、

その会社の従業員に給料がそのうち３００万円払わ

れたとしても、そこに事業主負担というものが存在

しておりますから、単にその辺のところ受けとめら

れたら困るのですが、そういう中身の内容になって

ございます。当然運転業務の委託として、人件費を

対象としてこの委託費を組んでございます。そうい

うことでございますので、当然会社側としまして

は、委託受けるに当たりましては、それなりの利益

を受けるというのが一般的でございますので、そう

いう面、非常に私もいろいとお話を聞いておりま

す。非常に払われている賃金と、事業主が受け持つ

賃金との中に、相当事業主として利益を受けている

面があるのでないかと、そんなお話も伺うところで

ございますが、私どもといたしましては、当然従来

は町の職員がここに１,０００万円ほどの費用をか

けて運転業務をやってございました。そういう中

で、委託することによって、こういう民間にやって

いただくことによって、その費用が大幅に安くなる

という中から、この十勝岳線バスについては、委託

を申し上げてきております。そういう中で、大体こ

れぐらいの賃金の人でということで一定のところを
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見まして、その積算をして予定価格を設定いたしま

して入札にかけているということで御理解をいただ

きたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。（発

言する者あり） 

○１７番（小野忠君） だめだよ、そんな不規則発

言したら。私質問しているのですよ。そこで何で

ね、ちょっと委員長、私質問でしょう、これ。何で

そういう、何ですかこれ、私しゃべるのやめればい

いのかい。 

○委員長（久保田英市君） 冒頭私の方からお願い

申し上げておりました、質疑区分の中で一括してと

いうお願いをしておったので、その点をひとつ御協

力をいただきたいと思います。 

○１７番（小野忠君） 予算委員会でしょう。予算

委員会というのはね、私これ８年目だ。予算委員会

というのは、一つの議案を皆さんと審議する場所で

しょう。どうしてですか、一括で何でもものしゃべ

れというのですか。 

○委員長（久保田英市君） 私の冒頭申し上げたの

は、一括して区分ごとにお願いをいたしますという

ことでお願いした。 

○１７番（小野忠君） だから今区分ごとに、８３

番をもう一度今、助役さんが御答弁がありましたか

ら、再度ちょっとお聞きしようということなのです

よ。 

○委員長（久保田英市君） 休憩します。 

──────────────────                
午後 ２時１８分 休憩 

午後 ２時２３分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 会議を再開いたしま

す。 

 １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 今委員長に申し上げたいの

は、私は細かいことを聞いたら、これは確かに１５

年度の執行分になってくると思いますからね、ただ

金額についてどうでなくて、こういうぐあいがある

から、ある程度は見直しもお考えしていただけない

かという審議でないかと思うのですよ、予算委員会

ですからね。ですからそういう点、もし私の発言悪

かったら、委員長とめてくださいよ。議員同士の話

し合いというのは、これ絶対によくないのですよ。

皆さん聞いていてわかるでしょう。私はそんな暴言

なこと吐いているわけでないのです。この路線の問

題について、前回同僚議員が発言したけれども、

ちょっとわからない部分があるからお聞きしている

のだから、だからこれをこうせ、ああせでないので

すよ、これ。そういう点で、私はただこういう金額

が行くけれども、さっき助役さんが言われました。

だから確かにそうだろうと思います。それで今後こ

れ入札もあるでしょう。だから余り余計なことも言

えないこと承知してものしゃべっているのですか

ら、幾らか知ってますから、そういうことですか

ら。 

○委員長（久保田英市君） 質問を続けてくださ

い。 

○１７番（小野忠君） そういうことで今文句言い

ましたけれども、一つの今後のこういう路線問題

の、さっき説明しましたけれども、見直しがあるか

ないか知りませんけれども、そういう点もお含みを

いただいて、今後の入札の執行にしていただきたい

と思います。答弁要りません。 

○委員長（久保田英市君） この款の質疑、これに

て終わりたいと思います。 

 次に進みたいと思います。 

 ここで、説明員が交代いたしますので、自席で

少々お待ち願います。 

 次に、歳出、第３款、９２ページから１０５ペー

ジまでの質疑に入ります。 

 質疑に当たっては、一括して質疑をお願いをいた

したいと思います。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） ９７ページ、３款民生

費、４項障害福祉費の中で８節報償費と１３節委託

料の関係でございますけれども、障害者計画策定委

員謝礼とこうなっているわけなのですけれども、ど

ういう方が携わられるのか、１点目、まずお尋ねし

たいと思います。 

 その方に、６万円の謝礼を払いまして、なおかつ

今度は２１９万５,０００円かけまして、障害者計

画策定を委託費として委託をするわけでございます

けれども、なぜ、今はなかなか財政的にも大変でご

ざいまして、２２５万５,０００円をかけてこの障

害者計画策定に当たりまして委託をしなければなら

ないのかなと私は思うのですけれども、と申します

のは、今年度は障害者支援に力を入れていこうとい

うことで、道の方からも補助が出るわけでございま

すけれども、何か今国の方からも内容的なものが流

れてきているでしょうし、また障害者の方たちに進

んだ取り組みをしている行政なんかもあると思うの

ですけれども、それらの研修ですとか、またこの障

害関係の専門書の本等なんかもあると思うのですけ

れども、なぜ職員の方が作成できると思うのですけ

れども、なぜ委託をされるのか、ちょっとお尋ねし

たいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １５番村上委員の
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２点の御質問にお答えさせていただきます。 

 １点目の障害者の障害者福祉計画の策定委員の御

質問でございますが、策定委員につきましては、１

２人を予定してございます。この１２人のどういう

ような構成の方が、これにかかわるかということに

つきましては、障害者の各団体の代表者の方あるい

は民生委員、それから社会福祉協議会等の福祉関係

の団体の方が、代表の方がこの構成のメンバーに

入って、計画の策定に向けた部分でのいろいろと御

意見をいただくという趣旨でこの委員会を設けるこ

とでございます。 

 １３節の委託料の御質問でございますが、これに

つきましては、この障害者福祉計画、今後の福祉計

画の方向性を定めるために、障害者の関係のアン

ケート調査等も行うことになってございまして、そ

れらを踏まえて、これらのアンケート結果の分析と

か評価という部分で、かなりこの専門的な、あるい

は高度な部分での分析評価の部分がこの委託料の中

に、約８割ほどが、この２１９万５,０００円です

か、この委託費の中には、そういう要素の経費が８

割ほど含んでございますので、これにつきまして

は、そういう専門的な高度な部分でそういう経費に

計上されているということでございますので、発注

に当たりましては、より安い金額でもって発注でき

るような形では努めてまいりたいとは思いますけれ

ども、その辺で委託料の部分での計上の根拠につき

ましては、そういう理由でございます。御理解賜り

たいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） ただいま課長の答弁で、

障害者計画策定委員の方が１２名いらっしゃると、

各障害者団体の方でいらっしゃるということで、そ

ういう方々の御意見をお聞きになって、職員の方も

専門的にいろいろと勉強されているわけでございま

すので、やっぱりこういう計画に携わっていただき

ますと、大変思い入れが深くなりまして、私は何で

こういうものも委託してしまうのかなといつも思う

のでございますけれども、かねがねその所管でいら

していろいろと勉強されていらっしゃると思います

ので、職員の方でということにはならないのでしょ

うかね。そういうふうに思うのですけれども、いか

がでしょうかね。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） この障害者福祉計

画の策定に当たりましては、国、道やなんかの一つ

の障害者福祉の方向性、指針やなんかも踏まえまし

て策定していくわけでございますけれども、この住

民の方の策定委員の構成の中に、我々保健福祉課も

含め、関係する課の職員も加わりまして、上富良野

町らしい福祉計画をつくっていくような形で、業者

に委託という形になりますけれども、これらについ

ては、私どもの考え方を相当この計画の中に入れて

いくということでございますので、本町の今後の福

祉の方向性を探っていく形の計画としてしていきた

いという考えでございますので、御理解を賜りたい

と思います。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） ２点ほどお伺いをします。

お伺いですよ。 

 ９３ページ、末尾、老人福祉費の報償費、８節３

２４万円、これ敬老祝でいいのに、なぜ記念品と書

かれるのか。いいのですよ、書いても。だけれども

条例の精神では、記念品の記もないはずなのです

よ。条例では、現金うん万円とするとあると思うの

ですよ。この辺から、なぜその記念品と書くのか、

この辺の考え方をお尋ねしたいと思います。条例の

精神に基づいて、行政の執行をしていただきたいと

思います。 

 それから９５ページ、１５節７億８０４万７,０

００円に関連して質問させていただきます。 

 けさ登庁しましたら、保健福祉総合センター部屋

別利用計画表、保健福祉総合センター運営体制案、

この計画につきましては、建設と同時に、利用に当

たっては大きな期待をする１人でありますが、ここ

でまた大変苦言を呈すようで恐縮ですが、このよう

に考えるのであれば、理論と実際という熟語があり

ますけれども、健全財政の維持方針というものを

持っていながら、立てていながら、議会に対する配

慮が欠けている。言わせてもらえば、議会軽視でな

いかと思うのです。それは何かというと、いわゆる

これを建てることに対して、このような計画表、運

営計画表を立てたと同時に、助役から、少なくとも

これにかかわる経費、費用、これも同時に議会に提

出する行政責任があると思うのですよ。大変言葉悪

くて恐縮ですけれども、問題意識が欠如して能天気

であると言わなければなりません。今後これだけの

立派にでき上がるであろう保健福祉センターの利用

計画、運営体制に対しての維持管理費、費用が今後

この程度かかりますというような資料を今までに、

もう提出されていなければならないのですよ。それ

が言われなければ出さないというのは、どういうこ

となのですか。少なくともこれだけの計画立てるに

当たって、これだけの経費がかかると、費用は年間

かかると、当然持っていなければならないと思うの

ですよ。それが健全財政維持方針の精神にのってい

るということになるのでないですか。 

 この機会にお願いをいたします。 

 保健福祉センターにかかわる償還期限据え置き何
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年か、お聞きはしておりますけれども、償還計画表

を出していただきたいと思います。 

 それと、今お尋ねした完成の暁における、少なく

とも初年度にあっては、このぐらいの維持管理費用

がかかるという説明責任があると思いますので、そ

の辺についてのお伺いをしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ３番福塚委員の２

点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目でございますが、９３ページの報償

費の記載内容でございますが、これは本当に条例と

予算、報償費の趣旨からして適切な記載でなかった

ということで本当に申しわけなく、今後十分気をつ

けさせていただきたいと思います。大変申しわけあ

りませんでした。 

 次、２点目の保健福祉総合センターの完成したと

きの運営、維持管理費等の御質問でございますが、

これにつきましては、以前、平成１３年の７月１９

日でございますが、特別委員会の開会のおり、この

維持管理費の御質問等がございまして、これら資料

を提示させてもらって、平成１３年当時でございま

したが、この資料を説明をさせていただいていると

いうことをまず御承知いただきたいなと思います。 

 今後、１３年度での概算で見積もってございます

ので、これからの部分での維持管理費というのは、

さらに具体的に検証して、その辺の維持費等につい

ては見積もっていきたいという考えてございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 敬老会の記念品と書いたこ

とはなじまないと思って尋ねているのであって、運

用段階でそうしたいという町長の考え方ならそれで

もいいのですよ。僕は間違いだと思っていないので

すよ。ですけれども、条例では記念品と書いてない

のに、現金でうち消しになっているのにから、なぜ

ここで記念品とあえて書くのかと、そこをお尋ねし

て、間違いだと、いつの時点も僕は思ってませんの

で、誤解のないようにお願いしたいと思います。 

 それから、保健福祉センターの関係につきまして

もさきに説明したという、検討の段階で承りました

よ。一つだけ言わせてもらえば、ここに書いてある

健康入浴プール監視員を含むと書いてある、括弧書

きで。そのときはこの経費は全然入ってないのです

よ。少なくともこれだって１５０万円、最初で１０

０万円ぐらいのお金がかかるわけでしょう。そうい

うものカウントされてないから、この運営体制と、

この部屋割利用計画表が出たのであれば、これに関

連して当然費用関係も出てこなければならない。こ

れは行政として常だと思うのですよ。それが助役も

全然無神経に出すから、植田助役にしてちょっと最

近は狂っておりませんか。行政のエキスパートとし

て、信頼されて助役になったら力量発揮してもらわ

なかったら困るのでないですか。いや、困ることは

ないと思いますけれども、説明責任があるのでない

ですか、ここを強調したいです。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 福塚委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 実施段階に入る中で、その運営の状況、また維持

管理の状況等について、子細報告できない中でおり

ますけれども、予算的には概算額を掲げまして、実

施計画の中では、見込みを立てながらやってござい

ます。 

 なお、まだ開設するに当たりまして、その時間的

な面もございまして、所管の方におきまして、今年

度実施計画ができた中で維持管理費用だとか、そう

いうものがその実施設計の中で今後詰まってくると

いうようなことから、その辺のものは明らかになっ

てくるというふうに思っております。 

 現段階におきましては、おおよその金額という中

で、実施計画の中にこの収支の中で見させていただ

いております。 

 また、運営面におきましては、利用形態等の中で

一つの考え方を持っております。そういう中で、例

えばプールの関係等におきましても、指導面の陣容

配置だとかという点がございます。これらについて

も、やはり直営でやらない中で、委託というか、陣

容を派遣する中で体制をとっていきたいということ

を基本に置いているところでございます。これにつ

きましては、当初の計画段階におきましても、その

考え方を申し上げながらきているところでございま

す。そういう中で、まだ具体的に詰まってないとい

うことでは申しわけないなとは思いますが、現段階

におきましては、概算額を掲げた中で予定はしてご

ざいますので、その中でお示しをできないことにつ

いては、大変申しわけございませんが、今後鋭意ス

ピードを上げましてその辺のところの御提示を申し

上げていきたいというふうに思っておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 自分の体験からお話をさせ

てもらって大変恐縮ですけれども、今日の上富良

野、ここに至るまで社教センターにしても白銀荘に

しても、やはり運営、維持管理が一番議会としては

焦点になって、起伏の激しい状態で今日ようようと

町民に社教については多くの町民に還元され利用さ

れているし、白銀荘についても本当に御案内のとお
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り、２,０００万円から一般会計へ繰り入れしてい

ると。いつの場合も、かかる費用で議会とは意見の

交換してきたのですよ。このたび、このような立派

な計画が出てきておるにもかかわらず、お金も考え

ないでこの計画できたわけではないと思うのです

よ。少なくとも議会中に、今までの持っておるいわ

ゆる費用の関係について、この運営体制、それから

部屋割の利用計画に基づいての、今持っている考え

方で資料がまとめられることと思いますので、この

議決までに、新年度予算議決までに、少なくともそ

の数字については承知したいものと思っております

ので、かかる資料の提出を委員長にお願いしたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 休憩します。 

──────────────────                
午後 ２時４８分 休憩 

午後 ３時００分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ３番福塚委員の資料の件につきまして、助役より

答弁をいたさせます。 

 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 福塚委員の資料の提示の関

係でございますが、いわゆる運営体制の関係等につ

きまして、非常に現時点でわかりにくい面とかなか

なかございますので、そういう面、現時点で現事業

の中で取り組む事業だとか、そういうことを早急に

検討しまして、この予算委員会の中で、その辺のと

ころのわかるような資料を提示させていただきま

す。 

 また、償還計画表につきましても、同じように提

出させていただきますので、よろしくお願いいたし

たいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） ９３ページ、１９節、町

遺族会補助と町社会福祉協議会補助、これについて

お尋ねします。 

 雪が解けてくると、忠魂碑のところがまた草生え

てくるのですよ。私はボランティアやっているか

ら、自分の健康も兼ねて草取りやるのですけれど

も、やりながら考えるのですけれども、戦没者をど

うしてこうみんなで嫌がるような形にするのかな

と、ずっと考えながらやっています。前は町に事務

局がありまして、町長になってから社会福祉協議会

移ったと。社会福祉協議会は、慰霊祭の時期になり

ますと、暑い中福祉協議会長以下、事務所勤務職員

でもって来て、それで公民館の準備終わってから向

こうに行って、忠魂碑前に入ってあそこの清掃を

やってと。そのほかにきれいに頼んでやってはおり

ますけれども、それを見ていて思うのですけれど

も、これ戦没者に失礼になるのでないかなと思いま

すよ。町と社会福祉協議会と、それと神社と遺族会

でもってよく話し合って納得のいくように、要する

に町民、私も含めまして町民が、うん、ああそう

か、そういうことでやるのかという、そのわかるよ

うに、納得のいくように話し合って、そして戦没者

慰霊祭をやってはいかがかなと。 

 よそを見ますと、やっぱりきちっと美瑛にしても

役場が、町がやっております。中富良野にしても、

町がやっております。それから、富良野は忠魂碑と

いうのは神社の中にありますけれども、それはそれ

として、きちっと山の神の方で平和祭ということで

やっているのですよ。あれは戦功没者ということで

やっているのですけれども。そのようにきちっと納

得した形でやってあげないと、ああもう過去の話で

すよということには絶対にならないと思うのです

ね。どのように考えているのか、この町と福祉協議

会と、それから神社と遺族会、それからあと体協な

んかもこれに合わさっているのです。文連なんかも

入ってはいるのですよね。だからそういう方もあわ

せて、みんなでもってどうあらねばならないかとい

うのをやってあげないと、私いつも合併のこと言っ

ていますけれども、その合併のときにどういうぐあ

いになるのかなと、そら恐ろしい感じがするのです

よ。 

 生きている人間はもの言いますからいいですけれ

ども、戦没者はもの言いませんから、だれかが考え

てあげなければならない。これはやっぱり町長が考

えてあげなければならないのでないかと思うのです

けれども、どのようなお考えかお聞きしたいと思い

ます。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番梨澤委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 招魂祭のこの件につきましては、今おっしゃるよ

うに遺族会だとか社会福祉協議会、いろいろな組織

の皆さん方が委員会をつくっていただいて検討し、

そしていろいろな形で検討した結果、今ような形で

対応をしていこう。今後行政が携わるにしても、将

来的に戦没者に対する恒久的な永久に忘れられない

ような対応を図るための方法として、これがいいと

いうことで御提言をいただいて、町は今公民館で対

応するようにいたしているところでありますので、

その点は皆さん町がしたのではなくて、町がお聞き

して皆さんでまとめたいただいた対応で進めている

ということで、ひとつ御理解を賜りたいなと。 
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 それから、忠魂碑の問題でありますけれども、あ

れは忠魂碑というのは町の施設ではないものですか

ら、行政がいかに関与するかということにつきまし

ては、なかなか難しい問題があるということをひと

つ御理解をいただきたいなというふうに思っており

ます。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 町から社会福祉協議会に

事務局が移った、この辺から不透明になってきてい

るものがあるのですよ。 

 それから、今言われました忠魂碑を、これは町の

ものでない、その辺からおかしくなっていくのです

よ。戦没者をどこにやるのだと、その辺からおかし

いのでないですかといくのですよ。何でそうなるの

と、戦没者の、あの忠魂碑というのが戦没者という

ことの形になっている。あれは、あそこは神社に

建っているから町は関係はないということには、そ

この辺から話が見えなくなって。 

 あとは、町から福祉協議会にこの事務局が移る、

その辺の不透明さが見えてくるのですね。喜んで社

会福祉協議会もらったわけではないと思うのです

よ、事務局は。仕事はふえる、福祉なんていうの

は、大体生きている人のやることであって、それが

何で戦没者の死んだ人の面倒見なければならないの

という、私なんか率直にそういう疑問がある。 

 それから、他の市町村を見ても、戦没者というの

のはきちっと市町村で面倒を見ているという状況な

のです。そこのところと、私がまた言うと、またあ

いつ吠えているわいと言うかもしれませんけれど

も、合併というのが来たとき、社会福祉協議会も広

域のものに入ってしまいます。自治労のあれ読む

と、一つになりますよと、こういうぐあいに書いて

あるのですよ。したら、これはうちの方は福祉協議

会のものではないよと外されるというようなことに

もつながっていく。仮定の話には答えられないとい

うような国会で盛んにやってますけれども、そんな

ことではないと思います。そういうこともお考えに

なった上で、いま一度、余りくどく言ってもなんで

すから、いま一度こういう大転換期であるから、い

ま一度、先ほどの機関の方々等とお話し合いをして

いただきたいと思います。そして、私が草取りして

て腹立たしいなんて言う気持ちにならないようにし

ていただきたいなと思います。進んでやってますか

ら、別にどうということはないのですけれども、と

いうことでございます。もう一度。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 先ほどお答え申し上げまし

たように、委員の皆さん方が集まって長い期間いろ

いろと検討していただいて、今のシステムを構築し

ていただいたということでございますので、また社

会福祉協議会の方から何らかのお話があれば、また

そういった部分も検討していただくような手法も考

えていかなければならないなというふうに思ってお

ります。 

 それともう一つ、忠魂碑の件については、何度も

委員から御質問受けておりますが、あれは町の資産

でなく、期成会と申しますか、有志の皆さん方が浄

財を集めて、そして忠魂碑ということであそこに設

立したものでありまして、町の資産だとか町の管理

する部門でない、よその財産であるということから

して、忠魂碑そのものの管理につきましては、行政

が携わるについては、いささか今の状況では問題が

あるというふうに思っておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） これはたしかほかの方も

聞いていて、うんと思ったはずです。そうするとど

こなのかということになります。期成会というの

は、今生きているのですかと。立派な方おりますけ

れども、もう高齢になっているのですよ。期成会

あってないような状況であると、どこがやるのかと

いうことなのです。あれを神社、これ見ていきます

と遺族会というのが出てくるのですね。浮かび上

がってくるのですよ。しかし遺族会にしても、なか

なか大変でないかと思うのですよ。この辺のところ

きちっと面倒見てやらなければならないのでないか

と。町というのは、そういう私は責任があると思い

ます。はっきり言えば、戦時中、はい、だれだれ戦

争に行きなさいと、それこそ赤札か赤紙か出したの

が役場から出しているのですから、選んで。そし

て、その方たちが行って亡くなられたと。だったら

ずっと面倒見てあげなければならないのですよ。 

 立場上やったのですよね、それは当然、その当時

の立場としてやったのです。だから今の立場とし

て、人の面倒見てやれということでないのですね。

あの忠魂碑どうなるのか、では壊してしまってもい

いのですかということになる。こんな話になった

ら、この町の恥だと思うのですよ。そこまで町長に

は考えていただきたいと思います。みんながみんな

がということでなくて、町長が考えていただきたい

と。 

 これは職員にしたらつらい思いしているので、そ

れぞれ。これ、私は町長がそれこそあと、今年中に

合併は決めなければなりませんから、そのときにこ

ういうことがあるからということでもって、福祉協

議会なんかともよく話し、先ほど言ったところと話

をする今段階ではないのかなと思いますが。 

 町長のああだこうだという詭弁といいますか、右
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顧左眄というか、そういうことではないのですよ。

任せておきなさいと、こういうのが聞きたいのです

ね。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） あくまでも町の資産ではな

いと、町が寄附採納だとかいろいろな形で対応する

場合におきましては、行政として責任を負わなけれ

ばいけないというふうに思いますが、あくまでもこ

れは個人というか、別の人の財産であります。です

から、それに対して町が対応するという考え方は、

私は持っていないということで御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） ９５ページ、３款、１項、

３目、１９節の関係の地区敬老会の交付金の関係で

す。一応本年から社教センターで全部集めるという

ことでなくて、それぞれ地区で敬老会を開催をする

ということで方針を伺っております。したがって、

それぞれ住民会から町内会から福祉関係団体等がい

ろいろな形で進められるだろうと思いますけれど

も、とりあえずこの交付金の１８１万７,０００円

の言うなれば算出の関係、それからもう１点は、恐

らくこれ住民会単位だろうとは思いますけれども、

そういう合同でやるケースの関係等含めて、一応各

住民会等に指示する段階で、基本的な考え方をまず

１点お聞きをしたいと思います。 

 それから、２点目は地域福祉推進事業の補助とい

うことで１２５万３,０００円、これは１３年度の

決算を見ると１０７万円、１４年度の予算で見ると

１１４万円ということで、一応１５年度の説明資料

では、諸地域ネットワークの推進、社会福祉大会の

開催、それからふれあいサロンモデルの事業実施と

いうことで、いずれもこれらの事業を社会福祉協議

会に補助をして、そこでやっていただくということ

になっているようでございます。そして、その中か

で、この三つの面の言うなれば費用がそれぞれどう

いう予算になっているかというのが、まず１点お聞

きをいたしたいと思います。 

 それから２点目は、ふれあいサロンモデル事業実

施ということで、それらの前年度の実施状況、それ

から今年度の見込み、それからもう１点は、実施の

してない地区が僕はあるように聞いております。そ

ういう点で、これらの指導を社会福祉協議会がやる

のか、役場がやるのかという点を含めて、まずお聞

きをしたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １番中村委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、敬老会の地域開催につきましての御質問で

ございますが、先般住民会長会議がございまして、

その折に地域開催についての考え方を申し上げまし

て、御協力いただくことでサインいただきましたと

ころでございますが、まずこの地域開催の考え方で

ございます。まず対象年齢を満７５歳以上を基準に

地域で御案内していただくということで、そういう

考え方でございます。 

 それから、名称につきましても、何々地域敬老会

とか、あるいは何々地域敬老を祝う会などというこ

ういう敬老というような趣旨の名称を使っていただ

きたいというのが、そういう考え方で申し上げまし

た。 

 それから、あえて今現在各地域の中には、既にそ

の敬老を祝うというような行事も単独でやっている

ところもございまして、そういう既存の行事やって

いるところについては、それをさらに内容を工夫し

ていただいて実施されても結構ですというような考

え方でございます。 

 それから、小規模といいますか、対象者が少ない

地域におきましては、そういう他の地区との合同開

催も、それぞれの住民会同士で調整いただいた中

で、合同開催については結構だということで、そん

なような考え方で思ってございます。 

 それから、経費の面でございますが、７５歳以上

の方のお一人、１,５００円を基準に、その地域の

対象者の人数でもって開催経費ということで、交付

金という形で町から支援をさせていただくというよ

うな考えでございます。 

 それから、町内の中で例えば転居ございますね。

そういう場合については、一たんある程度住民会か

ら申請をいただいたときに、その中で異動のあった

場合については、それぞれの異動あった住民会同士

で調整をいただきたいというようなことで、そんな

ようなことも考えてございます。 

 それから、その住民会長会議の折にいろいろ御意

見いただいたのですが、その７５歳以上という年齢

のことのもう少し幅を持ったことを考えていただけ

ないかという御意見もございまして、これにつきま

しては、町の基本は７５歳ということでございます

けれども、その中で人数分の交付金を支出させてい

ただきますが、その住民会によっては、既にそうい

う敬老の行事をやっているような住民会において

は、７０歳というところもおられるようでございま

す。それについては、町からの交付金の範囲内で

やっていただくことも、その辺は運用面で結構では

ないかなというようなふうに考えてございます。以

上でございます。 

 それで、一応予算の根拠でございますが、対象者

は１,２１１名の予算で計上させていただいてござ
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います。 

 次、２点目でございますが、地域福祉推進事業の

費用の内訳の御質問でございますが、これにつきま

しては、まず各地域におられる推進員さん等のネッ

トワークの推進経費でございますが、これが今推進

の育成費ということで、５２万８,０００円という

ことのこの内訳でございますが、それにさらに毎年

年１回地域福祉大会というものを開催してざいま

す。この経費もこの中に含んでございます。 

 さらに、もう一つ、地域ふれあいサロンモデル事

業、最後に御質問がございましたが、これにもこの

地域福祉推進事業補助の中に入ってございまして、

これにつきましては、３２万５,０００円を計上さ

せていただいてございます。 

 地区数でございますけれども、１４年度現在で１

０地区から実施の申請がございまして、今現在実施

してございますし、１５年度の予算計上に当たって

は、さらに３地区を予定をさせていただいた中で、

１３地区の事業展開を想定した予算とさせていただ

いております。 

 さらに、一応モデル事業という形の考え方でス

タートしてございますので、ただこの地域ふれあい

サロンというのは、これからの地域福祉という面

で、地域社会でこういう閉じこもりの方とか、そう

いう方を地域で支え合うという一つの、そういう意

味合いで、この地域ふれあいサロンモデル事業とい

うのを展開してこざいます。一応まだやっておられ

ない地域についても、いろいろな場面でその辺の奨

励をさせていただいてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） 地区敬老会の関係ですが、

大体大綱がわかりましたけれども、例えば芸能をや

るだとか、それからもしくは郡部の場合なら人を集

めてあれするとかというような交通費等も、あくま

で１,５００円の範囲でそれぞれの地区でやってい

ただくということで理解をしていいのかということ

が１点。 

 それから、２点目の地域福祉推進事業の関係なの

ですが、５２万８,０００円と３２万５,０００円な

ら、その１２５万３,０００円にならないのです

ね。諸地域ネットワーク社会福祉大会で５２万８,

０００円ということであったのですが、それにふれ

あいモデルは３２万５,０００円ということになる

と、８５万３,０００円にしかならないものだか

ら、それらがはっきりさせていただきたいというの

と、それから１４年は１０地区をやったと。１５年

は１３地区で３地区ふやしたと。ただ私が言いたい

のは、これからまだどんどんどんどんそうやって地

域ふれあいサロンを伸ばしていくのに、まだ未実施

のところに対して、どうその社会福祉協議会がやる

のか、それとも町がやるのか、その点をきちっと指

導をする、それから推進をするということで、でき

れば僕は、我々の住民会もやってますので、その恩

恵を上富良野町のそれぞれの地域の中でやっぱり恩

恵を受け、そういう触れ合いの場があって、やっぱ

り老人の方が生き生きとやっぱりこれを楽しみにと

いうケースがあります。そういうことで、その点に

ついてお伺いをいたしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） まず、敬老会開催

の内容について、経費の関連の御質問でございます

が、開催の敬老会の催しの内容については、地域の

自主性というのが主体的に創意工夫でもって開催し

ていただきたいということで、この１,５００円の

範囲の中で開催をお願いしたいということでござい

ます。 

 それから、次に２点目の地域福祉推進事業費の

ちょっと私説明漏れございまして申しわけありませ

ん。先ほど社会福祉大会の開催経費の額を言ってご

ざいません。４０万円を計上してございます。合わ

せますと１２５万３,０００円でございます。 

 それから、その中の地域ふれあいサロンモデル事

業の未実施地区についての御質問でございますけれ

ども、今これについては所管は今社会福祉協議会が

窓口になってやってございますが、町も当然連携し

ながらこの各地域との申請、希望するところの地域

については、町もかかわっていろいろな立ち上げの

お手伝いもさせていただいておりますので、これか

らの未実施地区につきましても、それぞれの地域の

自主性、いろいろな地域事情もございますけれど

も、それらについては効果的に実施していただける

ように、社会福祉協議会とも連携しながら働きかけ

をしていきたいなと考えてございます。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） 地区敬老会の関係なのです

が、従来の敬老会を見ますと、町の担当者はもとよ

り、福祉関係団体が非常に忙しい思いをしてやられ

て、それはそれなりの成果を上げておられると思う

のですよね。ただ、今回そういうことで地区に１人

当たり１,５００円ということで、極端に言えば、

丸投げみたくて、あとは皆さん方でお願いしますと

いう形にとられかねないので、当然住民会長、それ

から町内会長、それから福祉推進員、それぞれ民生

委員等も含めて、そういうネットワークを十分活用

した形で、地区の老人の皆さん方が、ああ参加して

よかった、やっぱり近くでやるのが本当にいいなと
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いうような条件整備をぴしっと、初めてのケースで

ございますので、何とかそれを成功させる形で、そ

の連携を十分とって進めていただきたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 答弁よろしいですか。 

 ５番吉武委員。 

○５番（吉武敏彦君） ９５ページ、下段の１９節

の中断あたりの託老所運営事業補助というのがあり

ますけれども、これは新規なのであえて質問させて

いただきますが、老人と、どういう人たちを対象に

して、どのような事業を行って、何人ぐらいの老人

がそこで対応できるのかということをお伺いしま

す。 

 それから、９９ページの上段の扶助費のところで

ありますが、下の方に中段あたりから身体障害者、

それから知的障害者指定施設の支援とありますけれ

ども、これも新しいのであれですが、場所はどこな

のかというのがちょっと私もわかりませんので、お

伺いしたいと思います。 

 それから、下の方にデイサービス事業と児童デイ

サービス事業というのがありますが、これも新しい

事業のようですが、児童デイサービス事業というの

は、幼児を含むのか含まないのか、児童としたら年

齢層としてどの範囲の人たちが、子供が適用される

のかちょっと、その点をお伺いします。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ５番吉武委員の託

老所運営事業補助の御質問、それからもう１点、障

害者の支援費等の関係の御質問でございますが、ま

ず託老所の運営事業補助、新規の事業でございます

が、これは町内の福祉ボランティア団体がみずから

託老所を開設するという趣旨でございますが、これ

につきましては、在宅におられる高齢者なんかの閉

じこもり、町内のそういう高齢者等の閉じこもり防

止というのと、それから家族の方が、その日にどこ

か出かけることで、お年寄りを預かるといいます

か、そういうような家族の介護負担という部分での

軽減という意味合いで、この福祉ボランティア団体

がそういう事業を目的に開設するというような趣旨

でございます。 

 この運営の考え方でございますけれども、まだ試

行的なものですから、週１回、日曜日に予定をして

いるようでございます。定員も１５人の定員の範囲

内で、そういう対象されるお年寄りをお預かりする

というようなことの事業展開をこのボランティア団

体が考えてございまして、それらに対する開設運営

に当たっての支援という面での補助であります。 

 それから、次に２点目の９９ページですか、障害

者の御質問でございますが、これも先ほど歳入のと

ころでもこの辺の御質問ございましたが、障害者福

祉の関係につきましては、本年度から支援費という

言葉が使われるようになりました。その中で、この

身体障害者指定施設、それから知的障害者指定施設

というふうに記載されてございますこの事業でござ

いますが、これについては、町内の施設でございま

せんで、道内の中でこういう施設の入所者の方の支

援費の計上であります。 

 ちなみに、この身体障害者の指定施設につきまし

ては、７施設で８人の方が入所されてございます。 

 それから、その次の知的障害者の関係の支援費で

ございますが、これにつきましては、１６施設の中

で２６人町内の方が入所されているというようなこ

とで、これらの費用をこの支援費制度の中で計上さ

れているところでございまして、その下以下の居宅

介護等事業、短期入所、デイサービス、児童デイ

サービス、知的障害者、これらにつきましても、こ

の障害者支援費制度のもとにこういう名称ができた

わけでございますが、これは主として在宅における

事業の内容であります。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 福祉係長。 

○福祉係長（田中利幸君） ただいまの御質問の中

の児童デイサービスに幼児が入るのかという御質問

でしたが、児童福祉法に基づく対象年齢は１８歳未

満になっておりまして、したがいまして乳幼児も含

まれております。 

○委員長（久保田英市君） １６番清水委員。 

○１６番（清水茂雄君） 勉強不足で申しわけない

のですが、二、三点ちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

 町民生児童委員協議会補助ですが、これ昨年度は

８２６万１,０００円ということで、今年度は５２

８万８,０００円ということで、約３００万円の減

となっているのですが、大変大切な機関ととらえて

いるのですが、９３ページです。この削減の理由は

どうなのか、御説明をお願いしたいと思います。 

 それから、旭川地方更生保護婦人連盟大会補助と

なってますが、この大会はどこで開催されるのか、

内容的にどのような大会なのか、御説明をお願いし

たいと思います。 

 それから、国民年金事務費の中で、昨年度国民年

金推進員の報酬ということで１３１万円計上されて

おりましたが、今年はゼロということで載ってませ

んが、この推進員の仕事がもう既に終わったという

ことなのかどうか、その辺ちょっと御説明をお願い

したいと思います。 

 それから、９７ページの１９節、町身体障害者福
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祉協会補助についてですが、この問題について協会

から過日要望書なども出ておりまして、そうした中

でいろいろ私もお話を聞いたのですが、何かこう話

の内容からしますと、一方的に協会の方に削減とい

うことで通達があったというようなことで、何かこ

ういう協会等の補助については、それなりに関係者

と話し合いの上決定いただきたいと思うのですが、

そういう話し合いがどうも行われていなかったよう

に私は感じております。 

 それから、削減の額なのですが、２８.５８％と

いうことで、７万円の助成が、今年は５万円という

かなり大幅な削減ということで、ちょっと削減幅に

ついても疑問を感じるのですが、その辺こうした協

会に対して行政としてどのようにお考えなのか、お

伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １６番清水委員の

御質問でございますが、民生児童員協議会の補助金

の昨年度との減額の内容ということの御質問でござ

いますが、これにつきましては、３年の任期中に１

回道外視察ということで、先進事例やなんかを学ん

で民生委員の活動に資としていただくということ

で、３年に一度道外視察を組んでいた部分が減に

なってございます。 

 さらに、事業の若干会議費等の内容とか、そうい

う事務費的な精査をさせていただいた中で減となっ

てございますが、特にそういう視察旅費の計上が減

額の要素でございます。 

 次に、２点目でありますが、旭川地方更生保護婦

人連盟大会補助金の御質問でございますが、これに

つきましては、本年度本町が当番となって、この道

北地域の更生保護婦人団体が組織してございます

が、それが旭川地方というふうな名称になってござ

いますが、この稚内地区とか留萌地区、上川地区の

この３地区を当番で順番に回ってきて、本町が本年

度開催地ということでございますので、開催地の応

分というのか、開催地としての経費を支援をさせて

いただくということの計上であります。 

 それから、次に４点目でございますが、身体障害

者協会の補助金の削減の関係でございますが、これ

につきましては、通告もなしに一方的に削減したの

でないかという御指摘でございますけれども、決し

てそんなことはなく、私どももその身障協会ともい

ろいろとこの辺の部分、いろいろ創意工夫できます

よねとか、いろいろなことはこれまでも話しはさせ

ていただいてきてございます。決して一方的に削減

したというわけでもございません。 

 その大幅に削減になっているのでないかという御

質問でございますけれども、これにつきましては、

先ほど午前中もちょっと御説明をさせていただきま

したが、運営費の賄っている財源といいますか、そ

れが町と社会福祉協議会の補助金でもって約５割を

占めているということでございます。さらにその運

営費の内容につきましても、総会費用が多くを占め

ているというような事情から、それと繰越金も多少

ございます。そういうことから、その運営経費全般

の中で内容を充分精査させていただきまして、上川

地区のそういう協会の上部組織もございまして、そ

ことのいろいろな情報を提供したり、いろいろな連

携した中で協会の活動がされているのですけれど

も、それらの負担金というのがございまして、そう

いう負担金等の経費について、町は今後対応させて

いただきたいというような考え方で２万円を削減さ

せていただいた次第であります。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 清水委員の国民年

金にかかわります御質問でございますが、平成１４

年の４月から、国民年金の収納事務につきましては

社会保険庁に切りかわりまして、昨年につきまして

は、１１月までの間町民の皆様方の混乱を避けるた

めに、そのまま展開をさせていただいてございまし

たけれども、以降収納ができないということで、そ

れらの推進が不可能になったということで、本年度

は計上いたしてございません。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １６番清水委員。 

○１６番（清水茂雄君） 婦人連盟大会補助につい

て、あわせてお聞きしたのですが、大会の開催地の

答えがなかったかなと思います。（発言する者あ

り）わかりました。失礼しました。 

 この際ちょっと申し上げておきたいと思うのです

が、先ほど課長の方から、協会の上部団体の負担金

云々の話が出ましたので、ちょっと御報告しておき

ますけれども、上富良野町は４万５,０００円で

す。それから、中富良野町が４万７,０００円、近

いところで言いますと。あといろいろ上川管内ある

のですけれども、そういうような状況下です。その

中で５万円のことしは補助ということなのですが、

この問題ばかりでなく、先ほどからいろいろと他の

委員さんから、私がお聞きしたいなと思ったことを

いろいろお聞きいただいたので、非常にありがたい

なと思っているのですが、この際申し上げておきた

いことは、現在町財政は大変な状況下にあり、いろ

いろな面で財政改革ということで削減はやむを得な

いのかなとは思いますけれども、俗に言う弱者関係

については削減するのでなくて、やはり現状維持も
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しくはこれからどんどんそういう団体なり、またそ

ういう機関に活躍または利用していただくために

も、ふやしていかなければならないのでないかな。

その他のところで削減可能なところが数多く見受け

られるように思うのですが、その辺よく精査の上、

予算編成に当たってはお考えいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） ９７ページ、今教民の委員

長さんが、この町身体障害者補助金のことで言った

のですけれども、私ちょっとこれ何か今しゃべって

いるのは、みんな教民の方が言っているのですよ

ね。それで、私ちょっと勉強不足かどうかわかりま

せんけれども、予算案のときに、全くこれは表示さ

れてないのですよ。ほかは全部これ表示されている

のですけれども、この町身体障害者福祉協議会補

助、これら全然ないのですよ。だからこのときの審

議は全くわからなかったということなのですよ。私

たちわからないのですよ。ここに来たら、これに

載っているのですよ。だからどの部分にこの補助が

入るのかというのは、何ぼ目を通してもわからない

というのが現状であります。 

 それで、この補助金について、これは何か要望書

も出てました、協会から。その協会から要望書が出

た、その解答書が身体障害者協会の方に届けられた

というのを見ました。これは町長あてに、町長の証

印で解答書が出ております。その町長が出ているの

ですけれども、５万円しか出しませんよという解答

書をこの予算委員会の前に、この２日目か３日前に

出ているのですよ。だからちょっと不手際でないか

なという感じするのですよね。そして私たちはこの

委員会において、全くここら辺に何と見てもないの

ですよ。そしてこれが出るから、今になってこう出

る、おかしいなと。 

 そしていろいろ身体障害者協会の方々に聞くと、

もう解答書は来てますよと。これは町長からの町長

名で解答書が行っています。ですから、そういう不

手際なことが、何か出ているのかなと。 

 課長、この点についてもうちょっと御説明をして

ください。わからないのですから。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １７番小野委員の

先ほどの身体障害者福祉協会の補助金の関係の御質

問でございますが、所管委員会で説明を、資料等に

載ってないという部分でのそういう面でおっしゃら

れたのだと思いますが、所管委員会では、その年度

の主要事業の部分で、全部説明資料として提示した

ような御説明はさせてもらってない状況の中で、あ

の折にそういう要望があって、質疑の中ではお答え

させてもらったところでございますが、そんなこと

で決して意図的な部分でなくて、所管委員会に新年

度の予算の御協議をさせていただくに当たっては、

主要事業、主要施策の部分について重点的に御説明

をさせていただいておりますので、その辺御理解を

賜りたいと思います。 

 それと、この予算委員会の前に解答書を、金額を

付した解答書をというような御質問ございました

が、これにつきましては、町としてそういう要望書

をいただいた中で、やはり町の考え方をお伝えをさ

せていただくということでございますので、決して

予算委員会前にそういう解答をしたというのは、議

会軽視とかそんな意味もございませんので、決して

そういう意図はございませんし、相手方にはやはり

要望書をいただいた中で、直接書面でもって口頭で

御理解をいただく上での御説明しなければならない

ということでお伺いしたわけでございますので、そ

んなことで御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 課長、御理解くださいと言

うけれども、何でも言えば御理解くださいと言って

いるのだよね。だから所管委員会のときに、ほかの

ものは全部これ載っているのですよ。そして、この

分だけは載ってないのです、これ見てください。予

算案出したでしょう、これ。これ私は全部勉強して

いる、字がわからないから。だからこれ載ってない

から、今ここに載っているから、まずちょっと、そ

して先走り先走りものが行ってしまっているのです

よ。だからそれも私たち聞こえてくるわけなのです

よ。だからそれはだめなのでなくて、やっぱりこれ

らはお考えいただかないと、課長のところには余り

来ないかもしれないけれども、私たちの方には、こ

れはどうなっているのだという御意見が入ってくる

わけなのですよ。だけれども私たちこれ知らないと

いうこともありました、全くわからないから。です

から、これただご理解くださいばかりでもの言って

いたのでは、私たち所管なんです、これ。所管の議

員何言っているのだと、こう言われると思います

よ。だからもう少しわかる部分はわかるようにし

て、そしてきちっとしてもらって、余り先に、いか

に要望書があったからといったって、その先走りな

解答書を出す必要ないのでないかと思うのですよ。

この委員会終わってから解答書出せばいいでしょ

う、委員会はこうしましたと言って出せばいいの

に、まだ委員会審議しているというのに、もう行っ

ている、向こうへ。だめだって、そういうのはやっ

ぱり考えてもらわなかったら。疑問視するのです

よ、言葉が。それは課長考えたっておかしいでしょ
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う、考え方が。だから今後こういうことがあっては

いけないのでないかなと思います。何も責めてませ

んよ。わかるでしょう。だけれどもこれらも、何か

もうこれは早々から先走りしていた。これはもう相

ならない問題なんだ。どうですか、それちょっと答

弁してください。私たちこれ所管なんだよ。所管が

盛んにこれ高いところからもの言っている。恥ずか

しい思いなのです、これ。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 小野委員の身体障害者協会

に対する補助金の関係でございますけれども、実は

所管委員会でたまたまその当時、要望書が委員会の

中に、議会として受けて所管委員会に回ったという

ふうに思っております。所管委員会の中におきまし

ては、この関係につきまして御質問賜りました。私

の方から、その辺の関係につきましてお答え申し上

げたというふうに思っておりますので、決して項目

には出てございませんが、行政改革の中の一つの中

で、所管の方で十分その団体等の中でお話しも申し

上げながら、こういう場面について今後も出てくる

なというようことで、財政厳しい中、なかなか御理

解と言っても、相手としてはなかなか納得いかない

面はあろうかと思いますけれども、こちらの方で一

方的になったかもしれませんけれども、そういう面

で御協力いただくことで、その辺の誠意は尽くしな

がら対応させていただいたということで、所管委員

会の中で、そのようなことで申し上げてきたという

ふうに私自身がお答え申し上げたわけでございま

す。その中で、当然繰越金等についても、町の補助

以上に出ているような場合、それから会の中で、い

わゆる懇談の費用で食糧費等がかかっている場合に

ついては、それらについては今後補助の対象にしな

いような中で対応していこうというような行政改革

の補助金の方針に沿った中で所管が対応しているこ

とで御説明申し上げ、そういう御理解を賜るという

ことでお願い申し上げた経緯にあるということで、

御理解賜っておきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） わかります。だから私は補

助金が足りないとか少ないとか言ってませんよ。

やっぱり行政って余りにも先走りしてしまうと、結

局いろいろな疑問が私たちにぶつかってくるのです

よ。そういう点も御理解いただきたいのですよね。

ですから、やっぱり先走りというのは、やっぱり決

定しないうちに金額をはばましたり、それから聞い

たり聞かなかったり、これはこれから議論するのだ

という立場にいていただきたいと思うのですよ。そ

の先走りはみんな私たちに来るのですよ。もし助役

さん今後議会議員になったら、同じことなのです

よ。私らのところにどんどん来るのだから。そうし

たら、これどうなんだと言う、こうやって言わなけ

ればならないでしょう、ここで。何も言いたくない

ですよ。これは補助というものは当然減額されてき

ているのだから、ここで言ったら何だ、あそこの補

助金ここへ持ってくればいいではないかと言いたく

なるけれども、それはもうそれでいいと思います

よ。今後そういうことだけ気をつけてもらいたいと

いうことなのですよ。わかりますか、課長。答弁は

要らないですよ。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員どう

ぞ。 

○１２番（米沢義英君） ９５ページ、工事請負費

の福祉総合センター建設についてお伺いいたしま

す。 

 町の財政計画では、１５、１６、１７年という形

の中で、例年支出の方が増大するという形になって

います。それに物件費等、その他の経費等も当然は

いってくるという状況の中で、この間町の行ってき

たのは、各種手数料の引き上げや、あるいは後にも

出てくる保育所の民間委託という形の中で、財政を

何とかやりくりして切り抜けようという形でありま

す。このことをよく頭に置けば、この総合福祉セン

ターの重要性という点ではわかりますが、みずから

火の中に飛び込むという内容のものであるというふ

うに思います。 

 私はこういうことを考えたときに、こういう施設

も確かに優位性や健康管理という点では、そういっ

た点では大いにその中で健康管理できるという点で

はいいと思いますが、やはり財政的な面から見た場

合に、本当に今の時期にこの建設がいいのかどうな

のかというところをよく見る必要があるのだろうと

いうふうに私は思います。この点について、町長や

部内においても十分論議された結果こういうことに

なったとは思いますが、他のものもどんどん削っ

て、そしてこういったところに財源を充てる。それ

でもまだ足りないということで、また住民のいろい

ろな負担にも軽減策をとる、削るという形になって

います。それは住民ですから、町の方でお金がない

と言えば、それなりにこたえるということは当然あ

ると思います。だけれども、その胸の内というの

は、本当に大変だということをわかってこういう時

期にこの建設を行おうとしているのか、この点をま

ず伺っておきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 委員から何度もこの件につきましては御質疑いた

だいているわけでありますが、常に申し上げており
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ますように、私といたしましては、この保健福祉総

合センターが、今建設することによって財政的に非

常に厳しいということは、委員御指摘のとおり十分

認識いたしておるところでありますが、この施設を

今建設するということが、将来２１世紀の我が町に

おける福祉の推進に大いに寄与していただけるもの

と、そういうことから優先順位をつけて対処させて

いただいているということで御理解を賜りたいなと

いうふうに思います。 

 それともう一つは、御案内のように国の方は、今

補助金助成金的なものについては削減から廃止に向

かってきている中で、今回これは何とか地総債の対

象を受けて、５５％の交付税算入認めていただいた

最後の事業でございます。これを先送りしますと、

今後はこういった有利な対応ができ得るものがない

ということも含めながら英断したわけでありますの

で、ひとつこういう財政的に厳しい中でありますけ

れども、この施設が今後の福祉行政に大いに寄与す

るような活用展開をしていくことが、今の町、上富

良野町の福祉のまちづくりに重要であるというふう

に判断させていただいておりますので、ひとつ御理

解を賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 福祉に寄与するというこ

とでありますが、例えば何らかの寄与ということは

あるのかもしれませんが、私言っているのは、今の

財政事情の中で、一番望んでいるものまで、どんど

ん保育所だとか削ってきているわけですよ。こうい

うことを、私保健施設建てるのだったら、まず先に

やっぱり保育所の充実という形の中で、民間委託を

やめて、やはりこういう財源もこちらの方に充当す

るという対策というのも必要だと思います。 

 この町の中長期の計画でも、これでもまだわから

ない部分もありますが、これからは積み戻しがなか

なかできないということを説明しているわけですか

ら、そういうときに新たな負担を求めて、さらにこ

こに維持管理費がどんと４,０００万円か５,０００

万円載ってくるということになれば、また大変にな

ると。それをまたどこかで捻出するために、今始

まってないことではないというかもしれませんけれ

ども、またどこかを削らなければならないという形

になるということは、目に見えて明らかなわけで、

この点を考えたときに、やはり今の時期もしくは将

来建たないかもしれません、そういう判断した場

合、それでもいいのでないか、今のある施設を有効

的に利用して、それで健康管理をするということも

やれるのではないかというふうに考えますけれど

も、町長はこの時期に、そういう状況にあるにもか

かわらず、まだ建てようというふうにお思いなの

か。 

 それともう一つは、これとは関連でお伺いいたし

ますが、西保育所の民間委託の問題をお伺いいたし

ます。 

 保護者の皆さんに聞いたら、財政難ということと

いうのは、前からいろいろ話聞いていると、それな

りに心も痛めていると。だけれども本来はやはり公

設でやっていただきたいと。どうしてもだめならと

いうこともあるのかもしれないが、やはりそこをわ

かってほしいということを言っているわけです。そ

ういう意味では、民間委託を来年どうしてもするの

だということでありますが、昨年度の失敗というの

は、それを一方的にやったものだから、住民から反

発が保護者から出てきて、結局それを実施できな

かったということだというふうに思います。それに

ついての反省と、この保育所の民間委託は、やはり

この保健センターと対置して、やはり民間委託をや

めると、そして保健センターを中止するという方向

での解決策もあるのではないかというふうに思いま

すが、この点についてもう一度伺います。 

○委員長（久保田英市君） 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） 今御提案申し上げておりま

すように、これを引き下げる気持ちは持っておりま

せん。保健福祉総合センターの建設は、私はこれは

優先順位として高いものと、今後の福祉行政の中で

大いに必要な施設ということで認識いたしておるの

で御理解をいただきたいと。 

 それともう一つは、西保育所ばかりでなくて、行

政が今掲げております部分について、民間活力を導

入することについての民間委託につきましては、こ

の今保健福祉総合センターを建設する財源を確保す

るために西保育所の民間委託をするわけではありま

せん。私は将来的には西保育所も中央保育所も、ま

たラベンダーハイツも、今の運転業務であります重

機、それらの部分についてもすべて民間にやってい

ただいて、民間活力を助長していくということが私

は大切だと。民間の活性化ということを考えなが

ら、ただし十分に行政として考えなければならない

のは、町が直営でやっているよりも、民間に委託し

たことによって、その事業に大きなサービス面ある

いはいろいろな面でマイナス面が生ずるというなら

ば、これらにつきましては是正策を考えなければな

らないと。行政が直営でやるから優であって、民間

委託するから負であるという認識は私は持っており

ません。場合によっては行政が直でやるよりも、民

間の知恵と民間の力でやった方が優になる部分もあ

るというふうに私は認識しておりますので、そう

いった部分も含めながら民間活力の導入、そして今

我々町行政の組織の肥大化している部分を少しでも
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簡素で効率的な組織機構にしていくということが、

今後の行政運営で重要であるというふうに思ってお

りますので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） それと、もう１点さらに

お伺いしたいのは、９５ページの介護保険の低所得

者の利用者負担、いわゆる社会福祉協議会との減免

措置等における７％から４％の負担軽減率の変更と

いう形になってあらわれております。従来、本人が

３割負担でよかったのが、今度６割になるというこ

とですから、この部分の軽減措置という点で、本人

負担がふえるということで解釈してよろしいので

しょうか、この点お伺いいたします。 

 さらにお伺いしたいのは、介護のいわゆる支援制

度のもとで、９７ページから９９ページにかけてで

すが、現行の９９ページのいわゆる介護支援者制度

における現況の利用者の負担というのは、制度が導

入されることによって、今施設入所２６人と８人と

いう形で表現されたわけですが、この負担というの

は、旧と新しく制度が変わることによってどのよう

になるのか、お伺いしたいというふうに思います。 

 さらに、９７ページでは療育指導員の処遇の改善

ということで言っておりまして、この点について

は、正職員を１人配置するという形になったのかな

といううふうに思いますが、あわせて臨時等で行っ

ている職員についても、このいわゆる趣旨に沿え

ば、充実した指導というのが求められるわけですか

ら、この点についてのせめて常勤の嘱託職員等の待

遇改善という形での措置がなされるのかどうなの

か、お伺いたいします。 

 もう１点は、ちょっとダブりますが、今この支援

制度ができることによって、当町にはこれにかわる

ような施設がないという状況になっています。短期

入所に至っても、ないという形になるかと思いま

す。デイサービスに至っても、それにふさわしいよ

うな施設があるのかという点で、現状の置かれてい

る上富良野の現状についてお伺いいたします。 

 さらに、１０１ページの保育所の問題で、一時保

育の預かりの問題であります。町ではやっていると

いう話でありますが、病気になった場合、あるいは

母親、両親がどこか一時的に出向かなければならな

いという場合に、これを子供さんを保育所で見てく

れるという制度があるかというふうに思いますが、

上富良野町の場合は、この制度についての広報、周

知やっているとすれば、やっているのかやってない

のか、まずこの点についてお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 何点かございまし

たけれども、順番狂うかもしれませんけれども、お

許しいただきたいと思います。 

 １２番米沢委員の御質問にお答えさせていただき

ます。 

 介護保険の低所得者の利用負担の軽減の部分でご

ざいますが、これにつきましては、この制度は国の

制度で介護保険がスタートしたときに、従来既に措

置の時代に受け取ったサービスを利用していた方を

対象にしたこの利用者負担の軽減の制度でございま

す。これが国の制度で７％でございますが、これが

４％に変わるということで、軽減の部分が、それで

利用者の負担は確かにふえることとなります。 

 それから、次に障害者の施設の入所の関係で、利

用者負担の基準等については、担当係長の方からお

答えをさせていただきます。 

 次に、母子通園センターの職員の関係でございま

すが、これにつきましては、昨日条例を議決いただ

きまして、職員を置くという部分につきましては、

この事業所の指定ということで、従来の嘱託職員と

いう部分での職員の配置については、かなりいろい

ろな事業所の運営計画とかいろいろな要素も加わっ

てまいりますし、そういう面でそういう専門職的な

ものを、正職員を配置するというような形でござい

まして、新たに加えるということでございます。 

 今現在いる嘱託の療育指導員、これにつきまして

は従来どおりこの母子通園センター、児童デイサー

ビスということで仕事に当たってもらうということ

でございまして、この嘱託職員につきましての処遇

については、正職員に準じた給与等の身分的な部分

での保障は十分準じた対応がされておりますので、

これについては嘱託の身分のまま仕事についていた

だくというようなことで考えてございます。 

 それから、臨時職員につきまして、これにつきま

しても、今までそういう部分で１人正職員を配置す

ることによって、これらの通年雇用での療育指導と

いうことで、臨時職員確かに今現在おられます。そ

ういう方につきましては、今正職員を配置すること

によって、通年雇用という形態ではないことで考え

てございます。そういうことであります。 

 それから、一時保育の町の現状どうなのかという

御質問でありますが、これにつきましては、一時保

育につきましては、町内に住所を有した方で、急遽

一時的に保育に欠けるということで、急遽その期間

だけお願いしますというような方につきましては、

従来から対応させていただいております。 

 これの広報、住民周知につきましては、今の件に

つきましては、担当係長から答えさせます。 

○委員長（久保田英市君） 福祉係長、答弁。 

○福祉係長（田中利幸君） 米沢委員の２点の質問
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についてお答え申し上げたいと思います。 

 まず１点目、支援費に移行したことで施設入所者

の利用者負担額が現行と比べてどうなのかという御

質問でありますが、この支援費制度につきまして

は、介護保険制度と違いまして、介護保険制度は

サービスを受ける方が等しく１割を負担しようとい

う制度でありますが、支援費制度は、前年度の所得

に応じて応益の考え方から利用者負担額が決定され

ております。実は、現行もそういう形で所得に応じ

て利用者負担額が決定されているという状況であり

まして、若干の利用者負担額の今回見直しはありま

すが、おおむね現行の制度上での利用者負担額とさ

ほど変わっておりません。 

 ２点目のサービス基盤の御質問でありますが、上

富良野町で支援費制度に移行することで事業所指定

を今予定をしている、あるいはもう申請を上げてお

りますが、社会福祉協議会のいわゆるホームヘルプ

サービスの事業所指定として身体障害者のホームヘ

ルプサービス、知的障害者のホームへルプサービ

ス、あと障害児童のホームヘルプサービスの３事業

所の指定を社会福祉協議会で今現在提出中でありま

す。 

 あわせて、上富良野町では、町として母子通園セ

ンターの児童デイサービス事業所の申請を今行って

いるところでありまして、あと制度上ラベンダーハ

イツで身体障害者のデイサービスとショートステイ

がこの支援費として受けれることになりますので、

支援費すべてのサービスが上富良野町にはございま

せんが、残るサービス基盤については、今まで同様

この圏域の施設、あるいは旭川の方の施設の利用を

含めてサービスが徐々に整っていくものだと考えて

おります。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 社会係長。 

○社会係長（真鍋浩二君） 米沢委員の一時保育の

保育所入所の広報周知についてという御質問でござ

いますけれども、保育所の入所につきましては、町

の方で１２月の広報紙を活用して広く住民の方に周

知をさせていただいております。一時保育という補

助事業の名称等の記載はございませんが、保育に欠

ける、また緊急に保育を有する、また保育を探して

いる休職中という場合においても保育所の入所につ

い可能ですということでの募集について広報させて

いただいております。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 支援費制度にのっとっ

て、不十分でもあるけれども、ある程度おおむねこ

ういった人たちの対応はできるという話かというふ

うに思いますが、現行例えば老人ホーム等における

デイサービスの利用されると予想される、こういう

方というのは実際何名ぐらいおられるのか。 

 それと福祉協議会におけるホームヘルプサービス

における、いわゆる従来の介護保険制度にのっとっ

たサービスと、今回新しく加わるわけですから、そ

れのきちっとした割り振りというか、利用ができる

のかどうなのか、その点が一番また心配な点であり

まして、あと財政的に、この本人負担が重くなるの

ではないかという心配もありますので、この点につ

いてお伺いしたいのと、現状においては申請者数と

いうのは何人おられるのか、この点お伺いしたいと

というふうに思います。 

 さらに、一時保育については、もう一度具体的に

詳しくこういうケースの場合は預けられますよとい

うことを周知できるような内容の広報というのが一

番いいのではないかと。あの説明の範囲であれば、

なかなか理解できる方もいるかもしれませんが、多

くはなかなか理解できない部分等があるかというふ

うに読んでまして感じられますので、その点を今後

の中にぜひ生かしていただきたいというふうに思っ

ておりますが、この点についてもお伺いしておきた

いというふうに思います。 

○委員長（久保田英市君） 福祉係長。 

○福祉係長（田中利幸君） 米沢委員の御質問、３

点について御説明申し上げたいと思います。 

 今ラベンダーハイツで、先ほど御答弁申し上げま

したが、ラベンダーハイツ、いわゆる老人施設にお

いて、身体障害者のみですが共同の利用が認められ

ております。したがいまして、身体障害者が老人福

祉施設であるラベンダーハイツでデイサービスもし

くはショートステイを受けることが可能になりま

す。過去に、お一人だけ老人の身体障害者の方がラ

ベンダーハイツとショートを受けた事例があります

が、今現在支援費制度の申請を受けている段階にお

いては、対象者はございません。 

 あとホームヘルプサービスですが、現行今既に

ホームヘルプサービスを措置の段階で行っておりま

すが、知的障害者３名、身体障害者２名、計５名の

障害者に今現在もホームヘルプサービスを提供して

いるところですが、支援費制度移行後も、この５名

の方には継続して申請を促しているところでありま

す。 

 ２点目の、今現在の申請の状況でございますが、

先ほど課長からの答弁の中で、身障、知的の施設入

所者、あとグループホームの入所者、あと母子通園

センターの児童デイサービスの申請者合わせまし

て、今現在８０名程度の申請を受け付けている最中

でありまして、今月中にそれらの方には受給者証を
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発行する準備を進めているところであります。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長、答弁。

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ２点目の一時保育

に関しまして、広報の掲載の内容について、今後に

つきましてはわかりやすい内容で掲載したいと思い

ます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） この款の最後ちょっと質

問したいのですが、介護保険の低所得者利用の負担

軽減の措置の問題で本人負担がふえると、４４万円

でしょうか、削減という形になりました。こういう

部分の国から補助金がなくなったという形の中で、

すぐ削ってしまうということではなくして、これを

持続させるというところで、もっと財源の見直しと

いうのがあってしかるべきではないかと。 

 私は常日ごろ感じているのですが、こういう大切

な部分を削って、そしてこういう大きいものと言っ

たら語弊あるかもしれないけれども、建てると。こ

ういうわずかな金額すら削ってしまうというところ

に、今の町の町政のあり方そのものが、どうも問わ

れているようなそんな気がするのですけれども、せ

めて当初介護保険が導入された人がずっといる限り

は、こういう制度をやはり充実して活用するという

ことが自治体として今必要なことではないかという

ふうに思います。こういう問題があるからこそ、町

長車の見直しだとかやれば、こういう財源も何ぼで

も出てくるのです。こういうとこを思い切ってやっ

て、こういったところに財源を振り向けるという手

法をとるということが、財政難の中でのやはり求め

られている町の手法だと思いますが、この点につい

て、町長もう１回答弁をお願いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢委員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 介護保険料の問題でありますけれども、委員のお

考えはよく理解できるわけでありますが、私といた

しましては、近隣市町村の介護保険料と比較しなが

ら、我が町の状況というものも見きわめて、それら

の対応を考えなければならないなというふうに思っ

ておりますし、それともう一つは、保険料の軽減策

につきましては、低所得者対策につきましては、規

定の中で対応しているわけでありますけれども、そ

のための保険料の軽減策を町が独自な対応を図ると

いうことよりも、サービスの利用の促進と、サービ

スに対する支援というものを重点的に対応したいな

というのが、当介護保険制度における私の当初から

の考え方でありますので、御理解を賜りたいと思い

ます。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員、どう

ぞ。 

○１１番（梨澤節三君） 私は総務ですから、こん

なときでないとなかなか発言できなくて。 

 福祉施設の問題です。これは現在進行形中です。

副委員長にとうとうと言われたら、福祉施設大丈夫

かなというような感じ持ちましたのですけれども。

保健福祉総合センター、私期待して、早くできない

かなと思っている１人なのですが、その中のボラン

ティア室というのがあるのです。いいですか、これ

の資料、けさ置いておいたやつ。 

 それで話進めます。この町長が言うところの民間

活性化、これ私もそうであるべきだろうと思いま

す。それに続いて、もっと大事なことがあるのです

よ。それは何かと言いますと、ここに来るのです。

というのは、けさほどちょっと質問したのですけれ

ども、交通安全について、お話を聞きますと、どこ

かの団体にお願いをして、そこのところに御協力を

と、ボランティアで御協力をということなのです

ね。これ交通安全そういうことですね。 

 それから、福祉ボランティアというのは、今こう

やってやっておりますね、今やっているのですよ。

それからスポーツボランティア、それから観光ボラ

ンティアというそういうものがあるわけなのです。

このボランティアルーム、部屋があるのですから、

そこでこういうものを統合してきちっと、ちょっと

話が福祉からちょっと外れるかとは思うのですけれ

ども、これをやらないと一つ一つやってもだめなの

ですね。この部屋をこのボランティアの総合の場と

して使えるようにする、もしくはそういうボラン

ティアをＮＰＯでもって事業を一つ与えて、福祉系

統の何でもいいですから事業を一つ与えて、あれは

事業がないとだめですからね。事業を与えて、そし

てそういう活動ができると。これは民間活性化より

もさらに、これはお金かかりませんからね。そうい

う考え方が欲しい。 

 先ほど交通安全とこっちということで話がまたが

りましたのですけれども、ここ幸いにこの部屋がで

きますから、そういうところを考えていただきたい

なと。 

 これはこれがいきますと、どこの市町村ですか、

６００人ぐらいの職員が３００人でやれると、そう

いうところにまで入っていくようにもなりかねない

ところ、話なのです、これ。ですけれども、いきな

りそうはなりませんから。それでもってこういう今

この財政難ですから、それでここどうするかという

ことについて、助役がいいですよね。助役も考えあ

るでしょう、ちょっとお聞かせいただきたいなと思

います。 
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○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 梨澤委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 非常に社会の流れが大きく変わってきてございま

す。そういう面で梨澤委員おっしゃるとおり、今Ｎ

ＰＯだとかそういう中で、いわゆる自主自立の中で

地域活動を進め、自分たちの町を活性化させる、そ

ういう面で広く出てきております。行政といたしま

しても、そういう面は、そういう人たちの支援とい

うものは、また考えていかなければならない問題だ

というふうに思っております。特にそういう活動状

況が活発になるような中で、行政としてもその役割

を果たしていくべきというふうに私自身思っており

ます。そういう中で、今後幅広い御意見いただいた

中で対応していきたいというふうに思っておりま

す。 

○委員長（久保田英市君） それでは、次に進んで

よろしいですか。 

 説明員が交代いたしますので、少々お待ちくださ

い。 

 再開いたします。 

 本日の審議は、５時まで御審議いただきまして、

５時で終わりませんが、残りますが、明日にいたす

ようにして、５時まで審議いたしたいと思います。 

 次に、歳出、第４款、１０６ページから１１３

ページまでの質疑に入ります。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） １１１ページ、４款衛生

費、４目環境衛生費、１９節の負担金補助及び交付

金でございますけれども、そこで公衆浴場確保補助

ということで１６０万円補助が出ているわけですけ

れども、おふろのない方のために、こういう手だて

で補助を出していると思うのですけれども、私の記

憶では１件ぐらいあるのかという感じがしているの

ですけれども、今現在利用者はどのようになってい

るのでしょうか、お尋ねしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） 村上委員の御質問

でございますが、お尋ねのとおり町民の方々に御提

供いただいているのでございますが、１件だけでご

ざいます。１日の利用というのが大体平均いたしま

して、３.５人ぐらいかなということ、そんなよう

な状況であります。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） ３.５人ってどういうこ

とでございますか。３.５人は３.５人ですけれど

も、３人半、平均したらということ。３人か４人と

いうことでございますか。そんなものですか。 

○委員長（久保田英市君） よろしいですね。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） １点お尋ねしたいと思いま

す。 

 １０９ページ、環境衛生費の８節の報償費、旧ご

み埋立地管理等謝礼２４万円、これは東中のことか

と思いますけれども、所管で説明なかったと思いま

す、これについては。いいのですよなくても、ここ

でお尋ねしますから。 

 この東中のごみ捨て場だとするならば、これの２

４万円は変動することもあるかもしれませんけれど

も、この考え方はいつまで行政で行政配慮していく

考え方なのか、その辺お尋ねしたい。 

 以上。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） 福塚委員の御質問

でございますが、御発言のとおり東中のごみ埋立地

の場所でございまして、ゲート等の管理と不法投棄

の管理をいただいてございます。御承知のように、

現在当該跡地につきましては、道の事業で土を投入

していただいてございまして、整備を進めているわ

けでございます。まだまだかなりの時間を要すると

いうことでございまして、これら全部の整備を終わ

りますまで、どうしてもこのゲートの関連というも

のが必要になってこようと思いますので、今の段

階、終期をまだ定められないという状況でありま

す。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 極めて粗野でわからないの

ですけれども、抽象的で。道の事業とは何ぞや、今

までどういう道の事業あてにして、予定して埋め立

てしてきたのか。ボリューム的にはどのぐらいのボ

リュームが今後あるのか、いつ一応これを終わりと

して考えているのか、その辺まで言及してくださ

い。 

 以上。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） ただいまの御質問

でございますが、道の事業、舌足らずで大変申しわ

けございません。 

 現在は、道の河川の事業によって投入をしていた

だいているものでございます。計画の投入量といた

しましては、３０万立米ということでございまし

て、それが最終整理ができるまでということでござ

います。河川工事の残土でございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） ３０万立米、相当の量です

よね。これがやはり条件としてはよくわからないの

ですけれども、支庁の指導を受けることなくして、
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そこを現状回復にはならないですよね。そこきれい

にするということは、ではきれいになるまでこの２

４万円、お金の額の問題でないのですけれども、こ

ういったいわゆる東中のあの地域の方に対して謝礼

を払っていくという考え方になるのですか。めど的

には、全然考えていないのですね。火山灰を買うと

か、あるいは別途、河川改良なくして別途、町がお

金ないから買えないかもしれませんけれども、買っ

て埋め立てするとか、そういう大胆な発想というも

のは案としては持っているのですか、持っていない

のですか。継続して全部３０万立米終わるまで、

さっきお伺いしましたけれども、２４万円という今

日的な額で払い続けるのですか。覆う、被覆するま

で続けていくのですか、その点ちゃんと説明してく

ださい。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 御質問の件でござ

いますが、当該地の閉鎖に当たりましては、緑化計

画に基づいて進めてございまして、これらに単費で

の覆土投入は非常に厳しい状況でありまして、土現

との調整の中で投入をいただけるということでござ

いまして、おっしゃるとおり緑化計画が進むまで、

今の段階としては当該管理の部分については謝礼を

払う考え方でございます。 

○委員長（久保田英市君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） １０７ページから１０９

ページにかけて、予防費に関してですけれども、審

議のところでエキノコックス症の検査、臨時看護

師、それから１０９ページにエキノコックス症の検

査ということで、後段の方は金額が載っておりませ

んけれども、いかほどの金額を予算として計上して

いるのか、お尋ねをしたいと思います。 

 それから、１１３ページに委託料の中で倍本地区

の飲料水の供給施設ありますけれども、この診断に

当たりまして、かなり老齢化して、地元の住民とし

ては給水のときに懸念される部分があるということ

で、早急な対策を講じていただきたいと思うわけで

すけれども、これは何月ごろに診断をする予定に

なっておられるのか、それからどういう内容の飲料

水の診断をするのかについてもお尋ねをします。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番岩崎委員のエ

キノコックスの検査の関係の御質問にお答えさせて

いただきます。 

 ７節の賃金については計上しているけれども、１

３節の関係、金額について、検査の関係の委託費に

つきましては、３３万２,０００ということで、内

容は検査の、今年度地域を予定していますのは、

ローリングでやってございますが、市街地の３地域

ということで予定してございまして、あと自衛隊の

営内者、今まで受けてない方の営内者の方も対象に

した中で、営内者につきましては、５年のサイクル

でやってございます。そんなことで、対象人員につ

きましては、大体４００名ぐらい、住民と営内者も

含めて４００名の血液検査等を実施させてもらうと

いう経費でございます。 

○委員長（久保田英市君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（早川俊博君） ９番岩崎委員の倍

本地区の飲料水の老朽化診断の関係についてお答え

させていただきます。 

 この地区の水道施設につきましては、整備後３０

年経過しておりまして、老朽化という形で水圧不

足、例えば管の中に水あかたまっているですとか、

そういう関係から水圧不足という現象が起きており

ます。その関係で、今防衛施設庁の障害防止の採択

受けるべく診断しまして、診断時期につきまして

は、４月早々ということで、５月の概算要求に間に

合わせたいということで考えております。 

 事業の計画につきましては、その採択受けました

ら１６年度に実施設計、また１７年度に本工事とい

うことを考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） １１ページの関係で、１９

節資源回収団体補助の関係でございます。一応６４

万円ということで、前年同様の予算計上をされてお

りますが、平成１４年の２月の段階でも結構でござ

いますけれども、どのぐらいの団体があるのかとい

うことと、それから今分別収集等で、例えば新聞等

はそのまま出されているのかなという気がいたしま

すけれども、今後これらに対する指導等はどういう

形で進めるかということで、まずお聞きをしたいと

思います。 

 それからもう１点、焼却炉を町であっせんをし

て、一応法律改正になりまして焼却ができなくなっ

たということで、それらの町で言われれば回収して

処理をすると。言うなれば、販売された、あっせん

した数と、それから焼却炉の回収した数と、どうい

う状況になっているかお尋ねしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 中村委員の御質問

にお答えをしたいと思います。 

 まず、第１点目の１４年度におきます資源回収団

体、現在３０団体でございます。金額にいたしまし

て、５１万９,０００円ほどの支出でございます。 

 今後の指導はということでございますが、これら

につきましては、あくまでも地域のそれぞれの皆さ

ん方のお取り組みでございまして、将来ともども資



 

― 53 ―

源の方に回収をしていただくことについて、啓発を

含めての意味合いございますので、現段階ではその

まま進めさせていただきたいというふうには考えて

ございます。 

 なお、３点目の焼却炉のあっせん数と回収数につ

きましては、少し時間をちょうだいしたいというふ

うに思います。後ほど御説明申し上げたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 今回ペットボトル等の分

別等が入ってきまして、それにかかわる経費等なん

かも載っています。あとは一般廃棄物とのかかわり

の中で、富良野衛生組合負担という形の中で、それ

ぞれの組合もありますが、今の今後町の持ち出し

等、あるいは償還はどういうふうになっていくの

か、この点を確認しておきたいというふうに思って

いるところです。 

 さらに、今回新しく１０７ページのかかわりの中

で、新寝たきり作戦という形でずっとやってきてお

りました。今回は２１世紀の健康づくりプランとい

う形の中で、さらにこれを前に進めるという形の健

康づくりかなというふうに思いますが、そのねらい

がどこにあるのかという点をお伺いしたいというふ

うに思います。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長補佐。 

○保健福祉課長補佐（岡崎智子君） 健康日本２１

上富良野計画を今年度作成しまして、自覚症状のな

いうちから、症状が出てからではなくて、早いうち

から予防を図りたいということで、そのことが元気

で長生きをして、自分のしたいことができる人生に

つながるだろうということで、若いうちからの健康

づくりを進めるという活動を取り組みたいと思って

います。 

 それで、今いろいろな分析をしまして、やはり２

５年間に亡くなった方を全部分析をしました結果、

６４％の方が生活習慣病で亡くなっています。昨年

６４歳以下で亡くなった方が１１名おりまして、こ

こ２年ぐらい自殺で亡くなる方はすべて男性の、若

い方で亡くなる方は男性ということで、やはり厳し

い経済の中で、いろいろなそういうふうなところに

も行っているし、それ以外の多くのことが悪性新生

物、がんと心臓疾患と脳血管疾患で６４歳以下の方

が亡くなっている。この部分をぜひ防ぎたいという

ふうに思っています。 

 それで、具体的な活動としましては、住民検診を

受けられた方だけではなくて、職域で検診、若い方

がいる場所は職域にかなり限定されてきますので、

職域の検診結果なんかも連携をしながら、若い方の

学習活動なにかにも入っていきたいと思っています

し、あと北海道の場合は明らかに冬の間に体重増加

をするとかという課題が町の分析の中でも出てきま

したので、冬の間の、男の方の大体３１％が肥満と

いうデータが出ましたので、その部分の冬の体重増

加を防ぐというような活動にも取り組む中で、自覚

症状のないうちから、医療にかからない早い時期か

ら健康づくりに取り組むという形で進めていきたい

と思っています。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 米沢委員の御質問

でございますが、環境衛生組合にかかわります償還

費でございますが、これにつきましては、おおよそ

最終的には６億円ぐらいになろうかなというふうに

思ってございます。 

 それから、いずれにしても実際の運営に関しまし

ては、まだ実績が出てございませんので、これにつ

いては変動がまだあろうかというふうに思ってござ

います。 

 それから、プラスチックの部分、中富良野町が分

担をするところで、これにつきましては、現段階ま

だ動いてございませんが、将来、新年度の予測とし

ては５５０万円程度を予測してございまして、これ

らの中で変化していかざるを得ないかなというふう

に思ってございます。そういう面で、実績等がまだ

整理されてないということもございます。起債分等

に関しましても、これからまだ最終整理ができてな

いところでございますので、出次第また御報告を申

し上げていきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 健康づくりで、もう一度

お伺いしたいのは、町立病院とのかかわりの件なの

ですが、また別格なのかもしれませんけれども、基

幹病院としてあって、こういうかかわりを何とか

持って、単純なものではないと思うのですが、生か

すという方法というのが何とかとれないのかなとい

うふうに思いますが、そこら辺は実際難しい問題等

があるというふうに思いますけれども、そういう点

も含めてちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長補佐。 

○保健福祉課長補佐（岡崎智子君） 町立病院との

かかわりなのですけれども、昨年も医師も含めまし

て何度かお話し合いをさせていただいてます。それ

でお願いしているのは、やはり外来の中できっちり

とした栄養相談をしていただきたいとか、栄養指導

が徹底されますと、生活指導管理料といいまして、

かなり病院の収益にもつながるような制度が新たに

でき上がってきてますので、町を挙げてやはり本当

の食べ方、野菜不足と高脂肪食と高カロリー食とい
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うところが町の課題として出ていますので、そこの

ところをみんなが気づいていけるような、そして生

活を変えれるような形で進めたいというふうに思っ

ていますし、あと町立病院の理学療法士と柔道整復

士の方と今、月１回運動セミナーなども夜実施し

て、毎回３０人ぐらいの方が参加してくれるのです

けれども、やはり本当に体の動かし方もきっちりと

ストレッチをして動かすとかというふうな形で、学

習していくことでより効果が上がると思っています

ので、具体的な連携を進めていきたいと思っていま

す。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） 先ほどの１番中村

委員の御質問にございました、町があっせんしまし

た家庭用焼却炉でございますけれども、あっせんを

した数につきましては１４９で、処分が１月、２月

に対応させていただいてございますが、４１件今の

ところございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） 焼却炉のあっせんは１４

９、回収は４１ということですか。そうすると、ま

だ１００以上はどこかの家庭にあるのか、もしくは

使わないでもう処理をされているのかという、その

残りのどこの家庭にあるかというのは掌握はされて

いるのですか、まず１点。 

 それから、とりあえずあればまた焼くということ

が基本的にだめだとは言っても、我が家のことぐら

いならいいだろうというようなケースが出てくると

思うのですけれども、それらに対する対処というの

はどうするのかということで確認をいたしたいと思

います。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長補佐。 

○町民生活課長補佐（前田満君） 中村委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 まず、焼却炉の補助の関係でございますけれど

も、この１４９件については、あくまで平成８年度

と平成９年度の補助事業によって、町が交付した１

４９基ということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

 あと、その後に個人的に購入される方等々がござ

いまして、正確に上富良野町にでは個人焼却炉どの

ぐらいあるのだと言われると、ちょっと今のところ

調査のしようがないいとうのが、まず１点でござい

ます。 

 それから、処分本年に今４１件回収、３月がまだ

これから回収するのですけれども、どれだけの数字

が出てくるかわからない中で、今のところまだ二、

三十件出てくるのを期待しながら、とりあえず募集

をしております。 

 とりあえず個人所有物という観点の中で、町が燃

やさない限り、あるだけでは基本的に回収すること

がまずできないのですよね。あくまで本人が粗大ご

みとして排出したいという申し出の中で回収せざる

を得ない。 

 当然個人で廃棄物を焼却すること自体は、廃棄物

処理法の中で違反ということがもう明記されてござ

いますので、そういう中で、町は対応としまして

は、当然周辺住民あるいは通行人等々の電話による

報告事項がございます。その都度行って、本人には

町が注意を一たんいたします。それから、直接上川

支庁あるいは富良野警察署の方に通報が行く場合が

ございます。それについても我々の方には連絡が来

る場合と来ない場合があるものですから、ちょっと

正確な件数はつかめないのですけれども、そういう

形の中で最終的には処理法違反で検挙されてしまう

という形になるということを通知しながら指導をし

ているという状態でございます。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） １４９件のうちの４１件と

いうことで、補助をしたのであれば、購入者の補助

された方のお名前がわかりますね。そうすると、言

うなれば粗大ごみで回収した分もわかる。そうする

と、僕はできればそれは個人の財産とはいえども、

一応確認の作業を、補助した立場、それから法律の

規制になってこうだということであれば、言うなれ

ばあと１０８件、何とかそういうことをやって、あ

あこれはちょっとななか格好はいいから家で置いて

おくわという人もいるかもしれないし、とりあえず

１０８件について、やはりあっせん、補助したとい

う立場と、法律が改正になったということで、やは

りきちっとそれは整理をすべきだと思うのですが、

その作業をするかどうかということ。 

○委員長（久保田英市君） 若干時間を延長いたし

ますので、お願いいたします。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 御発言のとおり、

これらにつきましては調整をしながら、また出てく

る部分等含めまして、調整をしながら調査を進め

て、また処分の方について御協力をいただくように

進めたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ４款、これで終わらせ

てよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） お諮りいたします。 

 本日の会議は、この程度とし、延会といたしたい
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と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 御異議ないものと認め

ます。 

 本日は、これをもって延会とすることに決定いた

しました。 

 本日は、これをもって延会いたします。 

 明日の予定につき、事務局長から説明いたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 明日３月１４日は、本

特別委員会の２日目で、開会は午前９時でございま

す。定刻までに御参集願います。 

 なお、本日の予定の日程が延会となりましたの

で、３月１４日も引き続き議案第１号上富良野町一

般会計事項別明細書の歳出第５款、１１４ページか

ら御審議いただくこととなりますので、各会計の予

算書及び資料等を御持参願いたいと思います。 

 以上です。 

午後 ５時０２分 延会  
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平成１５年上富良野町予算特別委員会会議録（第２号） 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １９名） 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） おはようございます。 

 御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１９名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会、第２

日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事について、事務局長より説明させま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 本日の議事日程につき

ましては、昨日３月１３日が延会となりましたの

で、本日の日程を変更し、昨日に引き続き議案第１

号上富良野町一般会計予算の事項別明細書の歳出、

第５款、１１４ページから御審議いただき、以下さ

きにお配りいたしました日程で進めてまいります。 

 なお、昨日委員会において資料要求があり、本日

３種類の資料をお配りしております。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 審議に入る前、資料の

訂正の申し出がありますので、発言を許します。 

 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） おはようございます。 

 きのう冒頭、私どもから説明申し上げました予算

特別委員会事前配付資料の資料の１につきまして、

一部訂正がございますので、申しわけございませ

ん。お詫び申し上げ、訂正をさせていただきたいと

思います。 

 箇所につきましては、資料１の一番最後のページ

にございます、町立病院に対します普通交付税及び

特別交付税の交付一覧表の表の欄外の文中に、１６

年度という表示がございますが、１５年度の誤りで

ございますので、お詫びして訂正をさせていただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １日目に引き続き、議

案第１号上富良野町一般会計の事項別明細書の歳

出、第５款、１１４ページから第６款、１２５ペー

ジまでの質疑に入ります。 

 １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） １１５ページの労働諸費

のところですが、町内労働者団体育成補助というの

がありまして、これと同じところに富良野地方自衛

隊退職者雇用協議会というのと上富良野町自衛隊退

職者というのがありまして、これ決して一緒になる

ものではないと思うのです。私この前、写真撮って

きましたけれども、町内労働者団体というのは、こ

れ内容は何かといったら自治労だと思うのですよ

ね。それはそれでいいのですけれども、ここでこう

やってデモでこうして来ているのですよ。自治労上

富良野町職員組合青年部という、こういうようなの

も撮ってきていますけれども、これと自衛隊退職者

は、前商工振興に入っていたのですよ。それがこち

らになぜか移ってきていると。 

 退職者の自治労の合併研究の報告書読みますと、

組織防衛のために嘱託の方にも入っていただいて

やっていかなければならないだろうか、それはそれ

でいいのですよ。だけれども絶対自衛隊反対と言っ

ている人に、入っていきません。絶対そういうこと

になりませんからね、おのずからこれは一緒になら

ないと思うのですよ。でありますから、これはもと

の商工振興というところに入れてはいただけないだ

ろうかということです。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） １１番梨澤委員の御質

問にお答えします。 

 ただいまの御意見にありました自衛隊の退職者の

関係の部分につきましては、就労対策の一環という

ことで、ここの科目に設定をしてきた経緯がござい

ますが、委員がおっしゃるように、本町の地域の特

性の色合いが非常に濃い性格もございますので、ど

この科目に設定することが、よりなじむのかにつき

まして、十分内部での協議を重ね、判断を加えてま

いりたいと思いますので、御理解いただきたいと思

います。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） １２１ページ、６款農林

業費の１項、１９節北海道造林協会上川支部負担、

それと上川地区林業構造改善推進協議会負担、これ

らが昨年と比べて少ないのですけれども、普通なか

なか負担金って下がらないものでないかと思うので

すけれども、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 村上委員の御質問

にお答えいたします。 

 造林協会の上川支部の負担でありますけれども、

これにつきましては、造林の実施状況というか、そ

れによって負担が毎年増減するということでござい

ます。これにつきましては、森林整備のための国に

対しての建議だとか、それから陳情要請、こういっ

たものに使用されているものでございまして、増減

するということでちょっと御理解をいただきたいと

思います。 

 それから、林業構造改善事業の関係でありますけ

れども、これにつきましては、やはりそういったこ
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とで、この情勢ですから減額というか、改革をしよ

うというようなことで少し下げてございます。これ

は管内的に統一して下げてございます。内容的に

は、林業構造改善事業の関係の普及啓発、こういっ

たことの通信費というようなことで押さえてござい

ます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員どうぞ。 

○１番（中村有秀君） 特に項、目の関係ではない

のですけれども、一応一般会計予算の説明資料の中

に労働行政ということで説明資料に入っていまし

て、その中で高校生の企業体験など通じ、地元企業

の理解をより深め、就職率の向上に努めてまいりま

すということになっているのです。しかし、実態と

して予算措置等がこの項目の中に見えてこないので

すね。それでただ単なる文書的なものなのかという

感じをしないまででもないのです。特に、さきに一

般質問で同僚委員が言っていた求人情報等も含めて

どうかという問いがありましたけれども、現実に美

瑛町役場のロビーには、美瑛町に関するいろいろな

求人情報を全部もうすぐ見れるような形になってい

るのですね。ですから、僕は本当にやる気があるの

であれば、上富良野町の役場にこういうものがあり

ますよと、ハローワークの富良野まで行かなくても

というようなことも含めて、なお詳しくはハロー

ワークへということになろうかと思いますけれど

も、そういう地元の役場でこういうものがあるよと

いうことを、本来的にはすべきでないかと思うので

すね。ですから、本当に就職率の向上に努めますと

いったら、予算的なものも何もなくて、いや何かで

やれるのであれば結構なのでございますけれども、

そういうことでどう考えられているかということで

お尋ねを申し上げたいと思います。これが第１点。 

 それから第２点は、上富良野高校の振興対策業務

員との協議等が具体的になされていると思いますけ

れども、例えば平成１４年度では何回ぐらいそれら

の関係の協議をされているか、それとも今後１５年

度についてはどう具体的に進めるか、その点につい

てお伺いをいたしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長、答弁。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １番中

村委員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の雇用関係の部分でございますけれ

ども、さきに一般質問でありました緊急雇用対策に

おいて、ことしは２事業に取り組むということで取

り組みをいたすということで、その分の事業を確保

いたしております。 

 それから、２点目の求人等の掲示がないというふ

うな御質問だったかと思いますけれども、町におき

ましては毎月ハローワークからの求人の冊子という

か、一月分の公募の内容の部分を送付いただいてお

りまして、場合によっては部数が足りないこともご

ざいまして、役場で増刷してロビーの方に置いてお

りますので、御理解をいただきたいというふうに

思っております。 

 済みません、答弁漏れがございました。 

 それから、上富良野高校におきまして就職に関す

る嘱託職員を配置しての就職活動でございます。こ

れにつきましても、そういった活動が実を結びまし

て、ことしは１名を除いて、希望する方々がそれぞ

れの就職になったということで、他の高校に比し

て、そういったことでの成績が上がったということ

でございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） １８名のうち１７名になっ

たというのでなくて、私はやはり商工観光として、

労働行政を携わる、なお一層就職率の向上を図ると

いうことであれば、一応地元のいろいろな情報等も

含めて、上富良野高校の振興対策業務員との打ち合

わせ等を当然やるべきだと思うのですね。ですか

ら、それが１４年度どのぐらいやられて、また今後

どう進めるかということを聞きたかったのです。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １番中

村委員の御質問にお答えします。 

 上富良野高校の指導員との連絡調整はどうなって

いるかといったような御質問かと思います。我々の

方からも情報交換ということで、実際に高校の先生

の方に、指導員の方にお会いして情報交換、あるい

は向こうからこちらの方のこういう状況だというこ

とで、いわゆる年末年始にかけてのその就職シーズ

ンの部分におきましては、そういったことの連絡調

整をとっているということで御理解願います。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） いや、何回時期的に、就職

の関係は時期があるから、僕はやっぱりそういうも

のをきちっと、せっかく教育委員会に上富良野高校

の振興等考えているのであれば、やはり地元の、特

に役場のこの庁内の中で、やはりそういう連携がき

ちっととられていくべきでないかという気がするも

のですから、だから単なるやっていたような、やっ

てないような何となくというような答弁でなくて、

具体的に平成１４年度は、時期的にこの時期この時

期で何回やっておりましたと、その内容はこうでし
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たということぐらいが僕は出てきてほしいなという

気がするのですね。せっかくここに労働行政という

ことで項目がうたわれて、そして地元企業の理解を

より一層深め、就職率の向上に努めてまいりますと

いう単なる文書だけで、具体的に予算的なあれがも

う何もなされてないから、なお私は不安に思って、

前年度がどうなのか、１５年度はどうするかという

ことを聞きたかったので、それらを含めてお願い申

し上げます。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １番中

村委員の御質問にお答え申し上げます。 

 ちょっと回数のことにつきましては、そういった

電話等の連絡ございまして、明確に何回というお答

えはできませんけれども、その指導員の方とお会い

しまして、その高校におけます今の就職の実態、そ

れから町が持ってます求人の情報等の交換等を行っ

ております。 

 また、昨年は、その中で町の臨時職員につきまし

ても、そんなこともありまして１名就職の定まって

ない方を、昨年１０カ月ほど雇用しているようなこ

とも、その折に紹介されまして雇用した実績もござ

います。そういったことで、御質問にありますよう

に、ただ情報とか何もしてないということでなく

て、町のそういった企業の状況だとか、そういった

情報の交換をいたしていると。 

 また、高校の方からも、町に対してそういった公

共施設におきますそういった募集があれば、なるべ

く早い時期に知らせてほしいなといったようなこと

も、現実的にこの調査の中で話し合っておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） １番中村委員からの地元

の子供たちの雇用対策、本当に今聞いておりまし

て、うちの上富良野高校だけでなくて、毎年百二、

三十名の子供たちは、進学、就職、いろいろな分野

で社会人としての選択ありますので、そういう面で

は、うちの方では高校のみならず自衛隊の雇用対策

協議会、それから今担当課長が言っておりました行

政の分野ということの連携をより密にしていくこと

の必要性を強く感じました。 

 うちの対策委員も、ハローワークから来た情報に

ついては、役場の方から資料を持って学校に行って

ということの取り組みをやっておりますので、た

だ、今もう一歩子供たちの目線に立って、より積極

的な活動をするのであれば、今委員から御指摘のあ

るような子供たちの周知、それから選択肢を選べる

ような情報の提供ということの努力は、さらなる努

力が必要だと思っておりますので、縦割行政と言わ

れないように、そのことを十分意味踏まえて、今後

努力していきたいと思っておりますので、そういう

ことで御理解いただければと思っています。 

 実績については、資料もありませんし、何回とい

うことを聞けば、日誌の中で全部わかりますけれど

も、今後そういうことの意も含めて努力したいと思

います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 中村委

員の今後のことについての話でございますけれど

も、平成１５年度におきましては、今パートナー

シップというふうな会議を持ち上げておりまして、

今の計画では、年２回開くことになっております。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １６番清水委員。 

○１６番（清水茂雄君） １２１ページの負担金補

助及び交付金の中の１９節の酪農ヘルパー利用組合

補助についてちょっとお伺いしたいと思います。 

 いただいた資料３の中でちょっと説明いたします

が、この件について、１２.５％減の５万円減とい

うことで、今年度は３５万円、そして備考欄に、廃

止に向けて段階的に対応ということになっておりま

すが、その経緯について詳細に御説明をお願いした

いと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長、答弁。

○農業振興課長（小澤誠一君） 清水委員の酪農ヘ

ルパーについての御質問にお答えをいたします。 

この酪農ヘルパー事業につきましては、平成８年か

ら開始をされてございます。７年経過したわけであ

りますけれども、この事業の開始に当たりまして、

酪農ヘルパー組合、あるいは酪農家の皆さん方と協

議をいたしまして、軌道に乗った時点では、ひとつ

見直しをさせていただくということも事前に話し合

いをさせていただいております。その中で、今回さ

らに減額５万円させていただいたわけであります

が、これらにつきましてもヘルパー組合と協議をし

ながら、当然納得はいかないとは思いますけれど

も、ひとつ協力をいただいたというようなことで御

理解をいただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） １２３ページのしろがねの

問題をちょっとお伺いしたいと思いますが、私は５

８年、今月の３日に議決しておりますから、聞く必

要はないのだろうとは思いますが、このしろがねの

お金と、福祉センターの金がかなり重いのでないか



 

― 6 ―

と、こう考えているわけでございます。そこで、こ

のしろがね問題につきましては、議決もされて前へ

進んでおりますが、この借金するのに土地改良区と

いうものを立ち上げていただいて、一歩解決したよ

うに見えますが、いずれにしても借金は借金で、こ

れ頭に入れていかなければいけないと思うのです

よ。そこで、これは聞きたいのは、受益者が払えな

い、もし１００戸の受益者がですよ。そこで一編に

１００戸が払えないということになれば、また別で

すけれども、ことしは３件、ことしは１０件、こと

しは１５件ということになってきたら、これを返

済、債務保証している限りは、これは議決が要るの

か要らないのか、その辺１点をお願いしたいと思い

ます、これからね。 

 それで、受益者の問題でございますが、借金する

まではいいのですけれども、した後、改良区ができ

たら担保権は一番につくのだと、こう言われており

ますが、今の時代は、上向きのときなら、それであ

あそうですかと言えますが、今はだんだんだんだん

下がっていく時代ですから、農地もお金を出さな

かったらつくってもらえない時代が私は来るのでな

いかと思うのですよ。そういうときに、１番になろ

うが２番になろうが、つけた権利があるというだけ

で、喜んでいるだけで、私は最後は大変なことが起

きるのでないかと、私はこう考えているわけです

よ。 

 私もいろいろ経験しておりますが、裁判で勝った

人も、ない者からもらえないわけなのです。裁判で

は勝った、裁判で勝ったと言うけれども、ない者か

らもらえないんです。そういうところで、これを私

は心配しているのは、毎年毎年これ議決をしなけれ

ばいけないのかどうか、その辺本当にしっかり頭に

入れて、私は執行者はやっていただかなければいけ

ないと、こう思っているので、その辺の見解をお伺

いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 徳島委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 いわゆる農家の皆さんの償還の最後の滞りの観点

からの御質問というふうに思いますが、私ども今回

のこの軽減対策、町としまして軽減対策とりました

のは、やはりそういう農家の皆さんの窮状の中で、

最終的には土地の流動化が円滑に進められることが

一番重要だというような観点持ちまして、今回の軽

減対策として、町として受益者のこと考えまして、

そういう対策をとったということでございます。 

 その背景には、今御質問ございましたとおり、払

えない人が出てくるというような、そういう厳しい

状況でございますので、そういう観点から、この辺

のところがスムーズに土地が流動できるような中で

軽減対策をとったということで御理解賜っておきた

いと思います。 

 当然この新しい土地改良区ができまして、いわゆ

る賦課金として新しい土地改良区が徴収されるわけ

でございます。そういう中では、当然受益者で構成

される新しい土地改良区の中において、この辺のと

ころを十分踏まえて、町が今回とりました軽減対策

の趣旨を十分踏まえて対応していただきたいという

ことを申し上げてございます。 

 当然最終的には、先のことになりますけれども、

そういう払えない人というような点が出てまいりま

す。そういう点で、そういう払えない人の土地が次

に展開できるようなという点を含めまして、この軽

減対策があるわけでございます。万が一そういうこ

とが出てきた場合については、最終的には町が損失

補償するということで議決を賜ったところでござい

ます。 

 そういう中で、損失補償が生じた場合につきまし

ては、９６条の議決を得るということなってござい

ますので、そういう面につきましては、そういう事

象が出てきた場合については、議会に提案し、お諮

りをしていくという形になろうかと思います。 

○委員長（久保田英市君） １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） 今助役の話聞いたら、その

ときそのとき議決は要らないということだね、要る

ということかい。その辺１点と、私は改良区にして

も、今現在この富良野原野に６改良区があって、今

合併はされたけれども、その単に７,０００円か８,

０００円の賦課金も滞っているような状態でありま

す。そこで、払うのは１年でない、１５年で払うわ

けでございますが、今現在は、そういうことでひと

つ土地の流動化という考えは頭にあると思うのです

よ。だけれどもこれ、まず先の話ししたら鬼笑うと

言いますが、これ５年なり７年たって、農地をお金

を出さなければつくってくれないようになった場合

に、そういうことになった場合、私もここで結論は

つけれませんけれども、なった場合、これ１００戸

のうち、今の状態だったら１０戸か１５戸かという

ような話もありますが、そういうことになったら７

０戸、８０戸とこうなってくるわけなのですよ。そ

うなったときには、借りるときこうだったと、５８

年の議決したときの話を今したらですよ、そんなば

かなこと議決してと、こう思うわけです、今現在考

えたら。そのときにはいいと思って議決したわけで

すよ。そうしたら、私はまたこの３月３日の議決

は、議決はしましたが、また何年かたったら、そん

なばかなこと議決したものかということになったら

私はいけないのでないかと、私はこう思っているわ
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けですよ。それで、その辺の受益者とのやっぱり問

題を生じないように、最小限に抑えていくように努

力していかなければいけないと私は思っているわけ

なのですよ。だけれども先々のことはわかりません

けれども、その辺のことは改良区ができて立ち上げ

て、お金も借りたからこれでもう安心だというよう

なことではないと思うのです。これ毎年毎年この話

は１５年間私は出てくるのでないかと、私はこう考

えておりますので、その辺の考え方、思い方、これ

から先の話、一応考え方をお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 徳島委員の再質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 当然町としても、損失補償したからそれでいいと

いうものではないというふうに思っております。当

然損失が発生しないことは望まなければいけないわ

けでございます。当然最初の御質問の点でございま

すが、損失を発生した事象が生じたときに、これは

議決を得るということになります。まとめてすると

かそういうことでなくて、例えば１軒の農家がそう

いう損失が確定した状況の中において、御提案をす

るという形になろうかと思います。 

 それから、そういうことの生じないための対策と

して、やはり改良区が賦課金としての徴収権者とし

て、相当な責任持ってその対応を図っていただくと

いうことが一番重要な流れでございます。その背景

におきましては、従来は町が償還ルートという形で

進めてまいりました。そして、昭和５８年にその議

決を得た中で、町の分、そして受益者の分という中

で、町が最終的にその責任を負いますよという中で

これを進めてきた経緯がごさいます。 

 今回新しい土地改良区になりまして、町から新し

い土地改良区の中で、責任がどちらかというと、新

しい土地改良区で受けなければいけないというよう

な形になろうかと思いますけれども、それは新しい

土地改良区ができて、維持管理だとかそういう面、

総体的に考えたときに、新しい土地改良区でやるこ

とが望ましいという中で進めてきたところでござい

ます。そういう中で、事業償還金というのは、あく

までも新しい土地改良区がその辺の土地の流動化の

見きわめをした中で、最後新しい土地改良区として

これができないと、このものについては、あるいは

例えば破産宣告をせざるを得ないというような状況

に陥ったときに損失が発生してくるというふうに

思っております。その事前においては、やはり改良

区としてもその土地の流動化して、そこにいわゆる

事業賦課金が徴収できるような中で指導体制をとっ

ていかなければいけないというふうに思っておりま

す。そういう面では、今後行政としても、その辺の

新しい土地改良区の中におきまして、その辺を十分

見きわめ、また協議もしていかなければならない時

期が来るのでないだろうかということで、町として

もその辺を十分考えていきたいというふうに思って

おります。 

○委員長（久保田英市君） ６番西村委員。 

○６番（西村昭教君） １１９ページ、余り今回予

算あれなのですけれども、ちょっと二、三お聞きし

たいなと思うのですけれども、１９節、このまず農

業センターの運営負担ということであるのですけれ

ども、農協合併して、今あそこの施設が集約的に効

率的活用しようという考え方も農協としてもあるの

かと思うのですが、当然町として支援する以上は、

町民の税金を使うわけで、その部分でどういう考え

方でその負担に応じているのか、上富の農業者だけ

が活用するという状況には今のところ、これからな

らないと思うのですね。沿線全員の農家が活用する

ということになりますと、どういう考え方が出てく

るのかなという部分で１点お聞きしたいのと、それ

から地力増進対策ということで、これ多分堆肥盤や

なんかの設置の補助だと思うのですが、これ何年も

続けておられると思うのです。もうそろそろこの有

機物の投入というものについて、やはり考え方を少

し変えないと、今の現状に合ったものではないのか

なという気がするものですから、今後このまま続け

るということには、私自身ならないと思うわけです

ね。やはり今稲わらもですが、もう燃やしたらだめ

だということで、法的にも規制もされてきてます

し、また非常にそういうもの、では集めて堆肥化を

して使いなさいというような機運も盛り上がりつつ

ある中で、やはりこの有機物の増産という部分で少

し考え方を変えていくべきかなという気がするので

すけれども、今農業振興計画、１５年度で切れると

いうこともあるので、今後どう考えておられるの

か、ことしこれが最後の取り組みの補助なのか、そ

こら辺１点お聞きしたいなと思います。 

 それからもう一つ、１１７ページの総務費で農業

振興審議会の委員報酬組んでいるのですが、今新聞

やなんかでも言われるのですが、いわゆる振興審議

会と関連あるのかどうかちょっとわかりませんです

けれども、いわゆる今の米の大綱が非常に変わって

きまして、当然今の休んでいる休耕の部分の取り組

み方も、２００７年度には、いわゆる農業者の自主

生産調整と、それに伴って今の制度も変わります

し、当然国からのいわゆる指示であった休むという

とも自主的にやりなさいと。面積カウントでなく

て、収量で制限していきますよというような状況に

ある中で、当然それに向かった農業振興対策という
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のを組んでいかなければならないのですけれども、

そういう取り組みを、やはり早急に対応してやって

くべきだと思うのですよ。そういう面で、今回の予

算の中にはちょっとないのですけれども、そういう

取り組みをやはりその次年度へ向けて真剣に今やら

ないと、従来のものを延長して踏襲していきなが

ら、どうしようかどうしようかとやっていったので

は、もう手遅れだと。やはり農業の取り組み方その

もの根本的に変えていくというぐらいのいわゆる気

持ち、農業の構造改革、そういう気持ちで臨んでい

くためにも、やはりそういう取り組みを検討し、い

ろいろと具体的な計画を取り組めるような検討会と

いいますか、機関といいますか、そういったものを

やはり立ち上げて、やっぱりゆっくり時間をかけて

でもいいですから、来年度からそれに向けて進むぞ

というようなぐらいの意気込みをやっぱりこの１５

年度の予算の中で私はとるべきだったのでないかな

という気がするのですけれども、今のこの振興審議

会がそういう機関であるのかどうか、ちょっとわか

りませんですけれども、その部分でそういうお考え

があるならば、お聞かせを願いたいと思います。 

 以上、３点。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 西村委員の３点の

質問にお答えをいたしたいと思います。 

 農業センターの運営負担の関係でありますけれど

も、これにつきましては御指摘のように苗の生産業

務、これが一つ大きな柱になってございます。先ほ

どお話しありましたように、町としても農業者の苗

の労働力、こういったものの軽減を図るというよう

なことで負担をしてきたところでありますけれど

も、近年野菜等の下落から、苗生産も落ち込んでい

るというような現状であります。これにつきまして

は、決算委員会、特別委員会等で御意見、御指摘い

ただいておりますように、苗生産を行う機能として

は十分あるわけですから、これについて積極的な活

用をひとつしていかなければならないと。 

 ことし農協におきましても、こういった野菜の生

産を確保するというようなことから、農協独自にお

きまして苗の補助を幾らかしたいという、キャベツ

でしたら１本当たり１０円というようなことで聞い

ていますけれども、それを幾らか下げる形で奨励し

たいというようなことも聞いておりますし、そうす

ることによって、苗の生産もふえてくるという考え

でおります。そうすることによって、町の負担も

減ってくるものだなということで私も理解をしてお

ります。そんなことで、ことしは広域の中で取り組

みたいというひとつ農協としては考えを持っている

ようでございます。 

 それから、２点目の地力増進対策の考え方であり

ますけれども、これにつきましては、かみふらの牧

場から搬出されるそういう堆肥を町内の農業者にお

配りをして活用していただいていると、これが現状

でありますけれども、内容的には１５年度で農業振

興計画も一つ終わるわけですから、牧場としてはひ

とつ今後の対応、体制、こういったものをどうする

かということもみずからも考えているようでありま

すので、この辺ひとつ協議をしながら、今後町の農

業者の利用がある場合については、ひとつこれを継

続しなければならないという部分もありますけれど

も、牧場としての考え方も十分聞きながら、ひとつ

対応しなければならないというふうに考えてござい

ます。 

 それから、農業振興審議会の関係でありますけれ

ども、今御指摘のように、２００８年から生産者団

体みずからが生産調整に携わらなければならないと

いうようなことも出てきます。そんなことから、自

主的な判断でやっていかなければならないというよ

うなことがありますけれども、農業振興審議会にお

きましても、こういった今御指摘のようなことも議

論を当然していただかなければならないというふう

に考えております。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ６番西村委員。 

○６番（西村昭教君） 堆肥についてはちょっと私

の勘違いだったかなと思うのですけれども、わかり

ました。 

 それで、今振興審議会の話なのですが、実はこれ

は法的に設置している機関ですよね、振興審議会

は、そうですよね。それで、多分私の勘違いかもし

れませんですけれども、農業振興計画も１５年度で

終わると、１６年度から新たに策定すると思うので

すね。当然合併した農協も、そういう農協の振興計

画つくると思うのですけれども、そういう中で私心

配しているのは、いわゆる今までいろいろと振興計

画つくっているのですけれども、どうもいわゆる世

の中の農政がどんどんどんどん変化が激しいもので

すから、振興計画も組んでやっているのは結構なの

ですけれども、どうもだんだんかみ合わなくなって

きているなというような感じがするのですよね。そ

ういう部分で、どうも計画そのものが今の農政の変

化、国際的なものを見て、やはりそういうものを十

分読み切れるだけ読んでも、１００％は読み切れな

いにしても、そういうものを十分想定した中で、で

はうちの町の農業はどうあるべきだと、どういう形

で進んでいくことが一番いいのかということのやは

り具体的な目標が僕はなかったらできないと思うの

ですね。計画の中に当然目標はつくるのはわかりま
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すけれども、最低こういう構造にしなければだめだ

と、農業のあり方、経営も農村の構造も含めて、そ

ういったものをある程度見きわめながら計画という

のは僕はつくっていくべきだなという気がするので

すけれども、どうも今までの振興計画見ていると、

進めてきているの見ていると、なかなか十分かみ合

わないという一面があるものですから、その計画の

立ち上げ方自体に、僕はちょっと不備な点があるの

かなというとらえ方しているのですよね。ですか

ら、そういう部分でもっと生産者の声も、地域全体

の声も酌み上げるような方式の中で、僕は十分そう

いうものに時間をかけて、そして計画を組んでいく

べきかなという考え方するものですから、そういう

考え方で取り組んでいく必要性が、また僕はあると

思うのですね。 

 それともう１点は、いわゆる今しろがねが何十億

も債務保証してやっているのですけれども、問題は

これからなのですよね。特に畑なんていうのは水を

使うと。水田は常時水使いますから、そういう部分

で発想していきますけれども、畑の場合は適度に雨

が降れば要らないわけですよ。ところが設備はもう

完備されているということになると、これからそう

いう水を使ってどういう畑作農業を展開するかとい

うことが大きな課題ですから、当然それを頭に置い

て、どういう畑作農業を展開するかということが当

然具体的に出てこなければならないわけで、ところ

が、今まではまだ完成してなかっですけれども、こ

れからは本当に大転換の農業振興計画が僕は出てき

ても何も不思議でないと思うのですよ。ところが、

今水を使うということに関して、これから僕はス

タートの年だと思うので、やはりそういう部分で

もっと突っ込んだ振興計画というか、考え方持って

大胆に僕はやるべきだなという考え方しているので

すけれども、そういう面で、そういう計画の立ち上

げというのですか、取り組みというのを１年間時間

かけてでもいいですから、中身の濃い取り組み方を

する考え方があるのかどうか、ちょっとその点お聞

きしたいと思うのです。 

 振興審議会の委員のものは、これ答申する場所だ

と思うのであれなのですけれども、その前の部分で

そういう考え方あるかどうかちょっとお聞きしたい

と思います。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 西村委員の２点の

御質問にお答えをいたします。 

 第４次の農業振興計画も、１５年度をもって終了

するわけでありますけれども、農協合併になったと

いうことも一つあります。このことによって、いわ

ゆる大ぐくりになるのではないかというような一つ

は気がします。計画自体が、金太郎あめではありま

せんけれども、一緒くたになって、上富良野地域も

ほかの地域も同じようなことになるような、ややも

すればそういうような感じもします。しかし、上富

良野町とやはりほかの地域は違うわけでありますか

ら、本町においては、例えばの話でありますけれど

も、農地の流動化をどのようにでは図っていくのだ

というような問題も一つ大きな課題としてありま

す。そういうようなものも計画の中にどうやって入

れていけばいいのかというようなことも含めて、策

定に当たらなければならないというふうに考えてご

ざいます。 

 それから、今しろがねの話が出ましたけれども、

当然にして水利用、しろがね事業が完成することに

よって、畑作地帯においては水利用が当然なされる

わけであります。これによって、やはり作物形態も

変わっていくでしょうし、これから水をいかに利用

して高収益の作物、所得を上げるかというようなこ

とになりますので、そういったところも農業者の創

意工夫はもちろんですけれども、行政においてもそ

ういったものに取り組まなければならないという考

えはあります。 

○委員長（久保田英市君） ６番西村委員。 

○６番（西村昭教君） そういう方向で、大いに積

極的に私は向かってほしいと思うのですよ。 

 それともう１点、申しわけありません。実はここ

に演習場周辺農業施設設置助成ということで５７９

万９,０００円、１１９ページです。これ多分麦の

乾燥調整施設の実施設計予算だと思うのですよ。非

常に施設も老朽化して、これは早急にやっていただ

きたいなと思うのですが、実は私心配するのは、前

回うちの町で補助をいただいて色彩選別機を入れた

と、５割補助で入れていただいたのですけれども、

そのときに課長覚えておられると思うのですが、上

富良野町の農業者のために出すのであるから、当然

その恩恵は上富良野町の農業者が受けなければなら

ないということで、この色彩の利用料というのです

か、これは補助分だけは減額するという約束されて

いたと思うのですよ。これが１年だけあって、あと

２年目以後はないのですね。もとへ戻って高くなっ

ているのですよ。補助なしですよ。中富と同じよう

な状態で利用者に請求されたということで、払って

はいるのですよ。そういう約束があって、されてな

いというのは、やっぱりこれちょっと黙っている必

要ない、やっぱり言うべきだと思うし、当然そうい

うしてなければきちっとした約束を果たしてもらわ

なければならないと。当然町が窓口になって農協主

体で事業をやるわけですが、この乾燥施設も。そう

なりますと、当然上富良野町の農業者にとっても、
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ある面では利便性があり、またメリットもあるよ

と。当然沿線の農業者にとっても、当然利益がある

わけですけれども、そういう面、上富の農業者に

やっぱり若干の格差をつけた利益がなければ、これ

うちの町が窓口になって一生懸命やるというのはい

かがなものかなという気がするので、そこら辺やっ

ぱり地元の農業者のためにどうするか、どうしてい

くことがメリットあるのだと、欲張って言えば、沿

線の農業者のためでもあるわけですけれども、そう

いう部分少し念頭に置いた私は対応をしていくべき

だと思うのですね。 

 今から実施設計やって、何年で完成するのかわか

りませんですけれども、そういう部分少し考えてい

ただきたいなという気がするわけですけれども、あ

わせて今言ったように、約束が１年だけで、５年の

やつが１年でほごにされるというような部分もあり

ますので、そこら辺十分注意していただきたいの

と、そういうことが守られていないのならば、守っ

てくれるように僕は要望していくべきだという考え

方でいるものですから、そこら辺ちょっとお考え聞

かせていただきたい。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 西村委員の御質問

にお答えいたします。 

 演習場周辺にかかわる事業につきましては、これ

防衛施設局の所管の事業、補助を受けまして、平成

１５年においては、麦乾燥調整施設の実施設計を一

つ組みたい。それから、１６年から１８年にかけま

して、乾燥調整施設を一つ建設したいというふうに

考えてございます。 

 いずれもこれ事業主体農協でございます。３年間

に要する費用約１０億円でございます。これについ

ても、これにかかわって、先ほどお話しありました

ように、色彩選別機を平成１２年度で導入している

わけでありますけれども、当初本町の農業者にメ

リットというか、恩恵があるようにということで、

確かにそういうことで農協も受けていただいたとい

うことは、私も十分承知してございます。 

 その後、隣町においても何か同じような機械が入

れられて、値段を本町に合わせたようなことも聞い

てますけれども、これが今の話で約束が、その使用

料その他の経費が下がってないというか、下げられ

てないと、もとに戻ったというようなことであれ

ば、町として農協の方に、これは約束が違うのでは

ないかというようなことで申し入れをしたいという

ふうに考えてございます。 

○委員長（久保田英市君） ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） １１９ページで、ちょっと

ダブルと思うのですが、農業センターの運営という

ことなのですが、これ今まではうちの町を対象にし

てたしかつくってあるのだろうと思うのですね。今

農協合併になって広域だということになると、今後

の運営はどういうふうになっていくのかなと思うの

ですね。上富以外の農家の人にもとにかくそういう

苗も配分するのだろうと思うのですけれども、それ

に対する補助となってくると、ちょっと数字が違っ

てくるような気がするのですよね、これからの場合

ですよ。その辺はどういうふうなことを考えてい

らっしゃるのかと。 

 それと奨励作物振興事業というのがこれちょっと

あるのですが、あそこの育苗センターでも、トマト

だとか花の苗とかというようなことでいろいろ今ま

でやってきたと思うのですけれども、どうも一本に

絞り切ったというものがほとんどないのでないかな

と思うのですね。毎回毎回種苗が違ってくると。そ

れはそこにいるときに、ではうちの町の特産という

ようなものは一体何なのだということになってくる

のでないかなと思うのですね、僕は。だから今キャ

ベツとか何とかと一生懸命やってはいらっしゃるの

でしょうし、では本当にキャベツとなったら、上富

良野のキャベツというのはそれだけ有名になってい

るのかといったら、何にもなっておらんと思うので

す。今、和寒あたりでは冬キャベツで一生懸命出し

ているというようなものが見えてこなければならな

いのでないかなと思うのですよ。もう何十年もなる

わけですからね。その点をどのように考えているの

かなと思うのと、農地流動化促進対策事業補助とい

うのがあるのです。これはしろがねダムの関連にも

なるのかなと思うのだけれども、どうなのでしょ

う、それ。その２点、ひとつお聞かせを願いたいと

思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ８番仲島委員の最初の農業

センターの件について、私の方からひとつお答えさ

せていただきたいと思いますが、先ほど西村委員か

らの御質問にもありましたように、今ＪＡさんは上

富良野町と２分の１、２分の１の負担をして、農業

センターを運営して、町の農業者のための育苗等々

の対応を図ってきていたところでありますけれど

も、これから１５年度におきましては、ＪＡさんは

富良野圏域の全農家の対応を図りたいということで

申し出が来たというようなお話でありましたので、

私の方としては、上富良野町の農業者のために、苗

代が１本５円や１０円安くするぞというぐらいのこ

とでは、いかがかなというふうに考えておりますの

で、これから例えば運営負担につきましても、そう

いうことであれば、町の負担は施設の貸与というよ

うなことで、あとは農協さんで対応していただくよ
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うな、そういったことも含めながら、広域で対応す

る場合の地域、上富良野町の農業者対策ということ

も含めて話し合いを進めていこうということで、担

当の方に指示をいたしておりますので、まだ結論は

出ておりませんが、町としての考え方は地域農業の

推進ということを、農家のための軽減策ということ

がいかにＪＡさんが対応してくれるか、それを十分

見きわめていきたいというふうに思っております。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 仲島委員の御質問

にお答えをいたします。 

 奨励作物の関係でありますけれども、確かに御指

摘のように、今現在１２品種、キャベツほかトマ

ト、アスパラ、こういったものを含めまして野菜関

係１２品種をひとつ定めまして奨励しているわけで

ありますけれども、御指摘のように数も多いなとい

う気はします。しかし、これ１６年度より新たにま

た振興計画を策定しまして、計画を推進する必要が

ありますので、今年さらに検討させていただいて、

本当に上富良野町でこれがいいのかというようなこ

とも含めまして計画を策定したいというふうに考え

てございます。 

 それから、農地流動化の関係でありますけれど

も、これにつきましては、いわゆる利用権の設定、

賃貸であります。賃貸をするこによって、本町に１

６、各地域に１６の農地利用改善組合ございまし

て、これらの中で賃貸の調整をしていただいてござ

います。その賃貸、どこでどう受け持っていただけ

るのかというようなことも含めて、利用調整をして

各地で賃貸が行われると。それに対しまして、国と

町で、ここに書いてございます２,０００万円であ

りますけれども、改善組合を通して交付するという

ことでございます。 

 ちなみに、昨年、まだ１４年出てませんけれど

も、１３年の内容を少し申し上げますと、出し手が

６２戸ございました。受け手が６５戸であります。

総体で２５５ヘクタールの賃貸がなされているとこ

ろでございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） 農業センターの運営なんだ

けれども、これは町長、全市町村で、合併農協に

なったわけですから負担をしていきますよというこ

とになるの。うちの町だけでなくして、うちの町で

これを負担していくということになると、ほかの農

家の人らが使う苗に対して、何のためにそんな金を

使わなければならないのだという理屈になってくる

と思うのですよ。その辺はどうなっているのかと思

うのですよ。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 仲島委員の御質問にお答え

させていただきます。 

 私、先ほど説明が十分でなかったのかな、お答え

が十分でなかったのかなと思いますが、今現在農協

さん７２０万円、上富良野町が７２０万円と、２分

の１、２分の１の負担をして、上富良野町の資産で

あるセンターを無償で貸与して運営をしておるわけ

です。それで、それは何のためかというと、上富良

野町農家のために対応しているわけでありますが、

今度農協さんは合併いたしましたので、５市町村す

べての農家のための育苗施設として利用したいとい

うことであります。今それで他の自治体が、これに

対する助成をするかというと、自治体は助成はして

おりません。ですから、私としては、上富良野町と

ＪＡさんとの五分五分の負担は、富良野圏域の農業

者のためにやるのであれば、負担については見直さ

なければいけませんよと、上富良野町の農家の皆さ

ん方に、他の農家の皆さん方よりも苗代を１本５円

や１０円安くしたから、軽減したからいいというこ

とにはならないよということでお話し合いを進めて

おります。ですから、これから７２０万円の負担を

これからどうするのか、それからこの施設の無償貸

与というものをどうするのか、そしてそのことに

よって上富良野の農家の皆さん方の今までの育苗支

援というものについて、他の事業の推進について、

農業振興策についてどうなるのかというあたりは、

今後農協さんと十分詰めて、１５年の実施に当たっ

て詰めていかなければいけないというふうに思って

おります。 

 我が町がなぜ７２０万円、農協さんと折半で費用

負担して、中富さんや言うなれば富良野さん、南富

良野町さん、占冠さんの農家の育苗をしなければな

らないかという部分も調整しなければいけないとい

うふうに認識しております。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） １１７ページの農産物の

加工施設についてお伺いいたしますが、あわせてお

伺いしたいと思いますが、現状ではかなり施設等が

一部修繕、改善もされた部分があると思いますが、

将来的にかなり需要もふえてきているという状況の

中で、狭隘になってきている部分もあるかと思いま

すが、今後の対策についてお伺いいたします。 

 次に、１１９ページにかかわってお伺いいたした

いと思いますが、若干重複しますが、特産品の奨励

作物の推奨ということで予算ついておりまして、今

の説明でしたら、対象品目の見直し等を行うという

ことの話もありました。今回、上富良野町では執行

方針等については、主力作物である麦あるいは芋



 

― 12 ―

等、大豆等、そういったものも今後主力の作物とし

て育てていきたいというような表現もされておりま

す。そういうときに、まさに今それぞれの議員の方

がおっしゃったように、時流に合った農業振興計画

というところと一体となって出てくるのだろうとい

うふうに思っております。 

 あわせて、そこに技術指導と商品、製品、いわゆ

る推奨作物ということになれば、改良普及所だと

か、そういったところとも連携しながら、地元のや

はり野菜を上富良野町に合った中で、いかに育てる

かというところのきちっとしたものをもって取り組

む必要があるというふうに思っていますが、この点

についてもお伺いしたいと思います。 

 さらに各地では価格補償制度という形の中で、当

町においてもやられておりますが、奨励作物の中に

も、やはりそういう制度をまぜながら、これをやれ

ば農家の人にとってはこれだけの恩恵ありますと、

消費者にもこれだけの恩恵がありますと、地元にも

これだけの恩恵がありますという形の中で、そうい

うものもきっちり見える形の中で奨励作物というの

も推奨する必要が、もっと改善する必要があるので

はないかと思いますが、この点。 

 それと、農業後継者の問題でお伺いいたします

が、かなり上富良野町にもＵターンという形の中で

農業後継者が根づいてきております。 

 また、脱サラという形の中でも来ておりますが、

とりわけ地元のいわゆる跡を継がれてやっている後

継者においての、やはりもっと意見を聴取して、ど

ういう後継者の育成がいいのかというところも、

もっと見直す必要、時期に今かかっているのではな

いかと。 

 かなり聞いてましたら、技術指導もいろいろされ

ているようでありますけれども、まだもっと別な次

元での技術も学びたい、あるいは教えてほしいとい

うような話も聞かれます。財政的な問題も含めて、

そういう改善点というものがもっと必要だというふ

うに思いますが、この点についてお伺いいたしま

す。 

 さらに、１２１ページの１９節の負担金等につい

てお伺いいたしますが、酪農ヘルパーの利用組合補

助がなくなるということで、不満はあるけれども仕

方ないというような担当課長の表現でありますが、

こういったところに対する補助は継続すべきだとい

うふうに思いますが、この点について、さらにお伺

いいたします。 

 次に、いわゆる農協の肉牛組合から出てきている

優良繁殖牛の導入の問題についてでありますが、か

なりＢＳＥにおいて被害が出るという形になってき

ています。よく実態を聞きましたら、本来こういう

形に出てきたのは、酪農、廃用牛等なのだけれど

も、それにかかわって、私たちの方にも大きな被害

が出てきていると。ただ、助成金もいろいろという

話もあったけれども、複合経営という形の中で、何

とかみずから耐えている部分もあるのだということ

であります。そういう意味では、将来この肉牛にお

ける優良種の繁殖という点では、もっと力を入れた

いのだという話であります。そういう意味では、

もっとこの部分に対する補助等あるいは何らかの対

策をとってほしいということで、ふらの農協にもこ

の旨伝えて、地元要請にも、何とかこの部分に対す

る手だて等対策をとってほしいのだという話が出て

きております。そういう意味で、今後こういうもの

に対する支援策等はどのように考えておられるの

か、お伺いいたします。 

 次に、同じページの中の林業振興費の１９節、こ

の中で民有林の育成指導強化補助というところ、お

金がついておりますが、事業内容、ちょっと先ほど

も聞き漏らしましたが、森林整備地域活動の交付金

の事業内容と実態等については、どのようになって

おられるのか、お伺いしたいというふうに思ってお

ります。 

 あと、１２３ページの耕地総務費の中で、前回の

一般質問で答弁町長しておられましたが、美瑛との

関係の水力発電の問題ということで出ておりました

が、この点については、当然その美瑛に対する応分

の負担、この施設を利用するということであります

から、この点のやはりきっちりとした取り決めとい

うものも、きっちりと交わす必要あると思います

が、もう一度この点について利用形態、負担の問題

等伺っておきたいというふうに思います。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 米沢委員の今８点

ばかり御質問いただいたと思いますけれども、まず

農産物加工施設の関係であります。これにつきまし

ては、年間約２,０００人以上の利用がなされてご

ざいます。１日平均しますと、１０人から１２人と

いうようなことで理解しておりますけれども、ほと

んどが今利用がパンをつくるというようなものが主

であります。先ほど狭隘ではないかというようなこ

とを御指摘も受けましたけれども、私が見ている限

り、大体十四、五人入ってちょうどいいのかなとい

うような気はします。それで、多少あの施設につい

ては、元集会施設を改築した部分もございますの

で、多少は老朽化というか、そういう感じはありま

すけれども、手直しをしながら、これはひとつ進め

たいというふうに考えてございます。 

 それから、奨励作物の関係でありますけれども、

当然私ども行政、それから農協、それから農業改良
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普及センターをお互いに連携をとりまして、作物の

栽培技術含めて、これら連携をとりながら、ひとつ

やっているというのが現状でございます。これにお

きましては、今後も同様に農業団体力を合わせてこ

ういった指導に当たりたいというふうに考えてござ

います。 

 それから、奨励作物においても価格保証制度を導

入してはどうだという話だと思いますけれども、現

在キャベツと大根の２品種に限り、町、農協、生産

者入りまして基金をそれぞれ積み立てて、価格の下

落時に発動するというようなことをとってますけれ

ども、国においても現在これらを本町の除く分につ

いて、そういった価格対策とられている部分もござ

いますので、町、農協がやっている部分とダブらな

いようなことで、ひとつ今後も進めていきたいとい

うふうに考えてございます。 

 それから、農業後継者の関係であります。近年本

町においてもですが、就農、農業を希望する方が来

られています。しかし、いずれにしても大きな壁が

ございます。農業には相当な投資、それから営農技

術を含めた経験が必要でありますので、これらにつ

いては町と農協で今やりながら営農技術の指導なん

かをやってますけれども、あと資金の関係、こう

いったものがやっぱり大きな壁となって、かかわる

資金の部分が非常に大きな壁となります。そんなこ

とから、町と農協におきまして、やはり就農してい

ただいたからには、やはりきちっと農業として生計

が立てられるような、そういうようなこともケアも

必要だというようなことから、資金の対応を含め

て、今どうあるべきかということも含めて、要綱、

要領の見直し、こういったものもお互いに今やって

いるということでございます。 

 それから、酪農ヘルパーの関係でありますけれど

も、先ほど私お答えさせていただきましたけれど

も、やはり酪農においては、搾乳労働含めて休む暇

がないというような結構過重な労働強いられている

ことは、これはもう事実でございます。そういう面

におきまして、１５年度で一応計画終了というよう

なことは考えてますけれども、今後これは酪農ヘル

パー組合、あるいは酪農家からの内容によっては、

検討しなければならない部分かなということは考え

てございます。 

 それから、肉牛組合による優良素牛の導入であり

ますけれども、これにつきましては、私も聞いてお

ります。公社事業でひとつ手がけたいなというよう

なことで聞いてます。事業主体農協でありますけれ

ども、これに対する町の支援、それから農協の支援

というようなことも聞いてございます。今後これら

についてどのような形で支援できるのか、検討をさ

せていただきたいというふうに考えてございます。 

 それから、林業の関係の民有林育成指導強化事業

補助１１７万円であります。これにつきましては、

沿線市町村、森林組合におきますところの共同事業

をひとつ、間伐、造林含めて事業してございます。

民有林の振興として、年間間伐、造林、これら含め

まして、約４,６００万円ぐらい毎年事業として実

施されてございます。本町分としては、約１,２０

０万円程度でございますけれども、これらの施業計

画にかかわる部分、これを施業計画をしなければ、

補助も受けられないというようなこともございま

す。これに対して、約１０％ずつ本町含めて沿線市

町村がそれぞれ負担をして、民有林振興のためにひ

とつやろうというふうなことで経費を計上したとこ

ろでございます。 

 それから、水力発電の関係、先ほど最後でありま

すけれども、応分の負担ということであります。こ

れ以前に一般質問でもお答えしてましたように、こ

れについては、美瑛町があくまで独自で行いますと

いうことであります。当然費用負担も美瑛町が行う

と。しかし、あとのダムを含めた基幹水利事業の関

係がありますので、これらは３町で取り決めしてお

ります負担率に基づきまして、きちっとそれぞれ明

確になるようにして維持管理をしていきたいという

ふうに考えてございます。 

○委員長（久保田英市君） １８番向山委員どう

ぞ。 

○１８番（向山富夫君） ２点お尋ねさせていただ

きたいと思います。 

 １点目ですが、同僚委員の質問と若干重複する部

分もあろうかと思いますけれども、先ほど町長が農

業センターの件で御答弁なさっておりましたけれど

も、非常に当を得たお考えに立っておられるなとい

うことで、それらにリンクいたしましてお尋ねいた

しますが、１１９ページの１９節にございます周辺

整備事業の件でございますが、先般一般質問でも私

お尋ねさせていただいた経緯もございますが、まず

第１に、麦の乾燥調整施設設置につきましては、今

でも町が事業主体になっていただきたいという思い

は捨てておりません。その中で、先ほど農業セン

ターの中でお答えされておりましたけれども、せっ

かく高率の補助をいただいて施設が設置されるわけ

でございます。それが上富良野の生産者のために、

目に見える形で高率の補助が見えてこないとすれ

ば、これは本当に先ほど農業センターと同じでござ

います。ぜひ農協と粘り強く協議重ねていただい

て、目に見える形で上富良野の利用者の方々が、あ

あなるほど、利用料金の低減につながったというこ

とで意を用いていただきたいと、改めて質問とお願
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いをする次第でございます。 

 それからもう１点ですが、農業振興課の方々はご

らんになっておわかりだと思いますけれども、リ

モートセンシングのたんぱくマップをごらんになっ

たと思いますが、あれを見ていただくとおわかりで

しょうけれども、一目上富良野の水田が、いかにま

とまりがないといいますか、団地化がされてないか

ということは、もう一目わかります。経営確立助成

を受ける上においての団地化は、連反化は机上の上

ではなされておりますけれども、実際その効率的な

耕作がなされるという面においては、まだまだ不十

分なものがあります。 

 それで、平成１６年度以降策定されます新しい農

業振興計画の中において、大ぐくりで言えば、田寄

せ、畑寄せをこれから大目標として掲げていく必要

があるのでないかなと。それにあわせて、従来米作

の適地として５地区というようなことがずっとここ

十数年続いてきておりますが、もうそういう大ぐく

りではなくて、さらに一歩踏み込んで、その中でも

さらに地域を特定するような、そういうこれからは

計画の立て方が私は望ましいのではないかと思いま

すが、先ほどの乾燥調整施設と本件と２件お尋ねし

たい。 

 前段については、ぜひ町長にお答えいただければ

ありがたいのですが。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １８番向山委員の御質問

に、２点の分についてお答えさせていただきます。 

 さきにもお答えさせていただきましたが、農業セ

ンターにつきましては、先ほどお答えしたように、

我が町の施設を我が町とＪＡさんが経費負担をして

運営をしていると。それで、他の町村の農業者のた

めの対応をどうするべきかということにつきまして

は、これからの負担の問題、そういった部分を含め

ながら対処しなければならないと思っております

が、ただ基本的には上富良野町の農家のために、こ

の農業センターを町施設として貸与しているわけで

ありますから、農業者のために有効に対応していた

だかなければならないというふうに思っておりま

す。そういう観点で、ＪＡさんとも話し合いを進め

たいと思います。 

 また、懸案の麦の乾燥施設でありますが、これも

ＪＡさん合併以前から大きな課題として、上富良野

地域の大きな課題として、もとの上富良野農業組合

さんと上富良野町とが一体になって防衛庁に陳情を

重ねて対応を図っていただいて、今この事業が推進

されるように相なったわけであります。しかし、途

中でＪＡさんの合併ということに相なってこういう

形になりましたれども、基本的には上富良野町の麦

作付農家のために、この乾燥施設が防衛予算で対応

されるこの施設が有効に利用されるべきであるとい

うことを私は基本的に考えておるところであります

し、そういったことから、上富良野町の麦利用者の

皆さん方が、利用料等々の軽減策を講じていただけ

るように、ＪＡさんとも十分調整を図るとともに、

加えて行政として、町としてもそれらの対応につき

ましては十分農協さんとの話し合いの中で、地元麦

作付農家の皆さん方の負担軽減に努めていきたいと

いうふうに思っておりますので、御理解を賜りたい

と思います。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 向山議員の御質問

にお答えをいたします。 

 リモートセンシング初め、私も絵で一目でわかる

ものだということで認識させていただきました。い

かに御指摘のように、本町の米主産地において、い

かにたんぱくにおいて差があるなというのがもう一

目でわかりました。色で出てくるわけですから、こ

ういったものをやはり統一的に低たんぱくに仕上げ

るような、やっぱりそういう米づくりが必要ではな

いかというふうに考えます。 

 当然それぞれ農業者みずからやることによって、

当然違いは出てくるかもしれませんけれども、やは

り米の主産地として生き残るために、これはぜひや

らなければならないことだなとは十分認識しており

ますので、今後農協さんあるいは改良普及セン

ター、これらを含めまして取り組みたいというふう

に考えてございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） １２３ページ、耕地総務費

でお伺いをいたしたいと思います。 

 最初に、国営畑総についてですけれども、先ほど

同僚議員からも質問あったところですが、本町で

とった行政配慮については、関係町村も同じ考え方

で取り組んできているという考え方で受けとめてよ

ろしいかどうか、まずその１点お尋ねしたい。 

 それから、これも同僚委員から発言あったところ

なのですけれども、いわゆるダムをもって発電する

と、ついては美瑛町単独でやる、その費用は８億円

かかる。この８億円について美瑛町が単独でやるに

しても、国からの、開発からの手当は一銭もないの

か。多分自分はあると思っているのですけれども、

その点をちょっとお伺いしておきたいと思います

し、問題は美瑛町単独でやるからといっても、ダム

はやはり関係町村で税金で負担してきているわけで

すから、少なくとも単独でやるにしても、関係町村

でダムにかかわる費用のものの負担割合について

は、応分の割り増しは美瑛町にしてもらわなけれ



 

― 15 ―

ば、ダムがなければ発電できないわけですから、そ

もそもできるダムの水は関係町村でつくったわけで

すから、美瑛町単独でやるからよろしいということ

にならないと思う。であれば、単独でやるのであれ

ば、しつこいようですけれども、では関係町村のダ

ムをつくった費用の負担の軽減はしてもらわなけれ

ばならない、こういう発想に立つと思いますが、ま

ずまとめます。 

 ８億円単独で美瑛町やるということですけれど

も、国費の導入があるのかないのか、単独でやるこ

とに対してダムにかかわっている費用は関係町村で

負担している、その関係についての発電に関係ない

町村についての負担の関係については、何ら発展す

るところが、今後変化するところがあるのかないの

か、以上お尋ねしたいと思います。 

 それから、きのうもお尋ねしたのですけれども、

同じく１９節ですけれども、国営造成云々で６３９

万１,０００円という金額になっているのですけれ

ども、きのうの受けの方では４００万円なのです

よ。出の方は、歳出の方は６３０万円で、２００万

円ぐらいふえている。富良野土地改良区に３００万

円、歳入の方で。しろがねの方で１００万円。 

 子細わからないのでお尋ねするということで御理

解いただきたいのですけれども、富良野土地改良区

は水田かんがいであって、ここで言う国営造成施設

というものは、富良野土地改良区としてはどのよう

な事案があることに対して、歳入では３００万円、

しろがねは畑かんであって１００万円、畑総の方が

国営造成施設についてはボリューム的に多いと思う

のですよ。この６３９万１,０００円が、すなわち

受けの方の歳入の方の富良野土地改良区３００万

円、しろがね１００万円、その割合で２００万円ふ

えているのですけれども、それぞれの改良区が歳入

の方の割合で２００万円の額に対してはふえていく

のか、その辺のところ御説明いただきたいと思いま

すし、ではその一般財源としてね耕地総務費の中で

２,６００万円手当しているわけですけれども、こ

の２,６００万円のうちの２００万円をここで手当

するのだということであれば、その根拠についてお

伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） ここで休憩をとりたい

と思います。 

 ３番福塚委員の質疑は、答弁休憩後にいたしたい

と思います。休憩します。 

──────────────────                
午前１０時３２分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

──────────────────                

○委員長（久保田英市君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ３番福塚委員の質疑に答弁を求めます。 

 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚委員の御質問のし

ろがね関係についての部分について、私の方からお

答えさせていただきたいと思います。 

 まず、受益農家の皆さん方の軽減対策、これは各

町村が美瑛、中富、上富良野とあるわけであります

けれども、これは上富良野の農業振興施策として軽

減対策を上富良野町独自で対応したということで御

理解をいただきたいと思います。 

 また、美瑛町が対応しております発電関係の問題

でありますが、これにつきましては、先ほども担当

課長からお答えさせていただきましたように、基本

的には美瑛町が国費をもって対応したとしても、美

瑛町の負担で発電施設の対応を図っていると。我々

中富良野町並びに上富良野町の設備に対する負担は

ないということで理解をいたしておるところであり

ます。 

 今後におきましては、ここで委員おっしゃるよう

に、ダムを利用して発電で収入を上げるわけであり

ますから、基幹水利、ダム管理費等につきまして

は、現在私が町２６.０何ぼの負担をしておるわけ

でありますが、これらについても水利用量によっ

て、委員も御理解いただいておりますように負担率

を決めていると。水利用も含めた面積等々も含めた

中での負担率を決めているわけでありまして、今後

ダムを利用することによって、水利用量がふえる

と、その部分については応分の美瑛町の負担の対応

を図っていただくように、今後において中富良野町

並びに美瑛町、上富良野町と、３町が調整をし合わ

なければならない課題であるというふうに担当の方

に指示をいたしているところであります。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚委員の御質問

にお答えをいたします。 

 国営造成施設管理体制整備促進事業の関係であり

ますけれども、このことにつきましては、歳入でも

御説明したとおりでありますけれども、当然国営、

道営事業によりまして造成されました施設の維持管

理に対しまして、国、道、市町村で支援する内容で

あります。 

 この６３９万１,０００円の中には、富良野土地

改良区にかかわる支援額と、それからしろがね土地

改良区にかかわる部分が入ってございます。 

 まず、富良野土地改良区にかかわる部分でありま

すけれども、これ歳入でも申し上げましたけれど

も、約その維持管理をする中身でありますけれど
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も、本町に限って言えば日新ダムあるいは日新の草

分頭首工、それから日新の用水路、それから富良

野、中富について言えば、中富については山手幹線

だとかいろいろあります。それから、富良野につい

ては、東郷ダムやら何やら含まれます。その中で総

体的に９,０１０万円ぐらい、これが富良野土地改

良区が維持管理にかかる部分ということでございま

す。それの国で定める率３７.５％、そうしますと

約３,３８０万円ぐらいがその費用となります。そ

こで、それに上富良野町にかかわる部分が示されて

おりますのは、約１２.６％の部分ということでご

ざいます。そうすると、４２７万９,０００円とい

う負担になります。そのうち７５％が国、道の補助

で３１９万９,０００円となるところであります。 

 それから、しろがね土地改良区にかかわる部分で

ありますけれども、総体として１,９８０万円ぐら

いが管理費用にかかわる部分ということで算定され

てございます。本町にかかわる部分としては、配水

幹線、それからダムの関係、送水幹線、いわゆる基

幹水利にかかわる部分でございます。それを１,９

８０万円に３７.５％を掛けていただきますと、７

４５万円が総体の補助額であります。本町にかかわ

る部分が３０.６％というようなことで示されてご

ざいます。そうすると、２２７万９,０００円が本

町の受け持つ部分、そのうち１１３万９,０００円

が補助金として受けるものでございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 了解します。 

 その受けで４００万円、支出で６００万円になっ

ていますよね。その２００万円の支出で多くなった

根拠はどこにあるのですか、その答弁ないですよ

ね。 

 それと、町長にお尋ねしますけれども、この国営

土地改良事業の受益者の負担については、５％金利

は高いということで、一連の行動は期成会ともども

関係官庁あるいは農林水産省、関係代議士に陳情し

てきた経過にあると思います。今、町長の話聞きま

したら、一連の動きの中で、上富良野町長として裁

量権でもって行政配慮したと。美瑛町のことですか

ら、美瑛町の考え方がわかれば、うちと違うという

ことですから、美瑛町は、では一連の行動をアク

ション起こしてきた流れの中で、うちは町民農家の

ために、町長の特段の鋭意をもって裁量権を発動し

たと。美瑛町は、わかればですよ、この５％の金利

に対して、どのような美瑛町長の行政配慮がされて

いるのか、わかれば教えていただきたい。 

 それと、今回このような一連の英断を町長持った

わけですけれども、現行条例の中では、国営土地改

良事業負担金徴収条例があるわけですね。その中

で、この受益者負担分のかかる事業費の５％という

文字が入っていると思うのですよ。これらに対して

は、やはり今の条例のままで置いといていいものか

悪いものか、私見としては条例の意味が希薄である

がゆえに、改正する、整備する必要あるのではない

かと、かように思うわけですけれども、お伺いをし

たいと。 

 それから、美瑛町が単独で発電やりますよと、４

月から、聞くところによりますと日本の大方の発電

所ストップするということで、北電も本州の方に売

電するというようなことで、これは非常に電気関係

者は、電気事業者は関心持って、売れるでしょう。

そういう考え方で非常に関心持っているわけですけ

れども、８億円、さっきちょっと町長から説明あっ

たのかもしれませんけれども、８億円というのは、

美瑛町が単独で資金手当するとは思われないのです

よ。少なくとも、半分ぐらいの、４億円ぐらいの国

費の手当があるのではないかと思うわけですよ。や

はり共同参加してつくった農業ダムですから、その

辺のところは、やはり承知しておられると思ってお

りますので、その点一般質問でも、きょうもこう

やって聞いているわけですけれども、大変長くなっ

て恐縮ですけれども、美瑛町は、自分もこの仕事に

かかわらせて御飯食べさせてもらったわけですけれ

ども、ダムつくるということで、美瑛町に水源地が

あったわけですね、美瑛町の。その補償工事で計装

からまるっきり美瑛町の市街上水道化したわけです

よ、補償工事で。そして、一度しろがねにかかわっ

た経過というのは、御案内のとおり里仁地区、江幌

地区の南部ということで始まったのですよね。それ

が大きくなってしろがねになったのですけれども、

非常にこのダムがあることに対して、美瑛町は極め

て有益的に歩んできていると。うちは、なぜかしら

富良野や美瑛の返上面積が申請で返上された。それ

によって上富良野が関係した、美瑛町に関係ないフ

ラヌイやめた。そして水が余ったからということで

売電するわ、しろがねダムから日新ダムに水落し

て、そして草分の一部の水田は保水するわ。美瑛町

は、いわゆる三沢地区の水分の保水を返上したわ。

何かしら上富良野町は後から後からついて行ってい

るようなそんな感じするわけですよ。だから少なく

とも、先ほど心強い町長のコメントありましたけれ

ども、ダムができたから発電できるわけですから、

そこで発電できる事業費８億円が、全額美瑛町で持

つとは考えられない。そこでまた国費で多くのお金

もらうと思うのですよ。その関係は、少なくとも共

同で歩んできた今日ですから、その動きに対して

は、関係町村長わかっていると思うのですよ。だか
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らその辺のところわかれば、町長もう１回話を聞か

せていただければありがたい。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚委員の御質問にお

答えさせていただきますが、まず受益農家の皆さん

方の対応につきましては、先ほどお答えさせていた

だきましたように、上富良野町としての離農者を出

さないように対応するための負担軽減策を上富良野

町独自で対応したということでありますが、美瑛

町、中富良野町につきましては、通常の対応で対処

していると。このことにつきましては、中富良野町

にも美瑛町にも波及をする課題でありましたので、

両町との調整をしながら、また私どもとしては、町

のしろがね関係の農業者との調整を並行して対応し

つつ、この対処をさせていただいたと。農業振興施

策として、上富良野町独自の対応をしたと。美瑛

町、中富良野町については、上富良野町のような軽

減対策は講じていないということで御理解を賜りた

いと思います。 

 それからもう１点、発電の問題でありますが、先

ほどもお答えさせていただきましたように、国費を

使い、あるいは道費を使い、その発電施設を美瑛町

負担で対応していると。中富良野町、上富良野町

に、その施設の負担はしていないというふうに私は

認識いたしておりますし、それが当然であるという

ふうに思っているところであります。 

 これらにつきましては、私といたしましては、発

電をすることによって、美瑛町がその言うならば応

分の利益をこうむるわけでありますから、我々とい

たしましては、中富良野町、上富良野町、美瑛町と

いたしましても、現在の基幹水利、ダム管理等々に

つきましては、それぞれの基準を持って、そういう

ような別な利用をしないで、畑総対応の中の基準を

もって美瑛町、中富良野町、上富良野町の負担率を

決めておるわけでありますが、特別にこういったも

のができてダムを利用するということであれば、そ

の部分については、先ほどもお答えさせていただい

たように、応分の美瑛町の負担をしていただかなけ

ればならないということで、今３町の調整をすべ

く、担当に指示をいたしておるところであります

し、中富良野町とも、そういった調整をしながら進

めていきたいというふうに思っております。 

 また、このダムの建設につきましては、私ども３

町の連合の中で、話し合う中で美瑛町がダムの建設

を取り進めていくというようなことで要望展開をし

ておることにつきましては、中富良野町も上富良野

町も承知をしていたということであります。 

 また、これは別な予測になるわけでありますが、

これからしろがねダムというものができ上がること

によって、美瑛町がそのダムを利用した観光施設だ

とかいろいろな部分で対応するものが出てくるとす

るならば、また委員御発言のように、そのダムをつ

くったことによって、いろいろな美瑛町だけが特別

な対応ができるとするならば、またダムの管理ある

いは基幹水利の管理等々についても、応分の負担を

していただかなければならないぞということは、私

も常に担当を通じ、また美瑛町長にもお話しを申し

上げているところでありますので、その点につきま

しては、御理解を賜りたいなというふうに思いま

す。 

 また、フラヌイダムの建設が中止されたと、その

一連の課題につきましては、これも関係する町村、

フラヌイは中富良野町が一番大きな負担率になる大

きな事業も抱えているわけでありますが、中富良野

町並びに上富良野町、美瑛町との３町の調整も図り

つつ、また国の状況等見きわめながら、しろがねダ

ムからフラヌイに給水するということで対処してい

ると。このことにつきましては、３町との調整の中

で国との調整を図って対応しているということで御

理解を賜りたいと。 

 他のことにつきましては、助役の方からお答えさ

せていただきます。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚委員の御質問

にお答えをいたします。 

 先ほど国営造成施設の関係で、歳入歳出に２００

万円程度の差があるのでないかというような御意見

であります。私、この辺率の関係申し上げませんで

したので、これについては国が５０、道が２５、そ

れから本町が２５％の負担ということになりまし

て、その差があるということでありますけれども、

いずれにしましても、これは受益農家にかかわって

くることでもありますので、やはり当然負担率とい

う問題もありますけれども、支出、維持管理に当

たっては、今福塚委員から御意見のとおり、十分意

見を踏まえて努力をしていきたいというふうに考え

ておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 福塚委員の現在の町の条例

の関係でございますけれども、この関係につきまし

ては、今回のしろがねの関係につきましては、徴収

ルートが変わったということで、この条例の適用が

ございません。ただ、現行条例の中におきまして借

入期間、いわゆる工種によって借入期間等明示して

ございます。それから利率も明示してございます。

この中において、５％という金利の明記がございま
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して、これらについては国の国営土地改良法に基づ

いた中で、それに基づいた中で、この条例を根拠を

置いて制定してございます。 

 今回このしろがねの関係につきましても、非常に

５％という今の金利情勢からいって、非常に高い情

勢にあります。そういう面につきましては、従来か

らこの国の方に何とかならないのかというそういう

要請行動もとりながら来ておりましたが、上富良野

町、このしろがね地区だけが５％を下げるというよ

うなことにもならないと。国全体でそういうような

ことを決めている中で、この５％はなかなか下がら

ない結果でございました。 

 そういう中で、現状は、この５８年に制定したこ

の条例の中で、国営土地改良法に基づいた中で制定

してきてございます。こういう中で、今回のしろが

ねの関係につきましては、新しい土地改良区を設立

した中に対応してきているということで、大きく変

化を生じてきてございます。こういう点を一つには

課題を解消していく点で、今日取り上げてきたとい

うふうに理解しておりますので、そういう点で、今

後その辺の動向を踏まえた中で、いわゆる国営の新

しい事業展開がそこに出てくるとしたら、そういう

ような措置がとれるかどうか、今後また見きわめて

いかなければならないのでないかなというふうに

思っているところでございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 町長、しつこいと思われる

かもしれませんけれども、この国営土地改良の関係

については、関係町村で首長さん初め期成会の面々

の方が、受益者負担の軽減ということで、５％何と

かならないかという運動をしてきた。その中にあっ

ての町長にお尋ねしているわけですけれども、うち

の町にあっては、町長の裁量権でもって行政配慮し

たと、そして意欲的にも今後の農業経営に携わって

いただきたいというような考え方であるわけですけ

れども、美瑛町は、では何ら行政配慮してないと、

こういう受けとめ方でよろしいですか、その１点お

尋ねして終わります。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） そのとおりであります。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） １１９ページの１９節農

業生産振興補助、私は農村再生特区ということで取

り組んでいて、しかし焦点がなかなか絞れなかった

のです。日本人は農耕民族でして、農業というもの

を大切にする心があります。あと二、三十年もすれ

ば、食糧危機が来るのかなというようなところで、

この前町民農園開設というのをしまして、どのよう

なことになるのかなと思うけれども、ああいいこと

やっているなというように思いまして、これは育て

る心というのが養われるのですね。 

 それで、けさの新聞に農業の方に、脱公共事業、

建設業者異業種参入ということでもって、北見で土

木造園業の会社がハーブを始めました。これでもっ

て再雇用の場を確保したり、これで２,０００万円

の売り上げを上げていると。 

 上富良野ちょっと考えてみますと、ハーブでもっ

て全国大会というのをやりまして、私はあれでもっ

て、いやこれは伸びていくなと思っていたら、何か

全然だめになってしまったのですよ。恐らくあのと

きやっていれば、この北見以上だったと思うのです

けれども、チャンスが逃げていっていますね、これ

で見ますと。 

 それともう一つは、遠別町の建設業者がカボチャ

をつくって、味も札幌のデパートから１級品と評価

されているということなのですよ。それで、ここに

あります農業振興ということに絡んで、地元の建設

業者も去ることですけれども、大手もいいのではな

いかと思うのですが、これが進めていくための、幸

いに北海道は農村再生特区を申請しているのです

よ、道としては。地域としては、まだ検討している

ところだと思うのですけれども、ぜひこの辺は農業

でしかやっていけないと思いますから、それでもっ

て農家だけでなく個人、それから株式会社、こうい

うようなものが一体となって農業を栄えさせていく

ということでもって、そしてやっていくに当たって

問題点あるのかなと、多分あると思います。この富

良野圏といいいますか、上富良野においての今言っ

た問題点、それから展望、そのことについてお聞き

したいと思います。 

 そして、これは私きょう出たばかりですから、こ

れは６月の一般質問でここへ研修に行ってきて、

しっかりと勉強してお聞きしたいと思いますが、今

さらっとでよろしいですから、先ほど言ったところ

のあたり、お聞かせいただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 今、梨澤委員の御

質問にお答えいたします。 

 予算の中にはあらわれておりませんけれども、町

で今農協とタイアップしながら、町民農園の開設を

今行おうとしております。内容的には、ひとつ地場

農産物に対する理解、それから農業への理解、それ

から収穫等の喜び、こういったものをひとつ町民の

皆さんに親しんでいただきたいなというようなねら

いでありますけれども、大きくこれはできない一つ

の制約、農地法による１,０００平米という一つの

壁がありますから、なかなかそれ以上することには
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いきませんけれども、そういうことでやりたいと。

ひいては、委員のお話しのように、やはりハーブの

今例を出されてお話しされておりましたけれども、

何かやはりそういうもので町内において、そういう

企業化されるようなものが出てくれば、私も一つの

方向性だなということは感じます。そういう意味

で、今回まず町民の方にそういったことを農業への

理解を示していただくというようなことでテスト、

試験ということで開設しておりますので、御理解を

賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） この町民への件につきま

しては、これは非常に育てる心というか、教育、子

供の教育にこれつながるのです。今、中学生ぐらい

から携帯持ってちゃらちゃらちゃらちゃらと、もう

そんな時代は終わらせなければならないです。土と

親しんで、そして育てる心、生き物なんだよ、生き

物は大事にしなければならないんだよというよう

な、そういうものにも通じるかと思いますので、こ

れが成功することになるように頑張っていただきた

い。 

 それから、先ほどのこの農業への異業種参入の、

それに当たっての、要するに障害となるようなこと

あろうかと思うのですけれども、これ私も６月まで

にはしっかり勉強しますし、気がつくところありま

したらちょっとお答えいただきたいなと思います

が。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（小澤誠一君） 梨澤委員の２点の

御質問にお答えします。 

 まず、町民農園にかかわっての話でありますけれ

ども、これらを通じて、やはり私は農産物の付加価

値をやはり高めていくこと、これがやっぱり重要だ

なというふうには考えます。その中で、先ほど申し

ましたように、そういう企業化されるなり、何かそ

ういうものが出てくれば、これはひとつ成功する一

つのものになるのかなというふうに考えます。 

 それから、異業種参入というか、新規就農、これ

らの方については、いろいろなケースがございま

す。教員であったり、あるいは建設業に従事した

方、そういった方が本町に問い合わせがあります。

しかし、やはり農業とは何かということも十分理解

できてない部分がございます。そういった方につい

ては面談をさせていただいて、本当に農業としてこ

れから研修も積まなければなりませんけれども、考

え方を十分お聞きして、ああやっぱりそういう意識

があるのだなということであれば、指導農業士だと

かおられますので、そういうところにひとつ入って

いただいて、営農技術その他を身につけていただく

というようなこともやってございます。 

 あと、課題となるところは、本当にいよいよ土地

を所有して、農業を始めるということになりますけ

れども、先ほど申し上げましたように、農業におい

ては、いずれにしても初期投資が莫大にかかるとい

うのが一つあります。土地を求めます。施設もつく

らなければなりません。こういうようなことから、

いずれにしても最終的には資金面で大きな壁になる

と。これらについても、できる範囲が限られてきま

すので、この辺をどのようにしてクリアするか、い

つも頭を悩ませているところでありますけれども、

何とかやる気があって就農されたいという方につい

ては、やはり受け入れするべきだなということで考

えてございます。 

○委員長（久保田英市君） ５番吉武委員。 

○５番（吉武敏彦君） 私は、広域農協と農業振興

課のかかわり方について、若干町長に御質問をいた

します。 

 これは防衛庁補助にかかわる諸施設設備あるいは

機械等についてでありますが、これが１００％補助

ならばよろしいのですけれども、これをできた段階

において、広域農協にすべて任せてしまうと、それ

で向こうの運用に任せるというのではなく、これは

あくまでも上富良野町の財産であり、備品であると

いうふうに私は思うのですけれども、これは維持管

理は町でしっかりして、そして農業振興課は上富良

野の農家のための振興課でありますので、上富の農

家が利用する場合は、こういう条件で利用してくだ

さいと、また広域農協にも門戸を閉ざすものではあ

りませんと、こういう条件のもとでどうぞ御利用く

ださいと、逆に農協にそのように申し込んでやる方

が私はベターではないかと思うのですけれども、町

長、その辺はいかがお考えでしょうか。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ６番吉武委員の御質問にお

答えさせていただきますが、今防衛施設庁の防衛予

算をもって農業振興施策、周辺の整備を図っている

ところでありますけれども、今つくります麦の乾燥

施設の件だと思うわけでありますが、今まで防衛施

設庁から防衛庁の予算でコンバインだとか脱穀機だ

とかいろいろなものを購入しておりますが、これは

事業主体は上富良野町でなくて、事業主体はＪＡ、

農協さんがやると、上富良野町は補助金の通過する

だけということでありますので、資産だとか財産形

成は、事業主体のところに相なるということであり

ますので、御理解を賜りたいなと思います。 

 基本的に防衛予算でそういった施設ができ上がる

ということにつきましては、地域の農家の皆さん方
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のためになる対応をＪＡさんに図っていただかなけ

ればならないと。そのようなことにつきましては、

今後もＪＡさんに申し入れしながら、その対応をし

ていただくようにお話を進めていきたいなというふ

うに思っていますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） ５番吉武委員。 

○５番（吉武敏彦君） おおむね了解しますけれど

も、施設が建ったあと、その土地については賃借料

とか、そういうものがいただけるかどうかお伺いし

ます。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） お答えさせていただきま

す。 

 今建設するところは、土地は町の土地でありませ

ん。ただ、建設すれば、今後固定資産税をいただく

と。これは当然にして固定資産税を町がいただくわ

けであります。今後の地域農業の振興策として考え

るならば、この固定資産税をいただくということも

含めた中で、麦作付農家に対する町としての行政支

援をまた考えるべきものが生じてくるのかなと。こ

れらについては、課題として検討したいなと思って

います。 

○委員長（久保田英市君） ５款、６款のまだ質疑

があろうかと思いますが、一般会計予算の最後に、

一般会計全般にわたっての質疑の時間を持っていま

すので、これで５款、６款終わりたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 説明員が交代いたしま

すので、自席で少々お待ちいただきたいと思いま

す。 

 次に、歳出、第７款、１２６ページから１３１

ページまでの質疑に入ります。 

 １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） 私は、５点ほどお伺いした

いと思います。 

 １２７ページの１９節、その最後、商業振興事業

補助１,３００万円組んでありますが、これはどう

いうような考えで、ことしの方針を教えていただき

たいと思います。 

 次、１３１ページ、１３節の委託料のところで登

山コースの整備、これはどこを指しいてるのかお伺

いしたいと思います。 

 次は１４節の使用料及び賃借料のところでござい

ますが、遊歩道敷地使用料、これもどこを指してい

るのかお伺いします。 

 次、同じ１４節の中の旧白銀荘敷地使用料。 

 次、１５節の翁公園内の園路補修、この５点をお

伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １４番

徳島委員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目の１９節１,３００万円、商業振興

補助でございますけれども、これに関しましては時

限立法の５年ということで、本年度１５年には３年

目を迎えるわけでございます。 

 内容としましては、今商工会の方で取りまとめを

鋭意進めております。その件数が、今のところ９件

というふうにお伺いしております。それで、それら

に見合う金額ということで１,３００万円というこ

とで予算を計上いたしたところでございます。 

 それから、遊歩道と白銀荘の敷地使用料の件でご

ざいます。これは御存じのとおり国立公園内でござ

いまして、国から土地をお借りして使用をいたして

いるところでございます。今全部合わせますと約２

万４,９８６平米ほどございます。これらの使用料

をお支払いするものでございます。 

 それから、翁公園の園路整備でございますが、一

昨年、国の緊急雇用対策の事業を受けまして、翁公

園内の下刈り、笹、雑草の整備を進めてまいりまし

た。そのときに、相当経過してますことから、園内

にあります木橋の橋だとか、散策路においては湧き

水が出て散策路が荒れているとかいったようなこと

がありまして、本年はそれらの園路整備としまして

園路３００メートル、それから路盤工を３９８メー

トル分、それから木橋の取りかえ、それから湧き水

等の排水溝の部分の工事ということで、それにかか

わる諸費用を計上いたしたところでございます。 

 それからもう１点、コース整備の部分でございま

すが、これにつきましては旧噴火口、凌雲閣の前か

ら旧噴までの部分のコース整備ということで費用を

上げております。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） １５節の翁公園のちょっと

説明がないのだけれども。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 徳島委

員の御質問にお答えします。 

 翁公園の園路補修の内容でございますが、先ほど

もちらっと申し上げましたが、昨年行いました下

草、それから笹刈りの跡を受けまして、園内にあり

ます施設が傷んでおりますことから、それらの散策

道の整備、それと木橋の取りかえ、それから湧き水

等の措置といったことの事業費を６８万７,０００

円を計上いたしたところでございます。 

○委員長（久保田英市君） １４番徳島委員。 
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○１４番（徳島稔君） この１２７ページの商業振

興事業補助のところ、昨年はどのようになっておる

のか、これ私も勘違いかどうか知らないけれども、

１戸最高５００万円までという趣旨でないかと思う

のですけれども、１,３００万円で９戸ということ

になったら、大した金でないのだが、これ５００万

円までの行く人がいないのかどうか。昨年は１,８

００万円組んでありますが、これはどのようになっ

ておるのか、昨年のことをちょっとお聞かせ願いた

いと思います。 

 次、登山コースの整備、この辺はわかりますが、

私は言いたいのは、旧白銀荘の使用料のことはよろ

しいのですけれども、この旧白銀荘は平成８年、９

年にやったとき、この旧白銀荘は壊すというような

ことでスタートしているわけでございます。それで

新しい白銀荘は年間７万ということで、まあスター

トしたわけでございます。私は７万の人口といった

ら、なかなか入らないのでないかと思ったわけでご

ざいますが、おかげさまをもちまして、６年弱たっ

たときに１００万人というようなことで、非常に成

功したのでないかと私は考えておるわけでございま

す。 

 それで、できた時点で、この旧白銀荘は壊すとい

うことでスタートしたわけでございますが、そのう

ちに道が記念に残したらいいとか、いろいろな話が

ありますが、お金もくれないで、ただ残せ残せと

言っても私は残せないと、こういうふうに言ってい

たのですが、いまだに壊してないわけです。そうす

ると、７年前に壊せば何ぼかまだ安く壊せたと思う

のですが、いまだに壊れてないわけです。それは

ずっと毎年毎年これを伸ばして、自分の代終わるま

で壊さないでいってずっと行くのか、それともこれ

壊すのか、これやっぱり自分で判断しなければ、こ

れ相手いないことですから、この辺はやっぱり今の

町長が、今の白銀荘の新築にテープ切ったわけでご

ざいますから、この後始末を私は打ち出してもらい

たいと、私はこう思っておるので、壊すのなら壊

す、壊さないなら壊さないと。 

 費用をかけてそれを置いといて、あの広場も何か

壊した方がさっぱりするように思うのですけれど

も、また何かに使い道があるのか、また道から金が

来るのか、その辺を私はお伺いしたいと思います。 

 次、この翁公園内の整備でございますが、２０年

前には、ひとつバーデンの温泉もできておるし、公

園ということで２０年前に議会全員で歩いたことあ

るのですよ。カミホロ荘からバーデンのところま

で。そうすると、あの傾斜面は、まずあそこ２キロ

ぐらいあるかなと私判断しているのですけれども、

その辺の１キロぐらいは傾斜面です。そして、あと

１キロぐらいが公園みたいになっているわけです。 

 それで私は言いたいのは、あのころ金かけたのだ

けれども、今はどれだけの１年に人が利用されてお

るものか、そして今現在はバーデンが閉鎖されてお

る。そうすると、私はそれをただ生かしているとい

うだけで、まず動物に例えたら、生きているという

だけで、私は前へ進んでおらないような気がするわ

けです。それでお金をかけるのならがっちりかける

とか、やめるのならやめるとかしなかったら、私は

こんな６０万円や８０万円あそこにかけてもです

よ、ただ気休め程度のものしかできないと。 

 正直言って、あの傾斜面だったら、ひとつ１人や

２人で歩いておりてこれませんわ。手入れもしな

かったら、笹が深くて。下のちょっと広っぱへ来て

公園らしくなっておりますが、かけるのなら、私は

こんな６８万円ぐらいなら私はかけない方がいいと

思うのですよ。かけるのならがっちりかけるとか、

バーデンも今閉鎖しておりますわ、今現在。これは

個人ですから、私はどうのこうのと言えませんけれ

ども、私は見るのには、やっぱりバーデンやってい

ただいて、本当によかったなという時代もあったの

ですけれども、やっぱり私は町がやっぱりこれ、こ

のバーデンを押さえたような気もするのですよ。カ

ミホロ荘はよくなる、こっちに白銀荘はつくる、真

ん中に挟まれて浮いてしまったような気もするので

すよ。だからその辺の考え方、これからのあそこの

公園からバーデンの辺から全部考え方をひとつき

ちっと精査をしてスタートしてもらいたいと、私は

こう思っておるのですが、その辺の考え方は、町長

お聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 徳島委

員の３点の質問だと思いますが、お答えさせていた

だきます。 

 まず１点目の白銀荘の経過でございます。確かに

今委員おっしゃったとおり、白銀荘ができたときに

いろいろな利用の仕方ということで、道、それから

環境庁等の方にも、その利用についてのお願いをし

てきた経過がございます。その後、いずれにしまし

てもそういった関係庁の協議がまとまらなく、今ま

での質問に対しましては取り壊すという方針で議会

でも答弁をしてまいりました。 

 これにつきましても、本年も非常に財政が厳しい

わけでございまして、本年ちょっと予算計上ができ

ませんでしたのですけれども、１６年度におきまし

ては、これらの予算を確保して取り壊しをしていき

たいというふうに考えておりますので、御理解いた

だきたいと存じます。 



 

― 22 ―

 次、２点目の翁公園の整備に関しての御質問でご

ざいます。先ほども申し述べましたけれども、平成

１４年度におきまして、緊急雇用対策事業におきま

して、広場と、それから先ほど議員おっしゃいまし

た散策路、コース、バーデンからカミホロ荘、カミ

ホロ荘から凌雲閣までのコースが２コースあるわけ

でございますが、これらの整備をしてまいりまし

た。 

 今の観光といいますか、方々は体験型といいます

か、健康志向、ウォーキングといったものが最近主

流となっておりまして、バーデンの横から見る景

色、またはそのコースが非常にすばらしいというこ

とで、早くあそこも元通りに整備して、そういった

人たちに利用をさせるべきだということもありまし

て昨年実施し、また、ことしそれらに伴いまして、

施設の傷んでいるところを最少の経費をもって直し

ていくといったことで考えてございますので、御理

解をいただきたいと存じます。 

 それから、利用は何人ぐらいあったというふうな

御質問がありました。確かに今までのあの状態で

は、ちょっと利用ができないようなそんな状態の感

じでございまして、利用につきましてはないという

ふうに認識しております。 

 また、バーデンが今現在閉鎖、休業いたしており

ますけれども、これにつきましてもことしの６月ご

ろには、経営を再開したいといったようなことで申

し出を受けておりすので、そうなれば、その公園と

一体となった利用がまた促進されるものと思ってお

ります。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 商工係長。 

○商工係長（野崎孝信君） １点目、１４番徳島委

員の御質問の商業振興補助の関係でございますが、

１４年度確かに１,８００万円の予算ということ

で、現在のところ約１,６００万円の予算の支出を

見てまして、個性化支援、いわゆる個店の補助等に

５件、共同化に１件という、合計６件であります

が、これに対しましてことしの１,３００万円の予

算措置でありますけれども、課長先ほど９件という

こで御説明したわけですが、町の方としては、商工

会と連携をとりながら、希望者の意向等を常に把握

をしておりまして、それらについてことし１５年、

１６年、１７年、残された３カ年の中で、これらの

事業の希望件数が約９件ということで、これら約

４,０００万円ほどの事業費を聞いております。こ

んなようなことから、なるだけ確実性の高いものを

年度当初の方の予算措置ということで、１,３００

万円措置させていただいたということで御理解いた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） これ１,３００万円で、去

年のやつが２００万円残っているということだと思

いますが、これ利用者がもう少しあれば、補正でも

４,０００万円まで出すということですか、その辺

をひとつお聞かせ願いたいと思います。これで１,

３００万円で終わりなものかどうか、補助出して、

またそういう方がおられればふやしていくという考

えか、その辺の考えをひとつお聞かせ願いたいと思

います。 

 次、この白銀荘は来年、１６年度で壊すというこ

とだと思います。この辺は私も了解をしましたが、

この公園は私はどうも、今１人もいないというよう

なことで、これを１０人なり１５人なり利用する方

が出たということになるならば、これくらいの金で

は私ならないのでないと思うのですよ。正直言っ

て、６０万円、８０万円で本当に歩く幅、１０セン

チか２０センチの幅をきれいにしてがけをおりてく

ると。公園内だって、ただ水が出ている、何ぼかぬ

くい水が出ているというだけで、人がわあっという

ようなことになかなか私はなり得ないと思うのです

よ。 

 それで私は思うのは、もう少しこれを規模を小さ

くしてしっかりして、下の方なら下の方だけきちっ

としてやったらどうかと私は考えておるわけです。

その点をひとつ、ただやったやつ、火を消すわけに

いかないからといって、まあまあ少しでも少しでも

と、少しくらいのお金を注ぎ込んでやってますやっ

てますでは、私はどうも先行きが不安だと私は思う

のですよ。しないのならしない、するのならする

と、どうにかこうにか生かしている程度だと私は思

うのですよ。それでもう少し規模を小さくして、

しっかりした公園なら公園と言えるように私はして

いただきたいと思うわけです。 

 バーデンも、今お話聞くと、６月からまた再開し

て、またやっていただけると。あの山を少しでも栄

えるように、皆さん民間の努力もいただきながらし

ていきたいと、私はこう思っているので、その辺の

考え方をひとつお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １４番

徳島委員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の商業振興条例についてでございま

す。今、１,３００万円の枠を超えて利用者がやり

たいと言っていた場合どうするのだというふうなこ

とかと思います。 

 まず、その利用者の方につきまして、年次をずら
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してもできるかできないかということの調整も図り

まして、どうしても今年度に着手したいということ

であって、なおかつうちの今ある現行予算に不足を

来す場合におきましては、補正対応をして実施した

いというふうに考えております。 

 それから、２点目の翁公園におきます利用の件で

ございます。確かに今まで、先ほど申しましたとお

り、相当手入れがされてませんで、利用する方に

とっての利用条件としては、悪かったわけでござい

ますが、ことしの事業におきまして相当きれいに整

理されました。今計上してます修理費をもって整備

をすれば、当面利用者にとって大した不都合もなく

あの辺の公園の利用、あるいはバーデンないし凌雲

閣までのコースの部分についての散策が可能という

ことでございますので、バーデンの再開も含めまし

て、多くの方に利用してもらうようＰＲに努めてま

いりたいというふうに思っております。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） １２９ページ、１点お伺い

いたしたいと思います。 

 １９節、大雪十勝広域観光開発推進協議会負担金

７万円、これについてですけれども、御案内のとお

りリゾート法が制定されて、地域指定を受けて国民

保養地として、大いにその観光地としての整備を図

ろうという趣旨で、この協議会ができたと思うので

すけれども、その後バブルがはじけて、なかなか思

うようにこの協議会の仕事も進まなかったという経

過にあると思うのですよ。平成１２年、この関係に

ついて質問いたしました。当時担当課長、小澤課長

でありましたけれども、小澤課長の答弁では、この

会については、来年発展的な解散をするのだという

ことで経過して、１３年出てきました。黙認してま

した。１４年出てきました。黙認してました。本年

また出てきました。 

 このことについて、最近の町財政を考えてみると

きに、町長はいつもお金がないと言っているわけで

すから、だとするならば７万円といえども、やはり

粗末にできないと思うのですよ。ついては、このよ

うな会計全体眺めて、有名無実の団体については、

勇気を持って、庁内には政策調整会議だとかシンク

タンク的な会議があるわけですから、この際加入、

脱退を含めて検討される必要があるのでないかと思

いますが、町長の見解を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ３番福

塚委員の御質問にお答え申し上げます。 

 委員御質問の大雪十勝広域観光につきましては、

これは趣旨が大雪山国立公園を取り巻く上川の圏

域、それから十勝圏域の市町村が合同でそういった

十勝岳の国立公園を利用した観光振興をしていこう

といった集まりでございまして、上川支庁管内、十

勝市町村管内の３市２２町村で運営をいたしており

まして、観光パンフレットだとか旅行会社の記者の

招聘だとか、インターネットの情報発信といったと

ころの業務を行っているものでございます。 

 それから、次にお聞きになっておられましたリ

ゾート関係でござました。これは名前がややこしい

のでございますが、北海道富良野大雪リゾート整備

推進協議会ということで、委員おっしゃられたとお

り、過去にこういった協議会ございまして、負担金

も払っておりましたが、これにつきましては、平成

１３年だと思いますけれども、廃止はしないもの

の、負担金等の徴収はしないと。いわゆる休止をす

るということで、事務局持っております道の方の意

見もございまして、１３年以降はこの活動はいたし

ておりませんし、負担金も計上しておらないという

ところでございますので、御理解をいただきたいと

存じます。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） ７款商工費、１９節、１

２９ページのところで、負担金補助及び交付金のと

ころでございますけれども、ここの中でかみふらの

十勝岳観光協会運営費補助１,８４９万９,０００円

でございますけれども、何カ月か前に上富良野の十

勝岳観光協会の方と私どもと話し合いがありまし

て、ほかの議員さん方も１２名、大勢出ておられま

したけれども、多分お聞きかと思いますが、その現

在の状況等をお聞きしたのですけれども、その中で

公園トイレの清掃等につきまして、何かこれは観光

協会の本来の仕事ではないと。それで、しかし人件

費の都合で仕方なくやっているのだと、こういうよ

うな話をちょっとお聞きしたかと思うのですけれど

も、そういうことでやっていただいているのでした

ら、やっぱりトイレの清掃が十分でないような話も

ちらほら聞いたことがあるのですけれども、果たし

てそういう方の話というのは、どういうふうになっ

たのでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 村上委

員の御質問にお答え申し上げます。 

 御質問のありますかみふらの十勝岳観光協会にお

きましては、公園等々のトイレの清掃管理委託を受

託しているところでございます。御承知のとおり、

昨年伊藤会長にかわられまして、いろいろ組織的な
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整備をして組織の立て直しを図ってまいりたいとい

うことで、いろいろな事業の見直しが行われている

ということでございます。その中におきまして、そ

ういった話題も上がってきたものでございますけれ

ども、一応１５年度につましては、そういった受委

託についてもこれまでどおりということでございま

すけれども、目的としましては、今村上委員がおっ

しゃったとおり、観光協会本来の活動に持っていき

たいということでございますので、それらの意を含

めまして、委託につきましてはそういった方向に改

めてまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 関連になりますが、１２

９ページのこの補助、観光協会の。観光協会という

のを考えてみますと、協会が設立されました。そし

て、ハーブの全国大会というのに、これ非常に発展

していく上においてよかったのか、私なんかも佐賀

の人と一緒に話したりしましたですけれども、そう

いうことで伸びるのかなということで思っておりま

したけれども、その後役員の総入れかえがあって、

これ人脈が切れたわけですよ、すっかり。そのとき

せっかく全国の役員が上富良野に集まって、上富良

野の役員と交流できた。議員とも交流ができた。そ

れが全部終わってしまったのですね。これで切れて

しまった。 

 そしてもう一つ、日の出公園にすばらしいハーブ

のいろいろな種類を、あれにずっと植わって、これ

どういうぐあいになるかなと楽しみながら私は散歩

道にして見ていたら、次の年、町長も私と並んでラ

ベンダー祭りのとき一緒に見たと思うのですけれど

も、もうすっかり荒れ地になって、何でこんなんだ

と町長みずから言うぐらいな状況になっていたわけ

ですよ。それで、要するにそれでハーブ全滅です。

役員全滅、ハーブも全滅。それでその後、今同僚議

員が言いました懇談会昨年ありまして、議会と観光

協会と懇談をしたいという申し入れを受けまして、

今言われたような話でもって、私はそのとき言った

のです、自信を持ってやっていただきたいと、堂々

とやっていただきたい。 

 そして、その役員が何言ったのか知らないけれど

も、総入れかえになるような、そういうような規則

はだめなんだと、かえなさいと、私はあれでもって

観光協会の会員だったのを、ばかばかしくてやめた

のだ、そういうぐあいに言いました。観光協会とい

うのを設立して、ここは十勝岳からずっと占冠ま

で、大雪山も含めて観光に、北海道の最高のところ

だと思います。 

 それで、観光は育てていかなければならないので

す。これ町長がかわろうが何しようがですよ、それ

から行政の方も、執行する職員の皆さんもその気持

ちは持たなければならないと思うのですよ。 

 あそこの日の出公園がばっとなくなったというの

は、それはもう職員の皆さんがやったと思うのです

よ、計画でもって、すっかりなくなって。そういう

ことでは絶対に育たない。これ観光協会の総会のと

きには、富良野から始まって、富良野、中富良野、

それから美瑛、東川、全部研修に来てます。全部研

修に来て、そしてその後富良野は観光協会ができて

いるのですよ。上富良野を模範にしてつくられてい

るのですね。そして、今はもう富良野の方がかえっ

て盛んになってきつつあるのではないかと思いま

す。 

 そういうことでもって、これは町長以下町民、議

会も当たり前です。みんなでこれはもり立てていか

なければならないと思うのですけれども、こうやっ

て役員総入れかえになるわ、実際にさっき言った

ハーブですけれども、北見の方ではそれが生きてい

て今雇用にもつながっているし、農業関係の活性化

にもつなげていっていく、そういう切り口にもなっ

ているわけなのですよ。それが、もうばっとお釈迦

になっているわけです。 

 これは町長、観光協会相当な痛手を受けたと思い

ますよ。あれですっかりだめになったのですから。

これは町長どのようにお考えになっているか、観光

協会これからどうしてやろうかという、その辺は

やっぱり町長がしっかり方針を持って面倒を見てい

かなければならないと思うのですよ。協会が設立さ

れた、その辺から始まっていると思うのです。せっ

かくつくったものをつぶすようなことであるのであ

れば要らない。要らないということに絶対ならない

のです。ということでもって、この十勝岳観光協会

というものについて、町長どのようにお考えになっ

ていかれるか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番梨澤委員の御質問に

お答えさせていただきますが、委員おっしゃるよう

に、上富良野町の観光協会が法人格を持ったと、こ

れは富良野沿線でトップを切って法人格をとったわ

けであります。当時、私も観光協会から法人になる

ときの担当をさせていただいた経緯から思い起こし

まして、当時法人格を持つということで、一個の法

人として、観光協会が地域の観光に大いに寄与して

いただけるものと、大いに期待をいたしておりまし

たし、今も期待をいたしているところであります

が、ただ今委員がおっしゃるように、いろいろな内

部のいろいろな課題を抱えているということであり
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ます。そういう状況でありますけれども、行政とし

ては、観光協会の対応に、地域の観光に支援をする

というのは当然でありますけれども、法人格を持っ

た一個の組織でございますから、行政が関与すると

いうことは、行政指導をするということは避けてい

きたいと。しかし、観光協会としての本来の活動を

展開していただきながら、地域の観光に貢献してい

ただけるような組織になっていただきたいなという

ふうに願って支援策をも講じているところでありま

す。 

 ただ、先ほど村上委員からも御質問ありましたけ

れども、役員がかわることによって方向が変わって

くると。さも行政がトイレの清掃をしてくれと言っ

ているかのように受けとめられると、これは心外で

ありまして、他の組織がしなければならないものを

観光協会がなぜこの委託事業をやるのだという御指

摘を受けながらも、観光協会として収入を上げるた

めにやらせてくれということがあって、実施をさせ

ていることでございまして、決して観光協会さんに

無理強いさせているわけではないということで、そ

の当時の役員さんはさせてくれて、今の役員さんは

これは何で行政こんなものさせるのという、こんな

ことまでさせてという、その考え方の違いというも

のがあるわけでありますから、今先ほど担当課長が

言ったように、今観光協会として、今新たなまた改

革のときだなと。ですから、ひとつ今の役員さんの

中でこの観光協会がいかにあるべきか、従前やって

きた事業というものも全面的に見直しながら、これ

からの観光協会としての方向性をみずからが改革し

て、みずからが対応していただくと。そして、それ

に対して行政が支援していくということを今後も続

けていかなければならないというふうに思っており

ます。 

○委員長（久保田英市君） ７款の質疑、これにて

終わりたいと思います。 

 午後から、８款、９款に入りたいと思いますの

で、よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） それでは、昼食休憩と

いたします。 

──────────────────                
午後 ０時０２分 休憩 

午後 １時００分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 昼食休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 委員長よりお願いがございます。答弁される担当

の職員の方、専門職の方が答弁されてもよろしいと

思いますので、進行上お願いをいたしたいと思いま

す。 

 それでは、次に歳出、第８款、１３２ページから

第９款１４５ページまでの質疑に入ります。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） １３９ページ、第８款土

木費の８節の報償費、景観条例制定アドバイザー謝

礼金の３０万円でございますけれども、これにつき

ましてちょっとお伺いしたいと思います。 

 このことにつきましては、何人かの議員の方が質

問され、景観条例の策定の運びになったということ

は、大変よかったと思っているところなのですけれ

ども、この謝礼金でアドバイザー、町長が執行方針

で述べられてますのは、昨年度実施した町民の景観

に対する意識などの調査結果をもとに、平成１６年

度の施行を目指し、単に規制や賞罰を規定するもの

ではなくて、協議とか誘導、協働を柱に据え、かか

わりの深い産業関係者の方々を初め、町民の参加を

得ながら制定の作業を進めてまいりますと、こうい

うふうに述べられているのでございますけれども、

どうも昨年は１１０万円ぐらい予算かけまして、町

民の意識調査というのでしょうか、そういうのもい

ろいろやられましたし、またいろいろな方を呼ばれ

まして、アドバイスなんかもいただいたのでないか

と思うのですけれども、では、ことしは１６年度制

定に向けて、その運びにと思っておりましたら、こ

のアドバイザーの方に謝礼として３０万円、これそ

のほかとなっておりませんので、条例をにつくるに

当たって、この予算の中に町民の参加していただく

会議費ですとか、かかわりを持つ産業関係の方たち

の会議の費用なんかも、もちろん含まれていないと

思うのですけれども、どうしてもそのイメージ的に

は、またこういう人を呼んで、この人のアドバイス

でもって決まっていくのでないかなというようなイ

メージがわいてしまうのですけれども、そこら辺は

町長が述べられている町民の参加を得ながらという

ところとどのようになるのかなと思うので、ちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町並み推進係長。 

○町並み推進係長（辻剛君） ただいまの村上委員

の御質問にお答えしたいと思いますが、この景観条

例アドバイザーの報酬といいますのが、平成１５年

度におきまして、町民の方も集まっていただいた中

で、策定委員会をつくった中で条例をつくってい

く。その過程の中で景観というのが、やはりかなり

専門的な地域を要するものというふうに認識してお

りまして、その策定委員会の中で、町民の人方が集

まって話し合うことのコーディネイトですとか、そ

ういう部分についての役割を担っていただきたいと

いうことで、予算、報酬という形でつけさせていき
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ました。 

 昨年も一応調査費と、あと講師の派遣ということ

で、１４年度におきましては、町民の皆さんを対象

にした景観条例に関する講演会等の講師に対する謝

礼というようなことで予算づけしておりましたが、

平成１５年度におきましては、またちょっと違った

形で、そういう町民の人方が集まる会議の中に来て

コーディネイトをしていただく役割と、あとあわせ

て条例の中に、やはり公共事業の中で、いかに景観

に貢献することができるかという観点から、職員を

対象としたそういう公共事業によって景観に貢献す

る、そういうような知識の習得の場といいますか、

そういう研修の場にアドバイザーの方来ていただい

てお話をしていただこう、このような大きく二つの

趣旨で、この３０万円という報酬費を組まさせてい

ただきました。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） この中にそういった関係

の費用も入っているということで今わかったのです

けれども、これ謝礼として３０万円払うのかなと、

こう思ったのですよ。それで、今そういったところ

に呼んでということで、わかりましたけれども、昨

年も１１０万円ぐらいかけてますのでね、こういっ

たもろもろの調査関係にいろいろとお金かかってま

すので、ぜひ上富良野町に即した景観条例をつくっ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○委員長（久保田英市君） 答弁はよろしいです

か。 

 １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） 私は１４１ページ、１節の

報酬の町営住宅の管理人９人、１８万４,０００円

とこう出ておりますが、この９人の管理人はどうい

う人で、どういう管理をしてるのかちょっとお尋ね

したいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １４番

徳島委員の御質問にお答えを申し上げます。 

 公営住宅の管理人についての御質問でございま

す。この公営住宅の管理人につきましては、町の条

例の中に定めがございまして、各公営住宅の団地に

管理人を配置するということで、現在９団地、９人

の方を選んで、その任に当たっていただいておりま

す。 

 任期につきましては、３年ということになってお

ります。 

 それから、これらの方の活動につきましては、そ

の団地といいますか、公営住宅内の環境の整備と

か、その中で団地生活が円滑に進めるようなことで

ね、その任に当たっていただくということが主な任

務となってございます。 

 その報酬でございますけれども、定額と戸数割り

というふうな二本立てで考えておりまして、定額に

つきましては年６,０００円、あと戸数に応じまし

て、５区分ございまして、５,０００円から２万５,

０００円というふうな区分の中でお支払いをいたし

ております。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） 今課長の説明でわかりまし

たが、この９人各団地に１人ずつおられると、こう

いうようなことだと思いますが、私が聞きたいの

は、緑町団地、これ建てかえをするのだかしないの

だか、四十何戸の戸数あるところに、今現在入って

いるの１０人ほどなわけでございます。そうした

ら、あとずっとこれ空いているから、この緑町に対

しまして、これ建てかえをいつするのか、どういう

ふうになっているのか、その辺をお伺いしたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １４番

徳島委員の御質問にお答え申し上げます。 

 緑町団地につきましては、町で一番早く公営住宅

が建てられておりまして、古いものは昭和３６年、

新しいものでも昭和４２年ということで、もう住宅

の耐用年数が参っておりまして、建てかえにつきま

しては、数年前から地元に入りまして、建てかえに

ついての御理解をいただくということで進めてま

いっております。 

 御承知のとおり、その中で何名かの方がどうして

も町の建てかえには応じかねるといったような実態

がございまして、これまで建てかえが進まないとい

うことでございます。 

 ここには４２戸の戸数がありまして、町のそう

いった建てかえの理解をしていただいて、新しいと

ころに移っていただいた方が３０名ほどおられまし

て、今現在１２戸の方が、まだそこで生活をなさっ

ておられます。町としましても、これらの立ち退き

をさせないと公営住宅の建てかえが進んでいかな

い、いわゆる公営住宅に入ろうとしている方が、そ

れだけの戸数がないことによって、また希望に添え

ないという形になっておりますので、一刻も早くこ

れらの方々を説得して建てかえをしてまいりたいと

いうふうに思っておりますので、御理解いただきた

いと存じます。以上です。 
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 答弁漏れがございました。建てかえ年度につきま

しては、町としては合意が得られ次第、早急に取り

かかりたいということで、１年も早くということで

考えております。 

○委員長（久保田英市君） １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） 今課長の説明で大体のこと

はわかりましたが、これはもう私は相当前から建て

かえするというようなことで、町側としては決めて

おられるのでないかと思うわけでございますが、こ

の中で３年や５年前に入って、そして了解を得られ

たらということは、町としても四十何戸もあるとこ

ろを、５戸や１０戸の人が入っておられるからとし

て建てかえできないできないと、得られたら得られ

たらということは理解しますが、これどこら辺まで

理解得られるものか。町としての考え方、また１０

年も理解得られなかったら１０年もいくのか、ここ

二、三年で１６年、１７年までにやろうというの

か。 

 その理解を得られるというのは、役員さんも今お

伺いしたらおりますので、その役員さんとよく話し

合って、そして私は１日も早く建てかえするのなら

するとか、しないならしないでこれ全部入れておく

とか、私はそういうことをしていただきたいと思う

のですよ。何だかこれだけの空き地あると、何だか

物騒でどうもならないと思うのですよ。 

 それで、４２戸もあるところ、５人や１０人入っ

ているので、それで理解得られない得られない、ど

こら辺までその理解得られないのか、今までこれ何

年建てかえすると、町で判断してから何年たってい

るのか。私は、もう５年も先からたっていると思う

のです。それで５年前から建てかえしなければなら

ない、人は入れれない、出したのだ、そう言ってい

るかと思ったら、まただれか１人入れたとか。私は

それ入った人はいいけれども、保証人もおられる

し、役員さんもおられるのだから、やっぱり理解し

てもらって、きちっと町としても目標を立てて私

やってもらいたいと思うのです。１軒か２軒でも得

られなかったらまた延ばしていくのか、その点の考

えをしっかりお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 徳島委

員の御質問にお答え申し上げます。 

 ここの建てかえ計画につきましては、平成１２年

ということで目標を定めて進めて参ったところでご

ざいますが、委員御承知のとおり、なかなか説得に

応じてもらえないということでございまして、法的

には強制執行もできるわけでございますけれども、

町としても、そこまでしてまで建てかえを進めるこ

とはどうかということで、一番いいのは納得を得て

建てかえをいたすことがベターだということで、今

日まで至っていることは事実でございます。 

 また、委員おっしゃるとおり、除雪とか防犯上と

かいろいろな面で空き家が点在するということは、

環境的にも好ましくなく、今誠意持って、また早急

に建てかえに同意してもらうべく努力を重ねてまい

りたいというふうに思っておりますので、御理解い

ただきたいと存じます。 

○委員長（久保田英市君） １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） よくわかりましたが、これ

を理解を得られたら得られたらと言うけれども、こ

の辺、私はどうも理解、今まで１３年間も４年間も

理解得られないものが、そんな簡単に理解得られな

いと思うのです、ことしや来年では。その辺のやっ

ぱり担当者として、２年間とか３年間とか、そのう

ちにはこういうふうにするとか、５年ぐらいかかる

のだとか、そこら辺を私はきっちりつかんでもらわ

なかったら、ただ理解得られないから得られないか

らと、毎年言わなければいけないようなことでも私

はいけないのでないかなと、こういうふうに思うの

で、ひとつ担当者も努力されて、１日も早く理解を

していただけるように努力してもらって、私はこの

緑町の公住を新しくしていただきたい、こう私は

思っているものでございます。その辺はよろしくお

願いします。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 思いは

委員と同じでございます。 

 また、住んでいる方については、民法上の権利と

いうものもございます。ありますが、今前から述べ

てますとおり、もう相当古く、施設的な部分の下水

もまだ接続もなく、そういったライフラインの整備

もおくれております。一刻も早くそういった問題を

クリアして、建てかえに向かって進めてまいりたい

というふうに思っておりますので、御理解いただき

たいと存じます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員どうぞ。 

○３番（福塚賢一君） 都市計画関連と消防関連で

２点お伺いをしたいと思います。答弁は、理事者に

ぜひお願いしたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 都市計画関連では、さきの私の質問の答弁で、私

は６年という時間が経過し、少なくない経費を費や

して今日来ているわけですけれども、答弁に対し

て、１５年度が出発点だと、こう答弁してください

ました。その中で事業の手法の検討、家屋等の権利

関係の調査を１５年度から行うという答弁をしてく
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ださいましたけれども、関連予算については、どこ

にもあらわれていないとお見受けするのでありま

す。エンゼルプラン等々、街灯、市街の案内板、ガ

イド版等々については委託、外注しているわけです

けれども、町長のお考えになっているこれらの作業

については、有能な職員をもって取り組み、外注を

しないという考え方に立っておれるのかどうか、そ

の辺をお尋ねしたいと思います。 

 それから消防関係でありますけれども、関連でお

尋ねします。 

 国有財産の管理の観点から、町内には御案内のと

おり５階建ての宿舎が存在しているわけですけれど

も、そこに居住している隊員の生命、財産を守るこ

とは、国としては十分考えておられることと思いま

すが、この際防衛施設庁に対して、駐屯地の消防隊

にはしご車の配置をお願いすることに対して、町長

の所見を賜りたく存じておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚委員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、都市計画についての御質問でありますが、

これは駅周辺と中心市街地の整備事業の関係だと思

いますが、議員御質問のとおり、今年度予算措置は

しておりませんが、担当職員をもって調査対応を進

めて、下準備をしていきたいというふうに思ってお

りますので、御理解をいただきたいと思います。 

 それから、消防の充実の問題でありますが、これ

につきましては、今まで上川南部消防事務組合北消

防署としての消防機器の充実等々も進めてきている

ところでありますけれども、今委員の御意見にあり

ました駐屯地ポンプ班の充実整備ということにつき

ましての発想で、お考えでありますが、このことに

つきましては、駐屯地に対しても調整をしながら、

防衛施設庁あるいは陸幕等々に要望していくという

ことも一つの方法というふうに認識いたしましたの

で、駐屯地とまず調整をさせていただきたいと思い

ます。 

○委員長（久保田英市君） １６番清水委員どう

ぞ。 

○１６番（清水茂雄君） １４１ページの委託料に

ついて、ちょっとお伺いしたいのですが、この土木

費以外でも委託料については、複数の案件について

は細部にわたっての計上がなされていないわけです

けれども、何か委託料については細部にわたって計

上できない何かの理由があるのか、その辺お伺いし

たいとともに、日の出公園オートキャンプ場管理運

営についての委託料は幾らなのか、説明書の方にも

島津公園、日の出公園、オートキャンプ場管理運営

を上富良野振興公社に委託となって、２,９７２万

２,０００円となっているだけで、細部にわたって

載ってないのですが、ちょっと判断するのに難し

い。どの委託に何ぼかかっているのか、ちょっとわ

からないので、非常に何かこういう計上の仕方では

不親切なような気がするのですが、その点お伺いし

たいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） １６番清水委員の御質

問にお答えしますが、委託料と工事請負費につきま

しては、それぞれ外部に委託をするという性格、請

負をしていただくという性格から、入札に付す関係

で、以前から予算額の計上はしてございませんの

で、その点ひとつ御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ２点目

の日の出公園オートキャンプ場につきましては、こ

としは例年とほとんど同じでございますけれども、

バーベキュー棟の腐食が進んできている状況から、

昭和５８年に建てたままになっておりますので、こ

としはそのバーベキュー２棟ありますが、１棟に腐

食防止のための塗装をかけるといったことで、その

分の費用が上がっているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） １３９ページにかかわっ

て、景観条例、あわせてまちづくりについて若干お

伺いしたいというふうに思っております。 

 この間、いろいろな形で町の人たちの意見を取り

入れながらまちづくりを進めるということでのいろ

いろな作業が進められてきました。この間、そうい

う作業の声を、今後この景観条例も含めてなのです

が、生かしていくというような方策もここに入って

いると思うのですが、その生かし方、つまりいろい

ろ意見は言ったけれども、財政的なものあるからそ

う単純にはいかないけれども、やっぱりもっと何ら

かの形で反映してほしいというような声がたくさん

一部に見受けられております。この点は、景観条例

も含めてどういうふうに生きるのか。 

 それと、この景観条例と言っても、幅広い概念が

伴うというふうに思っています。例えば、ただ町並

みをそろえるというだけではなくて、この間問題に

なりましたいわゆる産業廃棄物ですか、家を壊した

ときのコンクリートの破砕施設の問題ありますね。

ああいうものに対しても、紛争条例をつくって、や

はり問題が起こったきに、町独自でもその防御策を
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二重、三重に入ると。道の条例があるから、それで

いいというのではなくて、そういう形の幅広い景観

条例というのも、この中に入っているのだろうとい

うふうに思いますが、そういうものも含めて、この

景観条例のとらえ方というのをまずお伺いしたいと

いうふうに思っております。 

 次に、これ商工関係もすべてそうなのですが、町

づくりをどう今もう一度上富良野町の中で進めるの

か、活気のある町づくりをどう進めるのかというと

ころをもっと積み上げていく必要があるのでないか

と。今までいろいろな作業してきてましたから、そ

れなりの蓄積されたものがたくさんあると思うので

す。それをやっぱり最大限にもう一度作業工程の中

で見直していただいて、この上富良野を生き生きさ

せるためにはどうしたらいいのかというところをも

うちょっとはっきりさせる必要あるのでないかと。 

 町長は就任当時にも、もっと活気のある町づくり

ということで、それぞれの町内会のこういうところ

を改善して生き生きプランとか何かいろいろな形で

選挙公約にも載せたというふうな記憶もあります。

そういうことを含めた場合に、やはり上富良野には

いろいろな業種や職種の方たくさんおられて、自衛

隊員の方も住まわれて、その方はいろいろな地方か

ら入ってきて、固定されている方もおります。そこ

で所得もありますから、やっぱりこの所得を町内に

どういうふうに配分するかというところの着眼点を

もうちょっとはっきり整理して、町づくりに生かし

ていくということが、今上富良野町に与えられた新

しい町づくりの展開に来ているのではないかという

ふうに思います。この点を町長、町づくりの概念と

しても、町長自身合併の問題でもいろいろ最終的に

は議会が議決することだということで、法的にはそ

うなのですが、やはりそういうことではなくて、こ

の町をそれでは合併しなくてもしても、現状をどう

いうふうに変えていくのかという、やっぱり展望を

示すということが今求められていると思うのです。

そういう意味では、この景観条例も含めて、これか

ら始まろうとするいわゆる町並み整備、こういうも

のも含めて、きちっとした展望を示すべきだと思い

ますが、この点についてお伺いいたします。 

 次に、１４１ページの工事請負費の問題でありま

すが、日の出公園の新設ということで、ことしもま

た花を何か植えるということで、整備するというこ

とで予算がつけられております。この問題について

も、もう一度この整備のあり方というのをちょっと

見直していただきたいというふうに考えています。 

 あそこに整備するという形で、恐らく先がちょっ

と行きどまり状態だという形になっているのだろう

と思います。そういう中で、花を植栽するだとかと

いう形の中で、整備の予算もあるかと思いますが、

しかしこういう予算ではなくて、そういう予算をつ

くるのであれば、もっと別なところに予算配分すべ

きではないかと。確かにきれいになるのはいいのだ

けれども、今の状況では生きてない。全く全部が生

きてないというわけではないけれども、新しく投資

してというところを、ちょっと見直す必要あるので

ないかと。この点、もう一度今回予算が計上されて

おりますので、この点どういう考えでそういう経緯

に至ったのか、もっとそれならば生きる方にお金を

使うべきではないかなというふうに思いますので、

この点。 

 それと１４３ページの工事請負費で、西町団地の

水洗化という形で、公営住宅ずっとこれから進める

だろうと思うのですが、今後の、ことしは２０戸と

いうことで、明年その後どういう計画なのか、あわ

せてお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 市街地構成、町並みづく

り、このことを都市計画の中にある、このことかな

というふうに認識いたしておりますが、今私は当初

から考えておりますのは、都市計画マスタープラン

をつくらせていただいたときにもお話し申し上げて

いるところでありますけれども、町並みづくり、市

街地づくり、これにつきましては、当然にして短期

間で対応できる事業ではございません。長期にわ

たった事業展開をしなければならないというふうに

思っております。そういう中にありまして、言うな

らば総合計画は１０カ年という一つの枠の中で対応

するわけでありますが、この市街地町並みづくりに

つきましては、当然にして長い計画をもって対処し

ていくべきものというふうに思っております。そう

いう中で、我が町における都市計画のマスタープラ

ンをつくらせていただきまして、市街地構成をどの

ようにしていくのかというような方向づけをさせて

いただきました。それをもとにいたしまして、今現

在駅前周辺と中心市街地の整備の構想をつくってい

ただき、その方向に向かって今取り進めて事業を着

手していきたいなというふうに思っております。 

 それぞれの委員になられて、いろいろと検討して

いただいた方々との懇談の中でも、今議員からお話

しのありましたように、本当に我々こうやって苦労

して一生懸命になって考えをつくり上げていくこと

を、町は本当に実現してくれるのかというような御

質問もじかに受けているところでありまして、これ

らにつきましては、当初から申し上げておりますよ

うに、財政的に非常に厳しい状況に相なってきてい

る昨今でありますから、そうたやすく対応はでき得

ないというふうに思っておりますが、今の我が町に
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おきますＪＲ富良野線から西側地域、言うなれば駅

前周辺等を中心とした西側地区の衰退というのが非

常に大きな状況にあります。これらをいかに活性化

させていくか、ここらに集客力をどうやって持って

いくかということが、これからの市街地づくり、町

並みづくりの中で大変重要な課題であるなというふ

うに思っております。そういう観点から、今駅周辺

と中心市街地の整備事業を今取り進めていきたいと

いうふうに思っておりますが、これらにつきまして

も、先ほども申し上げましたように、総合計画の期

間内に対応するというのでなくて、都市計画マス

タープランで掲げることにつきましては、２０年、

３０年という長い年月をもって対処していかなけれ

ばならないというふうに思っております。 

 その中にあっては、当然にして我が町におきまし

ては、活火山十勝岳というのを抱えているという観

点からして、防災に強い町並みづくり、これらも含

めた中で市街地づくりを考えていかなければならな

いというふうに思って対応させていただいていると

いうことであります。 

 景観条例等々につきましては、担当の方から、ま

た細部につきましては御説明させていただきたいと

思います。 

 それからもう一つ、日の出公園の件でありますけ

れども、これも細部は担当から説明させていただき

ますが、今都市公園としての整備につきましては、

今年度をもって中止したいと。今まで長い年月、日

の出公園の整備には相当の財政投資をして今日に

至ってきているわけでありますが、この日の出公園

の新設整備につきましては、今年度をもって終了

し、あとは維持管理等々の中で整備対応を図ってい

きたいというふうに思っておりますので、御理解を

賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町並み推進係長。 

○町並み推進係長（辻剛君） 私の方から、米沢委

員の御質問にお答えしたいと思いますが、景観条例

についてでありますが、委員おっしゃるよりも、今

つくろうとしております景観条例については、少し

狭義なものになるのかなというふうに思っておりま

す。 

 環境関係の問題を例として挙げられておりました

が、その辺については、今回の景観条例の中では、

盛り込む予定ということにはなっておりません。そ

れで、今回つくろうとしております景観条例につき

ましては、やはりこの十勝岳などのすばらしい自然

景観、こういうような魅力を引き出して、いかに地

元の経済でありますとか、そういう部分に波及させ

るかということが大きな目的の一つになろうかとい

うことで、１５年度においては作業を進めていきた

いなというふうに思っております。 

 また、住民の皆さんの意見の反映についてであり

ますが、これについては策定委員会を立ち上げる中

で、観光関係の方が主になろうかと思いますが、そ

ういう関係の方を初め、あと一般の町民の方にも呼

びかけをいたしまして、策定委員会の中に入ってい

ただく中で、その中でいろいろ意見を出していただ

いて条例をつくっていきたい。 

 特に、その条例の中で要するに景観をつくってい

くためにどういうことを行政に求めるのか、そうい

う部分も的確にお話を聞く中から判断して条例の中

に盛り込んでいきたいというふうに思います。 

 ただ、策定委員会と言いましても、１０名程度の

委員構成になろうかと思いますので、それらについ

ては、条例の策定作業の途中の段階で、広報等を活

用しまして広く住民の皆さんに、その進捗状況等お

知らせする中で、そういう機会をもって多くの町民

の方からまた意見をちょうだいするような、そうい

う機会を設けながら進めていきたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １２番

米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 日の出公園の新設事業についてでございます。先

ほど町長からもありましたとおり、本事業につきま

しては、昭和５８年から続けられておりまして、町

の都市公園としての機能を整えてまいったわけでご

ざいますが、今年をもちまして、１５年度をもちま

して、一応国費でもっての整備を終えるということ

でございます。 

 内容につきましては、平成１１年に購入しました

２.１ヘクタール部分の去年の残りの部分、１.３ヘ

クタールの部分につきまして、ラベンダーの植栽並

びに休憩所、それから種子吹きつけによる花の部

分、それから幼児の遊具がないということの御要望

が多数参っておりますので、それらの遊具の部分も

入れております。それから、山頂部分の舗装を考え

ております。そのほか、森林部におきましては、町

民の皆さんの参加によります広葉樹の植栽もこの事

業の中に取り入れて、この日の出公園の事業につい

て終わりということで、本年進める計画でございま

す。 

 続きまして、公営住宅におきます水洗化でござい

ます。本年、西町の部分について取り組みをいたし

ます。それ以降の計画ということの御質問でござい

ます。 

 町におきましては、今公営住宅の改善計画を立て
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まして、建てかえに向けての計画を進めております

が、こういった財政状況にございますけれども、も

う相当建てかえの時期が１０年以内に参るといった

公営住宅もありますので、この西町以降の部分につ

きましては、公営住宅の建てかえをもって水洗化に

切り変えていくといったことで定めておりますの

で、御理解をいただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 日の出公園の西側の斜面

の、去年もそうなのですけれども、そういう財政投

資をやめなさいということなのですよ。確かに用地

購入したということでは、そこに何らかのことをし

なければなならないというのはあるかもしれないけ

れども、あそこに本当に生きたお金の投資するとい

うのであったら、遊具の方にもっと回すだとか、こ

ういうことをやっぱりすべきだというふうに考えて

いるわけで、こういう去年も一千五、六百万円の予

算をつけてやっているわけですから、やはりこうい

う見直しをやるべきだと思いますが、町長もう１回

その施設の中でも、もっと重点配分すべき、公園充

実するのだったらところがあると思いますが、ここ

はどうなのですか。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 日の出公園の都市公園とし

ての整備充実につきましては、どのような整備がい

いのかというのは、いろいろな考え方もあろうかと

思いますが、今日の出公園として用地を買収させて

いただいた、あの周辺の整備につきましては、やは

りあの日の出公園は、ラベンダーを中心とした花の

公園という対応しておりますので、あのところにつ

きましても、花の植栽等々の対応をしていきたいと

いうように思っております。 

 また、遊具等々につきましても、必要な場所に必

要な対応を図りながら整備をしていくというふうに

考えておりますので、御理解賜っておきたいと思い

ます。 

○委員長（久保田英市君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） １３９ページの１３節、１

５節、１７節と、ポロピナイ川の改修についての項

目があるわけでございますけれども、このポロピナ

イ川の改修の実施設計の中に、きのうも出てきたの

ですけれども、魚のすめる清い川といったようなこ

とでありますけれども、この川の改修に当たって

は、やはり魚の遡上できるような設計になっている

のかどうか質問いたします。 

○委員長（久保田英市君） 道路河川課長。 

○道路河川課長（田中博君） ９番岩崎委員の御質

問にお答え申し上げます。 

 ポロピナイの改修工事の、魚が遡上できるかとい

うことでございますけれども、これにつきましては

ことし１５年の予算でもって調査をする計画でおり

ます。 

○委員長（久保田英市君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） それで、ことし完成すると

言われている神谷川もそうなのですけれども、やり

魚の遡上できる川といったような、そういう施設に

なっているようなことで、これらは全部ベベルイ川

と関連しておりまして、ベベルイ川は道の管轄だと

いうふうに思うわけですけれども、これらの川に、

そういった放流する会でも魚を放しているというよ

うなことですけれども、最近になりまして、観光の

面でもクローズアップされまして、富良野のある企

業は、ベベルイ川の一部に魚を放流して、それを観

光客に短い時間ですけれども釣っていただいて、そ

の魚を釣る体験をすると、また別の観光地に移動す

るといったようなことがあるわけですけれども、こ

れにかんがみまして、このベベルイ川の管理は道と

いうことで、直接ではないですけれども、間接的に

町も介在している、管理に携わっている部分がある

かと思うので申し上げますけれども、この民間業者

が魚を放流して体験学習といいますか、体験観光を

やっている部分において、ここは草地でありまし

て、全然トイレとかそういったものがないのです

ね。それで非常に困惑しているというか、そこに来

るのはバス２台も３台も観光地に来て、固まって来

るわけですから、トイレがないということは非常に

困難を来しているので、そこら辺の農家の住宅のト

イレを借りて、バスガイドさんなんかは女性の方で

すのでどうしようもならないということで、飛び込

んできて、済みませんが貸してくださいといったこ

とで、貸すのには地元としてもいいわけですけれど

も、やっぱり通年、夏の間ですけれども、そういっ

たことで、こういうところにトイレの設置が可能に

ならないものかどうか、今後検討材料として考えて

いただきたいなというふうに思うわけでございま

す。 

 もうちょっといいですか。これ河川敷地が道とい

うことで、その民間業者が勝手にトイレをつくると

いうようなわけにもいかないものですから、そこら

あたりの精査をやっていただきたいということでご

ざいます。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（中澤良隆君） ただいまの岩崎委

員の御質問でありますが、今おっしゃいますよう

に、ベベルイ川につきましては、道河川というよう

な状況にあります。そのようなことから、今初めて

ちょっと実態をお伺いいたしました。 
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 また、道に必要があれば、今みたい実態をお話し

するなり、改善策を講ずるなり、関係課ともども土

現の方と協議をしてまいりたいというふうに考えて

おりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １８番向山委員。 

○１８番（向山富夫君） １点お尋ねいたします。 

 １３５ページの土木費の１５節の中に掲げられて

おります北２４号道路のことでお尋ねさせていただ

きます。 

 戦車の車両が九〇式にかわることによりまして、

現在富原橋の架換工事がなされておりますが、それ

に伴うことだと思いますが、２４号道路がことし改

良舗装工事に着手するという計画のようでございま

すが、橋が架け換わるということは、当然重量に対

する対応ですから、これはもう見たとおり理解でき

ますが、２４号道路が改良舗装がなされるというこ

と、重さに対する備えということでしたら、現道を

改良すればいいのかなというような素人ながら考え

になるのですが、もしそれ以外に、北２４号道路が

既にありますから、何を指してこの北２４号道路を

改修、どういう具体的なプランニングがあるのか、

お聞かせいただければと思います。 

○委員長（久保田英市君） 道路河川課長。 

○道路河川課長（田中博君） １８番向山委員の御

質問にお答え申し上げます。 

 ここで北２４号道路改良舗装とありまして、事業

で申し上げますと、先ほどの旭中線の方から、丘町

１丁目１番通りのところまでの区間の歩道整備予定

しております。 

 それから、今回道路認定のところで御提案をさせ

ていただいております東３線から北の方に、今の現

道の北２４号を５０間ほど上がったところの位置か

ら真っすぐ東に向かいまして、演習場の進入路に接

続する道路、その区間の中に東４線の広域道路がご

ざいます。そこを跨線橋のような形で横断をしまし

て接続をさせよう。それに対しましての、今回調査

設計の一部の中にも環境整備ということで、騒音、

振動その他防じん、粉じんとかそういうものなどの

調査もこの中に入っております。そういうような調

査を一連を入れまして、今回ここに北２４号道路改

良舗装ということで計上させていただいておりま

す。 

 歩道につきましては、そこのところに現在歩道も

ありませんし、丘町の方から北２４号の方に通勤な

どで利用されているということから、危険回避のた

めに歩道を今回設置しようとするものでございま

す。 

 それから、もう一つにつきましても、中道路とい

うことで今回提案させていただいておりますけれど

も、これにつきましても九〇式対応ということで、

道路を調査をして今後検討していく、その調査とし

て計上させているところでございます。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 向山委員の御質問の趣旨の

点で、私の方から若干補足させていただきます。 

 いわゆる現在の２４号道路があるのに、なぜ新た

に設けるかという御主旨だと思います。これにつき

ましては、従前から２４号道路沿いに家畜を飼って

いる方がおります。そういう中で、騒音被害だとか

振動被害だとかという点で、因果関係がなかなか結

びつかないところではありますが、大変苦慮してい

るというような状況にございます。そういう面、現

在の道路に九〇式に対応するところの道路整備をや

りますと、御存じのとおり非常に戦車通ることで、

道路の傷みが相当一般道と比べて相当激しいという

ことになります。そういう点避けまして、新たに２

４号を通して、できればそこを戦車の専用道路的な

ことで利用していただくという中で、防衛庁との中

で、そういう協議の中でこの道路を整備していくと

いう考え方でございますので、御理解いただきたい

と思います。 

○委員長（久保田英市君） １８番向山委員。 

○１８番（向山富夫君） はい、わかりました。ぜ

ひそういう環境整備という意味もあるということで

ございますので、推進していただきたいと思います

が、ただ私ちょっと腑に落ちないのは、むしろ今助

役が御説明いただきましたように、東３線を越えて

東側に向かっては、居住、人家はむしろなくなって

しまうのですよね。むしろ東３線道路までの間に人

家も点在してます。ですから、そういう環境整備と

いうことを念頭に置くのでしたら、どうも私は発想

がちょっと違うのでないかなと。歩道は整備される

ということでございますが、そういう環境整備とは

ちょっと、関連づけはありますでしょうけれども、

３線から東側に新たな専用道路的なものを設けると

いうことで環境の部分を整理したい。でしたら、そ

の手前が、ロケーションは確かによくないですけれ

ども、その近くに生活しておられる方にしてみれ

ば、同等に扱われるべきものではないかなと思いま

すけれども、その点の見解を承りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 向山委員の再質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 先ほど課長の方から申し上げましたが、この点い

わゆる住民の皆さんにそういう被害が最小限にしよ

うという考え方持ってございまして、先ほど騒音だ

とか振動だとか、その辺の調査もひっくるめまして

今回の予算に組んでございます。その辺のところが
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最小限になるような形でそういうことを考えていき

たいということで、今現在のところは３線からの予

定にしておりますが、そういう調査やった中で、若

干一番いい方法をとっていきたいといふうな考え方

でございます。 

○委員長（久保田英市君） １８番向山委員。 

○１８番（向山富夫君） わかました。それでは、

ぜひそういうふうにお願いしたいと思います。 

 ということですと、今回予算が措置されておりま

す歩道の２００メートルについても、それらが結果

が出てから着手するという理解でよろしいでしょう

か。 

○委員長（久保田英市君） 道路河川課長。 

○道路河川課長（田中博君） 向山委員の御質問に

お答え申し上げます。 

 歩道につきましては、そことは別に、同じ名称で

ございますけれども、歩道につきましてはことし着

手の予定でございます。 

 歩道の施工の場所につきましては、先ほど申し上

げました丘町１丁目１番通りまででございます。２

００メートルです。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員どうぞ。 

○１番（中村有秀君） まず第１点は、１３３ペー

ジ、８款、１項、１目、１９節の北海道治水砂防海

岸事業促進同盟負担ということで３０万円計上され

ております。これは、平成１３年度の決算特別委員

会でもこのことを指摘をしたところなのです。１３

年、１４年、１５年ということで、３０万円ずつ計

上されていると。言うなれば、単なる負担金でなく

て、促進同盟の負担ということでございます。 

 決算特別委員会の段階で、課長からのお話しで

は、工事料を事業費の中で算定したり、１市町村何

ぼと割り当てをして、その中で最終的に３０万円な

のだと。既に１３年度の決算特別委員会の段階で

は、１５年度のもう払い込み、請求書的なのが来て

いるということなので、今回の議会で補助金等の合

理化ということで、１万、２万のものまで削られて

きている状況から考えると、これらの促進同盟の負

担金が３０万円という高額なものですから、やむに

やまれないのか、いずれにしましてもこの促進同盟

の議案書、言うなれば決算報告書、事業、それから

全道の市町村の割り当て費用等を含めたものを資料

の提出をお願いいたしたいと思います。 

 それから、次にＪＲ上富良野駅の跨線橋の関係な

のですけれども、非常に塗装がはげて見苦しい。 

 それからもう一つは階段等が、上がる横のところ

がもう穴のあいているところがあるのです。言うな

れば外から見えるのです。非常に危険な状態があ

る。 

 それからもう一つは、階段の端が鉄のあれがよじ

れているところが２カ所か３カ所かあるのです。そ

のことは商工観光まちづくり課長には言ったのです

けれども、現実にこういう危険な状態があるから、

できれば早急にやらないとだめでないかという問

題。 

 それからもう一つは、あそこ観光シーズンになる

と非常に徒歩で行かれる方が多いです。したがっ

て、跨線橋が非常に塗装がはがれてさびがだんだん

だんだん激しくなってきています。そんな関係で、

例えば今回Ｂ＆Ｇのプールのところの自転車置き場

の塗装というのが、今回教育委員会の方で出てます

けれども、あれ以上に早急にやらなければならない

箇所でないかなという気がいたします。その点で、

どうお考えかということでお尋ねをしたい。 

 それから、２点目は景観条例のことで出てました

けれども、同僚委員が、もう一つは生活環境の関係

も十分やらなければならないだろうということで

言ってましたけれども、たまたま僕、美瑛の環境を

守る皆さん方と何回かお話し合いをやり、美瑛も今

環境条例を見直しをかけています。そうすると美瑛

の場合、何の丘か知りませんけれども、すばらしい

丘の下に車の廃棄したあれが山に積まれているので

すね。それから、片や景観がつくっても、片やそう

いう生活環境の関係が十分でなければ、表裏一体の

形で、これは本当は進めるべきだという考え方を

持っています。ですから、もし景観条例があるとす

れば、景観条例に準じた形で生活環境もしくは町づ

くり条例等も含めて、今後どう進めるかということ

でお聞きをいたしたいと思います。 

 それから、１４１ページの公園等の関係でござい

ますけれども、上富良野には都市公園、街区公園、

児童公園等、全部数えれば五十何ぼあります。現実

にこれを町ですべてやっていくということは、至難

のわざでございます。そういうことで、やはり快適

な町づくり、それから協働の町づくりということで

あれば、地域の皆さん方も協力をしながらしていく

という、やはりこれからなお財政が苦しくなれば、

十分行き届いた形のものができないということにな

ります。であるから、今のうちからそういう町内

会、住民会単位でそういうもののみずからの環境は

みずから守りましょうというような体制をつくって

いくべきだと思いますが、この点どう進めるかお聞

きをしたいと思います。 

 それから、公営住宅の家賃滞納なのですが、家賃

滞納少額訴訟ということで掲げられてます。現実

に、平成１４年でこの訴訟関係のことについてやら

れているものがあるかどうか。 

 それから、平成１５年度以降、家賃滞納者のこの



 

― 34 ―

少額訴訟を、一応金額的にどこからどうという形で

具体的に進められている考え方があるから掲げられ

ているのだろうと思いますので、これらについてお

尋ねをいたしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 中村委員、最初の資料

の提出を願いたいというようなお話でしたが、協議

させていただいて出しますけれども、これは中村委

員、全体に出してくれということですか。協議はさ

せてもらいます。 

 道路河川課長。 

○道路河川課長（田中博君） １番中村委員の御質

問にお答え申し上げます。 

 １９節の負担金のところの北海道治水砂防海岸事

業促進同盟の負担金でございます。これにつきまし

ては、３０万円ということで、うちの負担金等に対

しましても突出しているということで、そういうふ

うなことから、過日ここの事務局の方にもお願いを

いたしまして、これについては、今後もそういうよ

うなことで継続されて、うちの方にそういう負担金

の請求があるのかということをお聞きしましたとこ

ろ、総会でそういうようなことで決議されているの

で、当分はこの金額の考え方は変わりはありません

という解答をいただきまして、その中で国、道開発

局の治水海岸の方では、約８億６,０００万円、そ

れから２号事業費といたしまして道開発局、これら

につきましては砂防でございまして、１４億６,９

３１万１,０００円という金額の事業をやってい

る。これに対しまして１号、先ほど申し上げました

約８億６,０００万円に対しまして１,０００分の

０.１０の負担率、それから２号につきましても１,

０００分の０.１８という率でもって負担をしてい

ただく。 

 それから、定額といたしまして、一般会費として

５,０００円ということで、うちの場合計算してみ

ますと、３６万３,６２９円、この会の取り決めか

らいきますと、３０万円を超える場合は３０万円を

限度とするということで、うちの場合３６万円です

けれども、３０万円。 

 それから、隣町に聞きましたら、事業費について

もうちよりはるかに、隣町は中富良野町のことです

けれども、うちの半額以下ということで、８万円ぐ

らいの負担金納められているということでございま

す。 

 それから、資料につきましては、事務局の方に問

い合わせをしまして、いただくようにしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。全道につい

ては、事務局の方でわかりますので。（発言する者

あり）決算の１冊の方につきましては、うちの方に

保管してありますので。 

○委員長（久保田英市君） 精査して出すそうでご

ざいます。 

 商工観光まちづくり課長補佐。 

○商工観光まちづくり課長補佐（水島栄二君） 中

村委員さんの御質問にお答えいたします。 

 人道跨線橋ですが、建設されてから相当年数が

たってございます。階段部につきましては、平成た

しか９年だと思いますけれども、防衛庁の調整交付

金をいただきまして、防雪ドームということで建設

いたしました。平面部についても、一応１８年以降

に、また防雪ドームで屋根を張る計画はしているの

ですけれども、何せけた自体も相当さびもきていま

すし、過重的にドームかけたときにけたがもつのか

もたないのか、その辺も十分調査した上で建設して

いきたいと思っています。 

 それから、舗装については、至急現地調査いたし

まして、なるべく経費のかからないような舗装で手

当てをしてまいりたいと思っております。 

○委員長（久保田英市君） 町並み推進係長。 

○町並み推進係長（辻剛君） 私の方からは、中村

委員からの景観条例に関しまして、環境改善という

問題も含めた中での条例のあり方という点について

お答えさせていただきたいというふうに思います。 

 環境という部分でいきますと、かなり広い範囲の

ものが含まれてきておりますので、今回私どもの方

で言っています景観条例というのは、環境改善の中

の一部というふうに端的にはとらえていただいても

のいいのかなというふうに思いますが、先ほど例で

挙げられましていたように、廃車ですとか、あと廃

屋ですとか、この辺については、やはり個人の努力

でなかなか整理しようと思ってもできない問題とい

うのが景観的な見地から見てもあります。 

 それで、逆にこういう俗人といいますか、そうい

う個人が達成できない景観づくり、それを補うのが

今回行政の役割ではないかということで、そういう

部分を景観条例の中に入れていきたいというふうに

思います。 

 いずれにしましても、そういう環境という部分と

は、その景観というのは大変密接に結びつく点もご

ざいますので、景観という観点から、環境の向上な

り改善なりというものを入れられる分については、

町民の皆さんのお話を聞きながらできるだけ入れて

まいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 中村委

員の公営住宅の滞納の間でございます。現在、２月
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末でございますけれども、滞納者が３０名ほどおら

れまして、その対応として弁護士費用ということで

３０万円の予算を計上しております。 

 この考え方といたしまして、いわゆる１年、１２

カ月以上も家賃の部分を内金なり納入されてないと

いったものを悪質とみなして、それらのものに対応

するために弁護士費用を計上いたしておりますが、

今現在この３０万円の計上以来、そういったもので

訴訟にまで至っているケースはありませんし、また

１年以上も町に対して何らの誠意を見せてないと

いった入居者もおられない状態でございます。 

 この訴訟につきましては、少額訴訟を目的といた

しておりまして、債権が３０万円未満というものに

ついて、即日結審ができるというか、和解ができる

といったことで聞いております。これができれば、

納めていただくか退居していただくかが法的になる

といったことでございますけれども、今現在そこに

至っているケースはございません。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長補佐。 

○商工観光まちづくり課長補佐（水島栄二君） 中

村議員さんの御質問にお答えいたします。 

 現在町で保有している公園というのが、地区公園

が１カ所、島津公園、それから総合公園が日の出公

園、それと街区公園といいまして、児童公園が７カ

所、それから開発行為等によって寄附採納された緑

地、広場等が１７カ所ございます。それで、児童公

園、それから緑地、広場につきましては、一応１週

間で事業団の方に委託しておりまして、月曜日から

金曜日まで、５日でこのすべて１７カ所と、それか

ら７カ所の児童公園の維持管理をやっていただいて

おります。 

 それで、今後は緑地、広場についてはそれほど面

積が多くございませんので、住民会等にお話をし

て、徐々にそこの自治会にお願いして維持管理して

いただく。 

 児童公園につきましては、従来どおり事業団に委

託して草刈りだとかごみ拾いだとか、そういうこと

でやっていきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ６番西村委員。 

○６番（西村昭教君） １３９ページの都市計画と

いうことに関連するかと思うのですが、日ごろ

ちょっと疑問に思っているところあるのですが、実

は都市計画ということで線引きしていると思うので

すが、そういう中に農業振興地としても入っている

というのがあって、都市計画というねらいという

か、部分と、その中に農業振興地域があると。片や

また、その振興地域でありながら農地でもないよう

な状態になって、残土置き場になってしまったり、

そういう状態のところが何カ所かあるのですね。そ

こら辺どういう見解を持って今見ておられるのか。 

 今、先ほど質問の中にもありましたとおり、景観

条例ということで、大きく言えばいわゆる畑かなん

かの景観という部分をねらって考えておられるの

か、やはり町全体考えたときに、今のそういう私の

申し上げたようなものが放置されたといいますか、

非常に景観から言えば見苦しい状態なのですけれど

も、そこら辺どういうぐあいに受けとめておられる

のかお聞きしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町並み推進係長。 

○町並み推進係長（辻剛君） 西村委員の御質問に

お答えいたまします。 

 まず、都市計画のとらえ方ということかと思われ

ますが、一応基本的には都市計画、うちの町で言い

ますと白地地域と言われる部分と、あと用途区域と

いうところがございます。用途区域というのは、

しっかりとその土地利用が決められている場所とい

うことで、住宅でありますとか工場でありますとか

商店でありますとか、そういう地域をしっかり区

切って、そこに土地利用上配置していく。 

 それとはまた違って、白地の方についは、基本的

に無意味な市街化を避けていくという意味合いを

持っているというふうに考えております。その白地

地域には、農業振興地域もかなりあるわけでござい

ますが、そこについては今ちょうど作業を進めてい

るのですけれども、都市計画区域の白地地域にも建

ぺい、容積、これを定められるように、国の都市計

画法の改正によって定められるようになってきてお

ります。 

 うちの町につきましても、今までは白地地域とい

うのは建ぺい率が７０で容積率が４００という形

で、一律で緩い規制しかかかっていなかったのです

けれども、地域に応じましては、それらさらに

ちょっときつい規制をかけてみたりというようなこ

とで、その白地地域については、基本的には市街化

を余り広げていかないというようなことで、今後も

都市計画は進んでいくのかなというふうに思ってお

ります。 

 先ほど委員おっしゃられたように、そういうとこ

ろにいろいろ廃材置き場だとか資材置き場とかある

という点、この辺につきましては、景観上大変大き

な課題であるというふうに認識しておりますので、

景観条例を策定していく作業の中でも、多分そのこ

とが大きな課題としてとらえられて話をされていく

のではないか。景観条例をもって、何らかの解決が

導き出せるような、そういうような方向で、そうい

う問題に対しても対応していきたいというふうに
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思っております。 

○委員長（久保田英市君） ６番西村委員。 

○６番（西村昭教君） そういう今言ったような考

え方があるとするならば、今まで非常に用途地域あ

る場合は、これ当然目的がありますから、自由な開

発行為というのですか、それは当然できなかったと

思うのですけれども、今白地の部分で非常に緩やか

だという部分が、今おっしゃられた部分で今問題に

なってくるのかなという気するのですけれども、こ

れからそういう白地地域として結構あると思うです

よ。そういう部分でも、あいまいな場所ですよね。

現実に今極端なこと言えば、宅地にでもなるぞとい

うような形になっている状態のところもあると。と

ころが今言ったように、都市計画の中で、ある面で

は緩やかな規制かかっているということで、今宙ぶ

らりんの状態なのかなというような気がするのです

よね。もし今景観条例の中で問題になるとするなら

ば、都市計画そのもののいわゆるきちっとした見直

しも含めていかなければならないですし、今の現状

のものをどう扱っていくのかということの部分で、

放置するのか、それともきちっと条例が設置される

ことによってなされていくのかどうかという検討も

僕は必要だと思うし、全く手をつけていない、いわ

ゆる白地要素のある都市計画区域の中のものについ

ても僕は考えていかなければならないのかなという

気がするのですけれども、そこら辺どうこれから考

えていくのか、ちょっとお聞きしたいのですけれど

も。 

○委員長（久保田英市君） 町並み推進係長。 

○町並み推進係長（辻剛君） 先ほども多少触れさ

せていただいたのですけれども、白地地域、今のと

ころ事務局側の案といたしましては、七つぐらいの

区域に分けて、一律今規制が緩い部分を建ぺい率、

容積率ともに多少下げる形で、そういう部分では、

ある意味土地利用の制限を図っていこうという考え

のもとに作業を進めております。 

 既存の建物につきましては、一応今のところ不適

格の建物が出ない中で作業を進めていこうというふ

うに思っておりますが、今後はそういう白地地域に

とても景観を脅かすような大きな建物が建ったりと

か、そういうことがないような形の都市計画を引い

ていきたいというふうに思っております。 

○委員長（久保田英市君） ６番西村委員。 

○６番（西村昭教君） 今言われた規制をかけてい

くという考え方と、それから緩やかにして都市計画

の景観をつくり上げていくという考え方あると思う

のですよ。ですから、規制をかけていくことによっ

て困難な部分と、それから新たに町づくりというこ

とを考えたときに、そういう規制を少し緩やかにし

て、そして緩やかなまちづくりというか、余裕のあ

る町、雰囲気を醸し出せるような町づくりといいま

すか、そういう考え方も私あると思うのですよ。で

すから、国は小さな自治体のこういう北海道の過疎

地のあるような町も、それから人口がどんどんふえ

るような町も、同じようにルールで網かけしようと

してかかっていると思うのですけれども、ではそれ

に従っていって本当に格差のないものが出ると言っ

たら、これからやっぱり町長言われたように、自己

決定、自己責任で特色のあるまちづくりをしていこ

うとするならば、今言われたような規制ではなく

て、緩やかにすることによって新しい展開ができる

という考え方が僕はできると思うのですけれども、

そういう考え方はないのですか。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 西村委員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 非常に西村委員言っている点、理想としてはそう

いう形の中で、そうありたいというふうに思ってお

りますが、まだこの都市計画の観点につきまして

は、地方分権になりましても、なかなかその辺の規

制的な面が強くて、思うようにならないというのが

現状でございます。 

 今回も、今担当係長の方から申し上げております

ように、建ぺい率だとかそういう面で、やはり制約

を受けるというような面がございます。特にこの都

市計画と、それから農業振興地域というのは、相反

する面がございます。そういう中で、都市計画の方

は、やはり町を拡大していく中での一つの規制とい

うものがございますし、それから農業振興地域とい

うのは、やはり優良農地を守っていくという点があ

ります。そういう中で、せめぎ合いがあるわけでご

ざいます。 

 特にこの中で、いわゆる都市計画の中にあります

白地地域というのは、規制がかかってない中で、あ

る程度開発が緩やかに進んでいって、規制もない中

で進んでいくというようなことで、どちらかという

と残っているような状態にあります。 

 特に、今度用途の中で申し上げますと、本町の場

合におきましては、本来は住居地域だとかそういう

用途決まってございまして、そこのところが初めて

埋まって、白地地域に次町づくりが進んでいくとい

うような、そういうような流れでこれが構成されて

いるわけです。 

 今委員のおっしゃるとおり、そういう白地地域が

点在していることで、その所有者において、自己所

有地で自由に使っているようなことがあって、ポ

ケット状態で景観を損なうような、そういうような

状況も見受けられるという点がございます。そうい
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う点につきましては、今後の今議論しておりますこ

の景観の中で、その辺のところどういうふうにして

いくのかという点は、これ幅広く、また御意見いた

だいた中で、条例の中に盛り込めるのか、盛り込め

ないのか、その辺のところのやはり検討も進めなけ

ればいけないなというふうに思っております。 

 先ほど、この景観条例をつくる中におきまして

も、この辺の専門性を有することから、アドバイ

ザーを要請しまして、この景観条例つくりに当たり

ましては、町の職員の手づくりでやっていこうとい

うことで考えております。そういう中で、専門性の

人を呼んでアドバイスを受けながら、そういうとこ

ろのいろいろな御意見も聞きながら対応していきた

いなというふうに思っております。 

 なかなか答えとしては、きちっとした答えにはな

りませんけれども、課題としては常日ごろ私たちも

その辺のところには課題あるなということは押さえ

ているところでございますので、その辺で、一つの

課題ということで御理解を賜っておきたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） ６番西村委員。 

○６番（西村昭教君） 今助役も言われたし、理解

はできるのですけれども、ただこれから考えます

と、今宙ぶらりんな状態が、結果的にやっぱり世間

が思うようなことになるかどうかわからないですけ

れども、そういう状態の可能性もあるよと、要素と

しては。そうすると、ある意味では誤解を招くよう

な部分も僕は出てくるのかなという気がするもので

すから。 

 それと、今説明の中でもあったとおり、１カ所や

２カ所でないですね、そういう白地の部分というの

は。当然これからそういうところが、何らかの形で

変化の様相は多分にあるぞという部分で考えます

と、やっぱり早いうちに今の景観条例だけで悩むの

ではなくて、都市計画も含めて、やはりきちっとし

た取り組みといいますか、そういったものも僕は十

分配慮して取り組んでいただきたいなということで

お願いをしておきたいと思うし、今の部分では、少

し思い切った取り組み方も僕はする必要性もあって

しかるべきかなという気もするものですから、そこ

ら辺よろしくお願いをしたいと思います。 

 どうもありがとうございます。 

○委員長（久保田英市君） まだ質疑があろうかと

思いますが、あとの一般会計全般についての折に質

疑をお願いいたしたいと思います。 

 それで次に進みたいと思いますが、ここで休憩を

いたします。 

──────────────────                
午後 ２時２５分 休憩 

午後 ２時４０分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 次に、歳出、第１０款、１４６ページから１６９

ページまでの質疑に入ります。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） １５７ページの家庭教育

事業、それから女性教育事業につきまして、教育長

に２点ばかりお尋ねしたいと思います。 

 これ７万円と１０万円ということで予算づけなさ

れているのですけれども、教育長には日ごろ何かと

女性教育振興に関しましては、いろいろと御尽力を

賜っているところでございますけれども、特に教育

は家庭からということでございますので、ことしは

家庭教育、この事業に力を入れていただきたいと思

います。 

 それからもう１点は、１６１ページ、郷土館管理

業務員１９７万４,０００円、それから次の８節の

報償費のところで６万円ですか、郷土館事業参加記

念品、こうあるわけなのですけれども、郷土館につ

きまして、郷土館というところは一体どういうとこ

ろなのだろうということで私常々思うのですけれど

も、町の歴史のあるものとか、文化財とかを展示し

てあるのでございますけれども、前には１人５０円

ということだったのでしょうか、今無料になってお

りますけれども、それで１回か２回見ましたら、展

示物が同じものを置いてありますので、そんなに何

回も町民が行くということにはならないかと思いま

すし、町外の方も見に来られる方がいらっしゃるの

かもしれませんけれども、何か子供さんの郷土の学

習ですとか歴史、伝承文化なんかをお勉強するに

は、またちょっと場所も狭くて中途半端というので

しょうか、この郷土館という位置づけが、展示物を

保存したり飾ったりしている場所なのでしょうか、

それとも位置づけがはっきりしておりませんので、

博物館なんかはきちっとした決まりがあるようです

けれども、郷土館ということにつきましては、余り

決まりがないような感じがするのですけれども、

はっきりした位置づけをされてはどうかと思うので

すけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（久保田英市君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） １５番村上委員の、まず

最初の女性学習と家庭教育、これは私の執行方針で

も申し上げておりますように、天には男性と女性し

かいないわけですから、女性に参画できる機会、そ

れから男女平等法にも触れて書いてありますので、

意を注いでまいりたいと思いますし、家庭教育につ

いては、本当に保育所の問題、いろいろな行政部門
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での指摘も聞いておりました。そういう面では、

やっぱり縦割りの弊害をなくして、上富の子供は同

じ目線でというような形で、さらなる努力をしてい

かなければならないということの意を持っておりま

すので、御理解いただきたいと思います。 

 また、郷土館については、非常に位置づけが不明

確だということで、位置づけは明確になっておりま

すけれども、ただ地元の方々がこの郷土館に愛着を

持って町の文化、歴史をやっぱり少しでも興味を

持って足を運ぶということについては、ここに執行

方針にも書いてありますように、非常に狭隘です

し、展示物もいつも同じということで、ただ昨年か

らいろいろな展開を試みまして、切手展をやるだと

か、例えば今までの映画館のポスターをやるとか、

いろいろなことをやっております。そんなことで、

２番目の６万円の記念品やなんかについても、そう

いうものについて参画していただいて、そして郷土

館をより活用するということの費用を計上させてい

ただいておりますので、また郷土館の今後の活用に

ついては、十分意を用いまして、設置目的に沿うよ

うに頑張ってまいりたいと思います。当然子供たち

が町の歴史を知る、知識を深めていただく、体験学

習をしていただく、学習をしていただくということ

の広い視野での活用についても、さらなる努力をし

てまいりたいと思っております。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） もう一度お願いしたいと

思います。 

 いろいろ展示物も陶器ですとか、刺しゅうですと

か、いろいろな映画ポスターですとか、そういった

方に公民館事業参加記念品を、そういうのをお渡し

してまでも、そういうふうに工夫して使っていらっ

しゃるということはわかったのですけれども、今上

小も校舎改築しまして、利用しようとしているとこ

ろなのですけれども、この郷土館も何かそういった

子供さんの歴史のお勉強の場に使ったらどうかな、

もったいないなという、事務所なんか開放しまして

サロン風に今、子どもさんが教育の場とするならば

ちょっと狭いわけですけれども、あそこの場所は郷

土館としてあれだけのものだったらちょっともった

いないかななんて気してますので、そういうふうな

お考え、ひとつ持っていただいて、事務所も開放し

てもうちょっと明るくしていただいて、夏なんかす

ごく冷やっとして涼しくて、子供たちあそこ喜んで

行ったりしているのですよね。そういうこともあり

ますので、ひとつそういうのも視野に入れていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） 村上委員の郷土館の関係

ですけれども、確かに今御提言ありますように、今

まで何回か空き教室、空き店舗、市街地のというこ

とで活用できないか、展示物も相当まだあそこに展

示できないもので埋蔵しているものはありますの

で、いろいろ検討しているのですけれども、夢と理

想を実現するためには、その裏づけが必要なもので

すから、なかなか実現、思っていてもできないとい

うのが現状なのですけれども、ただ埋蔵して宝の持

ち腐れにしないように、今後もさらなる努力をし

て、小学校やなんかにも絶対できないということの

要素でなくて、三重県やなんか行ったら、安東小学

校なんかもきちっとそういう学校の中に位置づけし

ている部分もありますので、さらなる検討をしたい

ということで御理解いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 教育長にお伺いをしたいと

思います。小学校関連ということでお伺いをいたし

ます。 

 ゆとりある学校ということで、同僚議員の一般質

問あったところですけれども、上富良野小学校の校

下の保護者の方から、現３年生が３クラスあると、

４年生になったら２クラスになるのだと、１学級の

児童数が多くなると。仮に３クラス３０人にしたら

９０人、それを２で割ったら４５名となる。それ以

上いるとすれば、なおさら１クラスが２クラスにな

ることに対して多くなると。この辺非常に何という

か、お母さんが心配しておられますので、４月入学

期も来月に迫っておりますし、学校の方針もはっき

りされていると思いますので、この辺についての教

育委員会としての考え方教えていただきたい。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） ３番福塚委員の御質問に

お答えしたいと思いますけれども、ゆとりある授

業、それから条件整備、佐藤委員からも御質問あり

まして、今現状では８学級ぐらいございまして、新

年度になりましたら若干また生徒数減ってまいりま

すので、少しは緩和されるのですけれども、今昨年

から道の方で少人数学級制ということで、新しい制

度をやって１、２年生が対応できる。ただ、その３

年生以降の子供たち、本当に学校現場にしてみます

と、２５人か、国は３０人学級ということで指標で

上げて今取り組んでおりますけれども、今道で対応

しているのは３５人以上であれば緩和するよという

ことですので、委員から質問ありますのは、恐らく

学校も先生も少人数制で個性を生かす教育をしたい

と思っておりますし、またそれを保護者の方も子供

たちがそういうゆとりの中で授業を受けたいという

のが願いなんだろうな。それは私たちも佐藤議員に
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お答えしましたように、今町の方で当面対応すると

いうことは、特殊な事業体には対応考えていけれる

のですけれども、今総体的にやるといったらちょっ

と困難な課題だと思っておりますので、道に対し

て、これうちの問題だけでありませんので、２４カ

町村の教育委員会の私たちの教育長が力をあわせ

て、道に対して少しでも緩和するように、さらなる

努力をしていきたいと思っております。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） さらなる努力ということで

あるのかもしれませんけれども、では来月入学式迎

えるわけです。今の３年生が３クラスで、仮に２学

級になれば４５名という、今の考え方だということ

で受けとめてよろしいのですか。 

○委員長（久保田英市君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） 国は今４０人学級で、４

１人になったら二つの２学級になります。ただ、３

９人だったら１学級。本当に２人で１人の先生が配

置されるかされないか瀬戸際の部分があるのです。

ですから、そういうものについては、今恐らく福塚

委員はわかっていて言っているのだろうなと思って

いますけれども、現実は３９というのはあります。

ただ、４１になりますともらえますので、そういう

ものは緩和されます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 今の問題でお伺いいたし

ますが、昨年導入したということなのですけれど

も、よくその趣旨が昨年ちょっと伝わってなかった

ということがあるかというふうに思いますが、教育

委員さん内でも、これを導入することによって将来

的な影響、町の将来はどういうふうに位置づけして

いくのかということも論議された上で導入に至った

経過があるかと思いますけれども、そこの論議の過

程をちょっとお伺いしたいというふうに思っていま

す。 

 そういうことが起きるということは、その時点で

わかっていることのはずですから、その前後の対応

を現場の先生なんかとも含めて話し合ったかと思う

のですけれども、そこら辺についてお伺いしたいと

思います。 

 次に１４９ページのことばの教室の指導員という

ことで、再三申し上げますけれども、いろいろ努力

もされて、専門の知識も身につけて、自費でいろい

ろとそういう努力をされています。そういう意味で

は、ことしから通級においても正職員が配置される

という状況になりまして、やはりこのことばの教室

においても、正職員の配置というのは避けて通れな

い話だと思いますから、この点についてお伺いいた

します。 

 さらに、１５３ページの心の相談員ということ

で、引き続きこういう方々の研修というのはどうい

うふうになっているのか、不登校対策という形の中

で、この点についても現場の連携をとりながらとい

うことで、答弁でもありましたが、ことしそういう

ものも含めて、こういった不登校対策というふうな

形で、どういうような対応をとられようとしている

のか、この点についてお伺いしたいというふうに思

います。 

 それと、１６５ページの体育施設費の中で、こと

しから委託料、１３節、ここにかかわってパークゴ

ルフ場の開設が始まります。これで時間帯について

も、前からもうちょっと開始時間を早くというよう

な話もありましたので、この点の改革という点では

どうなのか。 

 それとパークゴルフ場の設備にかかわってお伺い

したいのですが、これはうわさの域はちょっと出な

いわけですが、パークゴルフ協会がいわゆるいすを

寄贈するという話が出てきて、ベンチですね。こう

いう補助団体がベンチ等を寄附するのだったら、

ちょっと筋違いでないかという話もあります。有志

がそういう形の中で寄贈しますよという形であれ

ば、筋が通る話かと思いますが、この点。 

 それともう１点は、これもうわさの域ですが、出

てきているのですが、例えばパークゴルフ場におけ

る台、プレートの購入に当たって、町の公職者が介

入しているのではないかというような話も出てきて

います。こういう事実がなければ、それでいいわけ

でありますが、もしもこういう事実があれば、大き

な問題でありますので、施工した業者が購入する。

購入した中で、このパークゴルフの台購入に当たっ

て、そういう方がかかわっているのでないかという

ような話も聞こえてきておりますので、この点につ

いても、そういうような点についていろいろと情報

が入ってきているのかどうなのか、この点について

もお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） 米沢委員の６点の御質問

にお答えしたいと思いますけれども、１点目の少人

数制モデル実施については、昨年の３月２７日に道

の方で決定しまして、そして全道で２５校のモデル

校を指定しますよと。いち早くうちの上富良野小学

校を挙げて対応していただいているということで、

これは学校の現場と十分協議して対応しているとい

うことで御理解いただきたいと思います。 

 それから、２点目の心の相談員、本当に今の心の

相談員適任者だと思います。本当にこれは公職忘れ

て自分の自宅にお母さんを呼び、子供を呼び、そし

て心のケアをしているということについては、本当
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に頭が下がっております。そういうことで、このあ

れについては不登校、今校内暴力だとかいじめだと

いうより以上に不登校の問題が大きな悩みとして抱

えていますので、そういう面では大きな効果を上げ

ておりますので、引き続き継続してまいりたいと

思っております。 

 それから、パークゴルフの時間だとか利用方法、

これについては弾力的に運用しましょうということ

で、振興公社とも早朝ゴルフがやれる、また利用者

の利便性で、また時間やなんかについてもいろいろ

考えましょうということであれしてますので、適宜

その利用状況を見て対応してまいりたいと思ってお

ります。 

 それから、パークゴルフの設備も、これそういう

うわさが飛んでいるのかどうかわかりませんけれど

も、ただパークゴルフ協会だとか、それから業者の

方々があのパークゴルフ施設ができ上がったこと

に、そういう思いをはせているということは聞いて

おりますけれども、具体的に私たちに何を上げると

いうことは、一度も相談はございません。 

 それからもう１点の、最後は非常に私たち聞いて

びっくりしているのですけれども、スタート台だと

か、あそこの施設設備した身障者に優しい、例えば

設備整備、これについては確かにパークゴルフ協会

に意見をいただいております。ただ、設備に当たっ

て、そういう委員から言うような誤解を招くような

ことは一切ないと思って信じておりますので、そう

いうことも事実確認として、私たちは耳にも入って

おりませんので、誤解を解いていただきたいと思い

ます。 

 それから、大事なこと一つ忘れた。ことばの教室

も、本当に今先生方の配置をされて、特殊学級の先

生たちもことばの教室にいろいろ情熱を傾けていた

だいてますし、うちの嘱託職員が言語障害、言葉の

教室で１人だけ配置しておりますけれども、これに

ついても時間を忘れて、本当に親と子供、これ両方

でやらなければなりませんので、そういう面では正

職員の配置というのが私たちの大きな希望なのです

けれども、ただ全体的な定数枠だとかいろいろなこ

とからいったら、もうちょっと条件整備をする時間

が必要なのかな。その私たちの心については、町理

事者に理解いただくように毎年お願いしているのが

現状であります。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） ことばの教室の正職員の

配置については、ぜひ引き続き努力していいただき

たいというふうに考えています。 

 あと次は、いわゆる社会教育の生涯教育の問題で

お伺いしたいと思うのですが、ことしから社会教育

主事という形の中でいろいろと配置されるというこ

とですが、そのねらい。 

 それともう一つは、社会教育の中で、例えば学校

との連携、いきなり町の主催する行事が学校行事に

急に割り込んで入ってくるというような、調整はし

ているのだろうと思いますが、そういう話が一部聞

かれます。本来、やはりそういう調整もきちっとさ

れて、事前にいわゆる年度当初の計画において、こ

れとこれは学校教育の中で町としても進めたいとい

うことでの、調整だけだと思うのですけれども、そ

ういう割り振りをぜひやってほしいという話が聞か

れますので、この点。 

 さらに、週休５日制に伴った子供たちのやはり対

応という形の中で、充実するということの答弁があ

りますが、社会教育主事のねらいというのも、そう

いうものも含めて対応があるのかどうか、お伺いし

たいと思います。 

 次に、１６７ページの給食センターの問題で、今

子供たちが食べるものに対するアレルギーという形

であります。それぞれの子供たちに応じた食べ物と

いう点では、必ずしも一概に個別対応という点では

いかない部分があるかもしれませんが、そういうも

のも含めて現況の対応、また将来にわたってそうい

うものの対応は改善すべきところもあるのではない

かというふうに考えますので、現況と将来どういう

ふうにするのか、あわせてお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） 米沢委員の３点の質問な

のですけれども、１点の社会教育主事の道の派遣、

これもひょうたんからこまみたいに、私たちも道に

対して熱意を持って何とかということでお願いしま

した。このお願いする背景は、執行方針で申し上げ

ましたように、生涯学習の充実、これをするために

は、やっぱりそれを活動の中の実践をしていかない

とならないということを常日ごろ思っておりまし

て、それとことし社会教育中期計画が第６次のやつ

を取り組みますので、そういう意味では、町の総合

計画もそうなのですけれども、今までの総括、それ

からこれからの生涯学習における位置づけについ

て、きちっとしたものをつくっていきたいなという

ことで、そういうことの目的で社会教育主事の派遣

をいただきました。 

 それから、学校と私たちの生涯学習社会教育との

あれについては、これは学社融合ということで、本

当に目線を同じにして共通理解の中で取り組まなけ

ればならない課題だと思っております。 

 また、学校現場と私たちの中ではちょっと温度差

のある課題もあることも事実でございますけれど
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も、そういう壁を取り除いて学社融合という部分に

ついて意を注いでまいりたいと思っております。 

 それから、週５日制も、これもやっと念願がかな

いまして、要するに用語や言葉で、知識できれい事

を論議するよりは、１００の論議より一つの実践と

いうのが私の大きな願いでありまして、そのために

は子供会、それからスポーツ少年団、それから学校

現場、それから潜在的な地域の人たちをいかに子供

たちと融合して実践活動に結びつけるかということ

で配慮しておりますので、４月からその実践をいよ

いよ活動いたしますので、期待を裏切らないように

活動に情熱を傾けていきたいと思っております。 

 それから学校給食センター、本当に子供たちの食

嗜好のあれについては、牛肉もだめ、リンゴもだ

め、本当に何を食べさせたらいいのだろうというぐ

らいいろいろな課題が出ているのが現状でありま

す。ただ、アレルギーを持った子供たち、食に対し

て非常に機敏な子供たちに対しては、その子供たち

に合わせて給食センターができるものについては配

慮しましょうということで、牛乳の飲めない子供に

ついてはウーロン茶を飲ますとか、牛乳の入ってい

るものについては、学校の先生たちと保護者との連

携を十分とって、そしてどういう対応がいいのかと

いうことで対応しておりますので、直接そういうふ

うな課題が出てきたら都度対応していくように努力

してまいりたいと思っております。 

○委員長（久保田英市君） １８番向山委員。 

○１８番（向山富夫君） パークゴルフ場について

お尋ねいたします。町長に答えていただければ幸い

ですけれども。 

 現在新設されましたパークゴルフ場の計画を進め

る過程の中で、現在の島津公園の中におけるパーク

ゴルフ場の今後どうするかということでお尋ねした

経緯があるのですが、その中で閉鎖するという方向

で進めるというふうにお聞きした経過があるわけで

ございますが、いよいよもう雪解けが間近で、新し

いゴルフ場がオープンが間近になっておりますが、

その間、島津公園の中のパークゴルフ場も一部存続

していただきたいというような声もあるのだという

ようなことで、検討しているというように、その間

町長が答弁されているような経過もございまして、

あらおかしいなという感じを持ったこともあります

が、いよいよ新しいパークゴルフ場がオープンいた

しますが、そろそろその検討をした結果が、町長の

腹の中では固まっておらなければならない時期だと

思いますので、この際私としては閉鎖するというこ

とで、本来の公園機能に戻すということで固まって

いるものと思いますが、改めて確認させていただき

たいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １８番向山委員の御質問に

お答えしますが、当初から閉鎖するというのは基本

であります。今も変わっておりません。ただ、要望

は、閉鎖しないでくれという要望もありますし、早

く閉鎖して都市公園として子供たちを自由に遊ばせ

れる、安心できる都市公園に戻してくれという要望

もありますから、今後のいろいろな課題もあろうか

と思いますが、３億少しの財政投資をして立派な施

設をつくったわけでありますから、当初からの計画

どおり閉鎖するのが基本というふうに御理解をいた

だきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） ６点ほど。 

 まず、１５７ページの８節と１９節、８節が生涯

学習教育ということにつきまして、将来を考えます

と、今町は社会福祉施設ですか、これ当面の目標に

しておりますけれども、生涯学習というのは、これ

必ず浮かび上がってくる問題で、これに対する教育

長はどのようにその生涯学習というものを受けてい

くか、やっていくかという、施設も含めて、簡単な

ものではないです。これはやっぱり生涯を通してで

すから。その辺のところの構想をお持ちでしたらお

聞きをしたいと、それが１点ですね。 

 それから、１９節がボーイスカウト、非常に一時

大変盛んになっていたのが、何かこう低調に私は見

ております。何でかなと、その辺、私のところと違

うものをお持ちかもしれません。私が見たのは、

ボーイスカウトの徽章ありますね。徽章の裏に誓い

のあれが書いてあるのですよ。そこに神仏に誓って

という言葉があるのですよ。多分それからかなとも

思ったりするのですが、違っているかもしれません

けれども。ただ、神仏というものは、人間必ず必要

なものですから、これは否定することにはならない

と思うのですよ。この辺のところもちょっと推測も

入りましたけれども、これをお聞きします。 

 それから、１６１ページの１５節、江花コミュニ

ティー会館、これ私は前に一般質問で軽スポーツ、

あそこは離れておりますから、軽スポーツをできる

ような講堂をつけてということで質問したことあり

ましたけれども、今回の設計見ますと入っておりま

せん。それで、あれをあのままにしてしまいます

と、今せっかくミニバレーにしても、いろいろな軽

スポーツ盛んになってきております。理学療法士で

すか、病院の先生が来ていろいろやっているので

す。そうすると、それが健康につながっておりま

す。農作業の健康にもつながります。そういうのが

江花の方々はわざわざ社教に来なければならなくな

ります。これは考えてあげたらいいのでないのかな
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ということでもって、これについて教育長のお考え

をお聞きしたいと思います。 

 それから、１３節の文化財、１節でいいですね。

文化財は保護委員の方の例の除福、これのどのよう

になっているかという、これ何とかうまく東中の有

志でも立ち上がってくれればなというように思いま

すけれども、ひとつこれを。 

 それから次、１６７ページの１節、学校給食セン

ター審議委員、これ家庭教育とこれ絡むのですよ、

給食と。というのは、幼稚園は弁当持たせたり給食

やったりしているのですが、混合かなと思うのです

けれども、子供の弁当をつくるというのが家庭の教

育でもって非常に生きるのですよ。給食で一生懸命

皆さんやって、先ほど言っているように、アレル

ギー関係だとか何とか苦労されておりますけれど

も、弁当というやつも中に入れてはいかがかなと。

弁当つくるということは、子供に対する愛着が出る

はずなのですよ。まずおかずを買って、そしてつ

くって持たせてやると、その辺が家庭教育にもつな

がるのでないかと。家庭教育って集まりなさいとや

ると嫌ですけれども、子供のためにあれですから、

これは自然にいくのではないかなとも思いますが、

この辺のところ。 

 それと、１６９ページは、これは旭川労働基準協

会負担というのは何かな、わからないのです。これ

教えていただきたいなと。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） １１番梨澤委員の６点の

質問がございました。６点目については、担当から

説明させます。 

 生涯学習の理念をどう思っているのか、教育長の

今後の指針どうなのだということについては、これ

は執行方針でも申し上げておりますように、生涯学

習というのは子供からお年寄りまで、生涯を通して

充実した人生を送れるような条件整備ということで

すから、これを社会教育中期計画の中にきちっと位

置づけして、スポーツ、文化、芸術すべての面につ

いて、幼児教育も含めて位置づけをして、きちっと

指標をつくって、そしてその指標に向かって努力し

ていくということで御理解いただきたいと思いま

す。 

 それから、ボーイスカウトにつきましても、私た

ちも小さいときはあこがれの団体でありました。今

どちらかというと、表立っておりません。これは子

供会のいろいろな組織があって、その中のボースカ

ウトの位置づけになってきたのでないかな。ただ活

動内容を見ますと、本当に子供たちを指導する大

人、それからここに入団しているボースカウトの精

神にのっての活動ということで一生懸命頑張ってお

りますので、そういう一生懸命やっている子供たち

の団体については、私たちの受け持つ分野で支援す

るものはしていきたいということで、活動もより充

実するように、またそういうお話あったよ、頑張っ

てねという話はしてまいりたいと思っております。 

 それから、江花のコミュニティーについても、こ

れ当初私たち地域から要望されていたのは、軽ス

ポーツができるようにということの要望がございま

した。ただ、町の財政的な事情もありまして、地域

の人口、立地は非常にいいところなのですけれど

も、ただ町全体でのコミュニティー的な場というこ

とになると、今そういう大きな財政投資をできるよ

うな状態でないということで、地域と十分話し合っ

た結果が、今の施設機能ということで、所要の予算

措置をしておりますので、そんなことで御理解いた

だければな思います。 

 それから、文化財の保護の除福の問題について

は、まず私たちの町の文化財としての位置づけ、そ

してその位置づけの中で道の文化財の指定を受ける

ようにということで、前にも質問受けておりますの

で、それは引き続き努力してまいりたいと思ってお

ります。 

 それから、学校給食については、確かに家庭教育

からいけば親の責務、そうかといったら愛情弁当と

いうのが本当にいいのだろうなと思いますけれど

も、ただ学校の給食の中では、学校給食をというこ

との一つの法律の位置づけの中での対応しておりま

すので、ただ、今子供に対する親の愛情という部分

については、遠足、レクリエーション、いろいろな

部分がありますので、そういう面で子供たちに家庭

が愛情し向けていくようなということで、また機会

を通じてそういうことの努力の啓蒙もしてまいりた

いと思っております。 

○委員長（久保田英市君） 給食センター施設長。

○給食センター施設長（松井勇君） １１番梨澤委

員の質問にお答えいたします。 

 旭川地方労働基準協会負担９,０００円予算化し

ております。これにつきましては、給食センターの

方でボイラーの施設を設置しているわけですけれど

も、これに伴うボイラーの機器の管内で協議会、部

会をつくっております。これに伴う会費でございま

す。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 生涯学習についてですけ

れども、教育長の方針、あれはいいと思うのです。

もっと大事なものあるのですよ。総合グラウンドも

入れて施設きちっと、そういうものをきちっと考え
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なければだめなのです。そこで初めて生きるのです

よ。何ぼ言葉で言ってもあれです。これ、今またあ

いつ言うかと言いますけれども、合併に向かって

いったときに真っ先にぶつけてやることなのです

よ。真っ先にぶつける。 

 富良野のあそこにできたからいいというものでは

ないのですよ、山部の農業高校のあそこにできたか

らいいというものでないのですよ。あそこは富良野

の二万五、六千、こっちは中富と上富でもって２

万、そういう施設がというのが要るのです。総合グ

ラウンドもつけてもいいと思います。そして競技場

といいますか、体育館もつけた、そういうようなも

のをきっちり考えて置いていただきたいなというよ

うに思いますけれども、いかがなものかなと。 

 それから次、江花のコミュニティーも、そういう

観点からいきますと、そういうことからいくと非常

に気の毒に思います。これは富良野あたりのコミュ

ニティーと言いますと、やっぱり講堂がついており

ますから、寝泊まりできるようにしているのです

ね。そういうところ、今後もやっぱり考えてあげ

て、私ミニバレー、在の方来られて一緒にやってい

て、ああ大変だろうなと、この社教センターに来た

ら環境変わりますからね。高さとか何かがらっと変

わりますから。そうするとふだんの力が出ないでい

るのですよ。それに加えて場所もなくているのを見

ますと、やっぱり軽スポーツができるぐらいのも

の、バトミントン、それからテニポン、それからミ

ニバレー、そういうようなの考えてあげてはいかが

かなというような、もう一度ちょっとお聞きしたい

と思います。 

 それから、給食についてなのですけれども、法律

で、私たち給食といったら、食べるものがなかった

のですよ。それで学校で給食やっていただいたと。

私らの年代そうですよね。そして、栄養を補給した

のですけれども、今あり余っていて、あり余って何

でもやってくれやってくれ、権利権利ですよ。こう

ではいけないと思うのですよ。やるべきこともやり

なさいという、そういうものがお母さんやりなさ

い、そうするとお母さんありがとうという言葉が出

てくるのですね。お母さんに弁当、みんな勤めてい

る人そうだと思いますよ。弁当持ってきて、そうし

たら奥さんは朝早くに起きてきちっとつくって出し

ている。外食の人もおるでしょうけれども。そうい

うのからいくと、本当の教育ができると思うのです

よ、お母さんありがとうというものにつながってい

くのではないかと。こういう意見もあるということ

で、検討ですね。 

 日本は今そういうぐあいにしていかなければなら

ないと思いますよ。何でも面倒見て、中学生が携帯

持ってですよ、それで日本には夢も希望もないなん

ていうようことやっているのは、我々の責任です。

というようなことで、お考えをお聞きしたいと思い

ます。 

○委員長（久保田英市君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） 梨澤委員の３点の質問な

のですけれども、生涯学習のソフトとハード両方あ

りまして、ソフトの整備についても力を注げよとい

うことの意図は十分理解しております。私たち抱え

ている図書館の問題あり、上小の問題あり、各小学

校のグラウンドあり、給食センターの問題あり、私

たちが所管する問題だけでもたくさん抱えておりま

す。委員は大まかな合併も含まれると、私コメント

できませんけれども、ただそういうことの生涯学習

のハードの部分の整備については必要性あるし、そ

の意を注いでいかなければならないということにつ

いては十分理解しておりますので、そういうことで

御理解いただきたいと思います。 

 それから、江花のコミュニティーも地域のコミュ

ニティーとして整備するか、全町的な立場の中での

コミュニティーの位置づけで整備するかで違ってく

ると思うのですけれども、当初は非常に立地もいい

ですし、交通の利便もいいから、全町的なコミュニ

ティー施設として何とか整備をできないか、地域住

民の公民館に付加してということの検討していたの

ですけれども、それをやったら今の金額の倍はかか

るということになると、今の財政的にはちょっと私

たちが全町的なコミュニティーというのは、今の現

状から無理かなということで、十分地域と話して理

解していただいていますので、そういうことも必要

だったなということの検討は重ねたということで御

理解いただきたいと思います。 

 それから、給食の問題についても、本当に委員

言っているように、今親の愛情を子供たちにどうあ

れするのかなということの、その必要性については

十分わかりますし、私たちも子供たちは魚の絵を書

かすと切り身を書いたり、例えばおにぎりもコンビ

ニで売っているみたいな感覚ではなくて、体験給食

をさせなさいということで、今おにぎりをつくらせ

たり、いろいろそういうことのチャレンジもしてお

ります。 

 そういうことで、学校ができること、家庭ができ

ることあると思いますので、委員の言っていること

を十分意味含めて、家庭教育という部分についての

力を注いでまいりたいと思っております。 

○委員長（久保田英市君） 西村委員どうぞ。 

○６番（西村昭教君） １５８ページの公民館にか

かわることで、この予算と余り関連がないかなと思

うのですが、図書館があそこにあって、非常に老朽
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化して危険な建物になっているということで、私も

たびたび図書館に行くのですけれども、１年前見ま

すと非常に傷んできているということで、町の計画

の中には、整備計画がないというところで、いつま

であの状態で使う気でおられるのか。教育長前から

非常に危険な建物になっているのだということは、

何度か発言されているわけで、あの状態でどれぐら

いこれからもつのか、もし長くもたすとするなら

ば、どこかに時点でやはり補修なり、あるいは新築

ということも考えなければならないとは思うのです

けれども、そこら辺どういう見解を持っておられる

のか。 

 それともう一つは、非常に危険なのであれなので

すけれども、とにかく１階の床、それから２階も非

常に廊下が平らでないと。ピンポン玉置けばどちら

かへ必ず転がっていくというような状態になってい

ると思うのですけれども、そういう部分で、あれ以

上図書の蔵書というのがあそこにあって、非常な重

量だと思うのですけれども、その状態で図書館の充

実ということになると、非常に問題があるのかなと

いう気もするのですけれども、そこら辺どういうお

考えでおられるのか、ちょっとお聞かせいただきた

いと思います。 

○委員長（久保田英市君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） ６番西村委員の２点の御

質問なのですけれども、１点の図書館の問題につい

ては、委員さんも相当関心を寄せていただき、私た

ちに叱咤激励をしていただいているということにつ

いては十分認識しております。 

 また、あそこの図書館を利用している、また自衛

隊の隊員の皆さんの奥さんたちが使うと、上富良野

１万２,０００人もいて、こんな図書室なのという

ことも聞いております。そういうことで、私たち現

場を預かる者としては、１年でも早く何とかしてあ

げたいなという気持ちはあっても、町のやっぱり財

政的な裏づけが必要ですから、これはいつも同じこ

とを繰り返しておりますけれども、さらなる努力と

いうことで、また理事者と協議を重ねて、皆さんの

意図が通じるように、また理事者とも協議を進めて

まいりたいと思いますし、また耐力と耐震度からい

くと、いつ何かあってもおかしくない建物なので

す、調査報告では。かといって、今学校やなんかも

全部耐震度調査しなさい、耐力度調査しなさい、調

査しても、それが実行できなかったら、危ないとい

うことの報告を受けて行政がどう対応できるのです

かということで、よく会議のときそういう発言をす

るのですけれども、そういうことで、私たちもあの

今の現有施設の中で、例えば厨房室を少し壊して本

を分散するだとか、例えば和室を壊して改造してや

ろうかということも検討したのですけれども、ただ

耐力度的には、委員もわかっているように３０セン

チも狂っているわけですから、そこを簡単にただ客

観的に部屋があるぞということでは、そういう改造

できないのです。そのためには莫大なお金がかかる

ので、先日の質問でもお答えして、苦慮しているの

ですということでお答えいたしましたけれども、い

ずれにいたしましても４万冊の蔵書があるわけです

から、そういうことでは、その危険度、住民が安心

して入れないような公共施設ということについても

問題の意識持っておりますので、今後の課題として

理事者も聞いていると思いますので、その位置づけ

については、早く位置づけできるように、さらなる

皆さんの声を理事者に位置づけをしてまいりたいよ

うに努力してまいりたいと思っております。 

○委員長（久保田英市君） ６番西村委員。 

○６番（西村昭教君） それで、いよいよ町長に聞

くのですけれども、これだけ困って、努力すると

言ってもお金がないと。お金決めるのは町長の部局

なのですけれども、町長もそれは御存じだと思うの

ですけれども、今の現有の公共施設の中では、あそ

こが一番ひどいのかなと。常時使われる部分として

は、非常にひどい施設になっているというような、

僕はそういう認識で見ているのですけれども、とこ

ろが、今この中で見ますといろいろな補修、屋根の

補修や壁やなんかの補修の予算も組んでいますけれ

ども、あそこの公民館自体の根本的な見直しを図っ

ていくということになると、補強工事をするのか改

築工事するのかという結論は出せないまでも、やは

り今後の総合計画の後期に入っていったときに、い

やが応でもあそこは対応していかなければならない

施設なのかなというぐあいに、私自身受けとめてい

るところなのですけれども、ところがその前に、総

合福祉センターを建てるということなのですけれど

も、まだまだ財政緊迫してくるという中で、私は早

急にそういうものを後期の計画の中にやはり入れ

て、やはり対応していくということが絶対必要だと

思うのですけれども、そこら辺町長いかがですか。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 西村委員から、公民館の整

備につきまして、当然西村委員おっしゃるとおり、

町の今公共施設の中で老朽度合いは非常に高いとい

うことでございます。委員も御発言ありますよう

に、重点施策ということで、保健福祉センターに取

り組んでございます。そして、また本年度におきま

しては国営の償還が始まるということで、相当厳し

い状況にあります。そういう中で、先ほど教育長の

方から、耐力度の話ございましたけれども、傾き等

についてはあるかと思いますが、なお私ども政策調
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整会議の中におきましては、いわゆる柱の部分、そ

の辺のところはまだもつのでないかということで、

専門的な意見もいただいているところでございまし

て、そういう中から優先度としては、整備について

は後年度というようなことで判断をさせていただい

ております。 

 必要度については、当然わかっておりますし、今

般保健福祉センターの中におきましても、あの中で

文化会館というのが大きく町民の要望としてありま

した。そういう中で、多目的ホールという中で対応

させていただいたということで、一つの課題点を先

延ばしした中で、当面的にああいう利用をしていた

だくという点で考えての計画になったところでござ

いますし、現状その公民館の利用形態等もひっくる

めまして、気軽に利用できるような状況になってい

るところでございます。 

 今後その新しい公民館としてどうあるべきかとい

う点につきましては、また新しい建てかえをすると

いうことになりますと、利用度合いというものをど

ういうふうに考えるのか、その辺のところも検討も

していかなければならないのでないかなというふう

に思っております。 

 恐らくこれからの時代の中で、その公民館という

ものが、ああいう形の中でただ改装すればいいのか

という点もいろいろあろうかと思いますけれども、

やはりそういう大きく改装するに当たりましては、

町民の利用の中身を検討して進めるべきというふう

に思っております。 

 現状では、ちょっとなかなか正直言って手がつか

ないというのが現状でございますので、その辺御理

解を賜っておきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ６番西村委員。 

○６番（西村昭教君） いろいろ理由挙げれば、そ

ういう理由がいっぱい出てくるのだと思うのですけ

れども、現実にあの建物が老朽化しているよと。い

ろいろな形でこれからどういう使われ方をしていく

のか、これからどういう使い方がいいのかというこ

とは、当然検討しなければならないことではあるに

しても、今現在使って、あそこへ行ったら危険を感

じながら使うというような一面も、私は気持ち的に

あると思うのですよね。 

 今ここ最近指摘されたわけでない、もう３年か４

年前から教育長発言されているとおりで、年々ひど

くなってくるというところが、今助役言われる最優

先に上がってくる問題だろう。言うならば、最優先

にその取り組みについて、やはり考えていかなけれ

ばならない問題だと思うのですよ。何かあってから

では遅いという部分と、柱だけもっても床がもたな

い部分ありますから、柱残って床落ちてしまったと

いうような状況だって予想されないわけでないわけ

ですから、上も下もコンクリートですから。 

 町長御存じないと思うのですけれども、毎年あそ

この２階の窓割れるのですよ。地盤が狂うものです

から。僕行くたびに、１週間行くと大体窓半分ぐら

いひび入っているのですね、狂っているものですか

ら。そういうことがあると、これ非常に年々ひどく

なるなというとらえ方で、私もこれ早くしないとだ

めだなという気持ちでいるものですから、それで今

回こういう質問させていただくのですけれども、建

てかえるにするにしろ補強するにしろ、早急な対応

というのは、やっぱりその後期の計画の中にぜひと

も入れていくべきだと思うし、もしそういうことが

できないとするならば、違う考え方というのもまた

持たなければならないのかなと思うのですけれど

も、町長そこら辺の気持ち、ひとつお聞きしたいと

思います。 

 町長あと任期これで終わりかどうか、また出るか

どうかわかりませんけれども、ひとつそこら辺、前

向きなお言葉をいただきたいと思いますけれども。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ６番西村委員の図書室につ

いての御質問にお答えさせていただきますが、今教

育長と助役がお答えさせていただきましたように、

図書室の状況は早急に対処しなければならないとい

うことでありますが、今の我が町の財政状況からす

ると、即図書館の建設ということには相なりません

ので、私としては、いましばらくこの現在の図書室

で何とか対応でき得るすべがないのかということで

検討するようにも指示をしているところであります

けれども、言うなればあそこにかかる重量を分散す

ることによって、ある程度もてるのでないかと。今

現在２階にあります調理室を整備して、こっち側に

ある図書を向こうの方にも分散するということに

なって重量が対応できるから、そういうことで検討

してみてはどうだということで指示もいたしたとこ

ろでありますが、調理室を閉鎖しては困るという意

見があるからできませんというような解答をいただ

いております。ただ、片一方立てれば片一方立たな

いということで、このままずらずらと来ているわけ

でありますが、今西村委員の言うように、何とか対

応しなければならない。そこで新築することは、現

状ではなかなか難しい。今の図書室でどう対応する

か、あの公民館を将来的には、もう老朽化しており

ますから、青少年会館の方はこのまま対応するにし

ても、今の公民館施設の部分については、あれは何

らかの形で解体するなり、何らかの対応を図ってい

かなければいけないというふうに思っておりますの

で、それまでの間においても、ひとつ図書館をあの
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位置で、あの施設の中で何とか多大な改修費をかけ

ないで対応できないかということで、今後も検討し

ながら改修していきたいというふうに思っておりま

す。 

○委員長（久保田英市君） ６番西村委員。 

○６番（西村昭教君） 最後で、私図書館をどうの

こうのということではなくて、建物自体をやはり考

えていかなければならないということで言っている

のでありまして、その調理室がどうのこうのという

のであれば、ほかにも調理室を備えた施設あるわけ

ですから、あの近くには私の地元のふれあいセン

ターというところにも、まだあれより広いスペース

の調理室がきちっと備えてありますので、あれは地

元だけのものではない、町の施設ですから、どなた

でも使えるということでは、私は可能性あると思う

のですね。 

 今のところ、財政的には非常に大変だという部分

では、私も十分それはもうわかりますので、新しく

建ててくれとか、すぐ早急にということではなく

て、最優先で私は取り組むべき問題だということ

で、御理解をいただきたいと思います。 

 町長、今言われたとおり、いろいろな手法が私は

あると思うのですよね。だから図書館があそこにあ

ることが一番ベターなのか、それとも違う場所に移

転することがベターなのか、民間の施設でかなり広

いスペースで空いているところもありますので、そ

んないろいろな検討の仕方をしながらしのいでいく

と。余裕が出てきたら、ばしっとしたものを整備す

るというようなことも私は考え方としてはあると思

うのですよね。 

 ですから、何といいますか、行政で進めていく

と、どうしても範疇の中にいて埋没して考えていく

というような面がありますので、もう少し広い視野

に立って考えれば、もっと違う活路が出てくるかな

というとらえ方私はしているものですから、そんな

部分でも、大いに幅広く検討していただきたいと思

いますし、とにかく後半の部分では、これやはり最

優先の問題だということだけはここで確認して、私

はこれでもうやめようと思います。よろしくお願い

します。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） おっしゃるとおり、今の図

書室の状況からすると、危険度が非常にあるわけで

ありますから、それの対応についてどうするのかと

いうことについては、対処していかなければならな

いと。今後検討して、今までも検討は何度もさせて

いるわけでありますけれども、御質問もいただいて

下に持ってきたらどうだというような御意見もあり

ました。そのようなことも含めて、あそこの施設

で、公民館の施設の中で図書室をどうするかという

ことについて検討し、また調理室を改造してこっち

側に持ってくることによって重量が少なくなる。そ

のことよって、いましばらく対応できないかという

ようなことも検討やらいろいろしているわけであり

ますが、また他の施設につきましても、他のところ

で対応できないかというようなことも検討した経緯

もありますけれども、なかなか一朝一夕に対応でき

得ないわけでありますが、委員おっしゃるとおり、

あの施設で新たに図書館を建設するまでもてるかと

いうことになりますと、もてないということは１０

０％確実なわけでありますから、それをもたすよう

にどうするかということは、対処していかなければ

いけない。早急に対応しなければいけないというふ

うに認識しております。 

○委員長（久保田英市君） 次に進みたいと思いま

すが、よろしいですか、ありますか。 

 １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） １５１ページの１０款、１

項、２目、１４節の江幌小学校の特認校児童登下校

車借り上げの関係でございます。今回１５年度は１

４３万４,０００円ということで計上され、１３

年、１４年度の実績を見ますと、大体８３万円とい

うことでございます。そこで、１３年、１４年、そ

れから１５年度の予定と、特に１５年度は登下校す

る生徒の数、それから今江幌小学校の在校生の本来

の校下区域の在校生と、それから特認での在校生と

いうことでお知らせをいただきたいと思います。 

 それから、２点目は１５３ページの１０款、２

項、２目、２０節の遠距離通学援助の関係。１４年

度は７万５,０００円の予算を持ち、今回３万６,０

００円ということでございます。一応小学校教育振

興費に計上されているということで、対象者は小学

生の何名か、それから学年は何年生なのかというよ

うなことをお知らせいただきたい。 

 それから、恐らく３万６,０００円ですから、最

低２名以上いるのなかというような気がするのです

けれども、それぞれの通学距離と、どの地点から通

学をしているのかという点でお聞きをしたいと思い

ます。 

○委員長（久保田英市君） 学校教育係長。 

○学校教育係長（北川和宏君） １番中村委員の質

問にお答えしたいと思います。 

 まず、江幌小学校特認児童の関係なのですが、今

現在１３名の在校生徒がおりまして、４人が特認で

９名が地元の江幌、静修地区の児童でございます。 

 新年度につきましては、今現在はっきりしている

ところで同じく１３名で５名の特認の児童、それか

ら８名の地元の児童ということで、人数は変わりま
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せんが、内訳で若干の動きがございます。 

 それから、遠距離通学ですが、これにつきまして

は、本年度は江幌地区で３名、４キロ以上というこ

とでいます。昨年は、東中で３キロ以上ということ

で２名いましたが、スクールバスの路線の変更に伴

いまして遠距離児童が解消しましたので、今回は３

名のみの計上で予算減となっているところでござい

ます。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） 特認校の性格ということ

で、江幌小学校の維持等も含めたり、それからそれ

ぞれの子供たちの希望、親の希望等もあって、こう

いう形でなっているということで、非常に予算的に

は負担はされておりますけれども、何とかこれを維

持していただきたいというふうに思います。 

 それで、２点目の遠距離通学の援助の関係なので

すが、この条例の中で通学費とはということで、状

態として交通費に相当する費用ということになって

おります。それで、ここの言う今江幌から４キロ

メートル以上ということであれば、この交通費に対

する費用というのは、この条例の中の４キロメート

ルで１万２,０００円ということで理解を、数字か

らいえばそうなるかなと思います。ただ、私今回こ

の条例を見ていて、交通費に相当するという項目

が、どこを基準にして交通費に相当するのかという

疑問が一つわいてきたのですね。それで乗り合いバ

スの距離の関係がどうなのかというような形で、単

なるこの４キロメートル以上１万２,０００円、た

だこの後この条例の別表を見ますと、小学生が５キ

ロメートルから６キロメートルが１万５,０００

円、ところが中学生は５キロから６キロメートルは

１万８,０００円なのですね。ただ僕はバスの基準

にしていけば、１２歳以上は大人の料金になる。そ

れ以下は子供の料金になるから半額かなと思ったの

だけれども、単なる同じ５キロメートルから６キロ

メートル小学生が１万５,０００円なら、中学生が

１万８,０００円、言うなれば体が丈夫で強いのだ

から、僕は逆になるのを負担を軽減、体力的ないろ

いろなことを軽減するのなら、その逆なのかなと。

ただ、バス運賃のことを考えてこういうような何キ

ロ何円ということで単純に計算してあれなのかとい

うことで、この経過がどうもわからないのですね。

ですから、交通機関がない、それであれば歩く。で

あれば、小学生が同じキロ数のところであれば、逆

転していってもいいのでないかなという、今回これ

の条例を見て単純にそう考えたのですね。それらの

関係で、ちょっと教育長からお伺いしたいと思いま

すが。 

○委員長（久保田英市君） 学校教育係長。 

○学校教育係長（北川和宏君） この条例の制定に

つきましては、かなり以前からこれが制定されまし

て、単価の見直しも平成七、八年ころに行われいる

のでないと思いますが、元年ですか、失礼しまし

た。その中で、単純にバス賃とかの計算だけではな

くて、要するに冬になれば長靴、普通ならバスで通

えば短靴でいいだろうところ長靴が必要だろう、雨

がっぱが必要だろうと、そういうもろもろの経費も

含めまして、要するに半額ということには、例えば

交通費だけであれば、今中村委員さんが申し上げま

したとおり、半額でいいということになるのでしょ

うが、その他必要なものもあるということで、若干

のそういう計算どおりにはならないということにな

ているということで理解しているところです。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） 今係長の言う、現実にそう

いう費用のことにはここには何も書いてないのです

ね。交通費に対するということであるならば、そう

いう発想でなくて、やっぱり小学生には若干厚く、

中学生はある程度体力的にもあれもあるのだからと

いうようなことが一つあっていいのでないかという

ことと、それからもう一つ、今特認校でこうやって

ハイヤーで送り迎えしている。おれは山奥から歩い

てきて、そして年間小学生で今四キロメートルなら

１万２,０００円ですね。それは年間１万２,０００

円ですからね、だからそれらのことも含めて、やっ

ぱりこの条例改正、見直しを僕はやっぱり図ってい

ただきたいなと。同じ江幌の学校にいて、片やハイ

ヤーで外套も何も着ないでさっと出ていって、片や

もう４キロも歩いてきてということになると、

ちょっと教育的な配慮も含めて考えていただきたい

という要望をいたします。 

○委員長（久保田英市君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） １番中村委員から、今現

状でやっている私たちの子供たちの対応、言われて

みて、子供たちに差別がないように、また保護者か

ら見て違和感のないように行政的な配慮もしなけれ

ばならないということは十分認識しましたので、十

分検討させていただきたいと思いますけれども、た

だ子供たちが遠隔通学のとき、全部が平等というこ

とは、これあり得ません。例えば東中で遠隔通学

やったときに、一つ路線バスを変更して通したとこ

ろあります。そうすると、２カ所、３カ所、４カ所

から、全部それを解消すれということの要望がござ

います。その場合は、うちの方は対応できない部分

についてはできるものからやりましょう、できない

ものについては、今後の課題として納得して下さい

ということで保護者との協議を進めた中でやってお

りますけれども、今委員から指摘ある部分について
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は誤解のないように、中身がだれに聞かれても、あ

あなるほど、そうなんだということがわかるように

内容を検討させてください。 

○委員長（久保田英市君） 次に進めさせていただ

きます。 

 説明員がかわりますので、少々お待ち下さい。 

 次に、歳出、第１１款、１７０ページから第１５

款、１７９ページまでの質疑に入ります。あわせて

調書１８１ページから１８８ページまでの質疑を行

います。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） １点お尋ねしたいと思い

す。 

 １７１ページ、１目農業用施設災害復旧費、１３

節委託料。従来から予算、この項目が設定されてき

ているところでありますが、今回初めて顔を出され

た道農政部積算システム、これは前年にはない項目

なのですよね。これについて、ここに説明で表現さ

れたこの根拠、これを承りたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 道路河川課長。 

○道路河川課長（田中博君） ３番福塚委員の御質

問にお答え申し上げます。 

 １３節の委託料の道農政部積算システムのところ

でございますけれども、これにつきましては、平成

１４年度まで農道整備事業の方で掲載させていただ

いておりました。この事業が１４年度で完了に伴い

まして、この部分のシステム使用料を事業のある災

害復旧費のところの方に計上させていただいており

ます。これにつきましては、道農政部の単価歩掛か

り、あるいは積算の内容等につきまして管理をして

おりますのは、北海道土地改良団体連合会というと

ころで管理をしておりますので、使用料につきまし

ては、そちらの方に支払いする形になっておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） ただいまの課長の説明で

は、従来までは、１４年までは農道整備で予算計上

していたと。農道整備と、ここで言う災害復旧費と

性格が１８０度違うと思うのですけれども、農道整

備で、この予算を従来計上していたと、今回農道整

備事業終わったから災害にしたと、こういう関係に

ついては何ら支障はないのですか。それが土地連の

方で補完しているものが農政部とは、どういうこと

で理解すればよいのですか、その点２点お尋ねしま

す。 

○委員長（久保田英市君） 道路河課長。 

○道路河川課長（田中博君） ３番福塚委員の御質

問にお答え申し上げます。 

 この積算システム使用料につきましては、ここで

道農政部積算システムと掲載しておりますけれど

も、これにつきましては出展が道農政部のところと

いうことで掲載させていただいております。 

 それから、農政部関係の事業がないということ

で、それで同じ農政部所管であります農業災害普及

費の方の事業の方に組み入れさせていただいたとい

うことでございまして、内容的には問題はございま

せん。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

 １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） １８８ページ、地方債現

在高、これは普通債が９２億円ということで、総合

計が１４５億円と助役に聞いた記憶あるのですけれ

ども、これの合併特例法の法律で一括返還できると

いう一項目入っているのですよ。内容いろいろある

と思うのですけれども、全額でないと思うのですけ

けども、何もしろがねだけが一括返還ということに

はならないと思うですよ。ただ、やはりこれもでき

ると、ただし合併に向かってなのですね。しかし、

試算をすることはできるわけなのですよ。それで、

この１４５億の地方債現在高の一括返還ができるも

の、これを試算をしていただきたいと、そしていつ

かどこかでこれを聞かせていただきたいと、このよ

うに思いますが、お聞きしたいと思います。 

 法律でできておりますから、これは。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） １１番梨澤委員の御質

問にお答えしますが、私ども、今制度で申し上げま

すが、政府系資金の償還につきましては、いろいろ

と制約がありまして、十分一括償還を前提に勉強を

加えてない部分もありますので、今合併に絡めまし

ての関係については十分承知できませんが、委員

おっしゃるように、制度的にできるとすれば、それ

も一つの方法であろうとは思います。 

 その関係につきましても、今一括償還につきまし

ては、全額償還するということであろうと思います

ので、今私どもで承知しているのは、一部において

償還するのについては、一定限制約ありますので、

現制度では私どもの町においては、できないものと

いうふうに認識してございますが、全額を一括償還

するということであれば、それも一つだなというふ

うには思いますが、制度的には十分今現在承知でき

てませんので、十分研究してみたいと思っていま

す。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 最後に言った言葉なので

すよね。十分研究をして、新しいことなのです。そ
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して、これをきちっと住民に見せなければならない

のですよ。この１４５億円の地方債現在高を一括返

還できるものをこれだけやりますと、何％から何％

の利息のものが１％前後になろうかと思うのですけ

れども、こういうぐあいになってこうなっていきま

すよと、金額にして幾らぐらいになりますというも

のを、これをやっておいて何ら悪いことはないので

すよ。合併しなかったらしないでそれはいいので

す。しかし合併するときには、いやうちはこういう

ことですからねということは言えるわけ。言ってい

ることわかりますかね。 

 そういうことで、これ総務省に問い合わせします

と大丈夫ですから、ひとつこちらおわかりになった

ようですから、答弁もいいです。そういうことで、

試算をしていただきたいと。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、次に進みた

いと思います。よろしいですか。 

──────────────────                
午後 ４時００分 休憩 

午後 ４時１０分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 次に、一般会計全般についての質疑を行います。 

 この質疑には、各款ごとに既に質疑を受けており

ますので、全般の中には、最小限の質疑にしていた

だきたいと思います。 

 それでは、これより質疑に入ります。 

 １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） ２点ほどお伺いいたしま

す。１４３ページ、家賃滞納少額の問題でちょっと

お聞きしたいのですが。これは昨年も、この訴訟費

用として３０万円取られていると思います。そし

て、この中には、この間のお話では３２名ぐらいお

られて４５０万円滞納金が残っていると、このよう

にお聞きしているのですけれども、今回も訴訟費用

がこれ充当しているわけなのですけれども、昨年、

例えばこれずばり言うと、３０万円という方が２戸

あったはずなのです。その件について訴訟を起こし

たいということから、３０万円訴訟費用を去年も

とったはずなのです。その方たちが今度今どうなっ

ているのか、そしてまたここへ訴訟費用もとってい

る。この点について、ちょっとお伺いしたいなと。 

 それから、町営住宅建設の問題ちょっとお聞きし

たいと思います。これは緑町公営住宅につきまして

は、これは平成８年ですか、私たち町政に参画させ

ていただいて、直ちに緑町の住宅の建設を行わなけ

ればならないということで、あそこにはなかなか難

しい方がおられました。それで再度再度行ってお願

いをした。だけれども、なかなか聞き入れていただ

けなかったという方が、今回はお亡くなりになりま

して、また１人の方は自動車事故において今入院さ

れていると。そこへもう１人の方が入っているので

す。この方は、入るときに、私記憶あります。契約

書結んでいる、賃貸契約書。それで保証人もつけて

いるはずです。だから今出れないということはない

はずなのです。本当に保証人つけてますからね。こ

れ東中から来た人ですよ。だからそれをさっき何か

聞いてみたら、無理な人がいるのだというようなこ

と言っておりました。 

 あとの人たちは、公営住宅の用意をしてくれれば

出ますということで、私たち所管でもって再度行っ

たのですから。そして、いろいろ問題化を解決のた

めに出かけていった。だけれどもなかなか了解を得

られなかったのが２名。そこへ今度はお１人さんが

入って３名になった。ところが２人はもうだめにな

りまして、今１人おりますから。ですから、建てれ

ないということはないのですよ。ですが、この人た

ちはもう１人の方は賃貸契約結んでますから、保証

人ついているはずですからよく見てください。私は

知ってますから、それは。ですから、いつでも出せ

ると思う。みんな笑っているけれどもね、そういう

のであって、これら何か先ほど聞いていると、いや

そういうことでなかなか立ち退きできないのだと、

何かそういうようなことをさっき申しましたね。で

すからこれからは１日も早く、出してという言葉つ

きませんけれども。 

 確かに反対した方のおばあちゃん残っています。

でも、おばあちゃんの息子さんがすぐそばにおりま

すから、だからその方は話し合いついて、その富町

の公住は空けて待っているはずなのですよ。今でも

空いているでしょう。ですから、１日も早くそちら

に出していただいて、住宅は公営住宅なんだから建

てれるのでないですか、よくわかりませんけれど

も。そういうことで、ちょっとお聞きしたいなと思

います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １７番

小野委員の御質問にお答え申し上げます。 

 １点目の滞納の対応の件でございます。例年高額

の方で、町の督促にも応じない、納入もしない、１

年も放っておくといったようなそういった悪質のも

のに対して訴訟を起こす。簡易的な訴訟でございま

して、１日で判決が出るといったような内容で、少
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額訴訟と言ってますが、この債権の最高額が３０万

円までというふうなことで定められた少額訴訟がご

ざいます。町としましては、こういう最後の手段を

持ってますよということで、毎年その費用を計上い

たしているところでございます。 

 先ほどの委員の方にも御説明申し上げましたが、

今現在、１年以上もなしのつぶてで何年も家賃を納

めてこないといった方がまだおられませんので、実

際この訴訟費用、弁護士費用なのでございますけれ

ども、それを使っての執行はないところでございま

すが、町の最後の手段としての費用として、本年も

所定の費用３０万円を計上いたして、もしもそうい

う場合にはその対応をするべく用意をしているもの

でございます。なければ、当然のことながら不用と

なってまいります。 

 それから、緑町の建設の経過につきましては、先

ほどの委員にもお答え申し上げました。ここの場所

につきましては、町でも一番最初に建てられた団地

でありまして、もう築４０年、５０年となっており

まして、建てかえが一番先に進めなければならない

ということで、再三再四にわたりまして話し合いを

持ちまして、最後は町長の出席をいただきまして、

何とか協力をしてほしいということで説得いたしま

したが、御案内のとおりなかなか同意が得られな

かったということで、そこを後にしまして、今泉町

の団地の方に改築をしております。 

 今委員の御質問にありましたとおり、お二人の方

が亡くなったことによりまして、話し合いについて

の部分が進むのかなと思っておりますけれども、今

町の建設の計画としましては、その泉町北団地が終

わった後に、もしも緑町団地の方でそうった条件が

整えば、そちらの方の建てかえに向かって計画をい

たしていくといったことで考えておりますので、御

理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １７番小野委員。 

○１７番（小野忠君） 今課長が言われましたけれ

ども、そうであるならば、泉町の方へ今住宅を考え

てやられているのですから、そうなれば、あそこに

１２人しか入ってないのですよ。それでは、みんな

住宅ないかないかと、安い住宅ないかと探している

のですから、やっぱりそうしたらあそこ空けてない

で、あのままでもよかったら入りなさいといって入

れる低所得者もいるのですよ。こんな言葉使いませ

んけれどもね、そういう方がいるのですよ。何しに

あれだけ空けておくかなということです。 

 確かにあそこは３,０００円ですよね。一時は１,

８００円だった。それ３,０００円に上げた、時代

ね。ですから、これらはやっぱりどちらかに考えて

やるべきでないかなという考え持ちますけれども、

そのら辺は執行者の方々のお考えでやっていただき

たいし、また空けておく必要ないのでないかなとい

うような気がいたします。 

 それから、訴訟の分について、今までないのだ

と、なかったけれども、一応今後あるかもしれない

のだということ。そうしたらこの３０万円の方、き

ちんとお金払っているのかどうか、ただお互いに計

画性の払い方をつくったのだということはちょっと

お聞きしたことあるのだけれども、だけれども大き

な金額を背負って、そしてその人たちがきちんとそ

の３０万円、毎月だったら計画をした金を払って家

賃をきちっと払っているのかどうかということなの

だよね。でも払ってないという方が多いみたい。で

すから、あそこら辺からいろいろな苦情が来てい

る。払わなくてもおれるのなら、私たちも払わない

わというのがありますから、そういう点よく勘案し

て、とにかくただ口頭で言っても今はだめなのです

よ。だからやっぱり町長の名前で、内容証明補足し

てぶつけてやると、びっくりして持ってくるという

のがあるのですよ。そこら辺教えておきましょう。

また笑ったら困るけれども、そういうふうにして回

収しなければ、これはならないですよ。そういう

点、今後どのようにお図りをいただくのか、その点

を聞いて質問を終わります。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 小野委

員の御質問にお答え申し上げます。 

 確かに、今緑町団地におきましては１２戸で、残

りの３０戸が空き家となっているわけでございま

す。この空き家にする経緯につきましては、今まで

その空き家に入っておられた方々に、町の計画に基

づいての転居でございますので、転居費用をお支払

いしているわけでございまして、またそこに人を入

れるというこになると、またその部分の費用がまた

出てくるわけでございまして、そういった面からも

ございまして、速やかにそこの部分の建てかえがで

きるようなことで努力をしてまいりたいというふう

に思っておりますので、その辺を御理解いただきた

いと存じます。 

 それから、保証の件でございます。保証は入居さ

れる方全員の保証となってもらえる方の部分をおつ

け願っておりまして、今おっしゃられた件が特別に

保証をつけたというわけでないので、そちらの方も

御承知おき願いたいと思います。 

 それから、滞納者に対する取り組みの状況なので

ございますが、当然条例等に示されております３カ

月以上滞納の場合は、委員もおっしゃるとおり、内
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容証明の郵便物を出して、いついつまでに納めてく

ださいということの部分は出しておりますし、また

向こうの都合に合わせまして臨戸徴収にも参ってお

ります。こういったことで、そういったことに対し

て、１年を通して何の誠意が見られないというもの

に対しては、この訴訟費をもって相手方に支払いを

求めていくといったことも当然行わなければならな

いということでございますので、今回費用として３

０万円を計上しておりますので、御理解をいただき

たいと存じます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） お伺いしたいのは、予算

全般ということで、まず広域連合の取り組みについ

てお伺いいたします。 

 広域連合を推進するという形に町長おっしゃって

おります。これはそれぞれの推進に当たって、一長

一短あると思います、よい点悪い点。こういった点

についての情報をきちっと住民に提供していただい

て、もっと十分な内容を検討して、その結果広域連

合に移るかどうかという判断が今必要かと思います

が、この点。 

 さらに、駅前再開発についてお伺いしたいのは、

ことしは大体それぞれの事業評価をしながら、どの

ぐらいの予算が必要なのかということも含めて、将

来的にできるかどうかも財政上の上から判断して、

その素材として今回はその一つを見きわめたいとい

うことでありますから、前提としては実施するとい

う前提ではないかどうか、この点確認しておきたい

というふうに思います。 

 それと市町村合併の問題ですが、町長は事あるご

とに、議会が最終的に判断するのだということを

おっしゃっています。確かに流れで言えば、そうい

う形になるかと思いますが、しかし町の台所を預か

る町長として、そうではなくて、もっと一歩踏み込

んだ中で、この町の活性化はどうすべきかという点

を詳細に住民に明らかにすべきではないかと。この

点で言えば、事あるごとに総合計画に基づいた四季

彩の町を前提として進めるのだということを言って

おりますが、これにしたってローリングという形の

中で、そのときの時流に合わない部分もたくさん出

ております。そういう意味で、仮に合併したとして

もしなくても、こういう町づくりをしたいのだとい

う展望を示す責任があるかと思いますが、この点に

ついて町長はどのようにお考えなのか、お伺いした

いというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、いわゆる財政上の問題で

言えば、この町づくりの総合計画、実施計画の中に

も、今後積み戻しができなくなって、歳出の部分が

大きくふえるという形に書かれております。そうい

う中で、各種の手数料の見直しや住民負担という形

の中で、受益者負担という原則を貫こうとしており

ます。そういう中で、保健センターを建てるという

形になっておりますが、現状では、将来的に今しろ

がねのかんぱい事業も入ってくるという状況の中

で、先行きの財政が不透明だという状況の中で、な

ぜこの保健センター建設に終始するのか、一時待っ

て財政の安定した状況の中で、そこでも十分検討す

る値があると思いますが、この点をもう一度明確な

答弁をお願いしたいというふうに考えています。 

 さらに、公民館の問題でありますが、国からは耐

震性のないもの、危険のあるものについては、財政

措置をしながら速やかに改善しなさいということが

言われておりますが、当町においては、そういうこ

とについては知ってはいるのだけれども、財政難と

いう形の中で一向に改善される余地もありません。

そういう意味では、私はいち早くこれを解決する手

だてを見つける。危険なところに、公共施設を住民

が使っているという事実があるわけですから、これ

を無視するということは、そういうものに対するま

さに鈍感なのか、あるいはきちっと物事を整理し理

解されてないのかどちらかだと思いますが、図書館

の建設に至っても、この別な施設あるいは和室の２

階をつぶすという形の中でいろいろやりくりできる

と思いますが、この点についてもお伺いしたいと思

います。 

 次に、２４号の改良の問題でありますが、戦車が

通るという形で、二つの道路ができるという話であ

ります。そこに東４線に至っては、高架という形の

中でつくるということになれば安全上の問題、果た

して二つの道路をつくって、牛がそばにいるという

ことで、その騒音が解消できるのかという問題があ

ります。安全上の問題で言えば、道路を２本して平

行で走るというよりは、やはり１本に絞るというこ

とも必要な話だと思いますが、そういった具体的な

問題について、いろいろな２４号の改良舗装につい

ては問題点があるかと思いますが、この点をきっち

り精査する必要があると思いますが、この点。 

 それとあわせて、正門から旭中線にかかわる歩道

設置というのが住民会からも出てきているかと思い

ますが、ここは自動車の往来が大変多いところであ

ります。あわせて、この北２４号を改良するのであ

れば、ここまで歩道を持ってくるというような具体

的な対策が必要かというふうに思いますが、この点

についてもお伺いいたします。 

 さらに、在宅の……。 

○委員長（久保田英市君） １２番、米沢委員にお

願いを申し上げます。 

 さきの質疑に戻らないように。 
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○１２番（米沢義英君） だから全般で質問できな

かったところを質問しているわけですから、そうで

しょう、納得いかなかったところをきちっともう１

回やるというのが前提なんだから。 

○委員長（久保田英市君） 努めて短く簡潔にお願

いします。 

○１２番（米沢義英君） ということですから、ケ

アマネージャー、設備が十分だという担当課の答弁

ありましたけれども、不十分なのですよ、実際。そ

ういう問題も含めて、在宅支援に当たっての障害者

支援に対する窓口対応、こういうものもきっちりで

きるような体制づくりをやるべきだというふうに思

いますが、この点についてもお伺いいたします。 

 あと、転入出者が多くなりますので、日曜日の窓

口、住民票の異動届だとか、そういった対応はどの

ようになっているのか、お伺いいたします。 

 総体的に今回の予算では、こういった住民の切実

な部分に対して、相変わらず予算を少なくするとい

う問題ありますので、今後保育所の問題も含めて、

改善すべき内容が多々あると思いますので、予算の

内容そのものについても見直すべきだというふうに

考えておりますので、これらの点についても明確な

答弁をお願いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 企画調整課長、答弁。 

○企画調整課長（中澤良隆君） １２年米沢委員の

広域に関することで、私の方からお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

 広域連合の推進についてということで御質問があ

りました。広域連合につきましては、やはり町が自

立、存立をしていく上で、非常に広域的な結びつき

の中で、効率的な行財政運営をしていくということ

は、これから非常に大切なことだというふうに認識

をしているところであります。その中で、御質問に

ありましたが、やはり委員がおっしゃいますよう

に、当然広域連合にもいろいろな長所、短所もあろ

うかと思います。そこら辺を十分見きわめた中で、

住民の方々が判断をできるような情報につきまして

は、広報紙等をもって今後も情報提供に意を注いで

まいりたいというふうに考えております。 

 それから、３点目にありました市町村合併に関す

ることでありますが、やはり市町村合併につきまし

ても、今平成１７年の３月３１日までという合併特

例法の期限等もあります。その中で、町長がいつで

も申しておりますように、合併につきましては、や

はりその特例法の期限にこだわらず、やはり将来の

町づくりについて十分考えていかなければならない

というふうに考えているところであります。 

 また、かなり飛びますが、北２４号道路の歩道設

置、道道から東門までの歩道設置についてのお尋ね

だと思いますが、確かに住民の方から要望等を受け

ている経緯にあります。その中で、やはり今あそこ

の道路につきましては、歩行者が非常に少ないとい

うような状況も見受けられております。そんな中

で、状況をいろいろと見させていただいた中で、今

後の対応を図ってまいりたいというふうに考えてい

るところであります。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １２番

米沢委員の駅前再開発の件でございます。この件に

つきましては、ことしの予算には数字的なものがあ

りませんが、今現在担当職員を配置して、ことしは

それらのかかわる事業規模の策定、それから実施手

法についての研究ということで、当然にして実施す

ることを前提として担当としては進んでいるところ

でございます。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） ４点目にあります財政

上の問題の御意見いただいてますので、私の方から

繰り返すことになりますが、お答えをさせていただ

きたいと思います。 

 厳しい状況については、もう御案内のとおりであ

りまして、町としましても、今後考えられる歳入財

源に見合ったような財政構造に取り組むことが行政

課題という位置づけで、１６年以降の財政に向けた

対策を具体的に講じるのがこの１５年、初年度だな

というふうに位置づけているところでございます

し、そのような対応の中の一つに、受益者負担の原

則につきましては、これは財政運営上のスタンダー

ドの原則でございますので、その原則に立ち返る対

応についても、当然必要だろうというふうに考えて

ございますし、そのことにつきましても、当然具体

的な策を講じてまいらなければならないというふう

に考えているところでございます。 

 そのような中で、この保健福祉施設につきまして

も、冒頭町長の執行方針にもありますように、この

２１世紀見据えたときに、少子高齢社会の中で、や

はり保健福祉施設につきましては、この地域として

も優先する課題という位置づけのもとに予算化をし

たところでございますので、その点、繰り返すこと

になりますが、御理解を賜りたいというふうに思う

ところであります。 

○委員長（久保田英市君） 教育長、答弁。 

○教育長（高橋英勝君） 公共施設の関係について

は、公民館だけでなくて公共施設の設置管理者とし

て児童生徒の安全性、住民の安全性、そして住民の

利便性、これについては十分意を、言われていると

おり放置することなく真剣に取り組まなければなら
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ないと思っておりますので、そういうことで御理解

いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） ９点目の御質問で

ございますが、転出入者の方々が増加をいたします

３月後半から４月にかけまして、実はこれにつきま

しての対応は特に昼休み時間等が大変多うございま

して、これらにつきましては体制を整備しながらこ

れらに対応してございますし、また時間的におくれ

る方につきましては、お電話等ちょうだいしながら

進めておりますということで、今後そのような対応

で進めたいというふうに考えてございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） 障害者支援等のケ

アマネージャーの体制の御質問でございましたが、

これにつきましては、圏域を含めた各サービス事業

所との連携を深めながら、サービスの供給等の体制

等に努力してまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

○委員長（久保田英市君） 道路河川課長。 

○道路河川課長（田中博君） 北２４号道路の改良

につきまして、二つの道路ができると安全上問題が

あるという御質問にお答えさせていただきたいと思

います。 

 この２４号につきましては、ことし実施設計並び

に調査、先ほどお答え申し上げましたとおり、環境

等の整備等、あらゆる想定されるものにつきまして

よく調査をして進めていかなければならないと思っ

ておりますし、また東４線のところに跨線橋という

か、橋がかかる想定をしておりますけれども、この

場所につきましては、かなりの急勾配で南側に下っ

ているということから、一時停止は、平面交差は無

理であろうということが今机上の段階でわかります

ことから、私そのように申し上げましたけれども、

これらにつきましてもきちっと現況を調査をいたし

まして、問題のないように進めてまいりたいという

ふうに考えておりますので、御理解をいただきたい

と思います。 

○委員長（久保田英市君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢委員の方から、予算全

般に対する御意見等賜ったところでございますけれ

ども、米沢委員にとりましては、非常に御不満な点

があろうかと思います。ただ、私どもといたしまし

ては、執行側といたしましては、当然町民の皆さん

の需要にこたえる中で、大変厳しい状況であります

が、その中で精いっぱいの形の中で御提案をさせて

いただいているということで御理解をいただきたい

と思います。 

 特にことしから始まります償還対策、そして保健

福祉センターの重点施策の実施という点で、行政需

要に大きく制約を受ける面が多々あるかと思いま

す。そういう中では、やはり重点施策、取捨選択し

てやっていくということを基本に置いております。

こういういわゆる経済情勢の悪い中、その対応とし

ては、やはり財政改革も進めながら、その辺の住民

の皆さんの要望にこたえていくという点が極めて重

要なものというふうに考えております。そういう面

におきましては、先ほど総務課長がお答え申し上げ

ておりますとおり、今後のこの財政構造の根本的な

解決に向けた取り組みをしていくということが、私

たちに課せられた使命というふうに思っておりま

す。そういう中で、１５年度がこの財政運営の健全

化に向けての大きな年になるのでないかというよう

なことで、私どもといたしましては気持ちを引き締

め、皆さんから御意見いろいろいただいた中で、改

善すべき点については改善をしていくというような

ことで、職員一丸になって取り組んでいきたいとい

うふうに思っておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 今それぞれの所管、助役か

らお答えさせていただきましたが、総括的に私の方

からお答えさせていただこうと思いますが、基本的

に市町村合併につきましては、いつも申し上げてお

りますが、これはあくまでも住民が決定をするもの

であるというふうに認識しております。それで住民

の代表である皆様方が、最終的には決定を下してい

ただくものというふうに思っておりますが、私とい

たしましても、将来的に我が町は合併の道を選ぶの

か、あるいは自主独立した町づくりを目指していく

のかという方向につきましては、当然にして私自身

もその方向は示すときが来るであろうというふうに

思っておりますが、私の基本的な考え方といたしま

しては、１７年の３月３１日、合併特例法が切れる

から、合併特例法があるから合併するという基本的

な考え方は持ちあわせていない。合併するというこ

とにつきましては、どうしても今現在国が検討して

おります２７次地方制度審議会におきます基礎的自

治体というものがどう位置づけされるのか、それか

らもう一つは、経済財政諮問会議が検討しておりま

す地方財政の位置づけをどう国は位置づけするの

か、そういうようなものを見きわめながら、最終的

には合併の道を選ぶか、あるいは自主自立の道を選

ぶかという最終決断をしなければならないというふ

うに思っておりますが、自主自立の道を選ぶのであ

れば、町づくり、上富良野町、私が町の将来の町づ

くり、将来像というのはどうなるのか、これにつき
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ましては、基本的にいつも申し上げておりますよう

に、私がつくらせていただきました第４次総合計画

を完成させると、対応を実施するということであり

ますけれども、残念ながら経済情勢が、地方財政の

この状況がこういう状態になりつつあると。当初こ

の計画を立てたとき以上に財政状況が一段と厳しく

なってきているということから、その計画の達成に

ついては、いろいろな面で難しい面があると。前期

に対応し、処理し終わらせる予定であった事業が後

期にまで延びてくるということになりますと、後期

に考えていた事業が総計ではでき得ないという、先

送りせざるを得ないというようなことも出てくるの

かなというふうに認識いたしているところでありま

すが、最大限この総合計画の実現に向かって努力し

なければならない、それが私の使命であるというふ

うに思っております。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 全般ということであります

が、質問漏れをしておりましたので、２点ほどこの

機会に質問させてください。 

 １点は、田中課長と垣脇課長にお尋ねしますの

で、伏せてしまったのでページ数わかりませんの

で、田中課長と垣脇課長に質問いたします。 

 土木総務費の１３節の委託費、道路台帳更新とあ

ります。５００万円、１４年度にあっても５００万

円、１５年にあっても５００万円。これ１６年度も

５００万円ですか。これいつ終わる考え方で１,０

００万円計上されているのか、お尋ねしたいと思い

ます。 

 それから、垣脇課長にお尋ねいたします。観光費

の１３節の委託費、同じく、昨年もこの委員会でお

伺いしたわけですけれども、千望峠、深山峠の管理

業務です。１４年までは、この関係にあっては、観

光協会と委託契約していることと思います。その関

係については、決して間違いだとは自分思っており

ませんけれども、やはり観光協会の本来の目的から

して、ほど遠くなじまないのではないかと思ってい

る１人であります。この関係について、担当課長と

して許される、いわゆる許容範囲の中で御答弁いた

だきたい。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 道路河川課長。 

○道路河川課長（田中博君） ３番福塚委員の御質

問にお答え申し上げます。 

 道路台帳の更新についてでございますけれども、

これにつきましては町道の廃止、認定等に伴いまし

て、必ず道路台帳を整備しておかなければならない

ということから、毎年これはつくっております。 

 内容につきましては、廃止、認定などの電算の修

正、また道路台帳図のマイクロにしましての製本

等、それに伴いまして台帳を毎年度整備しておくと

いうことで、これは金額につきましても、うちのこ

ういうデータ等を保有しております会社の方での契

約により、このような金額で計上させていただいて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 商工観光まちづくり課

長、答弁。 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ３番福

塚委員の御質問にお答え申し上げます。 

 観光施設の委託業務の考え方を述べよということ

でございますが、先ほどもお話し申し上げましたと

おり、観光協会におきましては、従前からこういっ

た委託について仕事をいただきたいということで、

仕事をある程度お任せしております。ところが、新

しくまた会長さんが変わったことによりまして、今

組織体制を見直す、業務内容を見直すといった中

で、さきに申し上げましたとおり、本来業務に戻り

たいと、やるのだということでございますので、こ

こ１年の部分で、総会ぐらいまでにはそういった方

針が固まるものと思います。 

 ことしにつきましては、当初要求どおりのことで

進めてまいりたいと思いますけれども、次年以降に

つきましては、これらの部分については町内の民間

業者においても実施できることでございますので、

それらの方にもしも協会の方でそういった方針が打

ち出されたならば、そちらの方で仕事していただく

こともあるのかなというふうに今現在思っておりま

す。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 道路河川課長。 

○道路河川課長（田中博君） 先ほどの私の答えの

中に、ちょっと言葉足らずでございましたので、つ

け加えさせていただきたいと思います。 

 道路台帳の中には、通常道路整備事業などを行っ

ております。これにつきましては、現道と新しく改

良などでできます幅員または延長なども若干動きも

ありますので、それらにつきましても、このときに

きちっと面積等の整備も図るものでございます。こ

れにつきましては毎年、今後も継続して行うもので

ございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 道路台帳の更新の件につい

てですけれども、従前から考えまして、やはり町道

認定、廃道ありますよね。今の説明によれば、拡幅

もありますよね。延長もありますよね。そんなこと

で毎年かかると。この５００万円というのは、最大

限予算措置していると、この中でやっていきたいと
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いう考え方で理解してよろしいですか。 

○委員長（久保田英市君） 道路河川課長。 

○道路河川課長（田中博君） そのような考えで御

理解いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） きょう役場地下食堂の使用

料内訳の関係の１３、１４年度の経過、それから１

４年度の予算計上の積算について、追加資料として

いただきました。それで、まずガス料金が４割も一

挙に減ということで、昨日総務課長より答弁があっ

て、昨年の決算委員会の中の資料を見ますと、平成

４年１０月から、平成１４年の９月まで同じ料金で

ずっと来ていた。その反動がここへ来たのだなとい

うことで、まず理解をしたいということと、それか

ら１０年間同じ料金で来ること自体が、やはりおか

しいのではないかという疑問がまず１点。 

 それからもう一つ、社会教育総合センターや公民

館もそうですけれども、面積に応じてと、それから

もう一つは電気料とあるのですけれども、この地下

食堂に関しては、電気料はどういうことになってい

るかということでお尋ねしたい。一応実費額を加算

して徴収するということで、この目的外使用条例の

実費費用負担の第４条の中にこういうふうにうたわ

れてますので、そのことをお尋ねしたい。 

 それから、あと町の方の施設のガスの納入業者を

ずっと１３年度のやつを見ますと、Ａ業者がこれが

７５.４％を占めているのですね、その使用料を見

ると。それから、Ｂは１４.６、それからＣは１０

％なのですね。非常にＡ業者の独占化が進んでい

る。当然これは入札ということでやるから、これは

やむを得ない面もあるのですけれども、特Ｃの場合

は地元業者なので、地元業者を育成するという面

と、安く入れるという面では相反する部面があるか

もしれませんけれども、何とか地元業者を育成する

ということでの配慮といいますか、これはあくまで

入札ですから、厳密にはされてはいると思いますけ

れども、そういう点で今後考えていただきたい。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（田浦孝道君） １番中村委員の２点の

御質問にお答えします。 

 昨年の１０月から料金の改定をさせていただいた

ところでございますが、それ以前につきましては、

委員がおっしゃるように長い年月変動のない中での

需給関係にあったということで、これらについて

は、具体的な背景については私ども今現在承知でき

ませんが、好ましい状況ではなかったというふうに

反省をしているところであります。 

 そのようなことで、昨年の１０月に料金を見直し

て、今現在に至っているという経過については、御

理解をいただきたいと思いますし、今後におきまし

てもこういうものにつきましては、当然市況単価が

変動するしという性格のものでございますので、こ

れらについてはガス以外のものも含めまして、今後

そういう市況に応じた対応をしなければならないと

いうふうに考えているところでありま。 

 それと地下食堂の電気料金の関係につきまして

は、ちょっと今ここで詳細なもの持ち合わせてござ

いませんが、他の施設と同様、定額料金というよう

なことでございますので、これらについては、どこ

に属しているかについては、また後ほどお話し申し

上げたいと思いますので、その点御理解いただきた

いと思います。 

 それともう１点、町内業者数社からそれぞれ公共

施設ごとに供給を受けているわけでございますが、

これらにつきましても、過去を振り返りますといろ

いろ背景がありまして、公共施設を建てた段階に、

そういう設備をその中で整えるという中で、気がつ

くと供給を受ける業者さんが特定されているとい

う、そういう経過もあったように承知してございま

す。そういうことから、今の業者さんごとの需給量

になっているのではないかというふうに思っている

ところでありますが、今後につきましては、公共施

設を整備する段階の中で、どこのガス業者さんと供

給関係になるかについては、料金を比較するという

方法での競争で、業者さんを特定した中で施設を整

するという形をとりたいなというふうに考えている

ところであります。これらについては、他の自治体

におきましては、公共施設の、きのうも申し上げま

したが、ガスを供給受けるときに、継ぎ手が特殊な

ものが業者さんごとにあるという実態にもございま

すので、それらを私ども町が保有することがいいの

か、業者さんからお借りすることがいいのかについ

ては、今の実態については業者さんからお借りして

いるというような状況でございますので、それらが

定着しているだろうという考え方のもとに、ただい

ま申し上げましたような方法で、今後新しい施設が

整備されるときには、そのような考え方のもとに供

給先を選考してまいりたいというふうに考えてござ

いますので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） ８番仲島委員。 

○８番（仲島康行君） 関連ということで。 

 このガスの問題というのは、相当前に話しした経

緯が実はあるのですけれども、行政の方としても見

直しをかけてみたいのだという話もありましたの

で、随分期待していたのですが、全然一向に進まな

いと。ということは、今の課長の考え方では、今後

は見直しをするぞということなのでしょうか。する
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とするならば、いつごろからやるという計画でいる

のかというところを見なければならないのでないか

なと思うのですが、いかがですか。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） ８番仲島委員の御質問

にお答えしますが、ただいま申し上げましたよう

に、新しい施設への供給を受ける方法につきまして

は、ただいま申し上げましたような方法で、町の方

も公平な観点で供給を受ける業者さんを選考する方

法を講じてまいりたいというふうに思っています

し、あと契約単価の設定につきましても、私どもも

できる限り市況単価の情報を収集した中で、業者さ

んとの話し合いのもとに、より安価な方法を講じら

れるような方法で単価の設定をすることに努めてま

いりたいというふうに思ってございます。 

 したがいまして、従前につきましては、期間を設

定しないで単価の契約をして参った経過もございま

すので、それらにつきましては、双方からの見直し

する機会がなかなかし得ないということもあります

ので、期間を定め、今考えているところで申し上げ

ますと、年度ごとに期間を設けて単価の交渉といい

ますか、定め方に向けましての交渉をしてまいりた

いというふうに考えているところであります。 

 いずれにしましても、またさらに外部要因で単価

の大きな変動もあるかと思いますが、それらについ

ては、また契約期間の中でどうその変動を反映する

かについては、十分また研究をしてまいりたいと思

います。 

 いずれにしましても、そういう観点で全体的に見

直しをしたいというふうに思っているところであり

ます。 

○委員長（久保田英市君） これにて、一般会計全

般にわたっての質疑を終了いたします。 

 これをもって、議案第１号の質疑を終了いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議は、この程度とし、延会といたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 御異議ないものと認め

ます。 

 本日は、これをもって延会とすることに決定いた

しました。 

 本日は、これをもって延会いたします。 

 次の１７日の特別委員会につきまして、事務局長

から説明いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） ３月１７日は、本特別

委員会の３日目で、開会は午前９時でございます。

定刻までに御参集願いたいと思います。 

 なお、本日の予定の日程が延会となりましたの

で、３月１７日は議案第２号上富良野町国民健康保

険特別会計から審議をいただくことになりますの

で、各会計の予算書及び資料等を御持参願いたいと

思います。 

 以上でありす。 

午後 ５時００分 延会  
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平成１５年上富良野町予算特別委員会会議録（第３号） 
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議案第 ６号 平成１５年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

議案第 ７号 平成１５年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

議案第 ８号 平成１５年度上富良野町水道事業会計予算 
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 特別養護老人ﾎｰﾑ所長        林 下 和 義 君             上下水道課長        早 川 俊 博 君         
 町立病院事務長        三 好  稔 君             関係する課長補佐、係長等 
───────────────────────────────────────────────                                       

○議会事務局出席職員 

 局 長        北 川 雅 一 君             次 長        菊 池 哲 雄 君 
 係 長        北 川 徳 幸 君         
 
 



 

― 3 ―

午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １８名） 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） おはようございます。 

 御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１８名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会、第３

日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事について、事務局長から説明させま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 本日の議事日程につき

ましては、先週３月１４日が延会となりましたの

で、本日の日程を変更し、議案第２号上富良野町国

民健康保険特別会計予算の事項別明細書の御審議を

いただき、以下先にお配りいたしました日程で進め

てまいります。 

 なお、本日、一般会計の予算特別委員会の折の資

料要求について、保健福祉総合センター運営事業費

概算、それから北海道治水防災等事業促進同盟に関

する２種類の資料をお配りしております。 

 また、国民健康保険特別会計の資料として、国保

税率の推移等を配付しておりますので、審議の参考

と願います。 

 議事案件が相当おくれておりますが、本委員会終

了後、各常任委員会単位に別れ、意見の取りまとめ

をしていただきます。後ほど産業建設常任委員長、

教育民生常任委員会、総務常務委員会におきまして

は、副委員長に配付いたします用紙に、各会計予算

審議意見素案を記入していただき、予算特別委員長

に提出をお願い申し上げます。 

 素案作成に当たりましては、各常任委員長、総務

委員会、教育民生常任委員会におきましては、副委

員長によって進めていただきたいというふうに思い

ます。よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 本日の議案審議前に、

一般会計における中村委員の質疑の地下食堂電気料

に関する答弁の申し出があり、これを許します。 

 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） おはようございます。

１番中村委員の御質問に御答弁させていただきたい

と思います。 

 役場庁舎の地下食堂の営業につきましては、本庁

舎が４２年に開庁されてございますが、それ以来外

部の方に営業をお願いしているところであります。 

 御案内のとおり、本施設につきましては、役場庁

舎内の職員の福利厚生施設として、外部の方に営業

を営んでいただいているところでありますが、非常

に限られた時間、限られた人数での営業という観点

から、電気料の徴収はしてないところであります。 

 なお、今は若干違いますが、当初開設からは、詳

しくは今現在承知できませんが、電気設備等につき

ましても、役場が整えて営業を営んでいただいてい

るという実態もございます。ただ、近年こういう時

代背景から、一部業者さんが持ち込みで業を営んで

いる実態もございますので、それらにつきまして

も、今後引き続き徴収しないのかするのかについて

は、十分慎重に検討し、判断を加えたいというふう

に考えているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 中村委員。 

○１番（中村有秀君） 私もいろいろと業者さんと

もお聞きをしましたけれども、現実にもう利用する

時間帯が短時間、そして特に職員、それから我々も

含めて、そういう福利厚生ということで互助会から

も一部補助金が出ているということも承知しており

ます。 

 それで、ひとつガスの関係と、当然ほかの灯油だ

とかいろいろな関係もありますけれども、とりあえ

ずはプロパンガスの関係で、一応契約を結んでい

て、というのは私不思議に思うのは、平成４年から

平成１４年の１０年間も値上げも値下げもなくて、

一気に平成１４年１０月から４割も下げるという根

拠が非常に不透明だと。そうすると、契約条項の中

で、上がった場合、下がった場合、そういうことが

契約書の中にどう明文化がされているかということ

をお聞きしたいと思います。 

 あと、電気料の関係については、十分今の背景等

も含めて、今後どうするかという検討をするという

ことであれば了解できます。 

 特に職員の福利厚生ということも含めて、互助会

からも一部負担をしているということであれば、な

おその点では理解できますけれども、そのプロパン

の契約が、上がった場合は、当然僕は業者言ってく

ると思うのですよね、損までしてということで。今

度は下がった場合ということは、現実に４割下げた

のであれば、１０年間何だったのかということが、

どこかで段階的に下がっているのでないかという推

測されますので、その点契約上どうなっているかと

いうことでお願いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 総務課長。 

○総務課長（田浦孝道君） １番中村委員の御質問

にお答えします。 

 ただいま申し上げました外部の業者さんとの関係

につきましては、町はそういう使用上の許可をもっ

て業を営んでいるということで、契約の締結という
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形はとれてございません。したがいまして、許可条

件の中に、使用するガスにつきましては、町の契約

単価をもって実費徴収するということでございます

ので、契約上定額の定めをして、その変動がそれに

反映されてないという実態ございませんので、その

点ひとつ御理解を賜りたいというふうに考えてござ

います。 

 ガス供給者との関係につきましては、単価契約と

いう形で行ってございます。したがいまして、市場

の変動、価格の変動に応じまして単価契約の改定を

行うというのが筋かと思いますが、過去のこと細か

く追跡調査でき得ないわけでありますが、町におき

ましても、その市況の水準がどう変動しているかに

ついて、十分情報を得てない中で、結果としまし

て、委員おっしゃるように１０年程度継続的に契約

を継続しているということでございますので、価格

の変動がもしあれば、その単価の契約の改定をする

というのは常でありますので、以前も申し上げまし

たように、今後につきましては期間を特定しまし

て、今考えてございますのは、１年度単位で契約を

更改すると。その間にも大きな市況の変動があれ

ば、その単価契約の単価について、その市況単価に

連動させたいという考え方を持ってございます。 

 今までにつきましては、期間の特定をしないで契

約をしてございますので、双方からの申し出があっ

て、契約を更改しない限りは、結果としてその当時

の単価が継続的に行われるという実態にもありまし

たので、その反省を加えて、繰り返しますが、１年

次を限度として契約更改をするという形に切り変え

てございますので、今後におきましては、市況の価

格を私どもも十分情報収集しながら、場合によって

は業者さんにも、町の方から申し入れしなければな

らないですし、業者さんにおいても大きな変動があ

れば、業者さんの方からも町の方に申し出をできる

ような形で単価契約のその関係の維持をしてまいり

たいというふうに考えてございますので、御理解を

賜りたいなと思っています。 

○委員長（久保田英市君） 一般会計の質疑終了し

ておりますので、このぐらいでひとつお願いしま

す。 

○１番（中村有秀君） 大事なことなので。 

○委員長（久保田英市君） 後で、進めさせてくだ

さい。 

 議事の日程が大変おくれておりますので、進行に

御配慮、御協力を委員長よりお願い申し上げたいと

思います。 

 それでは、これより議案第２号平成１５年度上富

良野町国民健康保険特別会計予算の件を議題といた

します。 

 ここで、提案者より補足説明があれば、発言を許

します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） ないようですので、こ

れより歳入、歳出を一括して予算全般の質議に入り

ます。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 端的に１点お伺いしておき

たいと思います。 

 ５ページの１目の被保険者国民健康保険税の２億

８,７５９万円の算出された根拠となる所得割の税

率について、この際お伺いしておきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） ３番福塚委員の御

質問でございますが、この算定につきましては、所

得割は１００分の８でございます。 

○委員長（久保田英市君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） まず歳入、５ページにか

かわってお伺いいたします。 

 今回は税法上の改正があったということも含め

て、国保会計が成り立たなくなるという状況の中

で、税率等が改正されたというような報告でありま

す。ここでお伺いしたいのは、今国保税が昨年度の

平成１３年度の決算でも、高いという状況の中で、

また社会的に不景気という状況の中で、特に滞納者

がふえてきているという状況が見受けられます。そ

ういう意味で、町から提出された資料でも明らかな

ように、上富良野町は特に軽減世帯も全体の３７％

も占めると。この世帯は、生活保護基準以下の世帯

であるという状況、また２００万円以下でもそうい

う状況あるけれども、そういう適用がみずから求め

ないという状況の中で、支払いを懸命にやっている

という状況があると思いますが、私がお伺いしたい

のは、この滞納がふえている原因というのは、高い

という問題と、あわせて経済的に家計のやりくりが

困難で、年金所得者も多いと。仮に高所得であって

も、かなりな税負担が、経営が大変だという状況の

中で、支払いが困難という状況も見受けられると思

いますが、この点についてはどのようにお考えなの

か、お伺いたします。 

 次にお伺いしたいのは、いわゆる短期資格発行証

についてでありますが、日本の憲法には、生活をす

る上では最低限の生活を保障すべきだということが

述べられています。そういう意味では、短期や資格

証明証の発行というのは、この趣旨からいっても反
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するのではないかなというふうに思いますが、町の

方では悪質な滞納者がいれば、これにきちっと該当

させるということですが、そこら辺の悪質かどうか

という問題についても、十分な調査がされているの

かどうなのかということとあわせて、現実に短期、

いわゆる資格証の発行状況はどのようになっている

か、この点についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） １２番米沢委員の

御質問のまず第１点目、税負担の関連でございます

が、委員おっしゃるように、今滞納の部分につきま

しては、比較的低位の部分で発生しているというこ

とについては、事実としてございます。これらにつ

きましては、特に建設運輸関連の方々の内容が多い

ように見受けられているようでありますが、ただこ

れらにつきましては、前年の所得によって対応して

いくといういろいろな制度上の問題もあろうかと思

いますが、現実にこれらにつきましては、御承知の

ように軽減措置が一つ設けられてございまして、こ

れらの対応の中で、それぞれ御負担をちょうだいし

ていくということで進まざるを得ないという現実で

あるということを御理解を賜りたいというふうに思

います。 

 もう１点の未納といいますか、滞納等の場合の短

期でありますとか、資格証でありますとかというこ

との発行でありますが、現在私どもの方では資格証

の発行は全くいたしてございません。ただ滞納の状

況に応じまして、分納等の計画をちょうだいしなが

ら、税務とも調整を含めまして、分納計画などお進

めいただきながら短期証の発行をいたしてございま

す。ただ、現在のところ、今の場合は分納計画等進

めていただいてございます分につきましてでござい

ますので、短期証の発行は現在のところは、今ござ

いません。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 担当者の説明では、そう

いった社会的な要因も含めて、いろいろとこの税の

納入については苦慮するという話であったかという

ふうに思います。 

 もう一つは、今のところ短期資格においても発行

されてないということでありますが、将来にわたっ

ても、それは続けるということかどうか、この点に

ついてお伺いしたいと思います。 

 先ほども言いましたが、国ではきちっと最低限の

保障を守るべきだと言っておきながら、それをない

がしろにして、いわゆる納税しないからという形の

中で、短期や資格証の発行を促すという圧力を地方

自治体にかけてきているわけです。しかし、日本共

産党がこの間、厚生労働委員会等でこの問題を追及

した結果、２００１年の３月２２日、この問題を追

及した結果、余りにもひどいということで、地方自

治体がこの問題については特別な事情がある限りに

おいては、ある程度弾力的に判断すべきだという解

答を国会の方でもらっているわけであります。そう

いうことを考えたときに、国の特別の事情も勘案し

ながら、その地域の経済的な状況も踏まえた中で、

こういう問題についてはきちっと弾力的な判断も

行って対処すべきだというふうに考えております

が、そういう問題も含めて、短期資格証の発行につ

いては行わないと、極力こういう問題については、

いろいろなことを総合しながら十分対処できるよう

なことを考えるべきだと思いますが、この点につい

てお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 米沢委員の御質問

でございますが、短期証にかかりまして、先ほども

申し上げましたように、悪質である悪質でないとい

うところの論議は非常に微妙なところがあろうかと

思いますが、現実に私どもといたしましては、納税

いただくことに積極的に御協力をちょうだいしてい

きたいというのが基本で今日まで進んでございま

す。あくまで短期証にかかわりましては、分納計画

と納入の意思が確認されながら進めてきているわけ

でございまして、ただこれらにつきましても、短期

証をもって対応していかざるを得ない状況の方々も

中にはいらっしゃるということを御理解をいただい

ておきたいと思いますし、将来ともどもにつきまし

ては、一概には申し上げられませんが、ただいまの

ところ町長からの指示につきましては、まずは短期

証ということをべースに考えて、資格証というとこ

ろまでは至ってないというのが現実でございます

し、将来はどうかということについては、状況がど

う変化するかによって変わっていくものであろうと

思いますが、現在の段階では、町内の町民の皆様方

といいますか、納税の皆様方の善意の意思を最大限

にちょうだいしたいというのが私どもの大きな願い

であります。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 私が言っているのは、憲

法の定めるそういった精神からも反していると、そ

れをあなた方は容認しているのかということと、も

う一つは、納付は前提でありますから、これは当然

のことであります。その上で、計画的なそういう状

況があれば、納付を前提として何月までに何ぼ払い

ますということは当然のことであります。それは当

然のことだと私も考えております。その上で、なお
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かつ困難な状況も生まれるという場合も当然あるわ

けですから、今まで過去のことを見ましても、そう

いう方結構おられます。その中で、こういうことは

全部納めている方も一生懸命、すべてがそうなので

すが、そういうときに、やはりそういった保障すら

守られないという今の制度では、やっぱり自治体と

してもそこら辺を一つの防波堤として、行政がきっ

ちり全納付の計画も含めて対応できるような、そう

いう弾力的な運用というのが必要ではないですかと

聞いているのですよ。 

 あなたの言う答弁だったら、結局は何だかんだと

言っても、国の指導に基づいて、こういった問題

きっちり対処するということでしょう。そこら辺が

どうもおかしいわけですから、この点もう一度答弁

願いたいと思います。 

 それともう一つは、今この保険税の納付に当たっ

ても、かなりきついという方が出てきております。

当然そうだと思います。これからは医療費の引き上

げだとか、老人医療費の見直し等がもう既にあっ

て、その分がどんどん負担となってあらわれてきて

いるわけですから、そういうときに、さらに町も努

力しているということはわかりますが、しかしここ

でぐっと現行の保険料をやはり抑えるということを

一つの基準として、目安としてもやはり実施すべき

でないかというふうに考えているわけです。 

 今回の改定では、１世帯当たり７,０００円の平

均でありますから増という形になっております。今

回制度上の改定があって、高所得者になれば減額要

素でありますが、しかし３００万円以下だとか、い

わゆる７割軽減世帯が、結局３００円、４００円と

いう形の中で増額要素に転じているわけです。そう

いう意味では、今不況という状況の中で、さらに滞

納に輪をかけるという状況になるのと、ますます病

院離れが深刻になって、こういった点では医療費の

増大につながる、そういうおそれもあると思います

が、この点はどうなのか。 

 それと、国保税の軽減対策ということでは、町の

方ではいろいろな予防対策もあるということで聞い

ておりますが、そういったものと連動した中で、予

防医療という点ではどのようにお考えなのか、この

点についても答弁求めたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） 米沢委員の御質問

でございますが、まず第１点目の短期の保険証と資

格証の関連でございますけれども、短期の保険証に

つきましては、先ほどから申し上げてございますよ

うに、保険診療を受けられる体制として発行させて

いただいてございまして、可能な限りということ

で、お叱りをちょうだいしたわけでございますが、

少なくとも個々被保険者の方々が医療を受けられる

体制を整備していきたいというのが短期の保険証で

あるということで御理解をいただいておきたいと思

いますし、必ずしも受けられない体制をつくってい

くということではないので、御了解を賜りたいとい

うふうに思います。 

 それから、保険税にかかわりまして、納付の厳し

さ、おっしゃるように大変不況の状況で、大変厳し

いときであるということは十分理解をいたしてござ

います。 

 御承知のように、保険税そのものが目的税でござ

いますことは、もう既に御案内のとおりでありま

す。これらの国民健康保険の運営に当たっては、ど

うしてもちょうだいしなければならない部分である

とすれば、それを最低限に抑えていくという努力を

しながら、今日に至っているということを御理解を

いただきまして、厳しい状況でありますが、１.５

％の増をお願いを申し上げて進めていきたというの

が考え方であります。 

 それから、それに合わせて病院離れといいます

か、これらについて起きるかということで、私ども

もいろいろな心配をしながら今日に至ってございま

す。制度の展開によって、制度の変わりのときには

大幅に変化して受診控えがあるというようなことで

ございますが、今回の状況から見まして、必ずしも

大幅にその状況が起きているかということであれ

ば、私どもの知る範囲では、現実には大きくという

ことではなく、若干の変化はございましたが、この

支払い期、１１月、１２月、１月に至っての状況に

つきましては、おおむね制度の改正前と同じような

状況に至っているということで御理解を賜っていた

だきたいと思います。 

 それから、もう１点の町の予防の対応でございま

すが、御承知のとおり国保といたしましても、若年

からの、特に上富良野に多い循環器系の対応につい

て早期の発見をしながら、その年齢を重ねる段階で

置き得るそれら循環器もしくは内分泌系の疾病に対

応して、少しでも発症を抑えていくといいますか、

かからないという方向を進めているということで御

理解を賜っておきたいと思います。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 結局は、そういった短期

にしても資格についても、やっぱり機械的にやはり

発行に至っては認めないと。 

 旭川市においては、１２項目にわたる新たな国が

示す基準以外にわたって、極力最低限のそういった

生活者の保障をきちっと確立するという形の中で、

他の市町村でもまだ少ないのですが、やっておりま
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す。そういう意味では、そういったものをもっと町

の基準として、ただ国が示したから、これでやらな

ければならないというものではなくて、地方自治で

すから、地方自治体の裁量で、先ほども言いました

けれども、国会でも答弁ありましたけれども、そう

いうものを最大限に活用するというのも行政の役割

だと思いますが、この点についても改めて答弁求め

たいというふうに思います。 

 さらに、このままでは本当に納付される方、町も

大変なのかもしれませんが、ここの原因というのは

国の補助率削減に問題があるわけですが、やはり基

金の一般会計からの繰り入れをやはりもうちょっと

上増しすると、そういう対策の中で軽減策をやはり

講ずるということも今必要だと思います。こういっ

た点では、一般会計から繰り入れしているから、も

うこれが限度だということを答弁されると思います

が、もっとやはりそれに対応できるような形をやは

りとるべきだというふうに思います。 

 全体的には負担増になるわけですから、もう一度

これらの点についての見解を求めたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） 資格証といいます

か、これらにかかわっての１点目の御質問でござい

ますけれども、町といたしましても、この分納等の

計画をちょうだいしながら進めるという面について

は、機械的に進めているということではございませ

んで、その状況を勘案しながら、納税のしやすい状

況を設定しながら対応させていただいているという

ことで御理解をいただきたいと何編も申し上げてい

る部分でございます。 

 それから、もう１点の基金の状況等の考え方でご

ざいますけれども、これにつきまして担当としての

考え方でございますが、あくまでこの特別会計につ

きましては、それぞれ加入をいただいております被

保険者の方々と、それから国民健康保険につきまし

ては、雇用主という形がございませんから、これに

ついては公費の負担によって賄われているというの

は御案内のとおりでございまして、これらの中で、

どうその財源基盤を構築しながら進めるかというこ

とでありますので、この点を御理解をいただきまし

て、現在ある基金を最大限にどう活用し、そして被

保険者の皆様方に、より安心していただける体制を

整備するかということが、私どもに課せられている

内容だというふうに理解をいたしてございます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 自分は、先ほど端的にお伺

いしたのでありますが、この予算の提案者、町長の

姿勢について、どうも懐疑心を持ちたいわけです

よ。お伺いいたしましたら、税率８％と答弁してく

ださいました。現行条例では６.５％なはずなので

すよ。なぜ根拠になってない８％で、以降税条例の

改正案が出されているようですけれども、根拠にな

い８％で何で先議しなければならない。このことに

ついては、まるきり常軌のさたではなく、紛れもな

く議会軽視だと順序的に私はそう思う１人でありま

す。 

 ８％であれば、条例改正が先議でなければならな

いし、このたびの８％の根拠の予算をもって審議す

ることは、全く理不尽で能天気の姿勢は、全く許さ

れるものではない。現行条例を尊重して、そして

６.５％で予算を先議し、後ほど条例改正で８％の

改正が議決されれば、その時点で今後において予算

書を見直せばよいのが順序でありまして、このこと

について理解したくても理解できないので、この辺

の考え方の答弁を求めたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 暫時休憩します。 

──────────────────                
午前 ９時３５分 休憩 

午前 ９時３６分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 休憩を解きまして、会

議に入ります。 

 ただいま、３番福塚委員に局長の方から答弁させ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 今先議事項という形で

３番委員さんの方からお話しをいただきましたけれ

ども、予算と、それから条例がどちらが先かという

お話ですけれども、議会運営委員会等開きまして、

今までの先例、慣例を踏まえながら予算からという

ことで審議をしていただくという決定をされてござ

います。 

 なお、同一会期中でございますので、先ほどどち

らからということでもいいという判断をされてござ

いますので、その点御了解を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １１番梨澤委員。 

○１１番（梨澤節三君） 議運でやってもよろしい

のですけれども、先例について全議員にわかるよう

に資料を全部配付してください。そして、その結果

でもって議運でこのようにということであれば納得

するものですけれども、３番が言っていることも一

利あるなというようにとっている議員も多々おられ

ると思いますので。 

 法律があって、その法律多数決で変えましたよと

いうことにはならないのですね。今何かそういうの
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が多いような気がしますので、そこのところよろし

くお願いします。 

○委員長（久保田英市君） １１番、先例の資料は

既に皆さんに配付になっていると思うのですけれど

も、それであれしていただきたいと思います。 

 局長の方から答弁させます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） １１番梨澤委員の御質

問でございますけれども、先例事項にはそういうこ

とでございません。あくまでも同一期間中の中で、

条例と予算同一上程でございますので、今３番委員

のお話の中で、先ほど条例が先か、予算が先かとい

うお話でございますので、それについては、今まで

の慣例事項といたしまして、予算から順次審議をさ

れているということで、議会運営委員会等でお諮り

しまして、今回このような経過に至ったということ

でございますので、御了解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（久保田英市君） 言わんとするところわ

かります。議決ですね、最終的にそういうことにな

るかと思います。わかりました。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 自分は、先例を尊重しなけ

ればならないという考え方にも立っております。し

かし、これは町民の負担を仰ぐ事案ですから、少な

くとも先例は先例として継承していかなければなら

ないと思うもので、少なくともこういう住民の生活

にかかわる、生命にかかわる、存亡にかかわる問題

については、少なくとも議会の改革、議会の活性

化、議会制民主主義、そのものを尊重するならば、

少なくとも条例が先であって、かかる予算は後にす

るということが少なくとも改めるべきに、考え方に

立つべきでないかと、私はそのように強調したいわ

けです。 

 以上、よろしく委員長の進行をお願いしたいと思

います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 今後協議させていただ

きたいと思います。 

 １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） ５ページ、６ページにわ

たりまして、１目、２目にわたって、現年課税分１

節ずっとありますけれども、退職、被保険者等、国

民健康保険税、ことしはどれぐらいの収納率を見込

んでおられるのでしょうか、記載されておりません

のでお伺いしたいと思います。１目、２目にわたっ

て、昨年は記載されておりましたのですけれども。 

 それと低所得者というのは、全体の人に対して何

％ぐらいになるのでしょうか。その２点お伺いした

いと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） １５番村上委員の

御質問でございますが、第１点目の収納率をどの程

度予測しているかということでございます。 

 まず、一般被保険者の国民健康保険税といたしま

しては、おおむね９５％を収納率の考え方として持

たせていただいてございます。これらの過去のこれ

までの収納率を勘案させていただいたものでござい

ます。 

 それから、退職被保険者にかかわりましては９８

％を予測をしているものでございます。 

 それから、軽減にかかわりましては、今の段階で

予測数値といたしまして、７割、５割、２割という

ことで軽減を受けられる世帯の状況では、５５％ぐ

らいになろうかというふうに総体としてはございま

す。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） そうますと、昨年は９５

％を見込んでいらしたと思うのですけれども、結果

についてはどうだったのでしょうか。といいますの

は、今回２億６,６４３万円ですか、これは９５％

掛けての予算になっていると思うのですよね。説明

の欄こんなに空いてますのに記載がございませんの

で、ちょっと不十分かなという気がしているのです

けれども、ちなみに昨年その収納率９５％はいかほ

どであったのでしょうか、ちょっとお尋ねします。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） ただいまの収納の

状況でございますが、平成１３年度につきまして

は、まだ１４年度は出てございませんので、１３年

度につきましては、一般被保険者の部分の現年度分

では、おおむね９６％ぐらいまでだったというふう

に思ってございます。それでいたしますと滞納部分

がございますので、これが少し落ちまして９５.少

しというところになろうかと思います。 

 それから、退職被保険者にかかわりましては、１

００％の収納をちょうだいしているところでござい

ます。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ほかにございません

か。 

 ６番西村委員。 

○６番（西村昭教君） ちょっと二、三お伺いした

いのですが、５ページ、６ページ。この８％にした

いということの予算編成なのですが、先にいただい

た資料見ますと、今年度からいわゆる７０歳から７

４歳が年々入ってくるということで、今現在この資
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料で見ますと、現在で７０から７４歳の方が構成割

合として１１.５４％だと思うのですよね。これが

年々繰り上がっていくけれども、その下の６５から

６９、これも当然老人保健に入る人が入らなくなっ

たということで、これが予備軍になってくるのだろ

うと思うのですが、いわゆる１４.３２％というこ

とで、今既に７４の方は、これ７５に入っていって

減っていくわけでありますけれども、当然この６５

から６９歳までの方のいわゆる１４.３２％の方が

７０歳以上になったときに、いわゆる今の１.５％

のアップでいけれるのかどうかという問題があると

思うのですよ。１９年度に制度がかなり国の方で変

わるという話は出てますけれども、中身はわからな

いのであれなのですが、この方々が比率が高いので

すが、これが仮に１４％なりアップすると、今の

１.５％の試算でいくと、かなり台所事情としては

厳しくなると思うのですよね。そこら辺どういうと

らえ方するか１点と、それから今までのいわゆる老

人保健に拠出していた金額が３１％になるというこ

となのかな。３１％ですね、歳出ベースで。これが

今医療費負担にすると、現在１４.１％が３１％に

なるよと、７４歳になったかと思うのですけども、

そこら辺でいくと、この老人保健の拠出金の部分が

どれだけダウンするのか、もっとふえる可能性があ

るのか、減る可能性があるのか、そこら辺ちょっと

勉強不足であれなので、そこら辺がわかれば教えて

いただきたいのと、それから先ほど同僚委員の方か

らも質問がありましたが、いわゆる低所得者なり生

活困窮者に対する対応、それから滞納者に対する対

応なのですが、いわゆるこの制度の中身としては、

負担に耐えれる層にある程度負担がかかっていくと

いう部分もあるのですけれども、いわゆる所得に応

じて、全く所得のない人はそこにかからんわけです

から、そういう部分でいくと、いわゆる本当に低所

得あるいはもうゼロという方々については、私はそ

ういう滞納者は余り少ないのかなと。ある面で、非

常に負担も少ないわけですから。むしろ払うべき立

場にいる所得がありながら、払わないというような

方々の滞納者が多いのかなというちょっと受け取り

方するのですが、そこら辺実態としてどうなのか。 

 それと、全くの生活保護世帯というのは、これも

全く負担する必要はないだろうと思うのですけれど

も、今私の疑問に思うところ、もしわかればそこら

辺のところもちょっとお教え願いたいと思うのです

けれども。 

 以上、３点お願いいたしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） まず、西村委員の

御質問にお答えをしたいと思いますが、まず第１点

目の新たに老人保健法の改正によりまして、１０月

まで７０歳から７５歳まで年齢が引き上げられると

いうことによって、どれぐらいの国民健康保険とし

て負担がふえるのかということにつきましては、実

質数字ということではなくて、考え方として申し上

げたいと思いますが、少なくともこれまでは老人保

健の部分で対応してこざいました９割の給付という

が、そのまま国民健康保険に残った形で進められる

ということでございまして、御承知のように国民健

康保険では本人負担３割でありますから、その２割

の差というものは、当然にして増加をしていくとい

うことが現実でございます。 

 加えまして、資料でもお示しを申し上げました

が、６９歳までのお一人当たりにかかります医療費

と、それから７０歳以上にかかります医療費の差が

非常に大きいというのが現実でございまして、医療

費そのものが高くなることと、合わせまして９割の

給付であるということについては、非常にその予測

として、国民健康保険側の負担が大きくなってくる

ということについては避けられない内容であるとい

うふうに思いますし、加えましてそのこともござい

ますので、国民健康保険税の税率アップを含めて、

今回の予算計上をさせていただいたものでありま

す。 

 それから、老人保健の拠出にかかわりましては、

当然１歳年齢ずつこの５年間に減額、人数が下がっ

てくるということが現実でございますので、当然そ

の部分でまず１点とらえをいただきますと、それは

下がってくると。ただ、老人保健の拠出にかかわり

ましては、あくまで全国のレベルで論じられていく

ものでございますものですから、前々年の実績に応

じて、その拠出額が保険者として負担を求められる

ということでございますので、単純に上富良野だけ

で設定ができないということが一つございます。し

かし、間違いなく１歳ずつ年齢が減じてきますとい

うことだけは確実にございますので、これも資料に

お示しいたしましたとおり、減じてくるということ

は現実であろうというふうに思ってございます。 

 ただ、間違いなく高齢の方々が総体としてふえて

いっているということもございますので、引き上げ

られていく過程の中で減りますが、それらについて

もまた減るといいますか、横ばいでずっと参ります

ので、その分については金額的には下がってくるだ

ろうという予測を立ててございます。 

 それから、次に３点目の低所得滞納等に対応して

の内容でございます。所得の低い部分でも、その対

応どうなっていくのかという問題でございますが、

確かにいろいろな課題がその中にあるかもしれませ

んが、軽減を受けるための対応といたしましては、
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７割、５割、２割の軽減を受けるということにつき

ましては、応能、応益割合と。御承知のとおり、軽

減を受ける部分につきましては、応益に対応しての

減額でございます。したがいまして、その応能、応

益割合、いわゆる所得等にかかわるものと、それか

ら応益の割合がおおむね５０をめどにつくりなが

ら、その応益割合をどこまでも軽減していく方法と

してございますので、これを受けていけるような形

をとっているというのが制度でございますので、こ

こに全くかけないという形をとりますと、軽減も受

けられなくなるという形態がございますので、それ

らの制度上の内容として御理解を賜っておきたいと

いうふうに思います。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ６番西村委員。 

○６番（西村昭教君） そうすると、今お聞きした

中で判断すると、今先ほど言いました老人保健の拠

出については、対象人数が減るという部分でいくけ

れども、全国ベースの問題があって、全国一律だと

いうことが説明だったと思うのですが、これ仮に今

この資料で、先にいただいた資料見ますと、いわゆ

る保健の給付額が７０前と７０上に行きますと、約

６割ぐらい違いますよね、これ見ますと。６割の余

計かかるのだよということで、病気の内容はちょっ

とわかりませんですけれども、そういうことを考え

ますと、いわゆる先ほど僕申し上げました、今７０

歳以下の６５から６９歳の方の１４.３２％です

か、この方々が全部ここの中に入ってくるというこ

とになって、医療費としては当然数字としては非常

に膨らむというとらえ方でいいかと思うのですよ。

そういうことも想定しているので、肝心なところで

お聞きするのですが、いわゆる今１.５％を引き上

げていくことによって、基金の支消も含めて、前の

説明のときには、いわゆる１８年度まではそういう

状況で進めていきたいよと。１９年度に制度の改正

があるだろうということで、それ以上のことはわか

らないということの部分だろうと思うのですが、そ

のときは既に基金が、資料で見ますと７００万円し

かないということになるのだろうと思うのですけれ

ども、これを仮に１年延ばしたとするならば、当然

１８年度の七百何十万円というものは、当然事前に

なくなるわけですけれども、そうなると、例えば１

６年度で引き上げていくといったときに、これ１.

５％ベースでは、私はならないという判断するので

すけれども、そういうぐあいになったときには、今

の１.５％よりもいわゆる高い負担で予算を立てて

いかなければならないという状況が出るのかどう

か。 

 基金も当然上げなければなくなっていくわけです

から、そこら辺のところははっきりしたものは言え

ないかもしれないですけれども、今までの私の記憶

では、当然上げざるを得ない状況が出てくるのかな

という予測がされるのですけれども、そこら辺どう

なのでしょうか。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（米田末範君） 西村委員の御質問

でございますが、現行の１.５％の引き上げを１年

先送りした場合はどうなるかという御質問だろうと

思うのですが、それにつきましては、本年度実質的

にいきますと、明年につきましては、おおむね８.

５まで引き上げなければいけないのかなというのが

一つの試算でございます。仮に本年度上げないとす

ることによって、昨年の１０月に所得税の算定の見

直しが一つございまして、これらのベースによって

減収になるところの１,３００万円等がございま

す。そうしますと、現在御提案の中にございます基

金の支消については、７,５００万円程度見込んで

ございますが、さらに１,３００万円加わって、基

金の支消が８,８００万円程度になろうかなという

ふうに予測をするところでございまして、明年度の

８％の改正でいくとすれば、基金の残高について

は、さらに支消いたしますと若干下がりまして３,

４００万円程度、平成１７年度につきましては１,

２００万円程度の残となるところでございますが、

平成１８年に至りましては、どうしても不足額が、

基金の支消でも間に合わなくなるということがござ

います。したがいまして、どうしても税率としては

８.５まで引き上げざるを得ないのかなというふう

な試算として現在持っているところでございます。 

 ただ、御承知のように、国民健康保険にかかわり

ましても、いずれも医療費の給付がどれぐらいいく

かということが、その結果として生まれていくもの

であるということだけは、前段ぜひ御理解を賜って

おかなければいけないことでありまして、大体月に

平均いたしまして、３,５００万円から４,０００万

円の保険給付費を現状支払っているというのが現実

でございますので、その辺のところも加味をいただ

きたいというふうに思います。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ６番西村委員。 

○６番（西村昭教君） 今の説明では、はっきり正

確にきちっとこうだと言い切れるものは、こういう

制度の病気を治療するということですから、言い切

れないと思うのですけれども、今の１.５が次年度

に２％は上げざるを得ない状況だと、国保会計の考

え方からいけば、そういうとらえ方でいいのです

ね。 

 それと、それからいわゆる会計上基金も支消し
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た、なくなったという中で、最終ラウンド、赤字決

算になることも、私はある面では予測し得る部分だ

と思うのですが、そういう部分でいわゆる赤字を一

般会計からただ補てんするというような考え方に

は、この国保会計の場合はちょっとならないと思う

のですよね。いわゆる平等制という問題もあると思

うのですが、その部分で多分できた赤字というの

は、次年度の会計の中でまた解消する予算編成にな

ろうかと思うのですけれども、当然それだけで済ま

ない、繰入金も数字としては大きくなるのかなと思

うのですけれども、余りこの一般会計からたくさん

入れるということは、考え方としては私はちょっと

どうかなという疑問視するところあるのですけれど

も、いわゆる今平等制といいますか、負担していた

だいている加入者の方々の応能、応益割という中

に、余りにもたくさんそういう一般会計の数字が大

きくなって入っていくと、そういう平等制というの

は、かなり私は変わってくるのかなと。変わってく

るというか、平等制が平等でなくなるというか、公

平性でなくなるといいますか、そういうような事態

になりかねないのかなという気がするのですけれど

も、そこら辺ちょっと私も勉強不足で申しわけない

のですけれども、そこら辺ちょっとお聞かせいただ

きたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（米田末範君） 西村委員の御質問

でございますが、当初にもお話し申し上げました

が、国民健康保険特別会計につきましては、国保税

そのものが目的税でございまして、いわゆる被保険

者の方々の御加入によって運営されているものでご

ざいます。加入していただいている皆様方と、それ

から雇用主としての立場がございませんので、公費

の負担をもってつくり上げていくというのがこの制

度でございまして、本来は５０％５０％というのが

一般のいろいろな保険関連のものがそうであります

が、そういう中で進めているわけでありますが、加

入の特性がございますので、高齢の方々等の加入が

非常に高いというようなこともございますので、そ

ういうベースでいろいろな国の制度がございます。

現実として展開されているということから考えます

と、いろいろな保険がございますので、それぞれに

御加入になっているということがあれば、国民健康

保険にあっても、その部分については、その被保険

者の方々と公費の負担割合ということで展開される

ものではないかなというふうに思います。それが一

つの保険の基本になる考え方ではないかなというふ

うに思います。 

 もう１点は、一般財源は別といたしまして、仮に

単年度ベースで赤字ができた場合には、どうなるの

だということになれば、当然にして一時借り入れを

起こしながら、それを翌年でいろいろな税負担等を

含めて整理を、翌年で解消せざるを得ないというの

が現状の国保会計の運営上の考え方であります。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） ほかになければ、これ

をもって終わりたいと思いますが、よろしいです

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、議案第

２号の質議を終了いたします。 

 これより、議案第３号平成１５年度上富良野町老

人保健特別会計予算の件を議題といたします。 

 ここで提案者より補足説明があれば、発言を許し

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これより、歳入歳出を

一括して予算全般の質議に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、議案第

３号の質議を終了いたします。 

 ここで説明員が交代いたしますので、自席で少々

お待ち願います。 

 これより、議案第４号平成１５年度上富良野町介

護保険特別会計予算の件を議題といたします。 

 ここで、提案者より補足説明があれば発言を許し

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これより、歳入歳出を

一括して予算全般の質議に入ります。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 介護保険料という形の中

で、今回も税率が自動的に変わるという形の中で、

若干ふえるという状況になってきています。それで

お伺いしたいのは、いわゆるあわせてお伺いしたい

のは、介護報酬等が今度変わりまして、それに伴う

負担増というのも当然起きるかというふうに思いま

すが、この点はどのような変化になるのか、それぞ

れ要支援から５までのですね。 

 それともう１点は、いわゆるショートステイとい

う形の中で、短期入所の問題についてお伺いいたし

ますが、確かに計画的に介護認定を受けた方、この

点については、ショートステイの何日か入所すると

いうのはわかるのですが、しかし突発的にいわゆる

利用しなければならないという方が、最近上富良野

町でもふえてきています。それに伴って、上富良野

町の対応はそれぞれの、上富良野町でなければ他の

市町村を紹介しながら、そこで何とかカバーすると

いう状況になっているかと思いますが、そこでお伺
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いしたいのは、やはりそういう突発的に出た場合の

短期入所におけるやはりベッド数をふやすなどの具

体的な対策というのが、これから求められるという

ふうに考えておりますが、この点。 

 さらにお伺いしたいのは、今回のいわゆる身体介

護等のその料金体系も変わりました。身体介護で言

えば、３０分未満では、約前回よりも２１０円少な

くなると。１時間未満では、約４,０２０円という

形の中で、大体同額ということになっているかと思

います。生活援助で言えば、３０分以上１時間未満

で言えば５５０円、１時間以上で言えば６９０円の

減額要素ということになりますので、この点を考え

た場合に、上富良野町における身体介護、生活援助

における時間帯はどのようになるのか、このマイナ

ス要因によって、いわゆる生活援助がこの時間帯で

ふえれば、当然介護報酬等も減るという状況にもな

りますが、この点はどのような実態になっているの

か、お伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １２番米沢委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の介護報酬の改定に関しましての、

これがどのような介護保険の給付等の影響が出てく

るのか、変化されるのかという御質問でございます

が、御承知のとおり介護報酬の改定につきまして

は、在宅サービスにかかわる部分が若干全体的に

０.１％ほど現行より改定が増となってございま

す。施設については、平均で４％減というふうに

なってございますが、これらの全体の中で、町とし

ては在宅を軸にした介護保険サービスの供給提供の

中で組み立てをさせておりますので、これらについ

ては、介護報酬の改定に伴って大きく変化するとい

うような要素は特に出てきませんが、ただ現実的に

要介護認定者数が少しずつ増加してございますの

で、これら介護報酬が下がったとはいえ、当然これ

らの方々の利用者の増加の中で保険給付費等の増も

見込んでいるところであります。 

 次、２点目でございますが、ショートステイの突

発的な利用の必要な方に対することで、その対応に

ついての御質問でございますが、今現在特養に１０

床のショートステイがございます。これらの中で、

今稼働率はかなり高い状況にございます。加えまし

て、このショートステイの中には、療養型病床の医

療施設に、これの空きベッドを活用した中で、療養

介護の短期入所というサービスもございますので、

これらについての、そういう緊急的な支援の必要な

方についてのサービスの利用をお勧めしているとこ

ろであります。 

 それから、次に３点目の身体介護、生活援助の関

係の、これにつきましても介護報酬の関連でありま

すけれども、これにつきましては、身体介護につき

ましては５５％、それから生活援助の関係につきま

しては４５％という割合であります。 

 以上でございます。 

 失礼しました。お答え漏れがございました。 

 ベッド数の対応でございますが、町立病院等の療

養型ベッドの見直し等も含めた中で、これら療養型

の空きベッド、ふえることによる空きベッドを有効

に活用した中でのショートステイというのも考えて

ございますが、今現時点では、新たにベッド数を増

床するということにはございません。したがいまし

て、今療養型の医療設備につきましては、医療系と

介護系というものがございますが、この医療系の

ベッドを空いているときに有効活用するというよう

な中で、今後対応していくような考えでございま

す。 

○委員長（久保田英市君） 他にございませんか。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 今担当の課長の答弁聞い

てましたら、十分対応できるのだというような話か

というふうに思いますが、本当にそうなのかという

ところで聞きたいのですが、実際その受けとめ方に

よって差があるのでないかと思いますが、この点お

伺いいたします。 

 それと、特別養護老人ホーム等にかかわって、介

護報酬の問題ですからお伺いいたしたいのですが、

全体で報酬が下がりました。こういう上富良野町の

中で歩いてましたらこういう話が、今後報酬等が下

がるから、いわゆる軽度の人はなるべく早く出て

いってほしいというような、そういう表現は使いま

せんが、そういう形にやっぱり言われたという方が

おります。実態は結局何なのかということなので

す。ここで問題になるのは、いうなればいわゆる要

介護度が下がれば、低位の人たち、重い介護になれ

ば診療報酬のいわゆる削減幅も小さいのですが、逆

に低くなれば大きくなるという形です。そうする

と、いわゆる経営が大変になるという形で、自動的

にこういう軽度の方については、なるべくならいろ

いろと家族と相談していただいて配慮願いたいとい

うようなことだと思うのですが、実際こういうこと

が上富良野町の中で起きていないのかどうなのか。

これは重要な問題ですから、せっかく介護が認定さ

れて、実際そういう話があるとすれば、社会的なも

ので、これをまた容認すれば、町としてもこれはど

うなのかという問題がやっぱり起きるというふうに

思いますが、この点。 

 さらに、いわゆるヘルパーの訪問介護が生活支援

においての組み立て方によっては、手痛いやっぱり
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マイナス部分も出てくるということは、今回の診療

報酬でも明らかになる。国の方では手厚い診療報酬

の改善だということを言っているけれども、部分的

に見たら、やっぱり減額要素が出るという形の中

で、どんどんその影響というのが、これから恐らく

まだ顕著になって出てくるのだろうと思いますが、

この点なんかも十分、仮にそういう問題が出てきた

としても、やっぱりこの時間帯によって閉め出さな

いというような対策も、きっちりとる必要があると

いうふうに思いますが、この点についてもお伺いし

たいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １点目のショート

ステイのベッドの対応の関係でございますが、先ほ

どもお答えしたとおり、現状としてはそういうよう

な状況にはないというように判断してございます

が、将来的な今後の状況を踏まえた中で、ひとつの

検討課題かなということで押さえさせていただきた

いと思います。 

 それから、２点目の特別養護老人ホームの、これ

も介護報酬の改定に伴うことでありますが、軽度の

人の対象ということにつきましては、町の私どもは

そういうような事例は聞いてございません。 

 次、３点目でありますけれども、ヘルパーの訪問

介護の関係でございますが、これにつきましては、

介護報酬の改定はございましたけれども、これらに

ついての時間帯によってのそれぞれの個々の利用の

必要性については、この介護報酬の中で十分今後対

応していけるような形で運営していきたいという考

えを持ってございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 総体的に十分ということ

の話だと思うのですが、その実態があれば大変な問

題ですから、十分聞き耳を立てて、ぜひ対応してい

ただきたいというふうに思っています。 

 それと、このケアプラン作成の中で話聞いてきた

ら問題だと思うのは、例えば独居老人、あるいは老

夫婦世帯という状況の中で、実際そのケアプランを

立てようとしても、短期入所だとかいわゆるそうい

うデイサービスがなかなかいっぱいだとか、費用負

担がかかるとという形の中で、やっぱりケアプラン

が立てられないと。ならば短期入所で利用したくて

も、いっぱい満床という形の中で、実際やはりそれ

をなるべく、例えばＡという人がいたら、この人は

要介護によって入所の日数も違いますけれども、何

日間入所させていれば一番いいのだがなと、だけれ

ども現状見たらいっぱいであったりだとか何とかと

いう形の中で、なかなか難しいというような、そう

いう話も出てきています。 

 それと保険料に至っても、なかなかこれは下げな

いということでありますが、やはりアンケート調査

でも、若干の方が保険料の軽減を求めるという形

が、声があります。実際聞いても、その保険料につ

いては、やはり軽減してほしいという声がありま

す。どの部分が一番多いかと言えば、軽減世帯の部

分だとか、いわゆるそれに準ずる生活保護世帯、適

用を受けているという方なのですよ。そういう基準

に該当するような方々、こういう方々がそういう声

をやっぱり望んでいるわけです。そういう状況ある

のに、今回町においては、これにかかわる制度負担

を、逆に負担を増するという形になってきている。

そういう意味で、今経済的にも大変だという状況の

中で、利用料等の軽減がふえるという状況になって

きているわけですから、こういう問題をきちっと

やっぱり従前の軽減策の率にやはり戻すと、そうい

う対策というのも必要だし、実際そういう声という

のをどのように把握されているのか、お伺いしたい

と思います。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １２番米沢委員の

再々質問にお答えさせていただきます。 

 まず、介護サービスの利用に当たってでございま

すが、独居老人の方も含めまして、その利用する方

にとっては、それぞれの所得の状況とか、あるいは

介護者のいるいないの家庭の状況、いろいろさまざ

まな状況がございますが、常にケアマネージャーが

ケアプランを立てるときには、それらのいろいろな

家庭の状況を踏まえた中で、御本人あるいは家庭と

の話の中で、このケアプランを立てさせていただい

てございますので、これらについては、そういうこ

とで御認識をいただきたいと思います。 

 次、２点目でございますが、低所得者に対する介

護保険料の軽減ということの御質問でございます

が、これにつきましては、この第２期、１５年度か

ら新たな介護保険事業が始まりますが、この第２期

におきましても、介護保険料の基準額につきまして

は変わってございません。ただ、今御質問の低所得

者に対する軽減につきましては、従来から委員が

おっしゃられている点でございますが、これまでも

この制度上の趣旨を皆さんの応分の広く薄くという

ような応分の御負担ということの制度で、この介護

保険料についての御理解をいただいている中で、そ

ういうことで被保険者の皆さん方には御理解をいた

だいた中で、この介護保険を運営していきたいとい

う考え方でこれまでもお答えさせていただいており

ます。 

 実際に、現実にこのサービスを必要とされる方、

要介護認定を受けてサービスを必要とされる方に対
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する軽減策について、利用の軽減策につきまして、

十分意を尽くして運営をしていきたいというような

考え方でもってございますので、御理解を賜りたい

と思います。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） 第１被保険者保険料の収

納必要額でございますけれども、昨年に比べまして

１１３％から今度１３４％、２１％上がってます点

と、国庫支出金の調整交付金、保険給付費が６.５

６で、これまた約１％近く上がっているのは、どう

いう理由によるものなのでしょうか、お伺いいたし

ます。 

 あとは変わってないようでございますけれども、

この変わっている部分につきまして。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） １５番村上委員の

御質問でございます。２点の御質問ですが、まず介

護保険料の関係について、前年度と比べての御質問

でございますが、御承知のとおり、介護保険の事業

計画の見直しを、第２期として見直しをさせていた

だいてございますが、その中でこの１５年度から１

７年度までの介護報酬費用額を３カ年平均した中

で、これらの介護保険料が算定されてございまし

て、この３カ年の平均の中での、初年度ということ

での保険料でございまして、そういうような形で前

年度、１２年度から１４年度までの年々介護保険給

付費が増加してございますが、この１５年度から１

７年度までの保険給付費の推計を見た中で、それに

基づいて国のワークシートに基づいた保険料の算定

をしていることで、前年度より増額となっていると

ころでございますし、国庫支出金、これにつきまし

ても同じようにこの国保負担の基本額の対象額につ

きましては、この保険給付費が基本となってルール

計算上の部分の負担率でもって算定したものが増額

となっているところであります。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員。 

○１５番（村上和子君） 介護保険料は３年ごとに

見直しということで、本年度介護保険料の改定にな

りますけれども、ほぼ変わりなしと、３,０５０円

とお聞きしておりますが、そうすると、なぜこのよ

うになるのかなと思ったものですから、１５年から

今度３年ごとに見直しをするのですよね、介護保険

料というのはね。改定に当たっては、ことしは３,

０５０円だと、こうお聞きしてまして、これではほ

ぼ変わりないなと思っているのでございますけれど

も、そこら辺の見通しがちょっとどうなのかなと

思ったものですから、もう一度ちょっと済みません

が。 

○委員長（久保田英市君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） だいまの介護保険

料の関係でございますが、この介護保険料の基準額

でございますけれども、現行のただいまの保険給付

費の推計の中で算定した額が３,００４円という金

額となるところでございます。この３,００４円に

つきましては、この４円を、端数部分につきまし

て、介護保険の基金でもってこれを対応していくと

いうようなことで、被保険者の皆さんからいただき

ます保険料につきましては、３,０００円で設定を

させていただいているところであります。 

○委員長（久保田英市君） 介護保険係長。 

○介護保険係長（鈴木真弓君） 村上委員さんの御

質問にお答えいたします。 

 第１号被保険者の保険料が昨年より増になってい

る理由でございますが、６５歳到達者を１５年度見

込みを２,６３９人を見込んでございます。 

 なお、保険料につきましては、基準額を中心に階

層別に分けてこざいますので、昨年より１号被保険

者がふえた増によるものです。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） ほかになければ、これ

で終わりたいと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） ここで休憩いたしま

す。 

──────────────────                
午前１０時３０分 休憩 

午前１０時５０分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 これより、議案第５号平成１５年度上富良野町簡

易水道事業特別会計予算の件を議題といたします。 

 ここで、提案者より補足説明があれば発言を許し

ます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（早川俊博君） まことに申しわけ

ございませんが、予算及び予算説明書の訂正をお願

いしたいと思います。 

 歳出の部分ですけれども、８ページの２８節とあ

る公課費を２７節に、８ページでございます。２８

節を２７節に。 

 また、説明欄の自動車従量税、従う字になってま

すけれども、これを重たい重量税に訂正お願いした

いと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（久保田英市君） 以上で補足説明を終わ

ります。 

 これより、歳入歳出を一括して、予算全般の質議

に入ります。 



 

― 15 ―

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、議案第

５号の質議を終了いたします。 

 これより、議案第６号平成１５年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算の件を議題といたしま

す。 

 ここで、提案者より補足説明があれば発言を許し

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これより、歳入歳出を

一括して予算全般の質議に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、議案第

６号の質議を終了いたします。 

 次に、これより議案第７号平成１５年度上富良野

町ラベンダーハイツ事業特別会計予算の件を議題と

いたします。 

 ここで、提案者より補足説明があれば、発言を許

します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これより、歳入歳出を

一括して予算全般の質議に入ります。 

 １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 私、待機者の問題につい

てお伺いいたしますが、近年重複されているという

方もいるという話ですが、実際過去５年ぐらいから

比べても、特養を利用したいという形の中でなかな

か利用できないと。他の施設に回っているという形

もいるかと思いますが、実際のそういう方も含め

て、待機者というのは実際何人ぐらいおられるの

か。 

 やはり施設がふえれば、その分だけ介護保険にし

わ寄せが来ると、負担料が増えるという形の中で、

結局国がそういうところに対するきちっとした財政

措置を行ってないという問題の中で、地方自治体

も、この増床にはなかなか及び腰だと。道において

も、基準を満たしているからということであります

が、感想として実際本当に実情に合った、いわゆる

介護の病床数に合った、いわゆる上富良野５０床で

ありますが、妥当かどうか、この点についてまずお

伺いして、その実態等についてお伺いしたいと思い

ます。 

○委員長（久保田英市君） 特別養護老人ホーム所

長、答弁。 

○特別養護老人ホーム所長（林下和義君） １２番

米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 待機者につきましては、現在６５名おります。上

富良野につきましては３５名、中富良野から６名、

富良野から１７名、他町村から、ほかの町村７名、

合わせて他町村からは３０名ということで、合わせ

て６５名という状況になっております。そのうち上

富良野からは３５名のうち、特に内容等精査いたし

ましてケアハウスから２名と、それから町立病院の

介護施設からは５名と、医療の関係からは２名と、

一般の病院からは１名ということで、町立病院から

は８名と、それから渋江医院さんから１名というこ

とで、施設からは１１名が申請が上がっておりま

す。それから、富良野の老健からは５名、北の峰ハ

イツから１名、それから北の峰病院から２名、富良

野西病院から１名、北湯沢温泉から１名、養護寿光

園から１名、老健サニーヒルですか、これから１名

と、芦別から１名ということで、合計で１３という

ことで、上富良野の申請からは、３５名がこういう

施設から上がっておりまして、緊急性の高い在宅と

いうことで、特に急ぐものは１１名が現在申請上

がっておりまして、上富良野では３５名が入所して

いるような状態でございます。 

 うちでは指針を決めまして、介護度とそれと待機

場所、それと在宅における状況等、それらを勘案い

たしまして点数制と、それらを合計点数の高い順の

者から入所を決定をいたしまして、現在入所いたし

ております。 

 先般、国の方から基準指針が示されまして、今後

そういう基準は改めます、しなさいよということに

指針が出まして、先般沿線の６カ町村、全国的にも

そういう指針が出ましたので、うちの方も沿線町

村、各施設を同じような統一指針になるように、今

後４月１日から同一指針になるように改めるよう

に、４月１日から改善するように進めております。 

 現在の指針については、３月３１日まで取り扱い

をしていきたいということで、今後につきまして

は、中富良野の中富こぶし園、南富良野一味園、南

富良野の施設等、沿線６カ町村ありますけれども、

この施設については、同じようなレベルで指針を統

一してやっていきたいと、このように思っておりま

す。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） これから要介護にかか

わって、介護の方がふえるという状況になれば、お

のずといわゆる老人ホームを利用したいという方が

ふえるかと思いますが、そういった意味で、現行の

ベッド数では不十分だということは、これは言える

かどうかお伺いしたい。 

 それと今回入所にかかわって、介護報酬がかか

わって若干収入の見合った分のマイナス要因だとか

プラス要因だとかというのがあると思いますが、実

際上富良野町では、どういう収入体系の中で、この

予算をいわゆる組まれているのか。主に要支援、介
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護１から５という形の中で、低い介護度においては

収入が減るという形になってますので、そこら辺は

どういう収入における影響額というのはどのように

なっているのか、お伺いいたします。 

 少々あわせてお伺いしたいのは、このベッド数を

やっぱり増床するということも当然必要な時期に来

ているのではないかと。町の計画では、居宅介護と

いうことで、なるべく自宅という形の中で介護とい

うことで基本に進められている。これは大変いいこ

とだと思います。しかし、一方で実際それに合わな

いと、何らかの形の中で、やっぱり家族介護の中で

お年寄り同士が見ると、あるいは１人で生活しなけ

ればならないと。家族がいてもなかなかそういう状

況の中で見れないという状況になった場合に、やっ

ぱりホームヘルパー体制の充実も含めてなのです

が、こういうベッド数の増床というのも、一定数考

慮に入れる時期だと思いますが、町長はここら辺に

ついてはどのようにお考えかお伺いいたします。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） まず、ベッド数の問題であ

りますけれども、これにつきましては、広域の中で

今十分対応を図っていかなければならないというふ

うに思っております。今この富良野圏域の中で、こ

の施設を有していないのは占冠村でありまして、占

冠村は、この施設の設置に向かって国に働きかけて

いると。これにつきましては、広域の中でもバック

アップしながら、ともに５市町村連携をとりながら

その対応を進めているところでありますが、なかな

か難しい状況にございます。今後の課題として、こ

の単独町で対応ということでなくて、今後は広域の

中で十分これを対処していくように進めていかなけ

ればならないというふうに認識いたしております。 

○委員長（久保田英市君） 特別養護老人ホーム所

長、答弁。 

○特別養護老人ホーム所長（林下和義君） 現在入

所している内訳数につきましては、介護度１の方に

ついては４人、介護２につきましては８人、３につ

きましては１４人、４につきましては１０人、５に

つきましては１５人ということでございます。これ

はあくまでも全部で５２人ということで、平均介護

度は３.５ということになっております。 

 金額につきましては、あくまでも利用料の１割と

いうことになっておりますので、所得に応じてとい

うことにはなっておりませんので、金額は必ず費用

の１割負担を納めていただくということになってお

りますので、生活保護につきましては、生活保護法

の適用をそれぞれしていただくということになって

おりますので、それぞれ介護保険につきましては、

介護保険の９割をそれぞれいただくと、本人は１割

を払っていただくということになっております。 

○委員長（久保田英市君） ９番岩崎委員。 

○９番（岩崎治男君） ２ページの歳出、サービス

事業費の１の委託サービス事業費と３項の委託介護

支援事業費、この支援とサービスの内容の違いにつ

いてお尋ねをいたします。 

 なお、３ページの歳出ですけれども、サービス事

業費でもって、前年度対比でもって９０２万４,０

００円の増を見ているところですけれども、これの

内容についてもお伺いをいたします。 

○委員長（久保田英市君） ラベンダーハイツ次

長。 

○ラベンダーハイツ次長（川鍋マサ子君） ９番岩

崎委員に対してお答えいたします。 

 居宅介護支援事業費ということで、サービスの中

で介護というのは要介護、支援は要支援という意味

で、両方兼ね備えた形になります。介護度の１から

５までが介護サービスと言いまして、それから支援

というのは要介護、介護度の一番軽い要支援を意味

しております。 

 ３ページのサービス事業費に関してですけれど

も、この件につきましては、居宅介護事業所、それ

を開設いたしまして、そこのところの部分がふえて

いる部分になっております。 

 あと全体といたしまして、賃金の見直しを図りま

したので、この部分がふえている要素になっており

ます。 

○委員長（久保田英市君） ほかになければ、これ

をもって議案第７号の質議を終了いたします。 

 次に、これより議案第８号平成１５年度上富良野

町水道事業会計予算の件を議題といたします。 

 ここで、提案者より補足説明があれば発言を許し

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これより、歳入歳出を

一括して予算全般の質議に入ります。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 大変恐縮ですけれども、１

４ページの１０節の交際費、目的別支出であるから

して、ここに計上されていると思いますが、一般会

計になじまない経費、下水道固有の交際費的な性格

だと思いますが、この１万円の性格について御説明

いただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 上下水道課長、答弁。 

○上下水道課長（早川俊博君） この交際費の１万

円の件につきましてお答えさせていただきます。 

 この１万円につきましては、例えば特にこれと

いった目的はないのですけれども、何かのためにと

いうことで項目だけ起こさせていただいたというこ
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とでございます。 

○委員長（久保田英市君） ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 大変恐縮ですけれども、目

的別で予算書はつくってあると思うのですよ。町長

の交際費は、一般会計で特別会計ですから、一般会

計の３００万円で町長交際費だったと思っています

けれども、記憶していますけれども、そこでフォ

ローできるのでないかと思うのですよ。極めてこの

会計については、少なくとも一般会計から２億円か

らの繰り入れをしているわけですよ。その中で目的

を持たない交際費の、極めてその交際費というイ

メージからしても、目的を持たない交際費であれ

ば、今後計上しないことをここでお願いをしておき

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、これをもっ

て議案第８号の質議を終了いたします。 

 次に、これより議案第９号平成１５年度上富良野

町病院事業会計予算の件を議題といたします。 

 ここで、提案者より補足説明があれば発言を許し

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これより、歳入歳出を

一括して予算全般の質議に入ります。 

 １８番向山委員。 

○１８番（向山富夫君） １７ページの資本的支出

の中で１点お尋ねいたしたいと思いますが、資本的

支出の中の資産購入費ということで、医療機器１,

９６０万円計上されておりますが、４月１日から医

師が新体制のもとで診療が開始されるということで

伺っておりますが、新しい先生に迎えるに当たりま

して、その先生の、新しい医師団の能力を１００％

発揮していただくために、その先生のリクエストも

ある程度伺った上での、意味での医療機器の整備と

いうことで理解してよろしいのでしょうか、お尋ね

いたします。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（三好稔君） １８番向山委員の

御質問にお答えいたします。 

 医療機械の整備でございますが、この整備に関し

ましては、昨年度病院の中において病院経営改善検

討会議という組織がございます。その中において医

療機械の整備計画、５年間にわたって計画的に整備

をしていこうといったことで、それぞれの部署から

この５年間にかかわる整備、新規に購入するもの、

また一定の年数が経過していることでの更新整備と

いったことで意見交換をした中において整備計画を

定めました。 

 そんなことから、本年度計上しております医療機

械につきましては、こういった組織の中において計

画をしたものということでございます。そんなこと

で、新しい体制の中においてこれが必要と、これを

更新しなければならないといったようなことではご

ざいません。病院における組織の中において、計画

的な整備計画を図っていこうという計画の中のもの

でございます。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １８番向山委員。 

○１８番（向山富夫君） そうしますと、例えば今

度お迎えする先生が、お聞きいたしますと非常に皆

さんから期待が持たれている先生だということで

伺っておりますけれども、やはりそういう患者さん

から非常に信頼をいただくというバックボーンに

は、当然個人的な資質もあるでしょうけれども、そ

ういうような能力を十分発揮するような病院のもと

で医療行為がなされるがために、十分にその力を発

揮できたという側面も否定できないのでないかなと

いうふうに感じているのですが、そういうような観

点から、今度お見えになる先生方が少しでも町民の

ためにということで、ぜひともそういう機器面で整

備をしてほしいのだと、そういうものがあればさら

に一層の診療の充実が図れるというようなもし要望

がなされたとすれば、これは事務長にお尋ねするの

がいいのか、町長にお尋ねするのかわかりません

が、そういうような事態、要望がなされた場合に

は、それに対応し得るような気持ちがあるかないか

お尋ねしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １８番向山委員の御質問に

お答えさせていただきますが、委員御発言のとお

り、新たな院長を中心とした病院体制で新年度から

進むわけでありますが、御質問の件につきまして

は、今後新院長と十分調整をさせていただきなが

ら、要望には極力こたえるように対処していてきた

いなというふうに思っております。今後の課題とし

て調整させていただきたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） 私は２点ほどお伺いしたい

のですけれども、１点目は町長にお伺いしたいと思

います。 

 この病院は、相当今までにアンケートをとり、特

別委員会も開いて喧々諤々とやってきたわけでござ

いますが、それには医師の対応、病院の経営、経

済、私はこの三つにあるのでなかろうかと思ってい

たわけでございます。そこで、今回町立病院は平山
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院長も定年、富永副院長もどこかの病院に行くとい

うようなことで、上富良野町立病院は今が一転する

時期に来たのでないかと、これがスタートだと私は

こう考えているわけでございます。 

 そこで、今までは医師の不足というようなことで

札幌医大、旭川医大、両医大にまたがって、寄附金

が少なければ医師が来ないというような時代があっ

たのですけれども、今の時代は、そういう時代はも

う終えたと、私はこう判断しているわけでございま

す。 

 そこで、私は思うのです。中富良野町も１５年前

に歯医者を建て、そこに医師が来ていただいて協力

するというような医師の足りない時代があったわけ

です。当町も看護婦宿舎も建て、そして何とか看護

婦さんに来ていただきたいと、こういうような時代

がずっと来たわけでございます。ところが、上富良

野町は看護婦宿舎も満足に使わないで終わったよう

な時代でございます。これからは一転して世の中も

変わり、時代も変わったわけでございますが、ここ

で町長に言いたいのは、今までの１５年間の喧々

諤々した時代が終わったのだから、今度一転して、

この上富良野町立病院は腹の中から変わる時代だ

と、私はこう考えているわけでございます。 

 尾岸町長、三好事務長というこの二人の中で、病

院を一転して変えていただき、これから病院のこと

は余り議会にも出てこないような姿にしていってい

ただきたいと、こう考えているわけでございます。 

 そこで、町長に言いたいのは、この旭川医大１本

になったと、非常に何十年の心配、経験、いろいろ

な問題をマスターしてきたわけでございますが、今

度は町長は真剣に旭川医大１本で行くのだから、こ

れは何とかしてこれから上富良野町立病院をしっか

りと、余り議会でもめ事のないようにしていきたい

と、いってもらいたいと、私はこう思っているわけ

です。 

 道議の話を聞くと、中富良野町立病院、上富良野

町立病院は合併して立派なの建てるのだというよう

な道議の先生方、言う方もおりますが、そんなこと

に私は簡単にならないと思うのです。そこで町立病

院のこれからの腹の中から、内臓から変わるのです

から、しっかり、後で失敗したというようなことの

ないように、そして私は思うのは、報酬を出してい

る以上、いろいろな問題が今まで複雑な問題がつい

ているわけですよ。名前もつけないでいいものを、

副院長２人も３人もつけたり、そういうようなこと

でお金を支払っているという時代がずっと続いたわ

けです。今度はそんなことのないように、ひとつ

しっかりと判断をして経営に当たっていただきた

い。町長にこの問題を私はお願いしたいと、こう

思っているわけでございます。 

 その次、事務長には、この予算の１３ページに病

院の医師の給料、昨年が四千五百何ぼ出ているわけ

です。ことしも出ているわけです。それで出張医の

給料も出ているわけです。そう変わってないので

す。出張医の交通費も余り、１０万円か２０万円し

か変わってないと。こういうようなことで、これこ

としから医師も変わるのですが、どういうふうな計

算で昨年と同じになっているのか、その辺のことを

ひとつお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願

いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １４番徳島委員の御質問に

お答えさせていただきますが、１３ページの件につ

きましては、事務長の方からお答えさせていただき

ます。 

 委員からお話しありましたように、新たに新年度

から病院の医師体制が変わると。どうにか今旭川医

大１本になった運営をしていくわけでありますが、

これからも旭川医大の指導と協力を得ながら、町立

病院の運営を進めていきたいというふうに思ってお

ります。 

 今病院を取り巻く環境というのは非常に厳しく、

医療保険制度あるいはいろいろな面で改革がなされ

て、小さな病院の経営というのは非常に厳しいわけ

でありますから、経営そのものについては大きな変

化が出てこないのかなというふうに思うところであ

りますが、新しい院長を中心とした病院のスタッフ

の皆さん方が、町民の皆さん方の健康を管理、維持

していくという面において、より一層地域住民に信

頼される病院経営をしていくということが大きく公

設病院として課せられた任務であるというふうに

思っておりますので、これからも新たな院長を中心

とした中で、私も病院経営の合理化、健全経営の推

進に向かって、より一層努力をしていかなければな

らないと。 

 今現在繰り出しております繰出金につきまして

も、少しでも削減ができるようにということで努力

してまいりたいというふうに思っておりますので、

今後とも御協力、御支援をお願いしたいなと思う次

第であります。 

 新たなスタッフで進みます１５年から、これが今

委員からも御指摘ありましたように、新たにスター

トする点については、私も十分に意識をしながら、

新しい院長との病院経営を進めていくように努めて

いきたいと思っております。 

○委員長（久保田英市君） 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（三好稔君） １４番徳島委員の
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御質問にお答えをいたします。 

 職員給与にかかわる給料の額において、前年度予

算計上と差異はないといったようなことでの計上、

このことにつきましては、新年度において医師が２

人かわるわけでございますが、予算書調整の段階に

おいて、新医師等における具体的な状況等が明確で

なかったといったこと、そんなことから新しい医師

にかかわる給与設定ができないといった状況でござ

いました。そのような事情から、１４年度における

体制における給与費といったようなことで計上させ

ていただいているところでございます。 

 １５年度におきましては、実態として２人の先生

がかわるといったことで、これらの先生にかかわる

給料につきましては、基本的に町で定めます医師等

にかかわる基準表を参考に額を算定をいたしたいと

いったことでございまして、このことにつきまして

は、医師の派遣先でございます旭川医大ともちょっ

と調整をさせていただき、最終的に決定をさせてい

ただきたいということで今現在進めているところで

ございます。 

 ただ、給与月額については、現在の先生と比較し

ても、ある程度低くなるといったようなことを予定

しているところから、一定額の前年対比削減になる

というようなことで考えてございます。 

 報酬等の関係につきましては、出張医師にかかわ

るものでございまして、今現在５人の出張医師等が

派遣を受けてございます。これらにかかわるものに

ついては、大きく前年比と変わる状況にないことか

ら、前年と同様な額を計上させていただいていると

ころでございます。 

 また、車の関係につきましても、実績等を勘案い

たしまして、タクシーの配車にかかわる費用につい

ては、若干減少させているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １４番徳島委員。 

○１４番（徳島稔君） 町長の心強い御意見をいた

だいたのですけれども、口では簡単なことだと私は

思うのですけれども、今までの十何年の経験を考え

てみますと、とても札幌医大、旭川医大といって、

両方にまたがって非常に苦慮してまいったわけでご

ざいます。そこで、その経験というか、体験を生か

していただいて、今度は１カ所でございますので、

町長ひとつ酒匂町長以来三代にわたって苦慮してき

たわけでございます。和田町長のときは、これほど

厳しくなかったわけです、病院も新しいから。それ

で酒匂町長、菅野町長ら相当に苦労してきたのでな

いかと、こう思うわけでございます。それで、今先

輩方の苦労をじっくり味わわせてもらって、次の今

度はこれからの上富良野町立病院はしっかり私は受

けとめてやっていっていただきたいと、こう思って

おりますので、ひとつそこを肝に銘じてやっていた

だきたいと、こう思っておりますのでよろしくお願

いします。 

 次、事務長にちょっとお尋ねしますが、これ私

は、これから旭川医大でございますので、札幌医大

でないのですから、昔は札幌医大からも車でどんど

ん来ていたわけです。だからこの出張医に対しまし

ては、交通費はこの倍ぐらいになってもいいのです

よ。交通費をけちるということは、医者を常にびっ

ちり常勤を置かなければいけないということが私は

大変なのですから、交通費はふえてもよろしいです

から、ひとつ常勤の方で私はしっかり受けとめて

やっていただければ、私はいいのでないかと、こう

考えているわけです。それで、今度旭川医大ですか

ら近いのですから、ひとつ町民の負託にもこたえる

ために、ひとつこっちにいたから失敗だとか、そう

いうことのないように、ひとつ近いのだから、医大

とよく提携をして、上富良野町民の健康を守ってい

ただきたい。努めて私は余り問題のないように、医

師も今後から来る医師は大した評判がいいのです

よ。これは今来る医者ばかりでないのですよ。昔も

富永先生来た時代には、いやこの医者は医者はと

言って、初めは大したもう院長が客が減って、富永

先生に対した客がいた。長い日たつと、やっぱり平

山院長の方が多かったと、こういうようなこともあ

りますので、余り有頂天にならないように、ひとつ

しっかり話をしていただいて、真剣に取り組んでい

ただきたい、私はこう思うので、ひとつその辺の考

え方をもう一度返答というか、しっかりした返事を

いただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（久保田英市君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １４番徳島委員のおっしゃ

るとおり、病院経営というのはこれからも厳しさは

決して緩むものではないと、より一層厳しくなるも

のというふうに認識いたしておりますので、町民の

健康維持管理をする公設病院としての、その役割を

十二分に果たすよう、より一層努力してまいりたい

と思っております。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長。 

○町立病院事務長（三好稔君） １４番徳島委員の

御質問でございます交通費等の関係でございます。

これらにつきましては、当病院におきますところの

標準医師を確保するため等を目的といたしまして出

張医師の派遣を受けてございます。そして、この交

通費につきましては、これら先生のいわゆる通勤、

また帰られるときの車といったことで費用を計上い

たしてございまして、これらにつきましては、より
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医師が安全な通勤に当たっていただくといったよう

なことから、タクシーの配車をいたしているところ

でございます。 

 御意見いただいたことにつきましては、受けとめ

させていただきたいと思っています。ありがとうご

ざいます。 

 そして、あと医局との医師の派遣、出張医との関

係の調整につきましては、日々十分対応していきた

いと考えております。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １５番村上委員どう

ぞ。 

○１５番（村上和子君） １７ページ、建設改良

費、工事請負費の５９２万２,０００円、院内改修

工事となっておりますけれども、どこを直すのでし

たでしょうか、もう一度お聞きしたいと思います。 

 たしか昨年は病院の玄関前ですとか、給湯の冷房

ですとか、それから給湯管の取りかえとかあったと

思うのですけれども、しばらくは補修をしながら、

だんだん古くなっていきますので、そういったこと

はあると思いますけれども、果たしてことしはどこ

も補修しなくてもいいという年が来るのか、はたま

たこれからの向こう５年から１０年ぐらいの計画と

いうのでしょうか、どうしてもやっぱり維持管理費

だとか、改修だとか、補修というのは必要になると

思うのですけれども、きっちりとした計画をお立て

になった方がいいと思うのですが、いかがでしょう

か、お尋ねしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（三好稔君） １５番村上委員の

御質問にお答えをいたします。 

 予算計上いたしております工事請負費５９２万

２,０００でございますが、この工事の概要といた

しまして、病室の環境整備を図りたいということ

で、一般病床、現在６床病床がございます。それを

５床の病床に、また療養病床においては、現行５床

部屋がございます。それを４床にといったことで環

境の整備を図ると。そのために現在あります医療器

材庫、そしてまた後、今現在産婦人科の診療の廃止

後において、介護相談室ということで一時的に使っ

ている部屋を新たな病室といったことで設置するた

めの工事費でございます。 

 そのほか、病棟の病室における改修といったこと

で、脱衣場等に今段差があるといったことで、これ

も車いす等が容易に使用できるためのことで段差の

解消、それとさらに管理棟におきましては、介護事

務室、面談室を整備いたしたいと考えております。 

 そして、あと外来患者が使用いたしております検

査便所ございます。これも大きな段差があるといっ

たことで使用がしづらいといったことから、これも

段差の解消等もいたしたいというようなことで考え

てございます。 

 そのほか、病院施設にかかわる整備等の関係でご

ざいますが、当面する大きな事業といたしまして、

いわゆる外壁と屋上のシートの張りかえといったこ

とが次に計画いたしている事業でございます。 

 そのほかにつきましては、大きな事業費を伴うも

のについては、現行においてはまだ計画いたしてご

ざいません。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １番中村委員。 

○１番（中村有秀君） １８ページの給料明細書の

関係でございますけれども、一番下の左側に研究研

修手当１,６５０万円ということで、前年同様計上

されているということです。先ほど同僚委員のお話

がありましたけれども、一応今度の条例改正等があ

りますけれども、とりあえず改正前ということで計

上されたように推測をされますけれども、この点の

関係の確認をいたしたいと思います。 

 それから第２点目は、現在の研究研修手当の支給

状況、院長は５２万円というようなことお聞きしま

したけれども、副院長、それからその他の医師の

１、２という関係で、それらについてお伺いをいた

したいと思います。 

 それから、３点目は入院患者の院内の薬剤指導の

関係でございます。町長も非常に今の病院の管理体

制から延び延びになっていたけれども、１５年４月

から実施をすると、そういうことで、非常に本来で

あれば２年前からということでございますけれど

も、体制が整わない機器の関係等あるということで

ございますけれども、現在その取り進めの状況と、

一応１５年の４月１日から実施をするという体制に

なっているかということで御確認をしたいと思いま

す。 

 それからもう１点、院内の改修工事なのですが、

通院する患者、当然入院患者の付き添いの関係もご

ざいましょうけれども、私毎日通っているのですけ

れども、特に正面玄関の右側、非常にこの時期滑っ

て非常に危険なので、病院の方では砂をまいてくれ

ているのですけれども、現実に朝の８時、早朝から

来る皆さん方のことを見たら、非常におっかなびっ

くりあれしているので、何とかあそこの部面でも、

左側はよろしいかと思いますけれども、右側の部分

だけロードヒーティング等を含めて検討してはいか

がということで、お願いをいたしたいと思います。 

 病室の改善ですけれども、病院の入院患者のベッ

ドの下にえらい穴のあいているところもあるのです

ね。現実に僕の妻は入院しているから行ってみた
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ら、それがそのまま放置されているものですから、

何かの工事の関係だろうと思いますけれども、この

院内改修の段階で一緒に進めていただいてはいかが

と思います。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（三好稔君） １番中村委員の御

質問にお答えをいたします。 

 １点目、研修研究手当の予算につきましては、中

村委員の御意見にもありましたように、平成１４年

度における医師体制の中での手当の予算といったこ

とで御理解をいただきたいと思います。 

 手当の支給状況でございますが、現行平成１４年

度におきましては、院長にあっては５２万５,００

０円、副院長にあっては３５万円、内科医長にあっ

ては２５万円、外科医師にあっても２５万円といっ

たことで、トータル月額１３７万５,０００円の支

給となってございます。 

 次に、薬剤管理指導の現行における状況等につい

てでございますが、これにつきましては、新年度に

おいて、その業務を取り進めるといったことでお答

えをしてきておりまして、その稼働というか、具現

に向かって進めてまいりたいと思っております。４

月に入りましたら、早々にその届けに関する事務処

理をして、その後病棟に関する業務を進めてまいり

たいと考えております。 

 次に、改修工事にかかわる玄関の右側のロード

ヒーティング化につきましては、これは課題という

ことで御意見をちょうだいさせていただきたいと思

います。検討させていただきます。 

 あわせて、あと病室のベッドの下にも穴といった

ようなことがあるといったことでございます。これ

につきましても状況、私調べさせていただきまし

て、１５年度予算計上の中において措置できるのか

できないのか、判断をいたしたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 後発薬品についてであり

ますが、ことしはこういったものの導入は検討され

ているのか、お伺いいたします。 

 それと、看護体制の問題で看護婦の募集という形

の中でされておりますが、なかなか来られないとい

う事情があるかと思いますが、一定年齢４０代を制

限しているという形の中で、例えば４５歳、５０歳

ぐらいでも、条件が合えば行きたいという方も中に

はいるのだろうと思いますが、そこら辺の線引きの

問題で、実態に合っているかどうか、４０歳という

形の中で、そういう問題も含めて看護体制の充実と

いう点でも、もっと地元あるいは基本は地元で、多

少越境という形の中で今出てきておりますので、そ

いうものも検討すべきではないかというふうに思い

ます。 

 それと、この間も保健指導の中で、いわゆる外来

における栄養指導ということが一連の健康予防とい

う形の中で話題が提起されました。そういう意味で

は、もっとこの点での現行やっているのかどうかわ

かりませんが、もっと指導すべき点があるというこ

とで、これにかかわる報酬等があるということです

から、そういうものを予防医療の観点からも、もっ

と積極的にやる必要があると思いますが、この点。 

 それと、療養型における介護体制の問題でお伺い

いたしますが、ケア計画が当然療養型においてもつ

くられているかと思いますが、この点についての

きっちりとそういう記録簿も含めて、ケア計画が変

更になった場合、あるいは含め現状で点検されてい

るのかどうなのかこの点。 

 それと療養型における介護職員の処遇の問題であ

りますが、これもかなりなハードな労働条件という

形の中で、やはり処遇の改善等が言われています。

一般会計もそうなのですが、現場における特養にお

いても、何らかの改善が必要だと思います。この点

で言えば、福祉協議会がパートに当たっても一定の

経験年数を積んだ場合には、退職金制度をつくると

いう形の中でやっております。やはり今ただ働けと

いうだけではなくて、働く労働者にとっては、こう

いう楽しみだとかも含めて、やはり改善点が必要だ

というふうに思いますし、この点では労働条件の問

題も含めて改善する余地が、病院だけではありませ

んから、あると思いますが、この点。 

 さらに、病院と患者との間におけるやはり接遇の

対応という形で、いまだにやはり不満漏らしている

という患者さん、あるいは広がっております。そう

いう意味では、きっちりとした対応をもっとすべき

だというふうに思いますが、この点。 

 さらに出張医との関係で、もっとこの出張医の部

分のやはり旅費、あるいは手当というのを全体的に

削減できないものかというところであります。基本

額の給与においては、なかなか削減できないという

ことでありますが、私はこの点についてもやはり

もっと削減して、やはり経費の節減ということであ

れば、この分についても思い切り見直しをかけるべ

きだというふうに考えておりますので、これらの点

について。 

 あと宿日直は、現行のいわゆる在住している病院

の医師がやられているのかどうなのか、この点につ

いても伺いたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長、答弁。 
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○町立病院事務長（三好稔君） １２番米沢委員の

御質問にお答えをいたします。 

 １点目の後発薬品の関係でございますが、このこ

とにつきましては、これまで議会等から使用につい

ての御意見もいただいたところでございますし、院

内におきましては、薬剤の管理会議において、これ

らの使用について、またさらに検討していくと。基

本的については否定するものではないといったこと

から、ただいま申し上げました管理会議において、

さらに検討を進めていきたいと考えてございます。 

 ２点目の看護職員の採用における一定年齢を制限

したことでございますが、現行応募につきましては

４０歳といったようなことで、現場におきまして

は、こういった範疇で応募していただけることにつ

いてはよろしいわけでございますが、実態として必

ずしもこういった制限をすることによって、応募の

範囲が人が少なくなるといった実態にもあるのかな

と思っております。この辺については、おおむね４

０歳といったようなことを考えておりまして、若干

年齢を超えての任用といったことも、これはあり得

るというようなことで対処していきたいと思ってお

ります。 

 それから、栄養士における栄養指導等の関係につ

きましては、現在病院にかかっていただいている患

者さんについても、当然にしてそれぞれの疾病に応

じた食生活といったことがあるものですから、指導

等させていただいております。 

 御意見の予防といったようなことにつきまして、

これも町における全体の町民の方の予防と、いわゆ

る病院においてもプライマリーケアの取り組みをと

いうようなことで意見もいただいているところか

ら、これらについても病院においてのかかわり方検

討していかなければならない状況になってございま

す。 

 それから、ケアプラン等の関係でございますが、

これらについては当然にしてケアプランに基づくと

ころのサービスを提供しなければならないといった

ことでございますので、点検は十分にしていかなけ

ればならないし、実態として、これらはその業務を

いたしているところでございます。 

 ４点目の介護職員の処遇改善でございますが、御

意見にあるとおりだと思います。病院における看護

職員の募集をしたときにおいて、なかなか人が集ま

らないといったような状況もございます。それには

賃金体系もありましょうし、いわゆる働く魅力のあ

る環境といったようなことが大事なのかなと思って

おります。これにつきましては、他の類似する施設

等も町にございますので、こういったところの連

携、調整をしていかなければならないと考えている

ところでございます。 

 それから接遇について、これは患者さんが当病院

にかかっていただけるといったことで、病院側から

のサービスといったことで、十分な配慮しなければ

ならないというのは、これもう当然のことでござい

ます。たびたびそういった問題を提起している状況

にございますが、そういったものを解消するため

に、院長からの通達書を職員に配付したり、そうい

う取り組みを進めております。 

 今後につきましても、接遇については十分配慮し

ていかなければならないと思っております。 

 それから、出張医の手当の削減、見直しについて

でございますが、これにつきましても標準医師と一

定の確保するといったことから、出張医をお願いし

ているところでございます。そのときに、派遣先の

旭川医大とのいわゆるその医師にかかわる報酬につ

いて協議をさせていただいているところでございま

す。これにつきましても、うちの一定の基準額を

もって協議をさせていただいております。 

 委員の御意見にありますように、それを意に含め

まして、今後についても医局との対応を図っていき

たいと考えております。 

 あと、宿日直の体制でございますが、旭川医大に

宿直、そして翌日の診療等お願いしている部分がご

ざいます。これにつきましては、火曜日の夜、木曜

日の夜といったようなことで出張医にお願いをいた

してございます。 

 そして、さらに土曜日、日曜日における日直及び

宿直につきまして、旭川医大に今お願いをしている

実態にございます。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢委員。 

○１２番（米沢義英君） 宿日直についても、現行

規定ではちょっとあいまいな表現になっているかと

思いますが、やはり基本は、やむを得ない場合は外

からということもあるのでしょうけれども、こう

いった部分についての経費の削減ということで言え

ば、やっぱり常時在住するそういった医師によっ

て、こういった部分を賄うということも当然必要な

部分だというふうに思いますので、この点について

も全般的に見直しが必要かというふうに思います。 

 あとは、それぞれ課題も持って進められていると

いうふうな話、内容ですから、そういった部分も全

般的にもう一度見直しながら、一つ一つこの課題を

どう改善するのかというところでぜひやってほしい

と思いますので、とりあえず宿日直における部分

と、あとパート労働におけるそこら辺の部分につい

ても、もう一度お伺いしたいと思います。 

（「関連」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（久保田英市君） １１番、関連であれば

どうぞ。 

○１１番（梨澤節三君） 接遇について、今答弁を

聞いていますと入っていなかったのでお聞きしま

す。 

 接遇というか、患者対応というか、予算書の説明

のときに、事務長が患者様と言っておりましたね。

大分これは浸透しているであろうと思うのですけれ

ども、どこの病院も今、様使っておりまして、呼ば

れる方は様が当たり前になってしまっておりますけ

れども、そういうような気持ちかなと思うのです。 

 それで、お尋ねしたいのは、患者対応ということ

なのですよ。入り口、同僚議員から、スリップする

からということが出た、あの辺から全部入るのでは

ないかと思うのですよ。これは職員から看護婦から

医師全部です。 

 特に医者の場合は、病院の中にある自分が使う資

機材、そして患者、それに対応できるかできない

か。対応できない場合には、どこどこがありますよ

という、そういう最後まで面倒を見るというよう

な、今テレビ等で非常に進んでいるのですよ、患者

の方が、テレビ等を見てですね。そういうのも含め

まして、それを事務長から言うというのもなかなか

進まなかったのでしょう。今まで、御意見箱、目安

箱、リクエストボックスですか、何かそういうよう

なものは置いているのか。もし置いてあれば、患者

の生の声をそれに入れてもらって、そしてそれを３

カ月に１回、半年に１回というものをばすばす、看

護師なら看護師に、医師になら医師にぼすっと見せ

ることですね。そして、解答もいただくという、も

しなかった場合ですよ。そのようにされたら生の声

が伝わるのではないかなと。細かいことも上がって

くると思いますが、その御意見箱と、その解答とい

うことについてお尋ねしたいと思いますが。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長。 

○町立病院事務長（三好稔君） 米沢委員の御質問

にお答えをいたしたいと思います。 

 出張医師の経費の削減につきましても、当然にし

て病院の費用をいかに削減していくかといったよう

なことで、基本的に今考えていかなければならな

い。その中において、出張医師の経費についても同

様の対処をしていかなければならないと思っており

ます。 

 病院においても多くの課題がございます。これら

につきましては、院内に設置してございます病院経

営の改善検討会議等において、またこれらの課題に

ついて、またそれらについて取り組んでまいりたい

と思っております。 

 また、看護補助員等のいわゆるパート職員にかか

わる労働と処遇の改善につきましても、これまで米

沢委員からも何回かこのことについてては御意見も

いただいているところでございます。引き続き検討

させていただきたいと思います。 

 それから、１１番梨澤委員の御質問でございま

す、接遇に関しての御質問でございますが、院内に

おいて患者さん、また家族の方が病院に対する意見

といったことで、それらをちょうだいするために町

民ポストをホールのいわゆる公衆電話の横に設けて

ございます。このポストにおきまして、これまでも

患者さん、また御家族の方と思われる方からもいろ

いろ意見をいただいておりますし、それらにつきま

しては院内において、その内容を職員に知らしめて

いると。特に医師等に関するものもございます。そ

ういったものについては、医師に直接そのコピー等

をしたもので目を通していただいているという状況

にあります。 

 今後におきましても、患者の接遇については病院

事業において大きな課題の一つでございますので、

引き続き取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） これにて終わりたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 時間気になると見えて、そ

んなに時間かかりませんので御心配無用だと思いま

す。 

 私は一般的に考えて、一般会計と違って病院会計

は発生主義ゆえに、予算よりも決算を私は重要視し

たいと、こういう考えているところでありますが、

同僚議員から御質問あった件で、旭川からドクター

の送りの部分、どんどんという話しあったのですけ

れども、借上料４２０万円計上している。等という

ことですけれども、今後にあっては、営業車発注す

るということになるのですけれども、２社あるわけ

ですから、その点十分御配慮の上、運用されること

をお願いしたいと、かように思っておりますので、

よろしくお願いしたいと。 

 以上です。ちょうど１２時前です。 

○委員長（久保田英市君） 病院事務長。 

○町立病院事務長（三好稔君） ３番福塚委員の御

意見、受けとめさせていただきます。 

○委員長（久保田英市君） 終わりにしてよろしい

ですね。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、議案第

９号の質議を終了いたします。 

 以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。 
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 本日は、これにて散会いたします。 

 今後の予定を事務局長から説明いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 明日３月１８日は、本

特別委員会の最終日で、開会は午前９時でありま

す。定刻までに御参集を願いいたします。 

 本日は、午後１時から上富良野町各会計予算案審

査意見素案を各常任委員会において意見の取りまと

めをお願い申し上げます。集約が終わり次第、予算

特別委員長まで提出をお願い申し上げます。 

 各委員会の取りまとめを行う会場については、総

務常任委員会は議長室、教育民生常任委員会は第

２、第３会議室、産業建設常任委員会は議員控室に

おいてお願い申し上げます。その後、各常任委員会

から意見素案が予算特別委員長に提出されました段

階で、正副予算特別委員長並びに、本日は教育民生

常任副委員長、それから総務常任委員会副委員長、

産業建設常任委員長は議長室にお集まりをいただ

き、３月１８日の本委員会での意見集約の素案とし

て、全体の審査意見素案づくりの御審議をお願い申

し上げます。 

 以上です。 

午後 ０時００分 散会  
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １９名） 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） おはようございます。 

 御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１９名であり、定足数に達

しておりますので、これより予算特別委員会、第４

日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事について、事務局長より説明させま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 本日の議事日程につき

ましては、議案第１号から議案第９号まで各予算を

一括して意見調整と、各会計の討論並びに表決の順

で進めてまいりたいと存じます。 

 意見調整の審議に当たりましては、３月１７日に

所管委員会単位で御検討いただきました御意見につ

いて、正副予算特別委員長並びに総務常任委員会副

委員長、教育民生常任副委員長、産業建設常任委員

長によりまして、本日の審査意見集約の素案を作成

していただいておりますので、これによりまして審

査意見の調整をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） これより、平成１５年

度上富良野町各会計予算を一括して意見調整を行い

ます。 

 予算特別委員会審査意見素案を事務局長に朗読さ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） では、予算特別委員会

審査意見素案を朗読いたします。 

 平成１５年度予算特別委員会審査意見素案。 

 一般会計。 

 １、財政について。 

 ①町税及び使用料等は、町の主要な財源であり、

収納率の向上を図り、不納欠損処理に当たっては、

慎重に対応するように努められたい。 

 ②地方税の減少。 

 地方交付税の削減等により歳入財源の減少が著し

い中、健全財政の維持には十分留意するとともに、

町財政の現状と将来見通しを今後とも町民に知ら

せ、十分理解を得られるよう努められたい。 

 ２、入札制度について。 

 情報公開条例の施行などに伴い、入札の公平、公

正、透明性の確保を図るため、公共事業の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律に従い、厳正な執

行に努められたい。 

 ３、補助金等について。 

 補助金、負担金の交付に当たっては、事業実績等

を判断し、該当団体と協議の上、適正に助成された

い。特に納税奨励金については、今後もその扱いを

検討されたい。 

 ４、物品、燃料等の購入について。 

 物品、燃料等の購入に当たっては、適切な価格で

購入されたい。 

 ５、委託業務について。 

 ①公共施設等の管理委託方法について、十分に精

査し、再考されたい。 

 ②、委託料の積算については、内容等を十分に精

査されたい。 

 ６、条例及び基本計画の策定について。 

 景観条例及び各種の基本計画の作成に当たって

は、住民の意向を十分に把握の上、実効性が上がる

ように策定されたい。 

 ７、保健福祉総合センターについて。 

 保健福祉総合センターの維持管理については、早

急に詳細な計画を示されたい。 

 裏面。 

 ８、産業の活性化について。 

 産業の活性化について、確実に実効が上がるよう

施策の展開を図られたい。 

 ①商業の活性化に向けて、商業振興条例の趣旨に

基づき、一層の推進を図られたい。 

 ②農協合併を踏まえた中での農業施策について

は、本町の独自性を図るとともに、農業者に利益が

受けられるよう配慮されたい。 

 ９、国営しろがね事業について。 

 国営しろがね事業の償還金利は、未納金を処理さ

せないよう手だてを講じ、未収金の処理に当たって

は、統一された方策を土地改良区と十分調整された

い。 

 また、今後の維持管理については、十分な情報提

供を図られたい。 

 １０、駅前再開発事業について。 

 駅前再開発事業については、一層の意見調整を図

り、現状を勘案した上方向性を定められたい。 

 １１、教育行政について。 

 学校週５日制に伴い、教育環境の一層の充実のた

め、十分なる対応を図られたい。 

 １２、公民館の整備について。 

 公民館については、老朽化が激しいため、第４次

総合計画後期計画の中で最優先で対応を図られた

い。 

 続きまして、ラベンダーハイツ事業特別会計。 

 入所希望者が多く、待機者が増加していることか

ら、対応策を講じられたい。 

 続きまして、病院事業会計。 
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 ①新体制のもと、病院の健全な運営に努め、患

者、利用者に対する接遇の一層の改善を図られた

い。 

 ②薬剤管理指導業務の推進を図られたい。 

 以上でございます。 

○委員長（久保田英市君） これより、審査意見の

調整を行います。 

 ただいま事務局長より朗読させました審査意見素

案について、御意見があれば伺いたいと思います。 

 項目が多数ございますので、会計別に１項目ずつ

意見調整を行いたいと思います。 

 初めに、一般会計から意見調整を行います。 

 ①点目、財政について、御意見があればお伺いい

たします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、次に進みた

いと思います。 

 ２番目、入札制度について、よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 次に３番目、補助金等

について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 次に、４番目、物品、

燃料等の購入について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） ５番目、委託業務につ

いて。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） それでは６番目、条例

及び基本計画の策定について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 次に７番、保健福祉総

合センターについて。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 次に８番、産業の活性

について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 次に９番、国営しろが

ね事業について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 次に１０番、駅前再開

発事業について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 次に１１番、教育行政

について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 次に１２番、公民館の

整備について。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 次に、ラベンダーハイ

ツ事業特別会計につきまして。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 次に、病院事業会計に

つきまして。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 意見調整が終わりまし

たので、各会計の審査意見はこれで決定してよろし

いですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） よって、各会計予算に

対する審査意見は、ただいま調整のとおり決定いた

しました。 

 これにて、平成１５年度上富良野町各会計予算の

意見調整を終了いたします。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

──────────────────                
午前 ９時１１分 休憩 

午前 ９時５０分 再開 

──────────────────                
○委員長（久保田英市君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 理事者より、所信表明の申し出がございますの

で、発言を許します。 

 町長尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） １３日から始まりました予

算特別委員会にありましては、委員各位におかれま

して御提案させていただいております平成１５年度

の各会計につきまして、慎重審議を賜りましたこと

をまず心から感謝を申し上げたいと存じます。 

 先ほど委員長並びに副委員長さんにおいでをいた

だきまして、特別委員会の委員の皆様方の審査意見

をちょうだいいたしました。それぞれの項目につき

まして、十分目を通させていただいたところであり

ますが、それぞれにおきまして委員皆様方がまとめ

ていただきました審査意見、ごもっともであると、

私自身もそういう認識を持っているところでござい

ます。今日までの間、予算特別委員会等で皆様方か

ら賜りました各御意見等々も含めながら、今後の行

政執行に当たりまして、十分に反映してまいる所存

でございますので、どうかひとつ１５年度各会計予

算につきましては、慎重審議賜りまして御議決賜り

ますことをお願い申し上げまして、所信表明にかえ

させていただきます。どうかよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（久保田英市君） これより討論を行い、

各議案ごとに採決いたしたいと存じます。これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（久保田英市君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、討論を行い、各議案ごとに起立による採

決いたします。 

 これより、議案第１号平成１５年度上富良野町一

般会計予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

 ３番福塚委員。 

○３番（福塚賢一君） 私は、一般会計について、

いろいろお伺いをしてきたところでありますが、ど

うしても理解できない、譲歩することができないと

いう考え方で、反対の立場で討論を四つの考え方か

ら申し上げさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、資料の審議の資とすべく要求した書

類の説明が、全く説明されなく今日まで来ていると

いうことであります。少々内容についても、まこに

とに不十分で、少なくとも議会に提出する資料につ

いては、調書については、聡明な植田助役は議会に

提出資料として目を通していないのではないかと思

うわけです。例えば、その他借上料として数百万円

ありますが、何を意味するのかわからないのであり

ます。したがって、審議の資料として要求した資料

の説明が欠いている点、例えば借上料が１億円近く

に予算トータル計上してあるにもかかわらず、資料

が配付を終えている点で、その説明の悪いところで

あります。 

 二つ目は、保健福祉施設の予算審議をしているに

もかかわらず、利用計画の説明書が添付されている

ものの、一番大切な維持管理費の説明がされていな

いということであります。つきましては、要求した

考え方に基づいて、記述した資料は書いてあります

けれども、その他については補足されていないとい

うことであります。 

 三つ目は、民間委託の十勝岳バス路線の６３０万

円の端的に積算根拠を尋ねているにもかかわらず、

一般質問のときも、今回の予算委員会のときも、消

費税だとか、消費税にしましても約３０万円ぐらい

ですね。福利厚生費だとか、答弁が返ってこないの

でありまして、内容の積算されたいとも簡単なこと

が説明を欠いているので、これについては町民に対

して説明できないことであります。 

 最後に、４点目は、国営土地改良しろがね事業に

ついてでありますが、今日まで広く会議を起こして

こなかったことであります。質問をすれば答えると

いう形で、いつも後手後手になっていることであり

ます。 

 一例として、美瑛町と同一事業でありながら、美

瑛町は軽減負担はされていない。ついては、美瑛町

長裁量権を行使していない。本町のみが尾岸町長の

裁量権を行使し、わざわざ借金をして、農家１軒当

たり概算で約１,０００万円近い財政支援をしてい

る。このことについては、問題を先送りしているば

かりか、公平負担の原則から、大きく外れているこ

とであります。 

 私は、国営事業に対しては、尾岸町長の行政配慮

に対しては基本的に理解しております。しかし説明

が極めて悪い。今後については、さようなことのな

いように、十分期待しているところでありますが、

以上申し上げた理由から、本予算の議決に対して、

私は反対討論と考えているところであります。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 次に、本件に対する賛

成討論の発言を許します。 

 １８番向山富夫君。 

○１８番（向山富夫君） 私は、平成１５年度の一

般会計予算案に対しまして、賛成の立場から討論さ

せていただきたいと思います。 

 今日の地方自治体を取り巻く経済状況は、長引く

景気の低迷、加えて金融不安等、まさに出口の見え

ないデフレスパイラルの中にあり、国の財政も大変

厳しく、その影響をまともに受け、町の財政事情も

一段と厳しい状況にあることは、御案内のとおりで

ございます。 

 このような閉塞的な状況からの脱却を図るため

に、今や国、地方を問わず、行財政の改革を強力に

推し進め、傷みを伴いながらも、１日も早い経済再

生に向け取り組んでいるところであります。 

 我が町においても、平成１５年度以降、国営土地

改良事業負担金の償還、保健福祉総合センターの着

手など、多額の財政支出が見込まれております。こ

のような状況を踏まえ、上富良野町の平成１５年度

予算案が提案されておりますが、一般会計において

は、さきに示されております健全財政維持方針、行

財政改革実施計画に基づき、対前年比２５.１％増

の予算案となっております。 

 一般会計全体を見たとき、本予算特別委員会の審

議でも多くの意見が出されておりましたように、福

祉サービスの充実、商工業、農業などの産業振興へ

の予算配慮は十分とは言えず、全般的にも全町民が

満足するものではありませんが、先ほど申し上げま

した諸般の状況を勘案いたしますと、農業、商工

業、自衛隊を柱とする産業経済基盤の形成と、少子

高齢化社会に対する諸施策、生活環境整備など限ら

れた予算を効果的に生かし、可能な範囲で予算措置

がなされているものと判断するものであり、現在の

本町の財政状況から見ると、やむを得ないものと理

解するものであります。 

 また、財政運営においても、健全財政維持方針と
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行財政改革実施計画に基づき、収支バランスのとれ

た財政構造への変革姿勢がうかがわれ、その面から

も、執行者の財政に対する認識についても十分意を

用いているものと判断できるものであります。 

 今後の予算執行に当たりましては、財政構造を抜

本的に改革していくことを重視するとともに、今回

提出されております審査意見書を十分に踏まえてい

ただいた中で執行していただけるものと判断し、私

は賛成の立場での討論とさせていただきたいと思い

ます。 

○委員長（久保田英市君） 次に、本件に対する反

対討論の発言を許します。 

○委員長（久保田英市君） １２番米沢義英君。 

○１２番（米沢義英君） 私は、平成１５年度の一

般会計予算案に反対の立場から討論いたします。 

 今国が進める小泉政権のもとでの政策というの

は、失業や倒産を生むという状況の中で、明らかに

失敗という状況が生まれています。 

 また、一方で医療や年金など、社会保障について

は後退を余儀なくされるという状況で、聖域なき改

革と言いながら、軍事費やダム等のむだ遣い等につ

いては、一向に予算の削減を行わない。 

 さらに問題は、このような国民の税金のむだ遣い

を容認しながら、地方自治体に対する交付税等の削

減を進め、交付税の削減で地方自治体が大変な財政

というところに今追い込まれようとしています。 

 また、一方では、地方分権と言いながら、地方財

源の移譲もあいまいな形の中で、地方合併を強制的

に進めるという状況で、多くの自治体から反発をか

うという状況になっています。 

 さらに問題は、ことしから来年度にかけての健保

本人の負担の引き上げや所得税、発泡酒等などの増

税と合わせれば、約４兆円もの負担が国民に転嫁さ

れるという実質増税になります。 

 このようなときだからこそ、地方自治体は住民の

暮らしをしっかり守るということが求められていま

す。しかし、新年度の予算案ではどうでしょうか。

財政難、効率化を理由に、介護保険制度の負担軽減

の率を３割から６割に引き上げる、在宅促進補助の

段階的な見直しは、酪農ヘルパー等の利用組合の補

助金の段階的な廃止等々、住民の切実な予算にまで

足を踏み入れ、削減、廃止するという状況になって

きています。 

 予算の執行に当たって考えてみれば、これが住民

が責任を負うのではなく、政策そのものに失敗があ

り、そういうことではないでしょうか。 

 また、民間委託について言えば、財政の効率化と

いう状況の中で、西保育所を保護者への充分な説明

がないまま、昨年度においては進めようとした結

果、結局失敗に終わり、それに懲りずに、また新年

度においては保育所を民間委託にする。答弁でも明

らかなように、これでも飽き足らないという状況の

中で、あらゆる施設についても民間委託を前提にし

て考えるという驚きの発言も飛び交うという状況に

なってきています。 

 私は、このような状況の中で、いま一度考えなけ

ればならないのは、財政が厳しいというのであれ

ば、また財政の効率化、行政改革というのであれ

ば、今建設が始まろうとする保健センターそのもの

の事業の見直しを行うべきだと考えます。 

 これから、しろがねのかんぱい事業の償還も入る

という状況の中で、まさに財政の見通しをしっかり

とらえた予算の組み方、これが今必要ではないで

しょうか。必要だとしても、時にはそれを押しとど

め、踏みとどめなければならない、そういう時期が

今来ているものと考えています。 

 これにかかわる維持費においても、町が示した資

料では３,８００万円。私は、これはあくまでも机

上のプランという状況の中で、償還の諸般の経済状

況の変化によって、４,０００万円を超える維持管

理費が負担となって伴うことは明らかであります。 

 確かに町長が言うように、これがすべてで住民負

担をという形ではないでしょう。これも含めた中で

の住民負担見直しということですから、私は町民が

これを望むという状況ではなくて、改めて財政その

ものの見直しをしっかり行うことが大切だと考えて

います。 

 さらに、まちづくりではどうでしょう。今多くの

人たちが新たな活気のあるまちづくりを望んでいま

す。そういう意味では、町長は四季彩のまち・かみ

ふらのという形の中で、相変わらず従前の政策を展

開する。確かに従前の政策の上に乗って、現状を踏

まえた政策ではどうかという点では、まだまだ明確

なものが示されていません。 

 今多くの人たちは、新しい町づくりの中で、住民

の総意と活力が生きる町づくり、この展望をしかっ

り示してほしいと望んでいます。 

 また、合併の問題でも、町長は現行の実施制度を

続けたいと言っておりますが、その点では一部賛成

できるものもありますが、しかし私は合併に頼ら

ず、自立した町づくりをどう進めるかという展望を

はっきり住民に示すべきだと考えています。 

 私は、これらの点を述べて、改めて今回の予算に

おいては、住民の切実な要求に対しても、どんどん

予算を削るという形では、住民は納得できません。 

 昨年来から医療費の負担増等々において、多くの

人たちが大変な生活に追い込まれるという状況の中

で、だれが今地方自治体の住民を守らなければなら
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ないのかというところ、地方自治法の本文にも明記

されているように、このことをしっかり見詰めた上

での町づくりと財政運営をすべきであり、改めてこ

れらの予算に対して、私は反対の立場から討論を終

わるものであります。 

○委員長（久保田英市君） 次に、本件に対する賛

成討論の発言を許します。 

 ６番西村昭教君。 

○６番（西村昭教君） 私は、１５年度の一般会計

について、賛成の立場から一言討論を申し上げる次

第であります。 

 今国の財政が非常に厳しい中で、非常に負債も大

きく抱えていると。当然地方自治体も同じような状

況にあるわけでありますが、今国が大きく叫んでい

る市町村合併も考えてみますと、いわゆる地方自治

のあり方そのものを問われている時期だと思うわけ

であります。 

 当然地方自治のあり方、今合併をいろいろと論議

されておりますが、やはり自主自立の立場に立った

地方自治のあり方というのが、私は大きく問われて

いると思うわけであります。 

 今年度の予算を見ますと、行政の推進に当たっ

て、そういう観点から見ますと、住民がみずから

行っていくような取り組み、行政が今まで行ってき

た取り組みが、住民主体となった取り組みが行われ

るような一面もございます。当然これから地方自治

の行政の推進に当たっては、住民参加型の行政のあ

り方もまた大きく問われてくるところであり、私は

そういう視点から見ますと、本年度の予算につきま

しては、その入り口に一部立ったのかなという感が

するわけであります。 

 過去の経緯により、大変大きな負担が発生する

中、特に国営しろがね事業につきましては、大変苦

慮した中で、その努力を大いに認めるところでもあ

り、またそれを恩恵を受ける農業者にとりまして

も、非常に貢献されるべきものだと思うわけであり

ます。 

 また、今回の予算におきましては、委員会の中で

いろいろと厳しい意見が出されたわけであります

が、私はそういう部分で十分とは言えないまでも、

執行者側もそういう面かなり考慮した中で、私は組

まれている１５年度予算だと思うわけであります。 

 今後の財政は、大変厳しい状況を余儀なくされて

おりますが、意見書に出されていることを十分留意

して執行されることを望むものであります。 

 また、第４次総合計画の後期計画に入ることか

ら、健全財政を柱として、その計画を十分に見直し

をしながら、今後の行政推進を図ることを強く望ん

で賛成討論といたしたいと思います。 

○委員長（久保田英市君） 次に、本件に対する反

対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、これをもっ

て討論を終了いたします。 

 これより、議案第１号平成１５年度上富良野町一

般会計予算の件を起立により採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号平成１５年度上富良野町国民健

康保険特別会計予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

 １７番小野忠君。 

○１７番（小野忠君） 私は、平成１５年度上富良

野町国民健康保険特別会計予算の件について、私は

反対の立場で討論をいたします。 

 老人医療の年齢の引き上げ、退職者医療費の負担

増と将来にわたって国保税の健全化を極めながら、

保険税の値上げはやがて生活上の問題として、町民

から大きな批判が上がることが予想されます。この

点から、町長の積極的な努力が期待されるものであ

りまして、時間をかけて税の徴収を含め慎重に検討

すべきであると考え、私はこの原案に対し反対する

ものであります。 

 以上であります。 

○委員長（久保田英市君） 次に、本件に対する賛

成討論の発言を許します。 

 ８番仲島康行君。 

○８番（仲島康行君） 私は、平成１５年の国民健

康保険特別会計予算原案の賛成の立場で討論を行い

たいと思います。 

 現在、日本の社会全体が先の見えない不況の中に

あり、上富良野町においても建設関連事業の倒産な

ど、確かに明るい状況にはないものと承知している

ところであります。 

 また、他の町村に比べ、やや低いとはいえ、高齢

者の増加は着実に進んでいるのが現状であります。 

 このような状況であればこそ、なお町民の皆様だ

れもが願う健康で毎日を過ごしたいということであ

ろうと思うわけであります。そのためにも、もしも

のための医療を安心して受けることができるよう、

国民健康保険の安定した運営を営むことによって加

入され、そして安心して過ごしていくことが重要な

ことであろうなというふうには思うところでありま

す。 

 しかしながら、国民健康保険の財源基盤が大変厳
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しい状況になってきていることから、資料とともに

説明されておりました。中でも老人保健対象年齢が

引き上げられ、これに伴う国民健康保険対象者が毎

年１歳ずつ繰り上げると。これに伴う国民健康保険

対象者が毎年１歳ずつ上がっていくと。にもかかわ

らず、９割行わなければならないと、給付は。歳出

増に対する財源確保に苦慮していることを提案され

た予算の前年対比から読みとれるところでありま

す。 

 私は知る限り、この国民健康保険会計で繰越金を

当初から実際の財源として充てていることは異例の

ことと感じているところであります。 

 加えて基金の支消も現在高の５割と、ぎりぎりの

選択の中であれば、加入者の方々も苦しい家計の中

ではありますが、過去５年間改正することなく運営

してきたのも理解していただき、緩やかな負担増を

お願いすること。後年の急激な負担増を回避するた

めにも、やむを得ない問題なのかなというふうに

思っております。 

 また、歳出についても堅実な運営をしようとする

意図がうかがわれる本予算を賛成するものでありま

す。 

 なお、国民健康保険税の滞納が徐々に増加してい

る点については、納税者の皆さんの不公平感を与え

ないように、貴重な財源を確保する上でも、なお一

層の努力をお願いするものであります。 

 以上をもって、賛成討論といたします。 

○委員長（久保田英市君） 次に、本件に対する反

対討論の発言を許します。 

 ３番福塚賢一君。 

○３番（福塚賢一君） 私は、反対の考えで意見を

述べさせていただきます。 

 本予算の根幹である税収にあっては、現行条例を

尊重しないで編成したことは、全く理解できないの

であります。現行条例では所得割６.５％で決まっ

ているわけですから、その考え方で予算編成すべき

であることが基本でないかと思うからであります。 

 今回国保世帯が６.５から８％にする予算をもっ

て編成されているようですが、３,０００万円

ちょっと超える負担増になるかと思いますが、町民

に３,０００万円の負担をかけるということに対し

ては、慎重に取り組むべきだと考えるものでありま

す。 

 また、大きく問題点を指摘したいのは、所得割を

１.５％上げるということについては、前年の所得

が課税所得になることは御案内のとおりだと思うの

ですが、ここが問題なのですよ。前年所得というこ

とは、１４年仕事についておられたけれども、１５

年になってこの不景気の世の中で、極端に言えば仕

事がなくなった、リストラに遭った等々考えてみる

ときに、そのハンディキャップが非常に大きいわけ

ですよ。去年所得があったことで税金かけられる。

ことし所得がなくて高い税金を負担してもらわなけ

ればならない。この辺の被世帯の考え方を行政的に

配慮してあげてもいいのではないかと。そのための

時間を少なくともかけていただきたいものだと、こ

うこいねがっている１人であります。 

 基本的には、国保財政の根幹のすべては、相互扶

助の精神から成り立っているものですからして、こ

の点については、まず以上の観点から慎重に時間を

かけて町民の納得のいく行政配慮があってしかるべ

きだと考えまして、本予算書については、以上の観

点から反対するのであります。 

 以上です。 

○委員長（久保田英市君） 次に、本件に対する賛

成討論の発言を許します。 

 ６番西村昭教君。 

○６番（西村昭教君） 私は、１５年度の国保健康

保険改正につきまして、賛成の立場から討論をする

ものであります。 

 既に委員会の審議でも明らかになりましたとお

り、この国保財政の内容を見ますと、老人保健のい

わゆる７０歳から７４歳までが１５年度から毎年１

歳ずつ国保会計の中に繰り入れられるということは

はっきりしているわけであります。 

 その内容を見ますと、今の老人保健の方がいわゆ

る９割負担をしているところで、患者は１割負担と

いう状況にあります。その状況の中で国保会計に

入ってきますと、その審査内容、経費のかかってい

る医療費の費用を見ますと、７０歳以下と、それか

ら７０歳以上の費用を比較いたしますと、約６割

アップするというような状況にあるのは、既に御存

じのとおりであります。 

 そういう中におきまして、年々１歳ずつ引き上げ

られることは、当然国保会計の運営に当たって、非

常に大きな負担となってくるものであります。 

 当然今基金もありますから、そういうものを運用

しても、そういうものがすぐなくなることは明らか

であります。 

 原案で出されてありましたとおり、その負担の部

分の６.５％を１.５％にするのは、最低ぎりぎりの

私は保険者の負担であるかなと判断するわけであり

ます。これを先に延ばすことは、後年度に対してよ

り町民に、加入者に対して大きな負担増となっては

ね返ってくるのは、審議の中でも説明があったとお

りであり、当然予測されるところであります。だと

するならば、緩やかな負担増をお願いする意味から

も、今の１.５％のアップを考慮した予算編成とい
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うのは、妥当な編成だと思うわけであります。 

 また、基金を全くなくしてしまうことは、国保会

計の運営について非常に不安定な要素が出てくるわ

けでありまして、少なくとも３,０００万円から５,

０００万円の基金が常時あるということが、ある面

では必要な面だと思うわけであります。そういうも

のがあるから、ある意味では安定的な国保会計の運

用ができるということも、また裏づけとして私はあ

るのかなという考えでいるわけであります。 

 １９年度には、大幅な法改正が見込まれるところ

で、またどういう内容になるか、またはっきりして

いないところでもありますが、１９年度のその大幅

改正に向けた中で、今現在私はこの１５年度予算に

つきましては、それを十分考慮した中での予算編成

という判断をするところであります。 

 基本的には、加入者に対して全くその負担が増に

ならなければいいわけでありますけれども、相互扶

助という中で運営されている国保会計でありますの

で、これは最低限度の私は加入者に対する負担のお

願いだと判断するところでありますし、また今従前

の６.５％で運営していくことは、後年度により大

きな負担を加入者に強いるものと判断するわけであ

ります。 

 そういう状況から判断いたしまして、私は今年度

の１５年度の国保会計につきましては、そういうこ

とも十分に考慮した予算と判断し、賛成討論とする

ものであります。 

○委員長（久保田英市君） 次に、本件に対する反

対討論の発言を許します。 

 １２番米沢義英君。 

○１２番（米沢義英君） 私は、本国民健康保険の

予算に対して、反対の立場から討論したいというふ

うに考えています。 

 まず第１点目には、不況という状況の中で、滞納

者がふえてきていると。この間の町の示していただ

いた資料においても、多くの業種が不況業種という

形の中で、その数もふえるという状況になってきて

います。 

 また、国の国庫補助制度の削減によって、この本

来もともと国保の基盤というのは弱いと言われてい

るところにもってきて、国庫補助の削減等によっ

て、さらにそれに追い打ちをかけるという状況にな

り、今補助率の引き上げをどこの自治体でも求めて

いるところであります。 

 しかし、こういう状況にあっても、一部の自治体

においては、国保税の引き上げを不況下の中で凍結

するという自治体もあらわれてきています。 

 上富良野町の国保世帯の加入状況を見ても、軽減

世帯が約半数を超えるという状況になってきて、ま

た所得においても、一定の所得があるに至っても、

長引く不況の中で、その経済的なやりくりは大変な

状況であります。 

 さらに申し上げたいのは、これと連動した中で介

護保険分の引き上げも行われるという状況でありま

す。この軽減世帯においても、その内容を見ます

と、４００円引き上げられるという状況ですから、

生活保護自体に準ずるという加入者もいるという状

況の中で、４００円引き上げられただけでも家計の

やりくりが大変だという状況は明らかであります。 

 私は、今やるべきことは一般会計の繰り入れ、こ

ういうものを使ってこの国保の安定に期するという

ことが求められると考えています。 

 また、保健センターの建設に向かう財源をやめ

て、今こういうところにこそその財源を振り向け、

こういう手法が大切だと考えています。 

 以上の点から、私は今年度における国民健康保険

の予算案に対して、町が行おうとしている政策の不

十分さを指摘して、反対の立場から討論を終わりま

す。 

○委員長（久保田英市君） 次に、本件に対する賛

成討論の発言を許します。 

 １３番長谷川徳行君。 

○１３番（長谷川徳行君） 私は、平成１５年度国

民健康保険特別会計予算の原案に賛成の立場で討論

をします。 

 当町においても、高齢者の増加は着実に進み、そ

の中でも老人対象年齢が引き上げられ、これに伴

い、国保対象者が毎年１歳ずつ増加し、医療の給付

についても増加します。これらの歳出増加に対する

財源の確保が非常に困難になってきている現状に

なっています。 

 町民の国保に加入している３４％の皆様が健康で

過ごされることは願ってもないことでありますが、

もしものための医療給付を安心して受けることがで

きるように、基金の安定確保等国保の安定した運営

を望むのが加入されている町民の願いであると思い

ます。 

 また、歳出については、堅実な運営をしようとの

意図がうかがえることから、本予算案に賛成するも

のとして討論をします。 

○委員長（久保田英市君） 次に、本件に対する反

対討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） なければ、これをもっ

て討論を終了いたします。 

 これより、議案第２号平成１５年度上富良野町国

民健康保険特別会計予算の件を起立により採決いた

します。 
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 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号平成１５年度上富良野町老人保

健特別会計予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第３号平成１５年度上富良野町老

人保健特別会計予算の件を起立により採決いたしま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号平成１５年度上富良野町介護保

険特別会計予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第４号平成１５年度上富良野町介

護保険特別会計予算の件を起立により採決いたしま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号平成１５年度上富良野町簡易水

道事業特別会計予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第５号平成１５年度上富良野町簡

易水道事業特別会計予算の件を起立により採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号平成１５年度上富良野町公共下

水道事業特別会計予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第６号平成１５年度上富良野町公

共下水道事業特別会計予算の件を起立により採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号平成１５年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計予算の件の討論に入りま

す。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第７号平成１５年度上富良野町ラ

ベンダーハイツ事業特別会計予算の件を起立により

採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号平成１５年度上富良野町水道事

業会計予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第８号平成１５年度上富良野町水

道事業会計予算の件を起立により採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号平成１５年度上富良野町病院事

業会計予算の件の討論に入ります。 

 まず、本件に対する反対討論の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） これをもって、討論を

終了します。 

 これより、議案第９号平成１５年度上富良野町病
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院事業会計予算の件を起立により採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（久保田英市君） 起立者多数でありま

す。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

 お諮りいたします。 

 予算特別委員会審査報告書の内容については、委

員長並びに副委員長に御一任願いたいと存じます。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（久保田英市君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、予算特別委員会審査報告の内容について

は、委員長並びに副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は、全部終了いたしました。 

 予算特別委員会の閉会に当たり、一言ごあいさつ

を申し上げます。 

 本議会で付託された平成１５年度の各会計当初予

算案を慎重かつ精力的に審査をいただきました。本

日をもって終了しましたことは、委員各位の御協力

によるものでありまして、委員長として厚くお礼を

申し上げます。 

 財政状況が大変厳しい予算審議だけに、委員各位

の御苦労は大変なものであったと思います。審議の

過程では、貴重な御意見もございました。理事者以

下執行機関の方々においては、今後行政執行に当た

り、委員会での論議、意見を十分考慮されますよう

希望する次第でございます。 

 予定された４日間という枠の中に、厳しい財政予

算案の審査に当たられましたこと、委員各位の御苦

労に敬意を表しますとともに、委員長に寄せられま

した御理解と御協力に心からお礼を申し上げまし

て、簡単ではございますが、閉会のごあいさつとい

たします。 

 これをもって、予算特別委員会を閉会いたしま

す。 

 今後の日程について、事務局長より報告をさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御連絡申し上げます。 

 ３月２０日は、今定例会の５日目でございます。

開会は午前９時でございますので、定刻までに御参

集くださいますようお願いを申し上げます。 

 以上です。 

午前１０時４２分 閉会  
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